
第１回（１９．　２．２４）　

道警記者クラブで何が起きていたのか

　

　「記者クラブは、公的機関などを継続的に取材するジャーナリストたちによって構

成される『取材・報道のための自主的組織』である」。

　日本新聞協会編集委員会は記者クラブについてこう見解を出している。道警記者

クラブは、道警本部庁舎の２階にある。加盟しているのは新聞社、テレビ局、通信

社１９社である。

　当時の道警記者クラブの道新記者はキャップの佐藤一ら８人。通常の警察担当

記者のように事件・事故の取材をこなしながら道警の裏金問題にも当たった。そし

て、道新の本社報道本部で警察担当次長（デスク）だったのが、高田昌幸だった。

これが道新の道警裏金問題取材班（以下取材班）の構成である。テレビ朝日の報

道で道警旭川中央警察署の裏金疑惑が明るみに出た０３年１１月２３日以降、取材

班が解体されるまでの間、取材班が書いた道警の裏金問題に関する記事は実に１

４００本を超えたという。

　高田と佐藤がリードする取材班の誓いは、「本気でやること」、そして「続けること」

だった。取材班は、日本新聞協会賞、日本ジャーナリスト大賞、菊池寛賞などを総

なめにした。道新内部には、こうした取材班の活躍をやっかみ半分で苦々しく見て

いる守旧派グループも存在した。

　一方で、道警側の記者クラブ対応窓口は当初、後に本部警備課長に出る政田卓

三警視。裏金報道が本格化すると、０４年３月から滝川署長から岩田満警視が課

長に就いた。さらに０５年４月からは、　総務部長に前警察庁広報室長から永井達

也が配置された。

　岩田は広報担当が長く、道警きっての"広報のエース"、道新内部にも太い人脈

を持っていると言われる男だった。道警の反撃体制は徐々にできあがりつつあった。

　警察の裏金疑惑は、国民の目からみると「犯罪を取り締まるべき警察が実は国

民が汗水流して納めた税金を不正に使っていた。警察の組織的な犯罪ではない

か」という、まさに言語道断の行為なのだが、警察はそうは考えていなかったらしい。

　漆間巌警察庁長官が０５年７月、当時宮城県知事だった浅野史郎がとった捜査

用報償費の執行停止という措置に対して「警察の治安対策にブレーキをかけるも

ので、言語道断だ」と発言したことでも明らかなように道警もまた道新取材班の裏



金報道は、警察にとってまさに治安維持にブレーキをかける反権力的な報道であ

るという受け止め方をしたに違いない。

　道警は平成０４年１１月、内部調査の結果を発表し、裏金づくりを認めて謝罪。９

億円余りを道と国に返還することを表明しながら、一方で最終防衛ラインをここに

敷き、これ以上の後退～つまり、幹部の私的流用や警察庁キャリアの接待などは

絶対に認めない～という方針を立てたはずだ。そのための知事、議会対策、監査

委員対策そしてメディア対策、とりわけ道新潰しが強力に進められることになる。　

　取材班に対する道警の執拗な嫌がらせはすでに始まっていたが、それはこれ以

降、いっそうの露骨に行われるようになる。事件・事故の発表の際、道新記者の質

問だけには答えない。発表や記者説明（レクチャー）の場から「出て行ってくれ」と退

席を求められる。道新の記者たちは次第に特オチ（ある事件を他社が皆取り上げ

ているのに一社だけが取り上げていない状態）をするようになる。それでも取材班

は道警の裏金疑惑追及の手をゆるめることはなかったが、道新の記者たちは記者

クラブの中でも孤立を深めていく。"エース"を配置した広報課のマスコミ分断工作

が効を奏し始めるのだ。

　そんな最中、０４年５月道新にとっては手痛い出来事が発覚する。室蘭支社営業

部次長が広告の売上金を横領したとして道警に逮捕されたのだ。一部マスコミでは

道新の裏金づくりが社内で公然の秘密になっていた、と報じられる。さらにこの事

件で、道新の菊池育夫社長が道警により任意の取り調べを受けている。

　この程度の事件で、道新のトップが取り調べをしたことに道警側の作為を感じる

のは筆者だけであろうか。そして、このことで菊池育夫社長が動揺したのではない

かと考えるのは失礼だろうか。

　実際、この事件を境に、道新内には「裏金報道はもう必要ない」という空気が広

がっていったという。

　次回は、「取材班の解体と不祥事が続く道新」 

http://www.geocities.jp/shimin_me/hokkaidou1.htm#2


第２回（１９．　３．　２）

取材班の解体と不祥事が続く道新

　０５年３月１３日の道新朝刊社会面トップに「泳がせ捜査失敗」の記事が大きく掲

載された。

　実はこの問題、道警銃器対策課の稲葉圭昭元警部の事件を扱った「北海道警察

の冷たい夏」の著者曽我部司が「北海道警が闇に葬った大スキャンダル」（月刊現

代０４年９月号）で、既に詳しく書いている。

　０５年３月に発売された道警ＯＢの原田宏二の「警察内部告発者」（講談社）にも

書かれている。

　この問題は０２年７月、覚せい剤取締法違反（所持）で逮捕された稲葉元警部が０

３年３月に札幌地裁に出した「上申書」で暴露したことに始まる。

　「上申書」の内容は、００年４月ころ、道警銃器対策課と函館税関が、けん銃の摘

発を目的とした「泳がせ捜査」で、１３０キロの覚せい剤と大麻２トンの密輸入を黙

認したが、捜査に失敗して、覚せい剤等を北海道内に流入させてしまった、というも

のだった。

　これらの末端価格は１５０億円以上とされた。　当然のことながら道警と函館税関

はこれを否定した。

　道警は、稲葉元警部が裁判で述べた数々のけん銃違法捜査について、ことごとく

事実無根と否定していた。

　マスコミも稲葉元警部に悪徳警官のレッテルを貼ろうとする道警の姿勢に追随し

て、銃器対策課の組織的な違法捜査を追及しようとはしなかった。

　その意味ではこの「泳がせ捜査失敗」の記事が、稲葉事件の本質に迫った最初

で最後だった。

　この記事を書いたのは取材班の記者だ。

本来、この問題は道警の裏金問題とは何の関係もないのだが、道警の隠蔽体質を

より鮮明にすることになる。

　一連の裏金疑惑報道でダメージを受けた道警は、組織にとって致命的ともなりか

ねない記事と受け止めたに違いない。

　道警は、記事が掲載された後、道新へ執拗に「事実無根」と抗議を繰り返した。　

　「泳がせ捜査の失敗」から５年が経ち、ブツもないヤミの世界の事件。

　捜査関係者も口をつぐむこの事件の解明は不可能に近い。　道新も続報を書くこ

とはなかった。　

　道警側は、そこを突いたのだ。

　それでも、道新は「記事には問題はない」とし「訴訟になっても受けて立つ」という

強気の方針を貫いていた。

　ところが、０５年７月ころから様子が変わってくる。

　７月１日の人事異動で取材班はほぼ解体状態になる。

　それまで取材班を引っ張って来た報道本部長がＹからＨに交代した。



　Ｈは道警記者クラブキャップの経験もあり、道警広報課長岩田満とも昵懇と言わ

れている。

　前出の高田、佐藤のほか取材班の主要なメンバーも警察担当からはずされた。

　高田はロンドン特派員、佐藤とそのサブを務めていた記者はともに東京支社社会

部へと転出、北海道を離れたほか、道新関連子会社であるテレビ局へ出向する者

もいた。

　５月に道警の裏金疑惑について北海道監査委員の確認監査結果が明らかに

なったとはいえ、道警の裏金疑惑の全貌が解明されたのではなかった。

　しかし、この７月以降、道新の道警裏金報道の記事は激減する。

　実は、この２か月前の５月ごろ、道新内部ではまたもや金に絡む不祥事が発覚し

ていたのだ。

東京支社の元広告部長が営業広告費役５００万円を横領。

　その上、道新は元広告部長をさっさと依願退職させ退職金まで支払っていた。

　道新は、刑事告訴も損害の返済も求めることなく、不祥事を内々に処理しようとし

たのだ。

　こうした事実が、１０月になりマスコミ他社の知るところとなり、道新はやむなく発

表した。

　退職金の支払いは、道新上層部の特別背任の疑いも出てくる。

　このように連続する道新の金にまつわる不祥事と上層部の不手際を道警が見逃

すはずはなかった。

　この間、８月には、警察庁刑事局長からやり手警察官僚の呼び声高い樋口建史

が道警本部長に着任。

　道新編集局内に動揺が始まっていた。

　次回は、「道警の恫喝と道新のお詫び記事」予定

http://www.geocities.jp/shimin_me/hokkaidou1.htm#3


第３回（１９．　３．　７）

道警の恫喝と道新のお詫び記事

　道警広報課を中心とする、道新道警裏金問題取材班の佐藤一キャップら現場記

者たちに対する執拗な嫌がらせが続いていた。

　そうした中、警察庁刑事企画課長の樋口建史が０５年８月１６日付けで道警本部

長に着任。

　以前にも増して、道警の道新への圧力は強くなる。

　主に道新の内部文書から時系列を追いながら、道警の執拗な恫喝とそれに対す

る道新内部の動きを追ってみよう。

　ここに道新の道警記者クラブキャップのＫ記者（前出佐藤一キャップの後任）が上

司に報告するために書いた「道警泳がせ捜査関連メモ」（以下「取材メモ」）がある。

　これを読むとＫがジャーナリストとしてよりも、道新幹部と道警をつなぐ忠実なメセ

ンジャーボーイを務めていたことがよく分かる。

〔８月３０日付け取材メモ〕

　８月２９日の本部長着任歓迎のキャップ懇談会での樋口道警本部長とＫとのやり

とりでの樋口道警本部長の発言内容の報告だ。

　「Ｋ君、君のことは広報課長（注、岩田満警視）から聞いている。君に恨みがある

わけではない。

　うちと道新とがこじれている原因は別のところにあるだろう？ウチが求めているこ

とがあるだろう。

　そのけじめが必要なんだ。道新がけじめをつけない限り先には進めない」

　樋口本部長が繰り返した「けじめ」とは、第２回で述べた「泳がせ捜査失敗記事」

を道新が事実無根であることを認めて道警に謝罪することを指している。

　この１週間後には、道新編集局の幹部の間で「道警との関係を正常化したい。１

１月中に決着したい。

　それがタイムリミットだ。道警に謝るか、紙面で謝るかのどっちかだ」という

　話が出はじめ、樋口道警本部長の発言趣旨は取材班の一人にも伝えられる。

〔９月２９日付け取材メモ〕

　「道警本部長、警務部長、総務部長が訴訟もやむなしで一致、なかでも警務部長

は、すぐにでもやるべしとの主戦論を展開している」

　これと相前後して道新編集局幹部によるこの問題の検討会が開かれる。

　取材班のメンバーの一人もこれに参加し、道警の訴訟はないと強調した。

　道警が訴訟を起こすには、道庁と協議し訴訟費用を予算計上し、道議会に諮る

必要がある。

　しかし、道庁にそうしたことを検討した形跡はなく、そもそも、名誉毀損が道警とい

う組織に成立しうるのか、法的には相当に微妙だ。

　これもあり、この時点では「仮に訴訟を起こされても受けて立つ」ことがこの検討



会で再確認された。

　この段階でも、道警と道庁が訴訟について協議した形跡はない。

　にもかかわらず、１０月に入っても編集局幹部が盛んに「提訴が近い、切迫してい

る」と危機感を煽る。

　中旬には社内に「調査委員会をつくり、調査結果を道警に伝える」との話が出は

じめたが、結局は見送りになった。

　ここには、道警側の意図に従ってその関係を正常化しようとする道新内部の軋轢

がみられる。

　ちょうどその頃、道新がそれまで内々に処理しようとしていた元道新東京支社広

告局営業部長の５００万円着服事件が、マスコミ他社の知るところとなる。

　１０月１９日、毎日新聞の取材を受け翌日朝刊に記事が掲載されることを知って

あわてた道新幹部は１９日、事実を認めたうえで「本人に弁済の意思があるので刑

事告訴はしない」と発表した。

　マスコミ他社は、次々と道新内部の処理の不手際を追及する記事を書いていった。

　続発する社内不祥事と相まって、道警の執拗な揺さぶりに道新社内の動揺はエ

スカレートし、道警の思うつぼにはまっていく。

　１１月の初旬には、編集局に調査チームが編成されて取材班メンバーに対する事

情聴取が始まった。

　事情聴取は１人１回ずつ行われたが、メンバーは「調査結果を道警に伝えるのは、

報道機関としての自殺行為だ」との理由で、全員が取材経緯の個別質問には実質

的に応じなかった。

　内部調査を開始したことは、道警側にも伝えられた。（11月 10日、毎日新聞、朝

日新聞）ここに「広告横領事件関連取材メモ」と題する道新の内部文書が２通ある。

　作成者は、前出のＫ記者で相手方は道警本部広報課長だった警視の岩田満。広

報課長室でのやりとりが記載されている。

　重要なポイントだけを明らかにしておく。

〔１１月１７日付け取材メモ〕

　岩田「お宅の広告局の問題で、（中略）事情を聞く可能性がでてきた。Ｈさんに

内々で伝えて欲しい」（このＨは、第２回で述べた７月の社内異動で経営企画室次

長から報道本部長に就任したＨという人物である）

Ｋ「決定事項か」

岩田「いや、部長クラスで明日会議を開いてお宅の案件について対応を決める流

れになっている」

Ｋ「事情を聞くとしたら？」

岩田「経営企画室がまず、最初になるだろう」

Ｋ「時期は？」

岩田「やるとしても週明けになるだろう」

Ｋ「本格捜査に入る可能性もあるのか」



岩田「話を聞いてみないとその辺は判断できないでしょ。ただ、捜査に着手するとな

ると、

関係先にガサを入れることになる。役員室だとかも当然対象になる。ところで弁済

の方

はどうなっている。」

Ｋ「当人が今月初めに返したと聞いている」

岩田「後は退職金の問題か？そもそも特別背任の立件は難しいと思うが、うちには

アンチ道

新がたくさんいるから。その点がきれいになれば、ウチが事件化しようにも手がつ

けら

れなくなるだろうけどな」

〔１１月１８日付け取材メモ〕

岩田「昨日の話、道新のしかるべき人に事情を聞くことが決まった」

Ｋ「時期は？そして聴取先はどこになるか」

岩田「今日決まったことだから具体的には決まっていない。時期は来週以降になる。

出場所は未定」

Ｋ「会社に捜査員が来る？」

岩田「その辺は考える。近くのホテルを取るとか」

Ｋ「案件は？」

岩田「広告問題全般という感じかな」

　これは、明らかに道警の道新に対する恫喝だ。

　警察が、捜査を開始するかどうかを相手方に伝えるのは、警察が常套手段に使

う「捜査上の秘密」の漏洩である。

　しかも、現在に至るも道警はこの事件の捜査に着手していない。

　道新は見事に騙されたのだ。

　その上、道新はみっともないことに 11月 21日に開いた役員会で、支払い済みの

退職金２，０００万円を社長以下１１人の役員が分担して支払うことを決めたという。

　これをみても、いかに道新が道警の捜査を恐れていたかが分かる。

　そして０６年１月１４日、ついに道新は道警に屈した。朝刊社会面に「『泳がせ捜

査』記事の社内調査報告なる記事が載った。

　それには「裏づけ取材不足」「『組織的捜査』確証得られず」という見出しがつけら

れ、新蔵博雅編集局長の「社内調査の結果、全体として説得材料が足りず、不適

切であったとの結論に達しました。続報を展開し得なかった力不足についても率直

に反省いたします」とのコメントもつけられていた。

　１月３１日には、編集局長ら編集局幹部７人の減給などの処分を発表。

処分された中には、前出の高田昌幸、佐藤一も含まれていた。

　これでこの問題は決着すると思われた。

　ところが０６年２月１５日に突如、道警裏金問題が発覚した当時の総務部長で既



に退職していた佐々木友善が記者会見を開いた。

　佐々木は、道新のお詫びと社内調査報告自体がねつ造の疑いが極めて強いとし

た上で「そもそも泳がせ捜査失敗記事がねつ造である」と主張した。

　記者からは、会見を開いた理由がよく分からない、道警の主張を代弁しているの

か、調査の対象になっている問題につては、道警と道新の問題で道警ＯＢが入る

理由がない－などとの質問が投げかけられたが、佐々木は肝心なところは曖昧な

答えを繰り返した。

　この中で、佐々木は記者に対する法的措置を考えているのかとの質問に対して、

「（裏金問題に関する）書籍が２冊発行されていて、その中に４カ所ほど私にかかわ

る存在しない事実について書かれている。

　道新記者による記述だ。法的措置も十分視野に入っているが、今後状況を見て

判断していく」と述べている。

　いったん弱みを見せた道新に対して、道新の、いやジャーナリズムの息の根を止

めようと権力側は執拗な攻撃を続ける。

　次回は、「道警元総務部長が道新などを提訴」 

第４回（１９．　３．　８）

道警元総務部長が道新などを提訴

　道警の元総務部長の佐々木は、道警の裏金問題が発覚した当時は道警ＮＯ３の

ポストである道警本部総務部長の立場にあった人物である。

　総務部は、予算執行の中枢の会計課、議会対策の総務課、マスコミ対策の広報

課等で構成されている。

　まさに裏金問題対策の主管部長であったのだ。

　と同時に直属の上司である道警本部長芦刈勝治を直近で補佐する立場にあった。

　佐々木は、道議会や住民監査請求の意見陳述の場、いわば公の場で一貫して

道警の不正経理の事実を否定していた人物である。

　地元出身幹部としてはトップのポスト総務部長を最後に平成１６年３月に退職して

警察の外郭団体に天下りしていた。

　佐々木は、２月１５日の記者会見後も「『泳がせ捜査』記事とこれに関する道新

『社内調査報告』の捏造の疑いに関する調査回答要求状」なる文書を道新側に提

出し、再三にわたり回答を求めたが道新側はこれに応じなかった。

　一方、道警も「お詫び記事」や道新の「社内調査報告」に納得出来ないとして、当

該記事の削除などを執拗に求めていた。

　これに対して、道新は３月２５日の朝刊で「少なくても法的な裏付けのある組織的
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な泳がせ捜査はなかったと推認された」と回答したことを明らかにしたが「泳がせ捜

査失敗」記事の削除には応じなかった」道警による道新潰しは、道警本部と道警Ｏ

Ｂによる巧みなタッグ－マッチで執拗に続けられていたようだ。

　そうした中、平成１８年５月３１日　佐々木は、北海道新聞社等を相手取り、名誉

を毀損されたなどとして、６００万円の慰謝料の支払いを請求する訴訟を札幌地裁

に起こした。

　被告出版社には、対象となった２冊の書籍の書店からの回収、廃棄を求めたほ

か、被告らに連帯して道新への謝罪広告の掲載を求めている。

　被告は、株式会社北海道新聞社、株式会社旬報社、株式会社講談社、北海道新

聞記者高田昌幸、同佐藤一である。

　訴えは、北海道新聞取材班などが著者となり、株式会社旬報社が出版した「警察

幹部を逮捕せよ！泥沼の裏金作り」と株式会社講談社が出版した「追及・北海道警

『裏金』疑惑」の両書籍に捏造記事を掲載されたことにより著しく名誉を毀損された

等の事由によって、甚大な精神的苦痛を被ったことから慰謝料等を請求する、とい

う内容。

　旬報社の「警察幹部を逮捕せよ！」は、道警の裏金問題を中心に、ジャーナリスト

の大谷昭宏、作家の宮崎学と道新の高田昌幸、佐藤一が道警の裏金問題につい

て対談形式で述べた内容が記述されている。

　その１２３ページに道警の総務部長(原告佐々木友善のこと)が道の幹部に（知事

に議会で道警の裏金問題について）再調査すると言わせないでくれと再三電話を

かけたことを記事にしたところ、「その時、総務部長は本部長から『よくもこんな下手

をうってくれたな』と叱責されたらしい」という記述が、道新と高田記者、佐藤記者に

よって創作された内容虚偽の、いわゆる捏造記事であると主張している。

　一方、講談社の「追及・北海道警『裏金』疑惑」は、北海道新聞取材班が平成１５

年１１月の道警旭川中央警察署の裏金疑惑の発覚から、平成１６年６月に北海道

監査委員が旭川中央警察署と弟子屈警察署の特別監査の最終報告をまとめ、道

警のすべての部署で組織的に裏金つくりが行われていたと認定するまでの、北海

道新聞取材班による道警裏金疑惑の取材活動の記録である。

　その８１ページの道警内部から伝わってきた話としての記述「佐々木総務部長が、

例の電話の件で芦刈本部長に激しく叱責されたようだ。なにを下手なことをやって

いるんだって」という記述が、道新と高田記者、佐藤記者らによって創作された、内

容虚偽の捏造記事であると主張している。

　そのほかこの本の２カ所の記述についても同様の主張をしている。

　この提訴の日、佐々木は記者会見を開いて、提訴の動機について「いわば義憤

心から」と述べたうえ「道新の捏造記事の提訴にあたって」と題する資料を配付した。

　その冒頭で「北海道新聞取材班などが著した２冊の書籍に掲載された４件の捏

造記事被害を、退職して半年後に知り、北海道新聞社に対して、平成１６年１０月２

７日付文書により、謝罪や被害回復等を要求しました」と述べるとともに、この他に



６件の捏造の疑いが極めて強い記事があると指摘。

　道新や「読者と道新委員会」に文書による調査や謝罪要求、質問を繰り返したが、

何ら誠実な回答はなかった、としている。

　その最後に（この提訴が）「ともすれば３年前の道警の不正経理問題の意趣返し

とうけ取られやすい問題ではありますが、たまたまその問題から派生したにすぎな

いものであります」と結んでいる。

　佐々木は、この訴訟はあくまでも個人の立場で起こしたものとしているが、しばし

ば道警の訴訟代理人を務める齋藤祐三、齋藤隆広両弁護士が担当していることか

ら、そのバックには道警がいると見る向きは多い。

　それだけではない。たとえＯＢといえども警察にとって最重要な裏金問題に関わ

る訴訟を個人的な判断だけで提起することは考えられないのだ。

　道警内部やＯＢの中には、現職やＯＢが拠出して９億６千万円の返還が終わり、

世間が道警の裏金問題を忘れかけている現在、何故、寝た子を起こすようなことを

するのだ、との批判がある一方で、佐々木の出身部門である警備・公安部門のＯＢ

等を中心にカンパを集め訴訟費用を準備したとの情報もある。

　それによると当初７００万円を目標にしていたが、結局集まったのは３００万円弱

だったともささやかれる。

　佐々木は、道警本部長とともに道警の裏金の存在を否定した事実や、警察署長

や副署長などいわゆる金庫番のポストにあったなどの経歴からみて裏金システム

を熟知していたはずだ、と指摘する声が当然ある。

　そのことを意識して「意趣返しではない」と言ったのかもしれないが、かえってやぶ

蛇に思えるのだが。

　佐々木が、いかなる見通しを持って提訴に踏み切ったのかよく分からない。

　訴訟ともなれば、当時の芦刈道警本部長の証人出廷の問題も出てくるだろう。

　「お詫び記事」を掲載して警察権力にひれ伏したようにみえる道新には、もはや抵

抗する力もないから早晩和解を申し入れて来るはずだ、と判断していたのか。

　しかし、佐々木の提訴を受けて、道警ｖｓ道新の争いは、次第に思わぬ展開を見

せ始める。

　次回は、「補助参加と逆提訴　作家・ジャーナリストの反撃」
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第５回（１９．　４．　５）　

ジャーナリストの逆襲、補助参加と逆提訴

　予定された平成１８年８月２１日の初弁論の前、被告側に大きな動きがあった。

　佐々木の提訴に対して、被告側は争う姿勢を示しそれぞれ代理人を選任した。

　道新と道新の記者高田昌幸、佐藤一（馬場正昭弁護士・札幌市ほか弁護士２人）、

旬報社（徳住堅治弁護士・東京）、講談社（的場徹弁護士・東京ほか弁護士５人）で

ある。

　ここで注目すべきは、被告側の道新の記者高田昌幸と佐藤一が、別に清水勉弁

護士（東京）を代理人に依頼したことだろう。

　清水弁護士は、これまで警視庁の裏金問題やメディアの名誉毀損問題の訴訟を

手がけているやり手だ。

　高田と佐藤は何故、会社の顧問弁護士とは別に代理人を選んだのか。

　それは、道新が道警の圧力に屈して「お詫び記事」を掲載したことと無関係では

ないだろう。

　２人は、一連の問題で会社（道新）側の対応にジャーナリズムの自殺行為だ、と

強く反対していた。

　会社は、自分たちの意思に反して原告と和解するのではないか、そうした不信感

があったとしても不思議ではない。

　そうだとすると、一見、強力とも見える被告側の弁護団も同床異夢の感も否めな

い。

　さらに８月１日には、ジャーナリストの大谷昭宏と作家の宮崎学が、安田好弘、喜

多村洋一の両弁護士（東京）を代理人として、札幌地裁に「補助参加」を申し出た。

安田弁護士は、死刑廃止運動やえん罪事件の弁護で有名だが、平成１０年には警

視庁捜査２課に強制執行妨害で逮捕されたこともある。

　この逮捕は、死刑廃止に熱心で常に難しい刑事事件で検察と対峙してきた安田

弁護士を検察が「狙い撃ち」したともささやかれた。

　安田弁護士には全国の弁護士が支援に手を挙げ、１審で無罪となった（検察側

控訴中）。

　弁護団には、後に市川守弘弁護士も加わる。

　市川弁護士はいうまでもなく、道警や道庁の裏金追及で有名である。

　「補助参加」とは、訴訟の行方に利害関係のある第三者の利益を守ることを趣旨

に、民事訴訟法４２条で認められた権利である。

　裁判所が認めると、原告、被告と同じように法廷に書面提出などができる。

　具体的にはこういうことだ。

　原告の訴状にある書籍「警察幹部を逮捕せよ！泥沼の裏金作り」は、大谷、宮崎

と被告の高田、佐藤との共同著作である。

　今回の訴訟で高田、佐藤が敗訴し原告に対する損害賠償責任を負うと認定され

ると、被告高田、佐藤と大谷、宮崎との間で求償関係が生じる可能性がある。



　したがって、大谷、宮崎にとって訴訟の結果について利害関係があり、高田、佐

藤を補助する必要がある、という訳だ。

　大谷は、元読売新聞記者でテレビ朝日「サンデープロジェクト」、「スーパーモーニ

ング」のコメンテーターとして活躍中。

　宮崎は、作家で近著には「安部晋三の敬愛する祖父岸信介」などがある。２人は、

警察やメディアの腐敗について精力的に言論活動を展開してきた。

　補助参加などの狙いについて、宮崎はこう説明している。

　「誰を被告にするかは原告の自由だが、共同執筆者の言い分も聞かずに裁判を

やるのはおかしい。それに、あれだけ裏金を暴いた道新が、最近では道警がらみ

の誤報（「泳がせ捜査失敗記事」と「お詫び記事」のこと）もあってか、おとなしい印

象を受ける」

　宮崎もまた、この訴訟で被告の道新が道警と曖昧な形で手打ちをするのではな

いかと疑っているのだ。

　大谷は、「（原告からは）口うるさい我々は敬遠されたのだろう。自分たちが訴訟

当事者となれば、今回の訴訟は一地方ではなく、日本中のマスコミと警察の問題で

あることを発信できる。もちろん一人のジャーナリストとして、自分の著書がインチ

キ呼ばわりされたのに一言も発しないなんて考えられない」（２人の発言は、８月９

日付け東京新聞から）大坂社会部で警察担当が長い大谷は常々、警察とマスコミ

のふがいなさを指摘している。

　大谷と宮崎の逆襲はエスカレートする。

　１０月２３日、大谷、宮崎は、東京地裁に佐々木友善を相手取って、名誉毀損を理

由に２，２００万円の損害賠償を求める訴訟を提起したのだ。

　訴訟の内容は、佐々木が５月３１日、訴訟提起に当たり記者会見を開き、「北海

道新聞取材班が著した２冊の書籍（「警察幹部を逮捕せよ！泥沼の裏金作り」と

「追及・北海道警『裏金』疑惑」を指す）に掲載された４件のねつ造記事」等と発言し

たのは、「警察幹部を逮捕せよ！泥沼の裏金作り」の共同執筆者である大谷、宮

崎の名誉を毀損する、というものだ。

　つまり、「ねつ造」とは、単なる事実誤認とは違い、著者が事実でないことを知りな

がら、故意に虚偽の内容を事実であると書くことであり、佐々木の記者会見におけ

るこうした発言は、ジャーナリストあるいは作家としての名誉を毀損している、という

のだ。

　この２つの動きを、原告側は予想していたのだろうか。

　原告の佐々木は、平成１５年１１月、道警旭川中央警察署の裏金疑惑が発覚直

後、当時の道警本部長芦刈勝治とともに、裏金の存在を否定した人物だ。

　その佐々木が、芦刈の指示を受けて、問題の拡大を防ぐため高橋はるみ知事が

「裏金問題について調査する」などと議会で発言しないよう道幹部に密かに働き掛

けをしたであろうことは容易に想像がつく。

　佐々木は、議会対策担当部長として道警本部長の芦刈の方針に忠実に従ったに



過ぎない。

　佐々木が、芦刈に「下手をうった」と叱責されるとしたら、密かにやったはずの知

事部局に対する働き掛けの事実を道新にすっぱ抜かれたからだろう。

　上司に叱責されたことを報道されたことが名誉を毀損されたことになるのか。

　そもそも、書籍などの名誉毀損の問題は、一般読者が問題の記述をどう読むか

が問題であって、訴訟ではそれを前提に真実性や公益性が争われる。

　それよりも、犯罪を取り締まる立場にある警察組織の最高幹部として、裏金シス

テムの存在を熟知しながら裏金疑惑を隠蔽し、著しく警察の信頼を失墜させた行為

こそ警察組織の名誉を毀損したことにはならないのか。

　警察が道民のために存在するとしたら訴訟を提起すべきは道民である。佐々木

が叱責されたとしても「気の毒に」などと思った道民がいたであろうか。

　佐々木は、ノンキャリアの地方幹部としては最高の階級とポストに就いた。

　しかし、警察庁のキャリア組からみれば所詮は取るに足りない使い捨ての駒に過

ぎないのではないか。

　佐々木は、警察庁に操られるピエロではないのか。

　しかし、彼はそのことに気がついてはいない。

　気の毒なのはそのことだ。

　次回は、「口頭弁論始まる　補助参加の行方」
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第６回（１９．　４．１０）　

口頭弁論始まる　補助参加の行方

　平成１８年８月２１日午後２時、札幌地裁民事第１部５号法廷で、初弁論が

開かれた。

　裁判長　竹田弘光、原告代理人齋藤隆広弁護士、被告側は被告各社の代

理人のほか、被告の道新記者佐藤一と代理人の清水勉弁護士が顔をそろ

えた。原告の佐々木友善は何故か傍聴席最前列に着席した。

　傍聴席は、一般の傍聴者は少なくほとんどがマスコミ関係者で占められて

いた。

　初弁論における主なやりとりは次の通りだ。

裁判長：（補助参加についての原告意見について）書籍の回収廃棄を求める

のは、共著もか？そうでありながら、利害関係はないと主張する？

原告代理人：はい

裁判長：疎明を求めた上で判断する。

裁判長：原告が主張している社会的評価を低下させたという点について、警

察本部長から叱責されたことで、組織内での能力を疑われたのか、正義感、

倫理観を欠いていることが問題になっているのか。社会的評価の中身が

違っているように見える。叱られて、事務能力がないことを問題にしているの

か。どの点に主眼を置いているのか。

　　

原告代理人：訴状で十分申し上げたつもりだが、分かりにくいということであ

れば、補助参加の決定を待って主張する。被告代理人清水弁護士：補助参

加は関係ない。

裁判長：書かれたことで評価が下がったということか。請求原因はどうなのか。

原告はどう立証するか争点を検討する必要がある。

清水：そもそも、争いになっている記述は社会的評価を貶めるものではない。

捏造云々の前に、この記事によりどう社会的評価が低下したのか明らかに

すべきだ。

一般に名誉棄損の場合、真実性もしくは真実相当性、公益性が争われるが、

名誉棄損は、一般読者がどう読むかが大切であり、原告はここをキチンと提

示すべきである。

原告は、一般の目から当該記事を読んだ時、どう社会的評価が低下するの

か主張してほしい。



裁判長：被告の主張は、叱られたこと自体では評価を下げないんでないか、

会社で部下が上司から叱られることはよくあることだし、ということ。原告はど

う？

原告代理人：次回主張で明らかにする。

　この日、被告の道新記者佐藤一が意見陳述をおこなった。

　被告自らが意見を陳述するのは異例ともいわれるが、その要旨は次の通

りだ。

　「道警裏金問題とは、捜査費や捜査用報償費といった国費や道費を、虚

偽・架空の会計書類を作成するなどして現金化し、不当に組織内部でプール

し、国会や北海道議会が定めた目的通りに使用せず、組織幹部の一存で自

在に費消していたという問題であります。

　道警自らが公式に認めたところによりますと、 1998年から 2003 年にかけ、

裏金にし返還を求められた公金は利子を含めると 10 億円に近い額に上りま

す。

　これらの公金は国民・道民が汗水たらして納めた税金が原資です。

　本訴訟の原告である佐々木氏は、報道の渦中、道警総務部長という要職

にあり、いわば国民・道民に対する説明の責任者であったわけです。

　佐々木氏は在職中、裏金の存在を全く知らなかったのでしょうか。 

　佐々木氏は裏金問題が表面化した直後、北海道公安委員会の席上、「偽

名領収書」が日常的に組織内で作成されていることを認めています。

　それは二ヵ月後、取材班が情報公開制度によって議事録要旨を取得し、初

めて明らかになりました。

　しかし、道議会や住民監査請求の意見陳述の場において、佐々木氏は一

貫して不正経理を認めませんでした。

　国民・道民に対し「裏金は存在しない」という事実と違う発言を繰り返してき

たのであります。

　この間、日々、歯を食いしばって犯罪捜査や治安維持に努める警察官は非

常につらい思いを抱く結果になりました。

　これは裏金の存在が明らかになったからというよりも、できるものなら裏金

の存在を隠し、隠蔽し、知らぬ存ぜぬで押し通そうとした佐々木氏ら道警幹

部の言動がもたらしたものであります。

　佐々木氏の言動は、国民・道民、および現場警察官の双方に対する背信

行為だったと言えるのではないでしょうか。

　本訴訟において、佐々木氏が「捏造」だと主張する書籍の記述は、いずれ

も必要かつ十分な取材に基づいております。

　今回の提訴は、佐々木氏個人の考えはどうであれ、結局は、警察に対する

国民・道民の不信感をさらに増幅させるだけではないかと思います。

　同時に、官公庁の不正を明らかにすることで公共の利益に供しようという



報道関係者全体に対する挑戦でもあると言わざるを得ません。

　そして何より、失われた信頼を取り戻そうと、現にこの瞬間も必死になって

職務に励んでいる現場警察官の思いも、ないがしろにするものではないで

しょうか。

　被告側の弁護団は、いかにももの慣れた様子で堂々としているのに対して、

原告側代理人は、裁判官の問いかけに対する受け答えも傍聴席では聞き取

れず、何を主張しようとしているのかが理解できなかった。ときには、道新代

理人から、「司法修習生でも知っていることだよ」などという不規則発言まで

飛び出し、「どうせ司法修習生以下ですよ」とふてくされる場面があった。

　失礼ながら原告代理人は、いかにもひ弱に見え、ベテラン揃いの被告側弁

護団に太刀打ちできるのだろうかとの印象を受ける。

　原告側は、大谷、宮崎の補助参加の請求を却下するように求め、認められ

るとしてもできるだけ引き延ばそうとする戦術のようにも感じた。

　補助参加が認められるとこの訴訟に与える影響はかなり大きい。行方に

よっては、道警の裏金問題に対する道警上層部の対応が訴訟の場で明らか

にされる可能性もある。

次回は、「第２回口頭弁論　原告代理人の発言に傍聴席から失笑」

第７回（１９．　４．２５）　

第２回口頭弁論　原告代理人の発言に傍聴席から失笑

　平成１８年１０月２９日、札幌市内でシンポジューム「北海道はこれでいいのか！

『道政・道警・裏金報道』を考える集いが」が開かれた。ジャーナリストの田原総一

郎の基調講演にはじまり、大谷昭宏、宮崎学などがパネリストを務め、会場には５

００人を超える聴衆が集まり熱気にあふれた。

　第２回口頭弁論は、その翌日の３０日午後１時３０分から、札幌地裁民事第１部５

号法廷で開かれた。この日は、原告代理人の齋藤弁護士、被告側は被告各社の

代理人、被告高田昌幸、佐藤一の代理人の清水弁護士、それに被告佐藤一が出

席した。原告の佐々木友善は姿を見せず、傍聴席には補助参加を申し出た大谷昭

宏、宮崎学、弁護士の市川守弘のほか道新の関係者、元道警裏金問題取材班の

記者たち数人の顔があった。冒頭、竹田裁判長が大谷・宮崎の補助参加にについ

て、今回は判断しないことが示された。東京から傍聴に来ていた大谷、宮崎は肩す

かしを食うことになった。

　その後、原告、被告双方の準備書面の陳述の手続きが行われた。「準備書面」と

は、口頭弁論での主張の準備のため自らの攻撃及び防御の方法並びに相手方請

求及び攻撃又は防御の方法に関する陳述（答弁、認否、反論）を記載した書面で
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ある。（民事訴訟法第１６１条）

　準備書面は、実際には法廷の場では読まれないので傍聴人には内容は分から

ない。しかし、今後の口頭弁論の行方を理解して貰うため、その骨子を明らかにし

ておく必要がある。

◎原告・佐々木友善「第１準備書面」骨子（全３５ページから抜粋）

●問題の「本部長から激しく叱責された」などの記述が原告（佐々木）の職務遂行能

力、徳行、名声、信用等の人格的価値を著しく低く評価させるものであることは論じ

るまでもない。名誉棄損に当たることは、訴状で具体的かつ詳細に主張している。

●本では、このほかの記述、掲載された写真により、原告が裏金疑惑の解明に消極

的であり、誠意がなく、無責任で、公金を飲食に使用したことなどをことさらに指摘・

非難している。「叱責された」などの記述は、これらも相まって原告の社会的評価を

おとしめた。

被告の、「これらの記述で社会的評価が下がることはない」との主張は、これらの

文言を断片的にとらえて論じるもので、失当だ。

（註：文庫本での諸々の記述や『警察幹部を逮捕しろ』での大谷昭宏氏のせりふも

『ことさら非難』の例として引用している）

●被告は、問題の記載が原告の社会的評価を下げたかどうかは、警察関係者が抱

く印象でなく、それ以外の一般読者の印象で判断すべきと言うのかもしれないが、

仮に警察官や関係者のみの間で評価が低下したとしても、これを法的に保護する

必要がある。従って、警察関係者の間だけで原告に否定的な評価が及ぶのであれ

ば、それだけで社会的評価が低下したと解するべきだ。「一般読者で」との被告の

主張は理由がない。

●そもそも、問題の記載はいずれも捏造されたものだ。その証拠は、道新社員が作

成した書簡の記述である。被告はこの書簡の成立を否認するが、内容の信用性を

裏付けるものとして、藪下守・元道警生安部長が「けいゆう北海道」に寄稿した所感

文が存在する。

（註：書簡とは『道新社員』を名乗る人物が佐々木友善に送付した『内部告発』と称

する手紙。裏金報道には数々の捏造記事があり、これらは新聞協会賞を取るため

にやった、などと書かれている。藪下の所感文とは、藪下が書かれた記事について

記者とやりとりしたことや、一部記事で鈴木巌・元函館方面本部長が抗議した話な

どを「北海道警友会」の会報に投稿したもの。今回の書面で一部文章を援用してい

る）

●「叱責されたらしい」記述の裏付け取材は、佐藤や高田が道警本部長や原告に電

話をかけるだけで容易に実現できた。（註：裏付けが不可能、との被告主張への反



論と思われる）

◎被告・道新、高田、佐藤「準備書面１」骨子（全１０ページ）

●そもそも、原告は道警という国家の権力機構の中枢にいた公人である。その立場

にいるものは常に国民の監視や批判を受けなければならない。原告が問題にして

いる摘示事実は、本全体の中では些末であり、個人的に不愉快になったとしても、

自らの立場やこの本の社会的意義からすれば、受忍限度の範囲内であり、名誉棄

損は成立しない。

●結局のところ、原告は単に自分の名誉感情を問題にしているにすぎない。そもそ

も、これらの本は原告（佐々木）をおとしめるために書いたのではない。

●これらの本で取り上げた道警裏金問題は、道警の組織としての腐敗の問題で、解

明に消極的な道警本部長、知事、議会の正義感や倫理観が疑われている。この本

を読んだ読者は、原告個人の事柄などに直接的な関心は抱かない。従って、原告

の社会的評価は低下しない。

●被告ら（註：裁判長も）は、請求原因の各記載が原告の社会的評価をどう低下さ

せるのかを明らかにするよう原告に求めたが、原告は独自の主張を展開するばか

りで、求釈明に応えることなく、混迷の度合いを深めている。

◎被告・講談社「第１準備書面」骨子（全１２ページ）

●そもそも原告は名誉棄損訴訟の構造の理解を誤っている疑いが濃厚だ。名誉棄

損の成否は、問題の記述が原告の社会的評価を低めたかどうかを検討し、その上

で社会的評価を低下させたと認められる場合に、その記述内容について真実性を

検討する。つまり、現段階では記事が捏造かどうかを判断する必要はない

●「少なくとも警察関係者の間で評価が低下すれば名誉棄損」との原告の主張は、

特殊な閉鎖社会での特殊な判断基準を持ち出しているもので、失当である。

●各記述についての原告の主張は、きわめて異常な解釈といわざるを得ず、一般

読者の読み取り方には当たらない。

◎被告・旬報社「準備書面１」骨子（全６ページ）

●そもそも、原告は「社会から受ける客観的評価」について何ら具体的に主張してい

ない。主張自体が、名誉棄損の要件を充足していない。



●原告は「叱責された」かどうかは簡単に裏付けが取れると主張するが、このエピ

ソード自体、記事全体の中では些末で、本部長や原告がそんな些末なエピソード

の真偽の確認にいちいち回答するとは思えない、と判断するのが常識だ。

　さて、これらの書面をやりとりした後、竹田裁判長から原告・佐々木友善側の代理

人斎藤隆広弁護士に矢継ぎ早に質問を浴びせる。そのやりとりを要約して紹介し

ておく。

裁判長：　摘示事実だけでなく、その前後の文脈も見て判断すべしと言うけど、そも

そも、摘示事実

があったからどうなのか、なかったらどうなのか、その辺がよくわからない。「叱責を

受けたらしい」

という事実の摘示の有無で、印象がどう変わるのか。

斎藤：裁判所がどうしてそんなことを言うのかが理解できない。（裁判長のけぞる。

傍聴席から失笑）

裁判長：上司から叱責を受けた、との内容の摘示事実で、原告の社会的評価を貶

めたということ？　この事実の有無で原告の社会的評価はどうなのかと。

斎藤：違ってくると思う

ここで、被告高田昌幸、佐藤一の代理人清水勉弁護士が発言。

清水：この訴訟は原告個人の名誉棄損訴訟であって、道警の名誉棄損訴訟ではな

い。訴状で主張する以外の部分にまで、個人の名誉棄損の趣旨がかかってくるの

はいかがなものか。

斎藤：そういうことは口頭ではなく、書面で主張して頂きたい。（裁判長のけぞる、法

廷内、傍聴席から「えええええ」の声）

裁判長：法廷は議論の場だ。書面のやりとりで議論がかみ合わないまま、裁判が

長引くようなことはしたくない。で、聞くけど摘示事実だけでも貶めるし、文脈の前後

でも貶めるとこう主張しているの？

斎藤：その点を具体的かつ詳細に主張したつもりだが、どこを聞きたいのか。

裁判長：いちいち細かく聞くと時間がかかるから言わないけど、準備書面の６－１０

ページでいっていることね、この辺の文脈が原告の評価を落とすということ？

斎藤：道警が裏金問題の解明に消極的だ、ということで原告の評価を落とすとは

言ってない。どういうプロセスで摘示事実が原告の評価を落とすのか、ということを



言っている。

斎藤：消極的な警察で怒られたということで、原告がより消極的にみえる、というこ

と？

斎藤：全体の印象から「叱責」という言葉をとらえるべきだ。道警の裏金問題への消

極姿勢が原告の評価を落とすとは思わない。

裁判長：　むしろ、ごまかさなかったから叱責された、そうすると、社会的評価を下

げないのでは、という風にもみえるわけで。訴えの一体何が名誉棄損なのか、被告

も（私も）理解していない。

斎藤：わかるでしょう。

裁判長：わかんないから聞いているんでしょ。要するに、これを読んだ読者は、上司

から怒られたんだから、何となく能力足りない奴に見えると。

斎藤：その通り

裁判長：何でそういう風に見えるの？　そこを主張してよ。

斎藤：何で裁判所がそこにこだわるのか、わからない。（裁判長のけぞる、またも法

廷内から失笑）

裁判長：名誉棄損っていうのは摘示事実のあるなしで一般の人が受ける影響を考

えるのが普通でしょ。

斎藤：摘示のあるなしについて、なぜ、裁判所はこだわるのか？

（しばし堂々巡り）

道新代理人馬場弁護士：いずれにせよ、今日のやりとりは調書にして頂きたい。

斎藤：必要ない。

馬場：何を言っている。あんたがしゃべったことを記録するだけだぞ。

清水：いずれにせよ、道新記者２人は「叱責」などの記述では社会的評価は下がら

ない、という主張だ。原告には、これにかみ合うような反論をいただきたい。

（などなど、かみ合わない議論がしばらく続く）

被告講談社の代理人：ところで、謝罪文の請求が連名で出せ、ということになって

いるが、講談社と関係ない本について謝罪するのはおかしい。請求の趣旨が適切



ではないと考える。

裁判長：原告さんは共同不法行為だと言うことを主張されているということなんで

しょ。それが通るかどうかはわかりませんけどね。少なくとも裁判所はそう解釈して

ますが、違うのなら原告はその点を補充して主張して頂きたい。

次回は、「第３回口頭弁論　またまた補助参加決定見送り」

第８回（１９．　５．　４）　

第３回口頭弁論　またまた補助参加見送り

　第３回口頭弁論は、平成１９年１月２２日午前１１時から札幌地裁民事第１部５号

法廷で開かれた。原告側は、代理人の齋藤弁護士のみ、被告側は被告の佐藤一、

道新の代理人馬場弁護士、高田、佐藤の代理人清水弁護士のほか、被告講談社、

旬報者の代理人が出席した。

　原告の佐々木友善はまたもや、何故か傍聴席に着席した。

　傍聴人は約２０名程度、その中には数名の道警ＯＢの顔があった。

　今回、大谷昭宏、宮崎学両氏の補助参加については決定が出ると予想されてい

たが再度先送りになる。

　原告代理人・齋藤弁護士は、大谷・宮崎両氏が佐々木氏を東京地裁に訴えた

“逆提訴”に関して、12月 22日に東京地裁から札幌地裁への移送決定があったも

のの、大谷・宮崎両氏側の代理人喜多村洋一弁護士が即時抗告し現在、東京高

裁で審理中なので、即時抗告の行方を見た後、補助参加に関する意見書を出す、

と主張する。

　法廷で齋藤弁護士は「移送が決定すれば併合審理となり、補助参加は訴訟を混

乱させるだけ。取り下げるよう、裁判長が職権で（大谷・宮崎両氏側に）指導して欲

しい」旨、発言した。その時の裁判長とのやりとり。

齋藤：補助参加は訴訟手続きを混乱させる。職権で取り下げ指導を

裁判長：だ～か～ら～。異議（意見書）を出すのかどうかを聞いているの

齋藤：出します

　被告佐藤一の代理人清水弁護士は、「意見書が出なくても裁判長は補助参加の

決定を出すことはできる。しかし、原告代理人齋藤弁護士は補助参加が認められ

た場合、異議を申し立てることを明らかにしており、補助参加を巡って再度、札幌高

裁で不毛な時間がとられることになる。裁判長としては、意見書を出させた上でそ
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れに逐一反論する形で決定を出し、異議申し立てを封じたい意向がある」と推測す

る。

　本件は、“逆提訴”と争点がまったく異なる訴訟であるため、逆提訴が意見書提出

を先延ばしする理由にはならない。原告側は大谷、宮崎両氏を敬遠しており、時間

を稼ぎたいという意向が見え見えだ。

　ここで“逆提訴”とは何かを平成１８年１０月６日付東京新聞の記事“警察裏金追

及本で訴訟合戦”から再確認しておこう。

　北海道警の裏金づくり問題を扱った本をめぐり、当時の道警幹部が北海道新聞

（道新）と執筆者である同社記者２人、出版社を相手取り、名誉棄損で訴えている

民事訴訟で、この本の他の執筆者２人が今月中にもこの元道警幹部を相手取り、

名誉棄損の民事訴訟を東京地裁に起こすことを明らかにした。

　提訴するのはジャーナリストの大谷昭宏氏と作家の宮崎学氏で、問題の本は「警

察幹部を逮捕せよ！泥沼の裏金作り」（旬報社）。

　大谷氏によると、係争中の訴訟の原告である道警元総務部長、佐々木友善氏

（現・独立行政法人自動車安全運転センター北海道事務所役員）はことし５月訴訟

を札幌地裁に起こした際、記者会見で「この本の内容は捏造（ねつぞう）だ」と発言

したたという。

　大谷氏は「このことはジャーナリストとしての自らの信用を著しく傷つけ、営業妨

害にも等しく看過できない」として、逆に本の回収、廃棄も求める佐々木氏に対する

提訴を決めたという。

　この本をめぐる訴訟では、大谷、宮崎両氏は共著者だったにもかかわらず、佐々

木氏が起こした訴えの対象からは外されていた。このため、両氏は「共著者を疎外

し、記者が所属しているだけの社を訴えるなどおかしい」として、ことし八月、札幌

地裁に二人も被告に加えるよう「補助参加」を申し出たのだ。

　この申し出が認められるか否かの結論はまだ出ていないが、宮崎氏は「その後、

北海道新聞が佐々木氏と和解に動いているという情報を得た。記者個人は和解に

不満であっても言い出しにくい。ただ、そうなると本の内容や事件の真相は問われ

ないままになってしまう。あくまで司法の場で事実を明らかにしたい」と考え、あえて

“訴訟合戦”に踏み切るという。

　今回の動きについて、佐々木氏の弁護人事務所は「取材には一切答えられない」

としている。

　一方、北海道新聞経営企画室は「（両氏による提訴の動きは）知らなかった。（係

争中の裁判については）推移を見守る」とコメントした。

　第３回口頭弁論では、原告と被告側はそれぞれ準備書面を追加提出した。

　原告側は、第二準備書面で「プライバシー権侵害の不法行為」について追加主張。

　また、道新側は「取材が杜撰だった」という内容の、社内から佐々木氏に送られた

とされるいわゆる怪文書について、「作成名義人のはっきりしない架空文書を（証

拠）採用することは成立し得ない」旨の書面を出した。



　また、旬報社、講談社もそれぞれ準備書面を提出した。

　次回は、「第４回口頭弁論　訴訟は道警の裏金疑惑の解明へ？」 

第９回　１９．　５．１０（木）　

第４回口頭弁論　訴訟は裏金問題へ？

　平成１９年３月１９日午前１１時から札幌地裁民事第１部５号法廷で第４回口頭弁

論が開かれた。原告側は、代理人の齋藤隆広弁護士のみ、原告の佐々木友善は

傍聴席で傍聴。

　被告側は、被告の佐藤一、被告各社の代理人のほか被告高田昌幸、佐藤一の

代理人清水弁護士に加え、はじめて補助参加の代理人安田好弘（東京）市川守弘

（札幌）両弁護士が法廷に入った。　　

　傍聴席には、補助参加を申し出ている大谷昭宏、宮崎学の両氏、道新関係者、

元道新取材班の記者たち数名が顔を見せた。

　今回の特徴は、道警のＯＢ、２０数名が傍聴したことだろう。

　その中には、元方面本部長や署長の経験者のほか道警元幹部が含まれ、ここに

きて道警側がこの訴訟の意外な展開に危機感を持ち始めたことを示すものだろう。

　最初に、原告側の第３準備書面と被告道新側の第３準備書面の陳述手続き、双

方提出の証拠採用が行われた。準備書面の骨子は次の通りだ。

◎原告（佐々木友善）準備書面３（骨子）

●旬報社・講談社に対する反論：２つの本は別々だから共同不法行為は成立しない、

との反論は失当だ。２つの本は道警裏金キャンペーン報道、読者の道警への不信

感をことさら煽ることを目的とした活動の一部に他ならない。しかも出版時期が近

接している。２冊の本は密接な関連があり、共同不法行為が成立する。「情報コント

ロール権」について、講談社は日本の裁判では認められないというが、住基ネット

訴訟大阪高裁判決でも認められている。講談社の主張は失当だ。

●新たな内部告発文書：道新が成立を否認した内部告発文書を保管するため、新

たな内部告発文書を提出する。これには高田・佐藤ら４人が作成した組合ニュース

も同封されていた。この組合ニュースは部外秘であり、社内の一部の人間しか持っ

てない。つまり、新しいものは道新社員が作成したことは明らかだ。最初の内部告

発と同じ活字が使われ、同じ文体であることから同一人物が書いたと判明する。新

しい内部告発には道新の内部調査が事実上行われていないのに、行ったかのよう

に書いている。これも捏造であり、原告のケースと同様、と指摘している。

◎被告（道新・佐藤・高田）準備書面３（骨子）

原告佐々木友善が「捏造記事」を主張する記事はいずれも真実である。少なくとも



真実と信じる相当な理由がある。

●「わかるでしょ、理解してよ」＝懇親会の席で「架空の協力者を書いた書類は以前

からある。だって本名なんか書けるわけないでしょ。捜査協力者を守らないといけ

ない」と話し、裏金についての疑いを払拭するためか「わかるでしょ。理解してよ」と

話した。

●「下手を打ったと叱責」＝伏線にあったのは、その前に出た「道警幹部が道に『調

査と答弁しないで』と要請」記事。この記事が出た夜、佐藤が道警幹部からその話

を聞いた。さらに数名の幹部、職員から話を聞き、叱責の時間、場所、「下手」とい

う言葉が一致した。

●「どこまでやられるかと思ったよ」＝道警ロビーで佐藤と雑談中に原告佐々木友善

が言った。

この後、補助参加について、裁判長と原告代理人齋藤弁護士、補助参加代理人の

市川弁護士、安田弁護士との間でやりとりがあった。

裁判長：補助参加については、原告の意見書提出を待っているわけだが、まだ出さ

ない？

斎藤：別件の裁判の移送決定が確定した後、意見書を出す。

裁判長：しかし、（原告からの）意見書提出は補助参加の要件とはならない。

斎藤：それは考え方の相違だ。

裁判長：まあ、それはそうだけど。で、補助参加人の準備書面が出ていて陳述する

と。一応法的には、「参加を認めない」決定が出るまでは、訴訟に参加することが認

められているので。

斎藤：われわれとしては、その書面を陳述とは認めない。

裁判長：いや、裁判上は陳述扱いになっていますので。そちらの扱いは勝手だ。

市川：われわれとしては、ちゃんと決定を出して頂き、思う存分訴訟活動をしたい。

裁判長：いや、訴訟活動自体は自由ですので、思う存分やってください。こちらとし

ても、問題になっている別件裁判の論点が別物である、という理解はしている。し

かし、原告は意見書提出を待ってほしいといっている。補助参加の要件については

見解の相違があるが、裁判所としては補助参加を認めない決定をするまでは訴訟

活動は自由と考えている。

安田：こちらとしては昨年８月に補助参加を申し立てている。早く出してほしい。



裁判長：裁判所としても早く出したいと思っている。ただ、原告側は補助参加を認め

たら答弁をしない、とまで言っていた。まあ、こちらとしては原告意見書が出次第、

すぐに決定する。

今回も口頭弁論でも裁判所は補助参加を認める決定を出さなかったが、その前に

補助参加申立人の代理人である市川、安田弁護士が法廷に入ることを認めたのも

異例だが、決定を出さないまでも、事実上、裁判所は補助参加を認めた格好だ。

ここで、補助参加人から裁判所に提出された証拠２３通が採用されたほか、３通の

準備書面の陳述手続きがなされた。その要旨は次の通りだ。

補助参加人準備書面１

　原告は「『下手を打ったと叱責された』と書かれ、稚拙な対応をした評価される事

態に陥った。名誉棄損だ」と主張するが、そもそも、この場合の稚拙な対応とは何

だろうか。仮に、道警が裏金問題の真相究明を積極的に行い、監査委員や知事に

も積極的に情報公開して、過去の膿を吐き出そうとしていた、とすると、そこでの

「下手を打つ」は真相究明に後ろ向きの姿であって、これは原告の社会的評価を下

げることになろう。しかし、道警は実際には道警裏金問題の真相隠しに躍起になっ

ていた。これは芦刈道警本部長の議会答弁、監査委員からの事情聴取拒否など

からも明らかだ。で、この道警の中で「下手を打つ」ということはすなわち、「真実隠

しなんてやってられるか。ばかばかしい」と、隠蔽工作をサボったことを意味し、これ

はむしろ、原告の人格、品行が高く評価されることにつながる。そもそも、組織不正

の隠蔽工作というのは、警察の本来職務ではなく、できなくて当然。たとえこの記述

が虚偽だったとしても、社会的評価は下げない。

同準備書面２

　ところで、原告は裏金問題が発覚した当初の０３年１２月ごろ、「裏金はない」と言

い続けてきた。取材に対しても公の場でも「ない」と虚偽発言を繰り返してきた。原

告は当時、裏金が警察に蔓延していたことを知らなかった、と反論する可能性があ

る。しかし、原告は当時から裏金の存在について熟知していた。原田宏二氏は自

分が道警総務課長時代、自分の目の前で友善が裏金を受け取っているのを目撃

している。さらに、原告は裏金の金庫番の副署長、実際に多額の餞別を受け取る

署長も経験している。誰よりも裏金について熟知していたのに、公の場ではウソを

突き続けてきたのである。その一方で、当時の原告は総務部長として「議会対策」

の責任者でもあった。道警の組織、あるいは道警本部長から課せられた指命は、

裏金問題をなかったことにすることであり、そのために裏工作をした。そしてその裏

工作は成功し、知事に「裏金の調査はしない」と議会答弁させた。その裏工作が発

覚した際、本部長から「下手を打った」と怒られる蓋然性は高い。少なくとも真実と

信じる相当な理由がある。

同準備書面３



　原告は「泳がせ捜査失敗」記事を題材に、取材班は新聞協会賞を取るために捏

造記事を何度も出してきた、と論じている。しかし、「泳がせ捜査失敗記事」は新聞

協会賞受賞後の記事である。よってこの指摘は的はずれである。さて、それはとも

かく、「泳がせ捜査失敗」とその後の「お詫び記事」について考察する。そもそも「泳

がせ」記事は稲葉事件公判の続報である。稲葉は公判で膨大な覚せい剤の流通

を見逃したおとり捜査の失敗を供述している。この供述や「上申書」の補完取材を

行い、出た記事が「泳がせ失敗」だ。記事によると、補完取材は捜査関係者である。

道警はこの記事について再三にわたり「謝罪と訂正」を求めているが、これは権力

の報道機関に対する不当な介入だ。また、道警は道新に取材源を明らかにするこ

とを求めた。憲法違反に相当するとんでもない行為である。にもかかわらず道新と

いう会社は道警に屈した。これは「広告経費詐取事件」を隠蔽したために、道警に

弱みを握られたのである。梶山メモからもこの様子は分かる。その結果、会社はろ

くな調査もしないまま「お詫び記事」を掲載するに至った。この経過で浮かび上がる

のは、ジャーナリズム精神あふれる道新記者の取材に対し、これを弾圧しようとす

る道警の卑劣な姿勢と、警察に弱みを握られた会社のあわれな姿であり、これを

もって記事の内容を非難するのは的はずれである。

　被告側は、次回弁論で道新裏金問題取材班の責任者だった高田昌幸、佐藤一、

当時の道警本部長芦刈勝治の証人申請を行う見通しで、補助参加側は、この３人

のほか、原告佐々木友善、稲葉事件の稲葉圭昭、元道新道警記者クラブキャップ

の梶山征広、道警の裏金疑惑を告発した元道警釧路方面本部長原田宏二、「お詫

び記事」を掲載した当時の道新幹部の証人申請をする予定だ。道新裁判は、道警

の裏金問題に焦点が移りつつある。

　次回は、第５回口頭弁論（平成１９年５月２１日） 

第１０回　１９．６．９（土）

第５回口頭弁論　補助参加決定　道警ＯＢたちで溢れる傍聴席

　平成１９年５月２１日午前１１時から　札幌地裁民事第１部５号法廷で第５回口頭

弁論が開かれた。原告席側はいつものように斎藤隆広弁護士のみが着席。原告

の佐々木友善本人は傍聴席に座った。

　被告席側は、被告の佐藤一本人をはじめ、馬場正昭弁護士など被告各社の代理

人５人、被告高田昌幸、佐藤一の代理人清水勉弁護士、補助参加人の代理人市

川守弘弁護士が着席したほか、札幌地裁が５月１７日に大谷昭宏、宮崎学の補助

参加を認めたことにより、補助参加人宮崎学が初めて座った。

　傍聴席は３分の２ほど埋まっており、前回に続いて道警OBが２６人と傍聴者の

半分以上を占めた。顔ぶれは前回と同様、元道警の方面本部長経験者や署長経

験者など道警の元幹部たちだ。また、これまでと同様、道新側からは経営企画室

や編集局の幹部が顔を見せ、元道警裏金問題取材班の記者数名も傍聴した。



　最初に原告側の第４準備書面の陳述手続き、さらに甲３２－６４号証が提出

（佐々木友善が札幌中央署長時代にすすきので実践した「割れ窓理論」の報告書

やその実践を取り上げたテレビ番組のビデオ録画、原告と道新側との間でやりとり

した質問状と回答書、道新記者の名刺など）された。

　第４準備書面の骨子は次の通りだ。

◎　原告（佐々木友善）第４準備書面（骨子）

●「分かるでしょ」発言について

　当該懇親会は１１月２８日のものと思われるが、もし、原告がそんな発言をしたら、

裏金報道に血眼になっていた道新が即座に報道するはずなのに、それをしていな

い。また、原告はその懇親会は乾杯が終わってから３分ほどで中座しているから、

原告は佐藤一と談笑している余裕などなかった。従ってこの記述は虚偽である。

●「原告が芦刈道警本部長に叱責された」記述について

　議会工作を暴露した記事は１２月１２日夕刊に掲載されたが、芦刈本部長のとこ

ろに届いたのは早くても午後３時半以降である。ところで、その日の原告は午後３

時半から道警９階で人事ヒアリング、午後４時５０分にその記事を読んで憤慨し、し

ばし時間を浪費、午後５時－５０分まで道庁別館９階で庁議に出席。午後６時から

ホテルポールスター札幌で懇親会に出席していた。芦刈本部長と会って叱責され

る時間などない。また、芦刈本部長はキャリアであり「下手を打つ」などという（下品

な）言葉は使わない。また、その言動が壁などを抜けて他人に聞かれる可能性など

は、建物の構造上あり得ない。

●「どこまでやられるかと思った」発言について

（原告にとって）そんな発言をしなければならない状況にはなかった。

●以下について準備書面で釈明を求める。

１：「わかるでしょ」発言の日時

２：その懇親会のテーブルの配置、人の位置関係

３：「叱責」情報について、いつどこで怒られたかより明確に

４：その情報を道警幹部から聞いたと言うが、その幹部の人数、性別、職掌

５：「どこまでやられるかと思った」発言の状況を具体的に

　一方、道新は前回の原告側主張（情報プライバシー権について）に、従前の主張

を当てはめて再反論する準備書面を陳述。さらに、被告の佐藤一、高田昌幸と元

道警本部長芦刈勝治の三者の証人尋問を申請した。

　また裁判長は、宮崎・大谷両氏が佐々木友善を相手に東京地裁へ提訴した訴訟

が札幌地裁に移送されたことを受け、原告側がその訴訟を本訴訟に併合すること

を上申していることを明らかにし、これについて、被告の意見を次回までに出すよう

求めた。被告（佐藤・高田）側は併合に反対する意向とみられる。

　次回弁論は７月３０日午前１１時から開かれることに決まった。



　内容は、原告の今回の書面主張への被告側の反論、別訴訟の併合の有無、証

人尋問の採否などとなる見込みだ。また、大谷昭宏、宮崎学の補助参加人は新た

に「原告が行った議会対策」などについて書面で主張することも検討している。

　なお、両氏の補助参加を許可する札幌地裁決定について、原告側は札幌高裁に

即時抗告しているが、これが覆るのは難しいのではないか、とみられている。

第 11回　１９．８．１（水）　第６回口頭弁論

　　　　　　　　　　　　　　　   ２つの裁判が併合審理　結審までには相当の時間

　平成１９年７月３０日（月）午前１１時から、札幌地裁民事第１部５号法廷で開かれ

た。

　今回は、これまでの原告佐々木友善、被告北海道新聞等の訴訟（以下便宜上

「本訴」という）の第６回の口頭弁論と、この裁判に補助参加したジャーナリスト大谷

昭宏と作家宮崎学が、佐々木友善を相手取って提訴した損害賠償請求事件（便宜

上「反訴」という）の第１回口頭弁論が行われた。

　原告席には、いつものとおり原告佐々木友善の代理人の斎藤隆広弁護士のみで、

原告（反訴では被告）佐々木友善はいつもと同じ傍聴席。

　被告席には、北海道新聞の代理人馬場正昭弁護士のほか被告各社の代理人の

弁護士２人、被告高田・佐藤の代理人清水勉弁護士、被告の北海道新聞佐藤一

記者、本訴の補助参加人で反訴の原告大谷昭宏とその代理人市川守弘弁護士。

　傍聴席は、ほぼ満席の約４０人で、うち道警ＯＢが約３０人ほど、北海道新聞から

は経営企画室の幹部等が３人のみで、何故か、いつも顔を見せていた北海道新聞

裏金取材班の記者たちのほとんどが傍聴に来ていなかった。その他、取材の記者

が数人。

まず、冒頭で反訴の審理の扱いについて裁判長から

（１） 争点の大きな部分が似ている

（２） 証人調べなどの調書流用では不都合が生じることも予想される

　－ことなどから、反訴と本訴を併合するのが相当と判断。今後、両方の裁判を併

合して審理することに決定した旨の説明があった。

　２つの訴訟が併合審理されることにより、証拠や主張の関係はすべて併用される

ことになり、判決も同じ文章として出されることになる。

　平行審理なら別々の扱いになるので、裁判所はその辺の混乱を避けたかったの

ではないか、とみられる。

　ここで、改めて反訴について説明をしておく。

　これは、平成１８年１０月２３日、ジャーナリストの大谷昭宏と作家の宮崎学が東



京地裁に北海道警察の元総務部長の佐々木友善を相手とし、名誉毀損を理由に

原告のそれぞれに１，１００万円（計２，２００万円）の慰謝料等を求める訴訟を提起

した事件だ。

　訴訟の内容は、佐々木友善が５月３１日、（本訴の）提起に当たり記者会見を開き、

「北海道新聞取材班が著した２冊の書籍（「警察幹部を逮捕せよ！泥沼の裏金作

り」と「追及・北海道警『裏金』疑惑」を指す）に掲載された４件のねつ造記事」等と発

言したのは、「警察幹部を逮捕せよ！泥沼の裏金作り」の共同執筆者である大谷、

宮崎の名誉を毀損する、というものだ。

　つまり、「ねつ造」とは、単なる事実誤認とは違い、著者が事実でないことを知りな

がら、故意に虚偽の内容を事実であると書くことであり、佐々木の記者会見におけ

るこうした発言は、ジャーナリストあるいは作家としての名誉を毀損している、とした。

第１　本訴の審理（第６回口頭弁論）　

　最初に、被告側の北海道新聞が原告佐々木友善側の前回までの主張に反論す

る「準備書面５」の陳述手続き、続いて、原告佐々木友善側もそれに対する「第５準

備書面」を陳述した。

◎北海道新聞側準備書面５の要旨

　原告佐々木友善の前回の準備書面は、こちらの主張への反論なので、基本的に

再論はしない。一部補充すると、

●そもそも、道警では裏金作りが組織的に行われており、佐々木が裏金作りを知ら

ない、ということはあり得ない。

　にもかかわらず、延々とウソを突き続けていた。

　これにより、佐々木の警察官僚としての社会的信用は大きく損なわれている。

　よって、（その後に出版された本にある）「叱責された」などの摘示事実記載によっ

て社会的信用が損なわれたという事実はあり得ない。

●原告佐々木友善側は「自分が架空名義の領収書の存在を知っていたことを外に

しゃべったとしても、それを知ることができるのは、公安委員会の議事録を情報公

開で取ってからである」と主張するが、道新はそれよりも前の０３年１２月３１日付の

記事で「総務部幹部が『捜査協力者を実名で書けないでしょ』と本音を吐露した」と

報じている。

　この主張は当たってない。（その他、言葉尻をとらえた主張に対する若干の反論

をいくつか）

◎原告佐々木友善側第５準備書面の要旨

　こちらは第４準備書面で何点かにわたって釈明を求めているが、これに対する答

えがない。

　釈明するのかしないのか、はっきりしてほしい。



　その後、裁判長との間で質疑がいくつかあった。その概要は次のとおりだ。

裁判長　

　で、被告さんは求釈明についてどうされるのでしょうか。今回の準備書面で微妙

に触れてるような感はあるが…（答えないつもりなんでしょ？ということを暗に匂わ

せた言い方）

清水弁護士　

　その部分については、追って陳述書で述べる予定です。（求釈明には答えない方

針を匂わせる）

裁判長　

　聞いていた叱責の中身について、日時や場所などを特定できる内容を聞いてい

たなら、それを主張して頂いて…。詳細をどこまで覚えているのか、原告さんはそこ

を確認して、それを元に「あり得ない」と主張したいことのようですが。

斎藤弁護士　

　その通り

裁判長　

　日時や場所、内容を特定できるような状況で聞いたのかどうか、どう対応される

のかはあれですが、その辺を検討されてご主張して頂きたいです。書面で、という

ならそれでもかまいません。よろしく。

市川弁護士　

　ところで、補助参加人から３月に出した準備書面３通について、反論が出ていな

いのですが、どうされるのか。

斎藤弁護士　

　検討します。

第２　反訴の第１回口頭弁論

　原告大谷昭宏、宮崎学の訴状、被告佐々木友善側の答弁書、原告大谷昭宏、宮

崎学の準備書面１をそれぞれ陳述の手続きが行われた。

◎訴状要旨

　佐々木友善は、大谷昭宏、宮崎学に対し、それぞれ１１００万円を払え。

　佐々木友善は、０６年５月３１日、本訴を起こした後の記者会見で、「２冊の書籍

の４件の捏造記事」と発言した。

　捏造とは聞き捨てならない。



　しかも、友善は書いた人間を「道新取材班など」といっているが、「など」に共同著

作者である２人と理解される。

　従って、この発言は、作家、ジャーナリストである２人がウソを書いて出版した、と

いうものであるから、２人への名誉棄損は明らかだ。

◎被告佐々木友善の答弁書要旨

　請求棄却を求める。

　記者会見での「捏造」発言は認める。

　ただし、これは（捏造とした）問題の記述が他の部分と相まって、友善の社会的評

価を下げ、名誉を毀損したと主張しているとの趣旨に理解されるべきだ。

　また、捏造と指摘した部分は宮崎・大谷の発言ではないから、これを捏造と公言

した行為は両人の名誉棄損にならない。

　そもそも、問題の部分がウソ記事なら「捏造」と公言しても被告佐々木友善の違

法性は推定されない。

　問題の部分がウソか本当かは報道機関である北海道新聞が立証責任を負担す

るはず。

　よって、２人が被告佐々木友善の違法性を主張するなら、問題の部分が真実か

どうかを（２人が）立証すべきだ。

　それに成功してから、被告側で「真実と足りるに相当な理由があること」を立証す

る。

◎宮崎・大谷　準備書面１の要旨

　被告佐々木友善は答弁書で、問題の部分の真実性を、原告に求めてきたが、こ

ういう応訴態度をとるというのなら、こちらは抗弁の主張・立証の放棄と受け取る。

　そういう態度なら、こちらの補充の主張立証を行った上で口頭弁論を終結し、判

決することを求める。

　次回口頭弁論でどうするのか明らかにされたい。

　ちなみに問題の本の著者である「道新取材班など」の「など」は宮崎・大谷の２人

である。

（本訴の補助参加決定の際、高裁でそう判断している）

　両名は社会派の作家、ジャーナリストとして著名であり、もし捏造本を出版したと

なれば、２人は社会的に葬られてしまう。

　被告佐々木友善の「捏造」発言は２人の名誉を著しく貶めるものであり、慰謝料

は１１００万でも足りないくらいだ。

　これについて裁判長は

　「そうはおっしゃいますが、自ら必要と思われる立証作業は、それぞれできちんと

やって下さい」とくぎを刺した。

次回口頭弁論は９月１０日（月）午後３時からに決定した。



　次回の口頭弁論では、被告側の北海道新聞は陳述書や準備書面で、原告佐々

木友善側の前回の求釈明にある程度答え、これに対する原告佐々木友善側の反

論あり、また、補助参加人の準備書面に対する原告佐々木友善側の反論もあると

思われる。

　裁判の今後の見通しだが、まだまだ時間がかかると思われる。

　反訴が併合されたことにより、この裁判の重点は「言った、言わない」から、「道警

裏金問題のつづき」にますますシフトする様相を呈してきた。

　主張整理にはあと２～３回の口頭弁論が必要と思われる。

　その後に証人調べの採否の決定があり、証人尋問は年明けの１月か３月。

　夏前に結審できればいい方という情勢だ。

第１２回　第７回口頭弁論　北海道警察 VS北海道新聞

　第７回口頭弁論が、平成１９年９月１０日午後３時から、札幌地裁民事第一部５号

法廷で開かれた。

　原告席には、いつものとおり原告佐々木友善の代理人齋藤隆広弁護士のみ、原

告佐々木友善は傍聴席。

　被告席には、北海道新聞の代理人馬場正昭弁護士、講談社、旬報社の代理人

弁護士、被告の佐藤一記者とその代理人清水勉弁護士、本訴の補助参加人で反

訴の原告大谷昭宏とその代理人市川守弘弁護士。

　傍聴席には、道警ＯＢが２０数人、北海道新聞からは経営企画室のメンバー、何

故か、常連の「市民の目フォーラム北海道」の原田代表の顔はない。今回も北海道

新聞の裏金取材班の記者たちのほとんどが傍聴にきていない。その他、取材の記

者が数人。

　

　まず、冒頭に北海道新聞側の準備書面を陳述があった。

◎被告道新・高田・佐藤準備書面６（２００７年８月２７日付）要旨

　●仮定抗弁である本件摘示事実の真実性についての具体的主張

　　１：佐藤一が「わかるでしょ。理解してよ」を聞いたのは２００３年１１月下旬から１

２月中旬ま

　　　でに開催された道警と記者クラブとの懇親会等である。（従前主張をこの範囲

で修正する）

　　２：サブキャップの訴外Ｎが１１月下旬の懇親会で「領収書なんて全部ペンネー

ムだ。本名な

　　　んて書けるわけがない。当然でしょ」などと話すのを聞いている。

　　３：佐藤一は上記の期間に同様のことを聞いてはいるが、Ｎからの報告を受け、



直接の経験

　　　と混交してしまったので時期は現時点では明確ではない。なお、１２月１１日の

夜回りの

　　　際、佐々木友善から直接「わかるでしょ。理解してよ」と同趣旨の発言を聞いた。

　　４：取材によると佐々木友善が芦刈本部長に叱責されたのは、１２月１２日午後

４時以降で、

　　　場所は道警本部庁舎内である。

　　５：こちらとしては、仮定抗弁である真実性について、これ以上具体的に主張す

る予定はな

　　　い。ただし、証人尋問前にさらに詳しい道新関係者の陳述書を提出予定であ

る。

　　（註：仮定抗弁とはこの場合、「そもそも名誉棄損なんて成立しないんだけど、万

が一、仮に

　　名誉棄損が成立するとしても、記事には真実相当性がある。それを説明するた

めの反論」の

　　意味と解釈してよい）

　その後、裁判所と被告側弁護団との間で以下のやり取りがあった。

　竹田裁判長　道新側はこれ以上主張する予定はない、とのことだけど、どういう

趣旨なの？　ここまでの原告の求釈明に一部は答えているが…。細かいところまで

はわからない、というならしょうがないんだけど。

馬場弁護士　

　今回の書面は、（前回の）裁判所からの求めに応じて答えたものだ。細かいことに

ついては確認作業が必要になる。関係者の１人はロンドンにいるし。さらに申し上

げると、これは立証の裁量の範囲内なのかなと思料する。

竹田裁判長　

　いや、要はこれからさらに、もう少し細かいところまで主張していくということなの

か、その辺をはっきりしたいわけです。尋問の直前に陳述書を出すというけど、もし、

さらに主張があるというのなら、早くご準備いただきたい。やらないならそれを前提

に裁判を進めるが、あとからまだ、細かいことが出るというのであれば、裁判の予

定が立たない。陳述書を出すというのであれば、早めに出していただきたい。

馬場弁護士　

わかりました。

清水弁護士　



　言った言わないの話しはここまでの主張で十分だ。「叱責」の部分については、あ

まり細かいことをやると、取材源の秘匿の問題が出てくる。あまり細かいことまでや

ると、取材源が絞り込まれてしまうので、難しい部分がある。

竹田裁判長　

　それについてはわかる。ただ、新しい主張、細かい話がこれ以上出るのかどうか、

そろそろめどをつけて欲しいんです。次回弁論までに「これ以上は細かいことを出さ

ない」という部分を固めていただきたい。どこまでご主張されるのかはお任せします

が。

　その後、佐々木友善の準備書面が陳述される。

◎　原告佐々木友善側第６回準備書面（２００７年９月５日付）要旨 

　●本訴について

　　１：道新はこちらの求釈明に答えていない。もし、問題の論点について自らの主

張が正しいな

　　　ら、十分釈明可能なはずだ。

　　２：なぜ答えないか。それはぼろが出て、困るからだ。仮定抗弁だから反論の必

要がない、と

　　　の主張は理由がない。

　　３：求釈明に答えず、代わりに尋問直前に陳述するというのは後出しじゃんけん

で卑怯だ。こ

　　　んなやり方がまかり通るなら、原告に一方的に主張をやらせ、それを効果的に

たたきつぶ

　　　すという攻撃防御がまかり通ることになる。これは原告の攻撃防御の機会を

奪い、裁判所

　　　に偏った心証を抱かせようという手法で、断じて許されない。

　　４：改めて釈明を求める。これに応じられないのなら、１，２の理由で回答しない

ものとみな

　　　し、さらに主張立証する。

　●補助参加人の主張について

　　１：補助参加人は原告の社会的評価が下がったかどうかについては、裏金問題

の真相を解

　　　明しなければならないと主張しているのかもしれないが、本件訴訟と全然関係

ない。

　　２：そもそも、名誉棄損は一般読者の読み方を基準として判断すべきもので、補

助参加人の

　　　ような特定の人物の見地から行うものではない。なので、補助参加人の主張

は関係ない。



　　３：よって、いずれの主張も理由がない。

　●反訴での宮崎・大谷の主張について

　　「被告の抗弁に先立ち、抗弁の積極否認を原告に求めるもので、これは主張の

放棄だ」とい

　う主張だけど、趣旨が不明だ。そもそも、こちらの主張がそうでないことは明らか

である。

　次回期日を「１１月１２日午後２時から」と決定後、清水弁護士から確認が１つあっ

た。

清水弁護士　

　原告（佐々木友善）側は今回の準備書面で、名誉毀損の構成要件として「一般読

者の読み方を基準」と主張されているが、これは従前の主張と異なる。こ　　れは主

張を変更された、と理解してよいか。

竹田裁判長　

　原告側、どうなの？

斉藤弁護士　

（首を横に振る）

竹田裁判長　

　だからさ、要は一般読者の読み方を基準とするというご主張と考えていいわけ

ね？

斉藤弁護士　

　（首を縦に振る）



第１３回　第８回口頭弁論　北海道警察ＶＳ北海道新聞

　第８回口頭弁論が、平成１９年１１月１２日午後２時から、札幌地裁民事第一部５

号法廷で開かれた。

　原告席には、いつものとおり原告佐々木友善の代理人齋藤隆広弁護士のみ、原

告佐々木友善は被告側の傍聴席の最前列に着席。

　被告席には、北海道新聞の代理人馬場正昭弁護士等、旬報社の代理人弁護士、

被告の佐藤一記者とその代理人清水勉弁護士、本訴の補助参加人で反訴の原告

大谷昭宏とその代理人市川守弘弁護士。

　傍聴席には、道警ＯＢが２０数人、北海道新聞からは経営企画室のメンバーら４

人、「市民の目フォーラム北海道」の会員が数人、見慣れない人物が数人、その他

で約３０人、取材の記者が数人。

　まず、冒頭に被告北海道新聞側は、被告佐藤一記者、被告高田昌幸デスク、元

道警サブキャップの陳述書を提出した。

◎佐藤記者の陳述書は１４ページにわたるもので、警察の裏金とは何か、から始ま

り、今回の裏金報道の経過と道警側の反応、その中での原告佐々木友善の立場

を詳述した。

●佐々木友善が「捏造」といっている記述（摘示事実）について、いずれも裏金問題

の本筋と直接関係のない「エピソード」の域を出ないものだが、いずれも必要かつ

十分な取材を踏まえていることを指摘。

●そうしたエピソードを社会に知らせることも裏金問題の実情を伝える一助となり、

公益性にも叶うものだと断言。続いて、それぞれの摘示事実について取材経過を

明らかにし、「いずれの記述も真実である」と述べた。

◎高田デスクの陳述書は１１ページにわたるもので、道警裏金報道の意義、経過、

その中でのデスクとしての取材へのかかわり方、２冊の本の出版経緯などを詳述。

むすびの文章で、原告佐々木友善の今回の訴訟対応を痛烈に批判した。

●佐々木氏は当時、道議会や監査請求、各政党の調査団によるヒアリングなどの

場で、事実と異なる発言を続けるなど、納税者に向かって、組織的裏金づくりを隠

し続けた。

●在職中には種々のしがらみがあり、本当のことを言えなかったのだとしても、道警

退職後にこのような訴訟を起こすくらいであれば、佐々木氏は蛮勇を奮って、まず

は過去の行為を反省し、虚偽の発言を公式の場で繰り返してきたことを納税者に

謝罪すべきだったのではないか、と感じる。

●もちろん、佐々木氏の指摘する記述は、十分な取材に基づいて行われており、捏

造の謗りを受けるいわれは、全くない。

●また、一連の裏金報道やこれらの書籍は、いずれも、長年にわたって道警を蝕ん

でいた裏金問題を問題にしたもので、裏金問題発覚当時、佐々木氏をはじめとす



る道警の要職に就いていた方々が新聞記事や書籍に再三登場するのは、その役

職ゆえのことであり、それ以上でも以下でもない。道警幹部の個人的評価を貶める

意図などあろうはずがない。

◎元道警サブキャップの陳述書は４ページに及ぶもので、主に裏金報道当時の

キャップ佐藤一記者とのやりとりを記した内容。

ここで、竹田裁判長から発言があった。

竹田裁判長　 ：被告さんではこの陳述書提出をもって、これ以上は明らかにしない

ということ？

被告側弁護士：はい。

竹田裁判長 　：では、これを前提に、原告さんの方で今後の主張なり立証なりを検

討してください。

斎藤弁護士　 ：わかりました。

　その後、被告補助参加人（反訴原告）の宮崎、大谷両氏から準備書面１枚を陳述

と、１０人の証人尋問を申請した。

◎準備書面は、これまでの宮崎、大谷側からの主張について反応があまりないが、

自分たちのこれまでの主張については今後立証を進める、という内容。

◎申請した証人と立証趣旨は以下の通りである。

１：元道警本部長芦刈勝治

　裏金報道当時、道警本部長としてどのような対処の方針を持っていたか。いかな

る指示をしていたか。指示に基づく総務部長佐々木友善の対応はどうだったか。

２：被告・佐藤一

　本件記事の取材経過、「泳がせ捜査失敗」記事の取材経過、同記事の訂正の経

過、２冊の本の発行経緯。

３：被告・高田昌幸　

　本件記事の取材経過、「泳がせ捜査失敗」記事の取材経過、同記事の訂正の経

過、２冊の本の発行経緯。

４：原田宏二

　道警本部総務部総務課長当時、部下であった原告佐々木友善が裏金を受け

取っていた事実。道警総務部が議会工作をしていた事実など。

５：稲葉圭昭

　道警銃器対策課勤務当時の泳がせ捜査の実態、「泳がせ記事」が虚偽でも捏造

でもなく、真実であること。

６：道新前編集局長

　「泳がせ記事」が捏造でもないにもかかわらず、なぜ「お詫び記事」を出したか。

７：道新記者（前道警キャップ）



　当時の道警本部広報課長岩田満とのやりとりを書いた「メモ」の経過。

【注　このホームページ　北海道警察ＶＳ北海道新聞　第３回（１９．３．７）道警の恫

喝と道新のお詫び記事にある「道警泳がせ捜査関連メモ」のこと】

８：補助参加人・大谷昭宏

　本の作成経過と、佐々木友善の「捏造」発言で受けた精神的苦痛。

９：補助参加人・宮崎学

　本の作成経過と、佐々木友善の「捏造」発言で受けた精神的苦痛。

１０：原告・佐々木友善

　平成１５年１２月ごろの道警総務部長としての任務の内容、道議会への工作内容、

その成功の可否。　

これについて竹田裁判長が発言。

竹田裁判長：

　この人証申請ですが、これは道警裏金問題そのものの立証もやるということ？　

裁判所としては、原告が「捏造」と主張する記載事実の有無が焦点だと考えていま

すが。

市川弁護士：

　もちろん、裏金問題そのものをここで立証するつもりはありません。記載事実の真

実相当性についての、こちらのこれまでの主張を立証するつもりです。原告はこれ

まで、こちらの主張に対する反論をしないため、その主張をそのまま、（証人尋問

で）立証したいと思っています。

竹田裁判長：

　真実性や記事の公共性についておっしゃるんでしょうけど、(大谷、宮崎の反訴の

部分については)そこは大きな争点とは考えていない。原告は今後(反訴について)

主張予定はありますか。

斎藤弁護士：

　従前通りです。

竹田裁判長：

　では、こちらとしては必要があると判断した範囲で（証人尋問を）やります。そもそ

も、友善の「捏造記事」との発言があったかなかったか、その発言が相当だったか、

公共性があったか、(大谷、宮崎の)社会的信用度を低めたかを重視する方向です

ので。

斎藤弁護士：

　ところで、今回提出の被告３人の陳述書の内容は今後、主張として援用されるの

か。

馬場弁護士：

　陳述書はあくまで証拠だ。（ここで竹田裁判長が割って入り、馬場弁護士の言い

たい意図を噛んで含めるように説明「陳述書はあくまで、こういう風に話しましたよ、

という証拠に過ぎず、主張とは別」などの内容）

斎藤弁護士：



　では主張されないということか。

馬場弁護士：

　陳述書を元に証人尋問を行い、立証できた内容を最終準備書面で主張すると言

うことだ。（註：これは民事訴訟の常識）

斎藤弁護士：

　被告側がこちらの求釈明に答えられないので、確認したまでだ。

馬場弁護士：

　そもそも原告の求釈明に答える必要はないわけで。

　裁判所からの求釈明であれば話は別だが。

清水弁護士：

　こちらではもう、主張は尽くした。原告さんの反論のあとは証人尋問をしていただ

ければ。

竹田裁判長：

　もう、主張内容はかわることはないということね。では原告さんはそれを踏まえて、

反論、ご主張の準備をしてください。

次回は来年１月２１日午後２時から、第９回口頭弁論 



第１４回　２０．　１．２２（火）　第９回口頭弁論　北海道警察ＶＳ北海道新聞

　第９回口頭弁論が、平成２０年１月２１日午後２時から、札幌地裁８階５号法廷で

開かれた。

　原告席には、斎藤隆広弁護士のみで、原告佐々木友善は原告側の傍聴席の最

前列に着席。

　被告席には、北海道新聞の代理人馬場正昭弁護士、被告佐藤・高田の代理人

清水勉弁護士、被告佐藤一記者、補助参加人宮崎、大谷代理人の代理人市川守

弘弁護士、旬報社、講談社のそれぞれの代理人弁護士が着席した。

　傍聴席は、総勢約６０人。北海道新聞からは道新経営企画室、編集局幹部ら。

　道警OB多数。道警ＯＢのなかにはいつものメンバーのほか、見慣れない顔ぶれ

が大勢いた。

　取材の記者は５人。

　

　まず冒頭で、裁判所から弁論更新手続き（裁判官１人が異動のため。）、 その後、

補助参加人が証拠申出書（証人申請）を提出。内容は前回提出した「証人申請」と

同一で、前回は「反訴・原告」として提出したが、念のため「本訴・被告補助参加人」

の立場で提出し直したとのこと。（芦刈勝治氏、原田宏二氏、稲葉圭昭氏ら１０人の

証人尋問を求める内容）

　竹田裁判長　まあ、併合されていますからどちらでも良いのですが、念のために

というご趣旨ですね。

　ここで、原告（佐々木友善）側が第７準備書面を陳述。元部下の現職警察官（警

視）２人の「回答書」や、道警OB（鈴木巌　元道警函館方面本部長）の新しい陳述

書、原告佐々木友善の妻の陳述書なども証拠として添えた。

　さらに、原告佐々木友善、被告高田昌幸、佐藤一、元サブキャップの計４人を証

人申請した。

◎原告の第７準備書面は、全１０６ページにわたるもので、大きく２つの項目に分か

れる。

●道警OB鈴木巌の新しい陳述書に基づく主張

　同氏が問題視する「道警中枢"機能まひ"総務部長人事も混迷」記事とその後の

被告佐藤一の対応について、被告佐藤が陳述書で反論したことに対し、再反論す

る内容だ。

＜１＞ 同記事は事実と異なる。そもそも鈴木は前年８月に退職を申し入れ、翌１月

には退職発

　　　　令日の内示を受けており、鈴木が総務部長への人事を拒否するなどあり得



ない。

＜２＞ 同記事で鈴木は名誉を毀損され、精神的苦痛を受けた。（註：同記事には

鈴木の実名、

　　　　役職などは一切掲載していない）

＜３＞ 同記事について、北海道新聞はどの関係者に取材したかを明らかにしてい

ない。こちら

　　　　が捏造と指摘する以上、道新は取材源の説明責任がある。それをしようとし

ないのは、

　　　　捏造記事を盛り込み、名誉棄損の傷口を広げた。そして、原告佐々木は、鈴

木と同様の

　　　　被害にあっている。（ここまで１０ページ）

●前回被告側が提出した、佐藤、高田、元サブキャップの陳述書に対する直接の反

論。それぞれの陳述書を細かくブロック分けし、ブロックごとに認否や反論を行って

いる。

＜１＞ 記述中の瑣末な見解の相違をとらえ、元部下の証言や怪文書の内容など

を交えて持論

　　　　を展開し、 「内容虚偽の供述である」と結論。

＜２＞ 記述中で被告側の一部の主張変更に対し「これまで３年間のやりとりで一

度も言ってい

　　　　ない事実が出たのは驚き」「記憶の混交というのは不合理な弁解で逃げ口

上」「サブキャ

　　　　ップはキャップ会には出席できない。それなのにサブキャップがキャップ会に

出席し、私

　　　　の話を聞いたなどというのは作り話だ」などとし、「こうした主張の変遷は非

合理で、信用

　　　　できない」と締める。

＜３＞「私は酒に強い。だからビール１、２杯で酩酊して口を滑らせることはない」

「トイレで小便

　　　　をしながら話をしたというが、排尿障害でもない限りそんなに長く小便をでき

ない」などと

　　　　し、陳述内容を否定する。

　このいずれかの論理で９０ページ以上にわたり、持論を展開した。

　なお、主張内容自体は従前通りだが、「北海道新聞の報償費疑惑報道の『（北海

道知事が道議会で疑惑を）調査と答弁しないで』道警幹部が道に要請」記事につい

て「誤報である」という新しい主張をした。

　また、「この本（文庫）は、道警の組織的裏金作りを問題としており、特定個人を糾

弾する本ではないのは明らか」との被告側主張に対し、「原告や原告所属組織を悪

者として扱い、警察を退職した人間に関する事実無根の記述を含む本。名誉棄損



は明らか」と論理をすり替えている。

　なお、この準備書面では、被告や補助参加人の「原告は、道警に在職中に裏金

を受け取ってきた。　裏金の存在を熟視し得た立場なのに、公の場で事実と異なる

発言を繰り返していた。納税者に向かって組織的裏金作りを隠蔽し続けてきた。こ

のような訴えを起こすくらいなら、まずはその現職時代の過ちを反省し、納税者に

謝罪すべきだ」などの指摘については、一切反論していない。

　ここで、裁判長と被告、原告代理人とのやり取りがあった。

竹田裁判長　被告側にうかがいますが、これ以降の補充主張の予定はありますか。

馬場弁護士　ありません。

竹田裁判長　それでは次回以降、人証調べ（証人尋問）に移りたいと思います。

　本件は、双方とも「書籍に記述されたこと」に関しては争いはありませんので、問

題点は書かれた内容が真実か、真実相当性があるかという点だと考えます。原告

さんはここまで「そんな事実はない」と主張され、被告側は真実という。ここまでで書

証の調べは終わりましたが、裁判所としては記載事実があったかなかったかに

絞って、人証調べをしたい。

清水弁護士　ちょっと待って下さい。今回の原告の書証について認否を表明したい。

　　　　　　　　　鈴木巌の陳述書、道警幹部２人の回答書、妻の陳述書などを「不

知」とさせてい

　　　　　　　　　ただく。

竹田裁判長　成立そのものは争わないと言うこと？

（それらの書類が偽造文書である、という弾劾をするか否かを聞いている）

清水弁護士　その主張内容については、「当方は知りません」ということです。

竹田裁判長　わかりました。ところで、これまでに多数の人証申請が出ていますが、

どなたにど

　　　　　　　　　の範囲でうかがうか、どれだけの時間聞くかを、記載事実があるまで

の経過では

　　　　　　　　　なく、記載事実そのものの真実性を重視して判断したいと思っていま

す。つきまし

　　　　　　　　　ては、双方の人証申請についてご意見があるのなら、ご準備いただ

きたい。

　　　　　　　　　次回期日を進行協議とし、人証調べ期日も１回ないし集中審理で行

う方向で調

　　　　　　　　　整したいと思っていますので、ご意見は事前に書面で提出してくださ

い。



斎藤弁護士　それは証人や時間についてということか。

（原告代理人）

竹田裁判長　　時間、内容、順番も含めてです。

旬報社代理人 はっきり言いますと、今回の人証申請でもっとも難しいのは、芦刈さ

んの部分

（被告代理人） だと思う。芦刈さんを呼ぶかどうかを裁判所で決めていただければ、

ほかの証

　　　　　　　　　　人は通常の判断でも良い。進行協議をやるまでもないでしょう。

竹田裁判長　 被告さんの中で一致している証人さんについて、裁判所は「調べな

い」というつも

　　　　　　　　　 りはありません。ただ、補助参加人の人証申請があまりに多く、範

囲も広いよう

　　　　　　　　　 ですので。いずれにせよ、双方の意見を出してもらった上で、裁判

所として採否

　　　　　　　　　 を判断し、期日を指定したいと思っています。

　次回期日は、３月１０日午後４時から進行協議（非公開）と決定。

　ここで市川弁護士が発言。 

市川弁護士　今回出された原告の書証の認否について後日、書面を出します。

竹田裁判長　分かりました。

＜閉廷＞ 



第１５回　２０．７．１１（金）　新聞が権力に屈した日

　平成２０年７月１４日に予定されている第１０回口頭弁論では、証人　芦刈勝治元

道警本部長、中原洋之輔（道警裏金取材班サブキャップ）、佐藤　一（道警裏金取

材班キャップ）が証言台に立つことになっている。

　道新裁判は山場を迎えるが、その前に北海道新聞（道新）と北海道警察（道警）

の間に何があったのかを再確認しておきたい。

　「市民の目フォーラム北海道」代表原田宏二は、週刊現代（平成１８年４月１日号）

に「新聞が警察に屈した日」と題して、道新が道警に不祥事にツケ込まれてお詫び

記事を掲載した経緯等を、当時の道警の岩田満広報課長と道新の道警記者クラブ

のキャップのＫ記者とのやり取りが書かれた「取材メモ」をもとに明らかにした。

　このほか、雑誌「世界」（平成１８年６月号）にも、道新と道警の「手打ち」をめぐっ

て「これはジャーナリズムの自殺だ」と題して投稿した。

　以下の文章は、これらの中から抜粋したものである。

北海道新聞取材班の奮闘

　私（原田）は、平成１６年２月１０日、記者会見を開いて道警が長年にわたって続

けていた裏金システムを告発した。

　当初、かたくなに裏金システムの存在を否定した道警もついに組織的な裏金つく

りを認め、９億６,２７２万円を北海道と国へ返還して幕引きを図った。

　告発の１年後、平成１７年３月１０日には、告発の一つのきっかけにもなり、拳銃

摘発対策を背景とする稲葉事件、警察の裏金システムの実態、権力構造としての

警察組織の実態などを明らかにした『ホイッスル・ブロワー　警察内部告発者』（講

談社）を出版した。

　その序文にはこう書いた。

　「地元紙の北海道新聞が道警相手にペンで戦いを挑み、敢然とキャンペーンを

張ったことで、ついに、この税金（公金）不正使用は白日の下に晒されることになっ

た。中央の大新聞やテレビがいまだに、こうした警察のスキャンダルに腰が引けて

いるのを思えば、巨悪を追い詰めた地方ジャーナリズムの爽やかな勝利、大金星

だった。」

　事実、道新「道警裏金問題取材班」（以下、取材班という）は、日本新聞協会賞、Ｊ

ＣＪ（日本ジャーナリスト会議）大賞、菊池寛賞等を総なめにした。

　巨大な権力、警察を相手にする私にとって、メディア、とりわけ地元の道新の取材

班が書く記事は心強い味方であった。

「権力に歯向かう記者はろくな新聞記者ではない」

　私のメディアに関する知識といえば、警察に在職中、サツ回りの記者との付き合

の中で体験的に得たものくらいしかない。しかもそれは、今から１０年も前のことで



ある。

　そんな私に最近のメディアが抱えている問題を知る良い機会を与えられた。

　平成１７年７月４日、東京で開かれた「メディアはなぜ追及できないか」と題するシ

ンポジウムにパネリストとして招かれたのである。

　私が参加したのは、そのうちの「警察・検察報道の裏側」であった。

　私も警察の裏金問題追及でメディアが果たした役割や、いまだに警察の裏金問

題が地方の問題にとどまっている現状、道警による取材班に対するバッシングなど

について話をした。

　私は、メディア関係のパネリストがどんな話をするのか、興味深く聞いていた。

　美浦克教氏（共同通信社会部・新聞労連委員長）はこう語った。

　「新聞社が、どんどん単なる「会社」になっている。今、全国各地の新聞社でもの

すごい合理化が始まっている。それによって経営トップをはじめとして、ジャーナリ

ズムというものが社内で語られることが少なくなった。社会部でいえば、事件があっ

たときに警察が動くかどうかが特ダネとして評価されるという構図がずっと続いてい

た。その習い性から抜け出せないので、紙面は旧態依然としたニュースしか出すこ

とができない。それが現状ではないかという気がする」

　北村肇氏（元毎日新聞社会部・週刊金曜日編集長）はこう語った。

　「なぜ書けないかというと、警察の悪口を書いてしまったらネタが取れなくなる。社

会部から追われて自分のやりたい仕事ができなくなる。だから書けない。しかし、今

はそれだけではなく、権力に歯向かう記者はろくな新聞記者ではない、という雰囲

気がいくつかの全国紙にある。

　理由のひとつは、会社の上層部、つまり経営構造が、ほとんど政治部と経済部に

握られている場合が多いことである。何かを批判したとき、批判を潰そうとする体質

は、社会部と警察担当記者にもあるが、政治部・経済部記者の方がさらに大きいと

実感している。」

警察と記者クラブ　"信頼関係"という癒着構造

　警察の裏金システムが、何時始まったかは分からない。

　昭和５９年には警察キャリア官僚だった故松橋忠光氏（故人）がその著書「わが

罪はつねにわが前にあり」で、裏金づくりが中央から全ての都道府県にわたる全警

察組織で行なわれていると明らかにした。

　平成年代には警視庁、長崎県警、熊本県警、愛知県警などでも発覚している。

　しかし、いずれも一部のメディアが断片的に取り上げただけで、疑惑追及の大き

な流れにはならなかった。

　平成１２年以降になると、情報公開の波に乗って市民オンブズマンの先進県宮城

県で県警の捜査用報償費の執行に関する情報開示訴訟が提起され、また香川県

でも県警が架空請求によって裏金をプールしていた疑惑も表面化した。

　平成１７年７月、全国のメディアに先駆けて高知新聞が、県警の裏金疑惑のキャ

ンペーンを展開した。



　その年の１１月、テレビ朝日の番組「ザ・スクープ」による道警旭川中央暑の捜査

用報償費の不正支出疑惑が報じられたことをきっかけに、道新の道警裏金疑惑

キャンペーンが始まり、警察の裏金疑惑は、静岡県警、福岡県警、京都府警へと

飛び火し、更には愛媛県警の現職警察官仙波敏郎氏による内部告発と続いた。

大手メディアの罪

　こうして全国の警察に連綿と続いてきた裏金システムについて、一部のメディア

が単発的に報じただけで、何故か本格的な追及をしなかった。

　しかも、メディアは、警察官などの匿名、実名の内部告発や市民オンブズマンの

活動を受けて、はじめて報じたものがほとんどである。

　メディアは、警察の裏金問題を報じることをタブー視してきたのだ。

　メディアだけではなかった。

　警察権力をチエックするべき公安委員会、知事、議会も、警察の裏金システムの

全貌を明らかにすることには極めて消極的であった。

　そのこともメディアは報じることはなかった。

　そうした意味では、メディアは二重の罪を犯していることになる。

　平成１５年１１月、北海道から全国に広がるかに見えた警察の裏金疑惑は、道警

が３億９,０００万円の使途不明金など疑惑の肝心な部分を明らかにしないまま９億

６,２７２億円を返還し、発覚した全国の警察でもトータルで１２億８００万円を返還し

幕引きを図ろうとしている。

　明らかになったのは、氷山のごく一角に過ぎない。

　またもや、警察の裏金システムは、真相を明らかにされないままヤミに葬られよう

としている。

　この間、警察の裏金疑惑でキャンペーンを展開したのは、高知新聞、北海道新聞、

愛媛新聞と一部のテレビ局であった。

　中央紙といわれる大手のメディアは、警察の裏金問題は、地方の問題として腰を

引いたままであった。

　これは何故か、全国警察の頂点に立つ警察庁の思惑と一致している。

　何故、メディアは警察の裏金疑惑を地方の問題で終わらせてしまうのだろうか。

記者クラブ　記者と警察の癒着の場

　警察には、上は警察庁から各都道府県警察、主要警察署まで記者室を取材拠点

とする記者クラブが置かれている。

　「記者クラブに関する日本新聞協会編集委員会の見解」によると、「記者クラブは、

公的機関などを継続的に取材するジャーナリストたちによって構成される『取材・報

道のための自主的な組織』である」とされる。

　そのなかで、日本の報道界は情報開示に消極的な公的機関に対して、記者クラ

ブという形で結集して公開を迫ってきたという歴史がある。



　国民の「知る権利」と密接に関わる記者クラブの目的は、現代においても変わら

ない、と強調している。

　しかしながら、記者クラブの弊害を指摘する声も強い。

　その一つは、記者クラブを介しての記者と警察の癒着である。

　道警担当キャップとして、取材班の記者たちを引っ張った佐藤一氏は、先のシン

ポジウムでこう語っている。

　「警察の裏金問題をやるかやらないかというのは、警察からの事件・事故情報を

もらうかどうかというところで判断を迫られる。（中略）市役所や町役場などで何か

あったときは、かなり集中的に批判できるのに、警察に対してはちょっと手ぬるいと

ころがあって、それは自分の反省でもあった。今回、裏金の問題が出てきたときに、

ようやく自分でもそういう立場でやれるんじゃないかと個人的に思った」

道警の裏金疑惑を追及するなら警察から事件・事故情報がもらえなくなることを覚

悟しなければならない、と佐藤一氏は語っているのだ。

　記者クラブの記者たちは警察発表や記者会見に頼り、その内容をまとめるだけ

が仕事になりがちだ。

　道警記者クラブは、道警本部庁舎の２階にある。

　加盟しているのは、新聞社、テレビ局、通信社１９社である。

　記者クラブの対応窓口は警察の広報課で、記者クラブの部屋の直ぐ隣にある。

　各社の取材体制を見ると、道新は８人、それに対して東京読売新聞などの中央

紙やテレビ局はその半分以下である。

　無論、紙面の量の差はあるにしても発生する事件・事故の数は同じである。

　体制が弱いほど、警察発表の内容が、真実かどうかを確かめることがおろそかに

なり、次第に警察の情報コントロールに支配され惑わされやすくなる。

　それだけではない。北村肇氏や佐藤一氏が指摘するように、警察の悪口を書け

ば警察からネタがもらえなくなるのだ。

　そして、警察発表とおりの記事を書いていれば、それが誤逮捕であっても冤罪で

あっても責任を問われることはない。

　犯人逮捕の記事は、メディアによる事実上の即決裁判に等しい。

　現場で記事を書いている記者たちには、警察発表に何の疑いも持たなくなってい

るのではないか。

　私は、警察の捜査の実態をつぶさに知っている。自らも何度も失敗した。

　決して、無条件で信用できるようなものではないことだけは言っておきたい。

メディア対策は不祥事対策

　警察のメディア対策は、基本的には不祥事対策である。

　警察の不祥事をいかにしてメディアに隠すか、警察の不祥事はメディアに報道さ

れてはじめて不祥事になる。

　メディアに登場してしまった不祥事は、警察官個人の資質の問題として、組織的



な背景やその責任を隠蔽し、警察組織のダメージを極力抑えることがメディア対策

の要諦である。

　稲葉事件報道は、その典型だ。

　稲葉元警部は、覚せい剤の密売に手を染めた悪徳警察官としてのみ報道された。

　メディアは、当初、その背景にあった裏金システムや銃器対策課の数々の違法捜

査には全く触れもしなかった。

　こうしたやり方は、警察官の不祥事報道に共通している。

　かくして、悪徳警察官が誕生するのだ。

　記者クラブのもう一つの問題は、その閉鎖性だろう。

　記者クラブが、加盟している特定の新聞社・テレビ局などだけに取材を独占させ

ることから、閉鎖的だとの批判がある。

　平成１７年７月に舩川輝樹週刊現代副編集長などが警察庁と記者クラブ加盟１５

社を相手取り、警察庁庁舎内で行なわれる警察庁長官記者会見に出席し質問す

ることを妨害してはならない、との仮処分申請を東京地裁、同高裁に申し立てたが

却下され、最高裁に特別抗告したことは記憶に新しい。

　道警の記者クラブの場合には、記者クラブに加盟するのには２社以上の推薦で、

クラブ総会で議決することが必要とされる。

　記者クラブとの窓口になる道警広報課は、道警の記者クラブに加盟していないメ

ディアには基本的に対応しないという姿勢を貫いている。

　記者クラブの閉鎖性は、情報コントロールを狙う警察としては、願ってもない好都

合なことである。

　警察記者クラブと警察との関係は、持ちつ持たれつの"信頼関係"というベールに

包まれた癒着関係である、と言っては言いすぎだろうか。

　都道府県警察で培われた警察キャリア官僚とメディアとの"信頼関係"は、そのま

ま中央レベルに持ち込まれる。

　こうして、警察庁上層部と中央のメディアは太いパイプで結ばれることになる。

道警記者クラブで何が起きたのか

　平成１６年３月には、私が北海道議会総務委員会に参考人として招かれ、道警で

長年にわたって続いていた裏金システムについて証言したほか、元弟子屈暑の次

長齋藤邦雄氏が裏金の実態を証言するなど、道警の裏金疑惑の追及は一気に盛

り上がりをみせ、メディア各社の報道は熱気を帯び情勢は騒然となった。

　これに危機感を持った道警は、３月２９日付けの異動で記者クラブを主管する広

報課の体制を一新した。

　広報課長には、過去に次席や指導官（いずれも警視ポスト）として広報課に籍を

置いた経験があり、北海道新聞に太いパイプがあるとされる岩田満氏を配置し、巻

き返しを図る体制を作った。

　平成１７年４月には、警察庁は、道警の議会対策をはじめ予算や広報を主管する



総務部長に前警察庁広報室長の永井達也氏を配置した。

　それまで総務部長ポストは道警地方幹部の最高ポストになっていたが、６年ぶり

に警察庁キャリアが就任したのである。

　警察庁がいかにメディア対策、つまりは北海道新聞対策を重視していたかを物語

る人事であった。

道警の執拗な嫌がらせ

　道新の取材班は、道警担当キャップ佐藤一記者ら８人が、通常の事件・事故の取

材をしながら裏金問題の取材を進めていた。

　メンバーの誓いは「本気でやること」、「続けること」だった。

　予想したとおり、道警の執拗な嫌がらせが始まった。

　道警は、事件・事故の発表の際、関係者の年齢や細かい住所を省いて会見し、

道新の記者にだけは補足取材に答えない、といった嫌がらせをしてきた。

　ときには、道新の記者がいるのを見つけると「出て行ってくれ」と発表の場所から

退席するように求められたこともあるという。

　道警本部の広報課に顔を出すと「何しに来たんだ」と露骨に言われ、道警にとっ

て厳しい報道をしたときなどは、２～３時間がんがん同じことを繰り返して言われた

ようだ。

　取材班の記者たちは、それまで取れていたネタが入らなくなる。

　道警の兵糧攻めが始まり、再三にわたり「特オチ」をするようになったという。

　記者たちは、それでも取材の手を緩めなかった。

　道新の取材班が書いた警察の裏金問題に関する記事は実に１,４００本を越える

という。

不祥事が続発する北海道新聞

　道警の広報体制の一新に合わせるように、平成１７年３月以降から７月にかけて、

道警の裏金疑惑追及で取材班を引っ張っていた高田昌幸報道本部次長をはじめ

佐藤一道警担当のキャップ、サブキャップなど主要なメンバーが 1人またひとりと

異動になる。

　しかも，異動先は、札幌の本社から遠く離れた東京支社である。

　高田昌幸氏は、現在ロンドンに駐在する。

　私は、このときの北海道新聞の人事異動を不審に思った。

　本人たちの希望もあってのことだろうが、５月末に北海道監査委員の確認監査結

果が判明したとはいえ、まだ、道警の裏金疑惑の全貌が解明されてはいないのに

どうしてだ。

　これで取材班は、事実上骨抜き状態になった。

　７月以降、「道新」の道警裏金問題に関する記事は激減した。

　道新も裏金報道から手を引こうとしているのか。取材陣だけではなく上層部も交



替した。

　平成１７年７月、道新の取材の中枢である編集局報道本部本部長にＨ氏が就い

た。

　彼は前任の「経営企画室」では、次に述べる広告問題、訴訟対策、対外折衝など

を担当していた。

　室蘭支社営業部次長の事件など、一連の不祥事の処理でも報道対応や警察と

の連絡に当たっていたという。

　Ｈ氏は、道警のサツ回りキャップの経験もある。

　道新と道警が"信頼関係"にあった時代のサツ回りの責任者で、当時の広報課指

導官が岩田満広報課長であった。

　こうした一連の人事は、道新上層部の考えを暗に示している。

　道警人事に合わせるような道新人事。そして、それには重大な伏線があった。

　道警の裏金疑惑を追及していた道新の内部では、とんでもないことが起きていた

のだ。

北海道新聞、上層部の不祥事を隠蔽

　東京読売新聞の記事を読んでみよう。

　「２００４年５月２７日、北海道新聞室蘭支社営業部次長（５５歳）が、広告の売り上

金約６,０００万円を着服していたことが発覚し、道警の捜査 4課等に逮捕された。こ

の次長は、暴力団との関係も取りざたされ、広告売り上金による裏金つくりが部内

の"公然の秘密"となっていた可能性がある、と道警はみている。道警は、道新の

菊池育夫社長からも任意で事情聴取した。」

　この次長は、平成１７年３月札幌地裁で懲役４年の実刑判決を受けた。

　ところが、道新の金をめぐる不祥事はこれだけでは終わらなかった。

　平成１７年１０月、道新は「今年６月に退職した東京支社元広告部長が営業広告

費約５００万円を私的に流用し、飲食費などに当てていた。元部長は弁済の意思を

示しているので、刑事告訴はしない」と発表した。

　あるマスコミ関係者によると、道新では外部に迷惑をかけた事件でなく、本人が

弁済を約束したので、あえて公表する必要がないと判断していたが、マスコミ他社

の取材があったため、あわてて公表したという。

　これは、幹部の不祥事を隠蔽したといわれても仕方がない対応であった。

　道新の不手際はまだ続いた。これも東京読売新聞の記事を読んでみよう。

　「北海道新聞社は、元部長の退職後に流用が発覚したと説明していたが、広告

局では退職前から流用を把握していたことが判明した。同局は、不祥事を知りなが

ら同部長を依願退職させ、弁償も求めていなかった。」

　同紙はさらに、道新経営企画室の話として「広告局では５月の連休前に、疑惑が

浮上して調査を行い、元部長も事実を認めたが、退職金の出る依願退職を申し出

て、６月末に退職させてしまった。８月に経営企画室に内部告発があって、一連の

経緯が判明した」と伝えている。



　「北海道新聞東京支社の元部長が広告営業費５００万円を私的に流用した問題

で、元部長に支払われた退職金２,０００万円について、同社役員が穴埋めすること

を決め、労働組合に伝えていたことがわかった」

　こうした道新の内部処理のやり方は、本来、刑事事件となる可能性のある事件を

刑事告訴することなく内々に不問に付し、懲戒免職にすべき事件を依願退職にして

退職金も支払うなどあいまいな形で処理した、と指摘されても仕方がない。

　本来支払うべきではない退職金を支払うことは、道新上層部による特別背任罪

の疑いも出てくる。

あわてた、菊池育夫社長ら１１人の役員がこの２,５００万円を負担することになった

という。

　連続する道新幹部の金にまつわる不祥事と道新上層部の不手際を、道警が見

逃すはずはなかった。

北海道新聞の「おわび」と社内処分

　平成１８年２月１日、「道新」朝刊に「北海道新聞社の編集局長ら処分」という見出

しのベタ記事が載った。

　「北海道新聞は３１日、道警と函館税関による「泳がせ捜査失敗疑惑」を報じた記

事をめぐって１月１４日に「おわび」を掲載した問題で新蔵博雅常務・編集局長を減

給するなど合わせて７人の処分を決めた。編集局長以外は、当時の報道本部長と

編集局次長が減給、紙面化に携わった当時の報道本部次長、記者３人がけん責、

当時の編集本部員１人を戒告とした。」

　処分された当時の編集局報道本部次長高田昌幸氏以下の現場の記者たちは、

一連の道警の裏金報道の記事を書いた記者である。

　権力機関からの攻撃から守られるべき彼らが、何故、道新に処分されなければな

らないのか。そこには、一連の道警裏金報道をめぐる道警とのバトルと道警の恫喝

に屈したとしか思えない道新上層部の不可解な対応がある。

北海道新聞　社内調査報告

　平成１８年１月１４日、道新第２社会面に「『泳がせ捜査』記事の社内調査報告」な

る記事が載った。

　そして、「裏づけ取材不足、「『組織的捜査』確証得られず」という見出しも目に

入った。

　「泳がせ捜査失敗疑惑」記事とは、平成１７年３月１３日の「道新」朝刊の記事のこ

とである。

　内容は、「道警の銃器対策課と函館税関が２０００年４月ころ、（けん銃摘発を目

的とした）泳がせ捜査に失敗し、香港から石狩湾新港に密輸された覚せい剤１３０

キロと大麻２トンを押収できなかった疑いがある」とするものだった。



＊解説「稲葉事件」

　この「泳がせ捜査」については、冒頭に述べた拙書『ホイッスル・ブロワー　警察

内部告発者』の中でも触れた。だからこの記事は私にも無関係ではない。ここで平

成の刀狩と稲葉事件について説明しよう。

　平成４年、警察庁は全国の警察にけん銃の摘発を徹底するように大号令をかけ

た。

　平成の刀狩である。平成７年には国松警察庁長官がけん銃で狙撃されるや、そ

れはピークに達し、平成１４年稲葉元警部の逮捕をもって終わりを告げた。

　この間、けん銃摘発のノルマに追われた都道府県警察は、けん銃の所持者を秘

匿してけん銃だけを押収するという「首なしけん銃」の摘発という手法を編み出した。

　さらには捜査員が、ヤクザからけん銃を買うといったとんでもない違法捜査にまで

エスカレートしていった。

　その結果、長崎、愛媛、群馬、兵庫県警などで、次々とけん銃摘発を巡る違法捜

査が発覚し、現場の刑事たちが職を追われた。

　これはおそらく氷山の一角であったろう。道警も例外ではなかった。

　稲葉元警部は、道警の銃器対策課のエースともてはやされ、道警のけん銃摘発

の実績を一人で背負っていた。

　稲葉が所属していた銃器対策課では、捜査費が裏金に回されていた。

　刑事は、捜査に必要な費用をいわば自前で工面しなければならなかった。

　捜査協力者を保持していく資金に窮した彼は、覚せい剤密売に手を染めるうち自

らも使うようになり逮捕された。

　彼は、実刑判決を受け服役中である。

　稲葉元警部は、自らの裁判で銃器対策課のけん銃摘発をめぐる数々の違法捜

査について証言した。

　「１３０キロの覚せい剤の密輸」は、覚せい剤などの密輸を何回かわざと見逃し、

最後にはけん銃を摘発するといった違法捜査である。

　当時の上原道警本部長は、稲葉元警部の証言について道議会で「そのような事

実は把握されなかった」と否定した。

　彼はこのけん銃摘発を目的とした「泳がせ捜査」については、平成１５年３月３日

付で札幌地裁に提出した「上申書」でも詳細に述べた。

　自らの罪を認め服役した彼には、虚偽を言い立てる動機がない。

　稲葉を部下に持ったことがあり、その人となりを知っている私は、彼の話は本当だ

ろうと思ったし、今もなおそう思っている。

　この問題については、私だけではなく、「北海道警察の冷たい夏」（講談社文庫）

の著者である曾我部司氏が「北海道警が闇に葬った大スキャンダル」（月刊現代０

４年９月号）でも明らかにしている。

　同氏は、このやらせ捜査の実態を広範囲な現地取材により裏付けたと語っている。



　その曾我部氏も「闇に葬った」と指摘しているのだ。

　今となっては、証拠をもってこの事実を裏付けることは極めて至難なことではある。

　だからといって「泳がせ捜査の失敗疑惑」が、事実無根であったとは思えない。

　しかも、事実無根を立証する責任は道警側にある。

道新は誰にお詫びしたのか

　道新はどうして「おわび」などを掲載したのだろうか。そして誰にお詫びしたのか。

　この「おわび」記事について道新の新蔵博雅編集局長は、こうコメントしている。

　「社内調査の結果、全体として説得材料が足りず不適切なものであったとの結論

に達しました。疑いを裏付ける続報を展開し得なかった力不足についても率直に反

省しています」

　そもそも、1年近く前の記事について、当の道新が今になって何故「おわび」を載

せなければならなかったのか、理解できる読者はいないだろう。

　道警は、銃器対策課の数々の違法捜査をヤミに葬った。

　ロシア人船員のけん銃不法所持事件をめぐる捜査員による組織的な偽証事件に

見られるように、偽証をしてまでも違法捜査を隠蔽しようとするのが道警のやり方で

あった。

　「覚せい剤１３０キロの密輸事件」などをいまさら道警が事実を認めることなどは

ありえない。当時の捜査員は口をつぐみ、証拠となる覚せい剤などは散逸している。

　ヤミからヤミへ葬られたのだ。

　新蔵編集局長のコメントに「説得材料が足りず不適切」とあるが、どんな説得材料

を集めることができるのかを具体的に明らかにするべきであろう。

　この記事を取材した記者たちは、長い間の取材を経て合理的に判断して、真実だ

と確信して記事にしたと聞いている。

　編集局長はじめ上層部もそれを知っていたはずだ。

　この「おわび」は何のために掲載されたのか。道新は誰に「おわび」したのか。読

者ではない。どう読んでも「おわび」の相手は道警だろう。

　平成１８年年１月１４日の毎日新聞には、道警本部の岩田満広報課長の「当該記

事の訂正も行なわれておらず、道民の誤解を解くものとはいえない」とのコメントが

載った。

　道警は、道新の「おわび」に納得せず、記事の訂正と削除を求めた。

　権力機関を監視することがその使命であると自負する新聞が、警察に「おわび」

するのはいったいどういうことなのか。

　道新は、「おわび」を書くより、道警がヤミに葬ったけん銃摘発をめぐる数々の違

法捜査を自らのペンで暴きだし、その実態を道民の前に明らかにするのが先決で

はないのか。

　私には、不可解なことばかりである。



北海道新聞の社内調査とは何だったのか

　道新の「おわび」は、一連の道警の裏金報道とは表面上無関係のように見える。

　社内の一部には、道警との対立を快く思わない社員もいたし、取材班が一連の

裏金報道で数々の賞を受賞したことへのやっかみもあり、「泳がせ捜査失敗疑惑」

の記事は捏造でないか、あるいは、取材が杜撰だったのではないかといった声も

あったようだ。

　この記事を書いた記者たちは、取材着手から記事化まで３ヶ月強を要し、現職警

察官や暴力団関係者からの直接取材も行なったと説明している。

　道新は、一体どんな内部調査を行い、記事を書いたとされる記者たちは、これに

どう対応したのか、メディア各社の報道と道新の内部資料を基に、検証してみた。

　道新の取材班の一連の裏金報道の記事については、その都度、道警から多くの

抗議がなされていた。

　「泳がせ捜査失敗疑惑」の記事も平成１７年３月下旬以降、道警から「事実無根」

の抗議が繰り返され、記事の訂正、削除を求めてきた。

　道新はその都度、文書で「問題はない」と回答していた。

　これらの回答は、その都度編集局幹部の了解を得た上で行なわれていた。

　その後、「道警が名誉毀損で提訴するらしい」との話が道新に伝わってきた。

　記者たちは、そうした訴えは現実には起こせないことや取材の経過、記事の組み

立て、取材源等を再度、会社側に説明した。

　その上で、道新としては「もし、道警が訴訟を起こしてきたら、そのときは受けて立

つ」ということが共通の認識となった。

　事実、道警は現時点（平成２０年７月１０日）でも訴訟は起こしてはいない。

　ところが、平成１７年９月になると編集局幹部の間から「取材現場も困っている。

年内には決着したい。道警に謝るか、紙面で謝るかのどちらかではないか」という

趣旨の意向が漏れ始めた。

　このころには、編集局幹部から、「道警が『裏金報道は書かれても仕方がないが、

泳がせ捜査は事実無根。この記事で北海道新聞がけじめを付ければ、関係を正常

に戻す』と言っている」旨の話もあったという。

　いったいここでいう「道警と北海道新聞の関係の正常化」とは何を指すのか。

　先に述べた虚構の"信頼関係"の上に立った癒着関係に戻るということなのか。

「調査内容は道警に伝える」

　７月の異動で交替した道新上層部は、何故、それまでの方針を変えたのか。

　こうした、道新内部の動きは、１０月に発覚した東京支社の元部長による広告営

業費流用事件の事後処理の動きと見事に連動している。



　この事実は、東京支社では５月に、本社経営企画室では８月には既に知っていた

からだ。

　１０月に入ると情勢は緊迫度を増してきた。

　「道警の提訴が近い」という話が編集局内で出始め、「調査委員会を作る」という

話が浮上する。

　道警から道新へ具体的にどんな圧力があったのかは分からない。

　しかし、道新が次第に社内調査をせざるを得ない状況に追い込まれて行ったの

が分かる。

　取材班のメンバーは、会社側の方針が「調査委員会の調査内容を道警に伝え

る」とのことだったため、「この記事の情報源は複数の現職警察官であり、道警に調

査内容を伝えると情報源が特定される。『正常化』を優先するあまり、報道機関とし

ての役割を放棄することになりかねない。」などと反対した。

　「調査委員会」の設置は見送られたが、編集局に調査チームができた。

　メンバーは、編集局次長、先のＨ氏など 3人である。

　道新は、道警に対して「調査に着手した」と連絡した。

道警を信用失墜させた中心人物の奮闘

　このことは、１１月１０日付の毎日新聞が、次のように報道したことで分かる。

　「北海道警の不正経理問題や稲葉圭昭元警部（服役中）の不祥事に関連した北

海道新聞社の一連の報道を巡り，道警と道警元総務部長佐々木友善氏（６１歳）に

『ねつ造された記事がある』と指摘された同社は、内部調査に着手していることが９

日分かった。同社は取材した記者らに事情を聴き、１２月上旬をめどに調査結果を

まとめる見込み」

　朝日新聞も、その日の夕刊で「北海道新聞社が記事の内部調査『ねつ造』指摘受

け」と後追いする。

私は、この記事を読んで不思議に思った。

　佐々木氏は、平成１５年１１月に発覚した道警の裏金問題について、当初「不正

経理の事実はない」と全面否定した当時の芦刈勝治道警本部長の側近の１人で総

務部長のポストにあった人物である。

総務部長は、議会対策を担当する総務課、予算執行の中枢である会計課、メディ

ア対策の窓口の広報課の最高責任者である。

　いわば、裏金問題の対応をめぐり道警の信頼を失墜させた張本人でもあるのだ。

　佐々木氏は、警備・公安部門での勤務が長く、平成１６年３月に道警を退職して

いる。

　あとで述べるように、佐々木氏の北海道新聞に対する執拗な追及はその後も続

いている。

　道警と道新の問題に何故、道警を退職した人物が登場するのか、その真の理由

はヤミのなかにある。



取材源の秘匿を巡って

　１１月になると、調査チームによる取材班のメンバーに対するヒヤリングが始まる。

　取材班に対するヒヤリングは 1人 1回ずつ行なわれたが、ほぼ全員が取材経緯

の個別質問には応じていない。

　ヒヤリングでは、取材源だった複数の道警現職捜査員の属性、暴力団関係者の

氏名などの明かすように求められたが、「情報は社内にとどめ、道警など外部には

一切、漏らさないという保証がない」との理由で答えていない。

　彼らは、ヒヤリングの席で「社内のみの完全に閉じられた作業なら、社員として当

然、取材経過をきちんと話す。それは社員としては当たり前だ」と再三伝えていると

いう。

　私は、このことを知って心配になった。

　一連の裏金報道の取材で、私も取材班に協力をしたことがある。

　なかには、現職の警察官と係わりのある取材もあった。

　それが、社内のみとはいいながら、担当記者以外に知らされることもありうるとは

思ってもいなかった。

　私が、取材に応じたのは担当記者を信頼したからであって、道新上層部を信頼し

たからではなかった。

　これでは、以後、道新の取材には協力はできない。

　１２月２０日、私のところへ道新の調査チームのＨ氏から「泳がせ捜査関連の問い

合わせについて」と題するメールが来た。

　当初、Ｈ氏からは会って話を聞きたいということだったが、口頭で話したことがど

のように受け取れとられるか不安であったので断っていたのだ。

　問い合わせの内容は、私の著書『警察内部告発者』の記述に関すること、稲葉元

警部の上申書や文章を読んでどのように感じたか、聞かせて欲しいということだっ

た。

　私は、なんと意味のないことを聞いて来るものだ、とバカバカしかったが回答した。

　その内容を紹介する。（　）内は筆者注釈

　「私は、それまでの在職中の体験から、稲葉事件については、道警は稲葉個人の

犯罪にして上層部の関与は絶対に明らかにしない、と確信していました。マスコミも

その線で報道しましたね。検察の捜査もその線で終わるだろうと思いました。小樽

事件（けん銃摘発事件の偽証事件）の対応や検察の冒頭陳述はその現れでした。

警察も検察も組織防衛最優先の捜査に終始しました。だから、稲葉の証人になり、

けん銃捜査の情報管理や捜査費の実態を事件の背景として証言しようと思ったの

です。

　稲葉は、最初は全て自分の腹に納めて終わりにしようと思っていました。２人（稲

葉の上司と協力者）の死を知り考えが変わりました。自分の責任は認めるが、道警



はその非を認めてやり直して欲しいと考えていました。道警はそれを無視しました。

　１３０キロの話は本当だと思います。曾我部レポートにもありますし、稲葉にはこ

れを暴露して何の利益もありませんでした。それに、彼は公判でも肝心なとことは

まだ隠しています。

　その後、彼が私にこのことを話したときには、私はまだ本（「ホイッスル・ブロワ－　

警察内部告発者」のこと）を書くことは決めていませんでした。無論、私のほうから

彼に聞いたわけでもありません。そして彼は、これが本に出るとは知りませんでし

た。彼は、私にでたらめを話す理由は何一つありません。

余計なことですが、道警と同じような対応をされることのないようにお祈りします。」

北海道新聞は道警に何を伝えたか

　「おわび」記事と記者たちの処分の根拠になった道新の調査チームによる調査は、

本当に必要であったのか、そして調査は適切だったのだろうか、大きな疑問が残る。

　道新が十分な調査を行なわないままに「おわび」記事を掲載し、関係者を処分し

たのではないかとして、不満や疑問を持っている社員も多い。

　道新は、調査結果を道警にどのように伝えたのか。真相はヤミのなかである。

　これまで取材に協力した人たちの立場はどうなるのか。私もその１人として不安を

覚える。

　本来は関係のない「道新社員の不祥事、事後処理の不手際」が「道警の泳がせ

捜査失敗疑惑記事の訂正要求」の取引材料に使われて、道新が「おわび」記事を

書いたとするなら重大な問題である。

それを裏付けるように、平成１７年１２月に入ってから、私のところに、「道警から北

海道新聞に対して『（広告費問題で）特別背任で北海道新聞を強制捜査する』と伝

えられた」という複数の情報があった。

　しかし、その後そうした捜査が行なわれた様子もない。

　あれは、ガセネタだったのかと思っていたところ、最近になってこれを裏付ける資

料を目にすることになった。

「広告横領事件関連取材メモ」が存在

　私が、目にしたのは「広告横領事件関連取材メモ」と題するＡ４版の２枚の文書で

ある。

　平成１７年１１月１７日と同１８日、作成者は道警クラブ・Ｋとなっている。

　Ｋなる人物は、前出の佐藤一道警担当キャップの後任者である。

　もう一人の登場人物は、岩田満・道警総務部参事官兼広報課長（平成１６年３月

２７日付け異動で交替）、場所は道警本部広報課長室、方法は面談、一対一、内容

（完オフ）となっている。

　その内容の一部を紹介する。



［１７日付メモ］

岩田　「お宅の広告局の問題で、（中略）事情を聴く可能性が出てきた。道警内外

から『なぜ、あの案件を触らないのか』との声が出てきている。Ｈさんに内々に伝え

てほしい」

（筆者注：Ｈ氏とは、前出のＨ氏と同じ人物でＫの上司に当たる。その後、北海道新

聞の調査チームの一員となり、筆者に問い合わせのメールを送ってきた人物であ

る。）

Ｋ　「決定事項か」

岩田　「いや、（中略）部長クラスで明日、会議を開いてお宅の案件についての対応

を決める流れになっている」

Ｋ　「事情を聴く可能性は何％ぐらいある？」

岩田　「全く読めない。当然、うちと道新の間にはこの問題以外の問題もあるから、

政治的な判断もある」

Ｋ　「事情を聴くとしたら？」

岩田　「経営企画室がまず、最初になるだろう」

Ｋ　「時期は？」

岩田　「やるとしても週明け以降になる」

Ｋ　「本格捜査に入る可能性もあるのか」

岩田　「話を聴いてから出ないと、その辺は判断できないでしょ。ただ、捜査すると

なると、関係先にガサを入れることになる。役員室だとかも当然対象になる。ところ

で弁済の方はどうなっている。」

Ｋ　「当人が今月初めに５００万円を返したと聞いている」

岩田「後は退職金の問題か？そもそも特別背任や背任は立件が難しいと思うが、

うちにはアンチ道新がたくさんいるから。その点がきれいになれば，うちが事件化し

ようにも手をつけられなくなるのだろうけどな」

　この「取材メモ」を私なりに解釈してみた。

　道警の意向の伝達先は、編集局報道本部の責任者Ｈ氏、そのＨ氏は前任の経

営企画室の責任者のときに広告問題の処理などに当たっていた。

　刑事事件となれば関係者の一人になることが予想さる人物だ。

　事件が背任ともなれば社長の刑事責任も問われかねない。

　私が得た情報によると、あわてた道新は役員会を開いて、既に支払った退職金２,

５００万円を社長以下１１人の役員が負担することを決めたという。

　これも、道警による事件化を避けるためではなかったか。

　道新が、いかに道警の捜査を恐れていたかを物語っている。

［１８日付メモ］

岩田　「昨日の話、道新のしかるべく人に事情を聴くことが決まった」

Ｋ　「時期は？そして、聴取先はどこになるか」

岩田「今日決ったところだから具体的には決っていない。時期は来週以降になる。

で場所は未定」



Ｋ　「会社に捜査員が来る？」

岩田　「その辺は考える。近くのホテルを取るとか」

Ｋ　「案件は？」

岩田「広告問題全般という感じかな」

　このやり取りが事実だとすると、明らかに道新の東京支社元部長の業務上横領

事件とその事後処理をめぐる特別背任などの事件に関して、道警の岩田広報課長

が道新のサツ回りキャップのＫ記者を通じて、捜査に着手する意向を道新の上層

部に伝えたことになる。

　Ｋ記者が、道警の真意を掴もうと必死で質問しているのがよく分かる。

　私は、在職中に捜査二課長として、同様の知能犯事件を数多く捜査してきた。

　しかし、捜査対象の関係者に捜査方針をあらかじめ知らせたことはない。

　そんなことをしたら、地方公務員法違反（守秘義務違反）に問われかねないし、相

手方に証拠隠滅の機会を与えるなど捜査にも支障が生じる。

　とくに、道警の裏金疑惑に関しての一連の報道をしている道新に対して、こうした

ことを道警が行なったとなれば、捜査権の濫用との謗りを受けかねない。

　ちょうど、このやり取りの時期の直前には、道新では調査チームによる「泳がせ捜

査失敗疑惑記事」の調査が開始され、関係者からのヒヤリングが行われていた。

　つまり、このやり取りは、本来は関係のない道新の「広告営業費問題をめぐる不

祥事」と「泳がせ捜査失敗疑惑記事」が道警の手によって 1つにされたことも示して

いるのだ。

　そしてそれが、平成１８年１月１４日の「おわび」記事につながったであろう事は想

像に難くない。

　ところで道警は、道新の広告費問題の捜査を開始したのだろうか。

　道新は捜索を受けたのか、関係者が逮捕されたのか、道新の関係者に聞いても

そんなことはなかったという。

　現時点（平成２０年７月１０日）でもない。

　これでは、道新と道警は取引したのではないか、と指摘されても仕方がないので

はないか。

　平成１８年３月２４日、道新は「泳がせ捜査失敗疑惑記事」に関する道警の訂正・

削除要求に対して「基本的には１月１４日朝刊のおわび記事で説明した」、削除要

求については「同社のデータベースで、記事の末尾に『注意事項』としておわびと調

査報告の記事があることを明記している」と回答した。

　何のことはない、恥の上塗りをしたのである。

　これに対して、道警は３月２８日「道民の不安を解消するものではなく納得できな

い。公正で正確な報道を強く求める」とする文書を道新に出した。

　道民の不安を解消云々は、明らかに問題をすりかえている。

　道民が不安を感じているのは、道警の裏金疑惑がヤミに葬られたことであって、

「泳がせ捜査失敗疑惑」ではない。



元道警総務部長佐々木友善氏が記者会見

　道新に対する攻撃は、別のところからも始まった。

　平成１８年２月１５日、突如、前述した元道警総務部長佐々木友善氏が、札幌市

内で「泳がせ捜査失敗疑惑」記事に関して記者会見を開いて「１月１８日に文書で

北海道新聞に対して説明を要求したが、何の対応もない。今回の北海道新聞のお

わびと社内調査報告自体がねつ造の疑いが極めて強い」と述べた。

　佐々木氏は記者の「法的措置は考えているのか」との質問に「（道警の裏金問題

に関して）書籍が２冊発行されていて、その中に４箇所ほど私にかかわる存在しな

い事実について書かれている。道新の記者による記述だが、訴訟になるかどうか

今は分からない」と答えた。

　ところが、佐々木氏は平成１８年５月３１日、一連の道警の裏金問題の取材や記

者の発言などを素材にした「追及・北海道警『裏金』疑惑」（講談社文庫）、「警察幹

部を逮捕せよ」（旬報社）に事実とは違う記述があり名誉を毀損されたとして、北海

道新聞と講談社、旬報社と記者２人を相手取って札幌地裁に慰謝料や謝罪広告の

掲載を求める訴えを起こした。

　この訴訟は、佐々木氏によれば個人の立場で行うものだとしているが、原告訴訟

代理人にはこれまで道警関係の訴訟でしばしば道警側の代理人を務めたことのあ

る札幌市の齋藤祐三弁護士らが担当することになっている。

　幹部の不祥事を隠蔽しようとしてジャーナリズムの根源的な使命である「権力の

監視」を放棄した道新上層部。

　道警の道新潰しはまだ続く。

　ついでだが、道新の金にまつわる不祥事はこの後も続いた。

　平成１８年６月に函館支社の販売部次長（４０歳）が販売経費１,５８０万円、本社

事業局員（３３歳）がイベント売上金６２０万円を着服したとして懲戒解雇になったの

である。

　今回の問題で取材班の記者たちは、じっと押し黙ったままで何も語ることはな

かった。

　会社側のやり方に正面からは抗議する社員はほとんどいない。

　陰で批判しているのがせいぜいである。

　道新には、もはやジャーナリズムは存在しないのか。

　新聞社が単なる"株式会社"に過ぎないのなら、記者もただのサラリーマンになる

のは当たり前で、何の不思議もない。

　彼らは、この問題で騒ぎたてても何の得にもならない、と判断しているのだろう。

　警察組織とは違って新聞社は「言論の自由」を叫ぶ組織である。労働組合もある。

　社内からモット声が上るのではないかと思っていた。しかし、そんなこともなかった。



　閉鎖的な体質、物言えぬ組織、道新と道警は本当によく似ている。

　道民を欺き信頼を失った道警。

　そのずっと先には、現職時代に裏金システムを知りながらわが身可愛さに告発で

きなかった自分がいる。

　道新も、今、読者の信頼を失おうとしている。

第１６回　２０．７．２３（水）　

第１０回口頭弁論　

北海道警察ＶＳ北海道新聞（その１）芦刈勝治元道警本部長が証言

　第１０回口頭弁論が平成２０年７月１４日午後１時３０分から、札幌地裁５号法廷

で開かれた。

　当日は、道警の裏金疑惑が発覚時、北海道警察の最高責任者として、その対応

にあたった道警元本部長の芦刈勝治氏が証言台に立つとあって、開廷前から傍聴

を希望する市民約１２０人が列をなしたため、傍聴者の抽選が行われた。

　芦刈氏は、原告の佐々木友善元道警総務部長とともに、道警の裏金疑惑発覚時

に議会等で裏金の存在を完全否定したが、後に不正経理を認めて謝罪したことも

あって、その証言が注目された。

　原告席には、原告代理人斎藤弁護士、原告佐々木友善はこれまで傍聴席へ着

席するのが常であったが、今回初めて原告席に着席した。

　被告席には、北海道新聞社の代理人の馬場、見野両弁護士、被告高田・佐藤の

代理人清水弁護士、補助参加人の代理人安田、市川両弁護士、講談社と旬報社

代理人弁護士が着席したほか、被告の高田昌幸、佐藤一、補助参加人であり原告

でもある宮崎学、大谷昭宏の両氏が着席した。

　傍聴席の特別傍聴席には、道新の経営企画室等のいつもの顔ぶれ、記者席も

今回は報道各社の記者で満席。

　満席の傍聴席（５８席）には、いつもの道警ＯＢ７～８人の顔があった。

　まず、裁判官が異動したため裁判所の更新手続きが行われ、原告（佐々木友善）

側から甲８４号証以下が提出された。

　これは、原告佐々木と道新関係者との提訴に至るまでのやり取りを記録した文書

（面談記録）等とされ、その内容の一部が既に週刊新潮に掲載されている。

　この文書の取り扱いをめぐって以下の抜粋のようなやりとりがあった。以下、（　

　）内は筆者注。

竹田裁判長　甲８４号証（面談記録）は信用できないとして、証拠能力に欠けるとの

意見が被告道新から出ている。テープの抜粋でなく、テープそのものとそれを起こ

したものを今後、出されるということ？



斎藤弁護士　その通り。（後日に）出します。

竹田裁判長　被告側としては８４号証の中身の信憑性について争う考えですね。

馬場弁護士　その通り。今回のものが違法収集されたものではないか、あるいは

都合のいい部分だけ抜き出していないか、ということ。

竹田裁判長　被告側からもこれについては「証拠能力がない」という書面が出てま

すので、原告側はそのテープの取得状況について補足していただきたい。

斎藤弁護士　いや、３ページを見ていただきたい。当日の交渉の中で、「この交渉

については後日、外部に開示することもある」ということを原告は道新側に申し向け

ており、それを道新側も認めている。証拠能力に問題はないと見ているが、それ以

上のことについては後日、書面で主張したい。

竹田裁判長　なるほど。この会話についてまずい、ということを道新側もわかってい

た、ということね。では、この証拠についてはそれぞれの主張が出そろった段階で

取り調べることにしたい。

斎藤弁護士　この証拠はずいぶん早く出しており、反論の機会は十分あったはず。

すぐに採用することを求める。

竹田裁判長　今回の尋問で使うの？

斎藤弁護士　使います。

竹田裁判長　では、この場では取り調べた扱いとしますが、証拠能力について争い

があるので、それを前提にします。証拠として採用するかどうかは、それぞれの主

張がそろった段階とします。では、証人調べに入ります。

＜芦刈勝治氏が証言台へ。一同起立し、宣誓する。午後１時４７分＞

清水弁護士（以下「清水」）（講談社文庫本を示す）この本を読んだことがあります

か。

芦刈勝治氏（以下敬称略「芦刈」）　少しは読みました。

（以下、本に沿って略歴を確認。現職が新日鉄顧問であることも確認）

清水　松橋忠光さんを知っているか。「わが罪はつねにわが前にあり」という本は読

んだことはあるか。

芦刈　松橋さんは存じている。 （本について）はい、（読んだ）。

清水　旭川中央署の裏金問題が発覚したあと、１１月２８日に定例記者会見を行っ

たという記事があるが、本部長の定例記者会見というものを行っていたのか。

芦刈　月に１回行うことにしていた。

清水　文庫本には、定例会見は事前に記者クラブで質問をとりまとめ、それに答え

る形である、と書かれているが、これについては？

芦刈　すべての会見がそうだったかどうかは覚えていない。

清水　その場での自由な質問は受け付けなかったか？

芦刈　一切受けなかったかどうかについては、覚えていないが、その場での質問に

答えたことはある。

清水　テレビや写真撮影には応じなかった、との記述があるが。



芦刈　基本的にテレビやカメラは入っていなかった。

清水　なぜか。

芦刈　それは特に（…聞き取り不能）。ただ、（裏金問題の）調査報告の際はテレビ

カメラを入れた。

清水　その時は本部長から積極的にカメラを受け入れたっていうこと？

芦刈　たぶん、そうだった。

清水　文庫本には、裏金調査の中間報告の際、カメラを冒頭のみに制限し、記者ク

ラブが反発した、とあるが？

芦刈　定例会見とは別の会見ですよね。それで？（かなり横柄な物言い）

清水　（質問繰り返す）

芦刈　その件について、私は承知していない。（記者クラブが会見を拒否しようとし

たことについては）覚えていない。

清水　記者会見以外で、ある事案について１対１での取材を受けていたか。

芦刈　まず、なかった。

清水　裏金問題について、会見以外で取材を受けたことは？

芦刈　たとえば、道議会終了後に議場の廊下を歩いていると、記者が寄ってきます

ので、その時に取材に応じたことはある。ぶら下がりと言われているやつだ。

清水　旭川中央署の問題を取り上げた「ザ・スクープ」（平成１５年１１月２３日に放

映されたテレビ朝日の報道番組、この番組がきっかけでマスコミ各社の道警裏金

疑惑報道が始まった。）は見たか。

芦刈　自宅で見たと思う。家内がいたかどうか、ちょっと定かではない。近くに道警

の人間はいなかった。

清水　番組終了後、何らかの対応をしたか。

芦刈　はっきり思い出せない。

清水　１９９６年に（警視庁の）赤坂署で裏金問題が発覚し、裁判にもなったが、

知っているか。

芦刈　覚えていない。

清水　１９９９年に警視庁の銃器対策の関連で訴訟になったことは？

芦刈　いや、（聞き取り不能）

清水　（赤坂署の訴訟の話を書いた本を示し）この本を読んだことは？

芦刈　ない。

清水　参考人呼出簿の内容が架空だった、という事件だ。警察では話題になってい

たと思うが？

芦刈　当時は地方に勤務していた。担当外のことは関心を持たないので。

清水　この事件は結局、訴訟の途中で警察側が認諾、つまり自ら負けを認めた事

件だったが。

斎藤弁護士　異議あり。この質問は本件と関係ありません。

清水　これからわかるから。

竹田裁判長　当時の本人の認識の状況を聞いてるんでしょ。問題の発言をするか

どうかの背景として。わかりますが、簡潔にお願いしますね。じゃ、続けて。



清水　架空呼出簿の事件を考えると、その名簿が真正かどうかは、担当捜査官や

受け取った人など名前が出ている人に聞けばわかることだと思うのですが、どう思

うか？

芦刈　その当時に担当者がどういう対応をしたか、承知していない。

清水　あなたは道警裏金問題が発覚した当初、「不正はない」といっていたが、どう

確認していたか。

芦刈　当初は問題の文書を受け取ってなかったので…。

清水　じゃあ、なぜ問題の書類を精査していないのに「不正はない」と断言されたの

か。

芦刈　当時の監査担当者に話を聞いたら、「問題が出た事案はなかった」と答えた

ため、それを信用して「問題ない」といった。

清水　なぜ「文書にでている人に当たれ」といわなかったのか。

芦刈　当時の監査担当者に聞くのが一番、と考えたから。

清水　同様の問題が発覚した高知県警では、監査委員が文書中にでた本人に当

たってますよ？

斎藤弁護士　異議。本件と関係ないと思います。

竹田裁判長　そこからさらに本件につながっていくんでしょ？

清水　つながります。最後までちゃんと聞いてよ。

芦刈　当時はその手法をとらなかった。道警の原則は適正捜査を行っているのが

大前提。だから、監査で問題がなければ、会計上の問題はない。当時はそう判断し

ました。

清水　当時、高橋はるみは「中途半端ではかえって不信感を招く。きちんと説明さ

れはどうか」と発言されているようだが？

芦刈　その言葉はよく覚えていない。

清水　１２月９日の朝刊で「８日の知事の要請を受け、道民に説明する意志はある

か」との質問に対し、広報課の政田課長が「議会で答弁したとおりなのでご理解を」

となっているが？

芦刈　覚えていません。申し訳ないですね。

清水　その後、「調査すると答弁しないで」と要請、の記事が出たが、この中で原告

は電話をかけた行為については認めている。その発言については「報償費は適正

に執行されている。本部長が議会で述べたとおり」などとなっている。そのやりとり

は承知しているか？

芦刈　具体的には把握していない。うーん。彼から「そんなことは言ってない」と聞

いた覚えはあります。

清水　この報道はその日に読みましたか。

芦刈　（一般論として）その日に読むこともあるし、忙しいときは家で読むこともある。

清水　その記事が出る２日前に、佐々木氏と佐藤（本件被告の佐藤一）がこの記事

を出す出さないでやりとりをしているが、それは知ってるか。

芦刈　記事と前後して、伺っていたと思うが、記事が出る前に聞いたかどうかは



ちょっと覚えてない。

清水　こうした議会対策の内容を事前に聞いていたか。

芦刈　それはない。記事を見て「あっ」っと思ったほどなので。

清水　では、問題の「叱責されたらしい」について。原告側は「芦刈氏に確認すれば

いいのに、それをしなかった」と主張しているので伺う。

２００４、０５年の当時、記者からある個別の事案について、単独での取材に応じた

ことはあるか。

芦刈　当時だけでなく、まずそういうことはなかった。

清水　では、退職した警察関係者から、記者がこういう事案で取材に行くから受け

てくれ、といわれたことは？

芦刈　それは、どうしても頼まれたりとか、ことと次第によってはあり得るかもしれな

いが…（聞き取り不能）

清水　鈴木巌氏の人事の件について、（芦刈：同姓同名の知人がいるので確認し

ますが、函館方面本部長をやってた人のことですね？）そう。当時、総務部長人事

が難航しているという記事が出ましたが。

芦刈　（前半聞き取れず）本命視された人がどうしたこうしたかは…ただ、その人事

は国家公安委員会人事ですので。

清水　これは誤報だ、ということで原告は問題にしているのだけども。

芦刈　人事の話については、国家公安委員会のものなのになぁ…と（以下聞き取

れず）。

清水　原田宏二さんが会見で裏金作りの実態を暴露された。その後斎藤邦雄さん

も出てきている。これについては本部長としてどう受け止められたか。

斎藤弁護士　異議。それは関係ないですよね。それに時間も過ぎている。

清水　一連の対応がどうだったかというのは、大いに関連するでしょ。道警としては

それまで「不正はない」というスタンスだったが、お二人はそうではないという立場で

出てこられた。それの修正を余儀なくされましたよね。

芦刈　原田先輩の発言、そして…（聞き取り不能）、また住民監査請求でも「疑念が

残る」と指摘を受け、これは重く受け止め、ちゃんと襟を正そうと対応していったわ

けです。 （以下、ぼそぼそとしていて、ほとんど聞き取れず）

清水　終わります。

＜速記交代＞

市川弁護士（以下「市川」）　補助参加人代理人の市川から質問します。旬報社の

本の「叱責されたらしい」の部分を読んでどう思ったか。

芦刈　佐々木さんが本を持ってきて、その部分について話したことはある。「これは

ないよね」と話した覚えがある。

市川　実際に怒ったとかそういうことはなかったのでしょうか？

芦刈　その記事についてだが、末尾に本人のコメントで「言ってない」と言っているし、

それがある以上、怒る必要がないわけです。だから怒っていない。

市川　本の記述を見てどう思った？　怒りましたか？



芦刈　へええええ。という感じ。

市川　その後、佐々木さんは裁判を起こすことを相談されたか？

芦刈　うーん。言ってないことを書かれているよねと話したかな。

市川　あなたが「私の辞書に『下手を打つ』なんて言葉はない」と言ったというが。

芦刈　まあ、日本語として「下手を打つ」という言葉があるのは知ってますよ。その

程度です。

市川　では、「調査すると答弁しないで」記事について。その記事に間違いはありま

すか？

芦刈　佐々木さんが「答弁しないで」といった部分は違う。記事上でも、佐々木さん

が「そんなことは言ってない」と否定している。

市川　そのことは佐々木さんを呼んで確認したのか。

芦刈　記事上で事実上、否定されているので、私は放っておいた。で、彼の方から

報告に上がってきたのだと思う。

市川　どうして報告に上がってきたと思うか。

芦刈　自分のことについて書かれているので、報告に来たのかと思ったのかなぁ…

いや、よく覚えてない。すいません。

市川　どんな報告だったか。

芦刈　記事に書かれた話は一切言ってない、という報告だった。

市川　電話については認めているわけだが、道庁と彼がやりとりしたこと自体の報

告は受けたか？

芦刈　いや、この件については「言った言わない」のことしか印象に残っていない。

市川　問題になっているのは道警の予算執行上の話だ。道警にとっては重要な部

分だと思うのですが。（ハイ）当然、道庁と意見交換なりすると思うのですが。

芦刈　当時、公安委員会からも「よくわかるように説明を」といわれているので、道

警の考えを説明して…（聞き取り不能）。

市川　議会答弁の中身は総務部も交えて詰めるわけですね。（ハイ）当時「出所不

明の文書について答えられない」と答弁されているが、これも総務部か？

芦刈　会計の問題なので、会計課も交えて調整している。その席には総務部長も

入っている。また、一般論ではありますが、当然警務部長、警務課長もいると思い

ます。

市川　道庁とのやりとりの窓口で、むこうに道警の意向を伝えるのは誰か。具体的

にやりとりするのは？

芦刈　実務では総務部長、あるいは総務課長ですね。

市川　副知事に連絡したのは総務部長ではないか？

芦刈　そういった報告は受けてない。

市川　すると、本部長の報告や指示なく、（道庁側と）やりとりする可能性もあると。

それを不思議とは思わないのか。

芦刈　その辺はちょっと、わからない。

市川　最終的に道警は不正経理があったことは認めるが、最初の報道の時点では

本当に知らなかったのか。



芦刈　ハイ。当時の議会答弁の時は（不正経理の存在について）露ほども知らな

かった。今となってはお恥ずかしい限りだ。

市川　内部調査や監査の結果では、裏金の存在について所属長は認識しており、

スムーズな予算執行のためにやむを得ないものと理解していたとある。原告の

佐々木氏は所属長経験者だ。当時、裏金の存在を知っていたはずの佐々木氏に

「なぜちゃんと言わなかったのか」と聞いたことはあるか？

芦刈　監査を終えた以降に佐々木さんにその話を聞いたかどうか、ということであ

れば、それは聞いていません。

市川　この監査委員の監査結果によれば、平成１２年以前と１３年以降でずいぶん、

様相が違う。これはどうしてか知ってるか？

芦刈　警察改革により、予算の機動力を高めるため、捜査諸雑費制度が導入され

たことによるものだ。

市川　つまり、裏金の存在を認めた調査結果は、あなたにも推認できたのではない

か。

芦刈　いや、本当に自分にとっては衝撃的な内容だった。

市川　私からの最後の質問だが、「下手を打つ」という言葉について、これは警察で

よく使われる用語ではないのか？

芦刈　いや、日本語として承知しているが、警察用語かどうかはわからない。

市川　では、あなたがその言葉に当たることを言うとすれば、どんな言葉を使う

か？

芦刈　「まずかったよね」ですかね。「ここはまずかったよ」というような言い方だと思

う。

市川　佐々木氏にそういう言葉を言ったことは？

芦刈　うーん。ちょっと覚えはない。

市川　終わります。

安田弁護士（補助参加人代理人　以下「安田」）　では、佐々木氏にそんなことを

言っていない、という根拠は？

芦刈　日本語として「下手を打つ」という言葉があるのは理解しているが、私はそん

な言葉遣いはしないし、なんといっても佐々木さんは地方のトップであり、自分に

とっては大先輩。場合によっては尊敬語を使わなければならないと思っていたほど

だ。そんな乱暴な、下品な言葉は使わない。

安田　それは、あなた固有の事情を説明しているだけであって、客観的にはそうは

思えない。

芦刈　そもそも、前提となる発言が確認できていませんので。

安田　裏金発覚当初、不正はないと確認されていたが、調査する必要性はどう考

えていたか。

芦刈　ないと思っていた。

安田　道議会でも「調査する必要はない」と答えている。覚えているか？

芦刈　覚えている。



安田　その記事の中で佐々木氏が言っているとされる言葉と、あなたの議会答弁

は一致しているではないか。

芦刈　それは別の話だと思う。

安田　では、「調査と答弁しないで」記事についてどう思ったか。

芦刈　本人が否定しているので、その程度だと思った。

安田　普通に考えてみてください。この記事は「道警から道庁に行った口止め工作

を、道庁幹部から漏れてしまった」という内容の暴露記事だ。

斎藤弁護士　＜安田は芦刈に歩み寄り、肩に手を置くなどして質問していた＞

ちょっと！　証人に（なれなれしく）触らないでください。

安田　ハイハイ。で、この裏工作の暴露記事についてどう思ったか。

芦刈　そうはいっても、本人が否定してるからいいか、と思ったが。

安田　その辺（の芦刈の気持ち）がよくわからないんですよね。終わります。

宮崎学氏（補助参加人　以下「宮崎」）　一点だけ伺いたい。「下手を打つ」というの

は一般的には囲碁の用語だ。警察の隠語でもあるようだが。

芦刈　私は、その言葉は普通の日本語であり、警察の隠語ではないと思う。もっと

も、私は警察社会にしかいたことがないので、一般社会ではどういう扱いの言葉な

のかは承知していない。

宮崎　佐々木友善氏はマスコミ対応という点で、まさに下手を打っていたのではな

いか？

芦刈　特にそうは思わなかった。

馬場弁護士（道新代理人　以下「馬場」）「調査と答弁しないで」記事が問題になっ

ているが、この記事は平成１５年１２月１２日夕刊だ。この日、あなたは旭川に出張

している。これは、公用車で行ったのか。

芦刈　多分そうだと思う。（ここから少し、聞き取りづらく、省略）

馬場　道新が道警に関する記事を多く書いていたから、道新がどんなことを書いて

くるか、興味がありましたか？（ハイ）　ではできるだけ早く、道新を入手しようとして

いましたか？

芦刈　ハイ。

馬場　では、佐々木氏からこの記事について報告を受ける前に、当該記事は読ん

でいたのね？

芦刈　ハイ。

馬場　記事は道警に不利な内容だ。どんな気持ちで読んだのか？

芦刈　まあ、見出しの大きさや内容はともかく、本人は否定していますのでね。

馬場　あなたは佐々木氏の反対コメントがあるから問題はない、と考えた。しかし、

一般人が読んだら、どう思うか考えなかったのか？

芦刈　はあ。（以下聞き取り不能）

講談社代理人弁護士（以下　「講談社」）　



本部長と佐々木氏は１日に何度、会っていたのか。

芦刈　数は多くない。

講談社　「調査と答弁しないで」記事について報告を受けたのはいつか、覚えてな

いか。

芦刈　そうですね。

講談社　その記事では、道警の複数の幹部が佐々木氏の発言を認めていますが、

それには関心がなかったのか？

芦刈　ハイ。

市川　もし、その時期に知事が「調査する」と答弁していたら、どうしたか？

芦刈　それは、知事の意向に従ったと思う。

＜被告側質問は終了　原告代理人の質問＞

斎藤弁護士（原告代理人　以下「齋藤」）　

　佐々木氏を叱責した、という事実について取材を受けたことはあるか。

芦刈　ございません。

斎藤　大晦日の記事で、道警最高幹部が「これでぼくも終わりかな」とつぶやいた、

とありますが、これを中原記者に言った覚えはあるか。

芦刈　ありません。

斎藤　記事中に出てくる「最高幹部」とは誰だと思った？

芦刈　本部長である私だと思った。

斎藤　この「最高幹部」はだれか、確かめたことはあるか？

芦刈　ある。旭川方面本部長にも聞いたが、そうではないと確認した。

斎藤　道新側に確認をとったか？

芦刈　広報課を通じて聞いてみた。道新からは「課長以上が幹部だ」との答えが

返ってきた。

斎藤　「終わり」ということは辞職とかそういう状況になると思うが、当時のあなたは

そこまで追い込まれた状況だったか？

芦刈　いいえ。そういう状況ではなかった。

斎藤　一連の問題が終わったあと、国家公安委員会から訓戒処分を受けましたね。

芦刈　ハイ。一連の問題で速やかに調査をする必要があったのに、対処が遅れた

ことで、結果として国民の信頼を失墜した、という理由でした。

斎藤　不正経理を隠蔽したとか、そういうことではないね？

芦刈　ハイ。

＜原告代理人質問終了　裁判官が質問＞

竹田裁判長（以下「竹田」）



　「調査と答弁しないで」記事は佐々木氏から報告を受ける前に読んでいたという

が、記事そのものの内容について調査を命じたことはないのか。

芦刈　ありません。

竹田　佐々木氏から自発的に報告に来たのか。

芦刈　と思います。特段、呼び立ててはいない。

竹田　広報課長らを通じて、記事の真偽を調べさせたこともないか？

芦刈　ハイ。

竹田　これ以外でも、何か問題が起きたときに調べさせたことはあるか。

芦刈　そういうこともあった。

竹田　今回の件ではどうだったか？

芦刈　調べるほどのことでもないと思った。

＜この後、休憩、午後３時４２分から、北海道新聞道警記者クラブサブキャップだっ

た中原洋之輔氏が証言台に立った。＞

中原氏の証言内容は、第１６回　第１０回口頭弁論　北海道警察ＶＳ北海道新聞

（その２）

で登載する。 



第１７回　２０．７．２６（土）　

第１０回口頭弁論　

北海道警察ＶＳ北海道新聞（その２）

道警裏金取材班　中原洋之輔記者の証言

　平成２０年７月１４日の第１０回口頭弁論では、芦刈勝治元道警本部長に続いて、

午後３時４２分から、北海道新聞の道警記者クラブサブキャップだった中原洋之輔

記者（以下「中原」）が証言台に立った。

　中原は、本件の被告ではないが、平成１５年１１月に発覚した道警裏金疑惑につ

いて、被告の佐藤一道新道警記者クラブキャップら８人の記者とともに、道警記者

クラブサブキャップとして道警の裏金疑惑追及の最前線で活躍した記者である。

　以下、（　　）内は、筆者注。

＜まず、被告道新代理人見野弁護士（以下「見野」）が、中原の陳述書の内容、中

原の道警裏金取材班の中での立場を確認＞

見野　佐々木氏が「わかるでしょ、理解してよ」と言ったのを聞いたというが。

中原　全くその言葉通りかというと、記憶が薄れているので…。

見野　時期はいつだったか。

中原　２００３年１１月末だったと記憶している。

見野　どういう会合だったか。

中原　道警幹部とマスコミの懇親会だった。

見野　時間は？

中原　勤務時間が終わってからなので、６時過ぎだったと思う。

見野　参加していたのは誰か？

中原　広報課長や次席らだ。

見野　芦刈本部長は？

中原　参加していたと記憶している。

見野　報道関係者は？

中原　全国紙や民放テレビなど、各社がいたと思う。全国紙というのは、朝日、読

売、毎日。ただ、「誰」という部分については覚えていない。

見野　佐々木氏の発言を聞いた場所は？

中原　（記者）会見室に入ってすぐの、ひな壇のそばのところだ。佐々木は左側の

壁を背にして言っていた。私は佐々木の正面にいた。テーブルを挟んで向かい合っ

ていた。

見野　ほかに同席者は？

中原　２人ほど記者がいたと思うが、どこの社の誰かは記憶にない。

見野　佐々木氏の服装は覚えているか。

中原　覚えている（以下、服装を説明）。

見野　なぜ、そんなに覚えているの？



中原　発言が重要だと思ったので、その情景も記憶していました。その年の１１月２

３日、テレビ朝日の「ザ・スクープ」が裏金問題を取り上げ、その直後の懇親会だっ

たため、「どうなんだ」と申し向けたところ、その発言があった。

見野　どんな様子で話していたか。

中原　朗らか、というか笑顔だった。顔が赤らんでいたので、酒を飲んでいたよう

だった。敵対していたとか、そういうのではなく、和やかな空気だった。

見野　その発言を聞いて、どう思ったか。

中原　氏名の偽造を認めたということで、大変だと思った。この話は高田（本件被告

高田昌幸）、佐藤（本件被告佐藤一）、●（道新道警記者クラブの記者）に早速連絡

した。口頭かケータイでだ。

見野　今の話は後に記事にしたか？

中原　ハイ。１２月３１日付紙面で「本音を吐露した」という内容で記事化しました。

見野　佐々木氏の発言は重要な内容だったわけだが、記事化に１ヶ月かかったの

はなぜか。

中原　酒の場での発言を即座に字にした場合、どうなるのかを考えた。すると、全

面否定される可能性が高い。なので、「公の場で認めさせる」ことを第一に考えた。

それともう一つの理由がある。警察とマスコミの関係だ。事件事故の取材は警察が

大きな情報源となり、早い話が警察頼りになっている。もし、警察との関係が悪化

すれば、事件事故の取材は一切できなくなる。そういうことを考えた。

見野　では、その酒の場の話を１ヶ月後に書いたのはなぜ？

中原　裏金問題が発覚してから１ヶ月間の、警察組織内の揺らぎを読者に伝えよう

と思った。そこで、ほかの幹部の発言も交え、記事化したものです。佐藤をはじめ

高田とも打ち合わせ、記事を作成しました。

見野　ところで、佐藤からも、「佐々木が『わかるでしょ、理解してよ』といった」という

のを聞いているか？

中原　聞きました。場所は道警本部２階の記者室か２階の廊下で。時期は１２月の

中旬から末にかけての頃だったと思う。私が佐々木氏から聞いたことと同じ内容だ

と感じた。

見野　では、芦刈本部長が「ぼくも終わりかな」という言葉を発したのを聞いたか。

中原　聞きました。場所は道警本部２階の記者会見室で。道警とマスコミとの懇親

会の場で。芦刈本部長は肘掛けのないいすに腰掛けていた。自分は向かい合って

座っていた。他社も２人くらいいた。

見野　どんな流れでその話を聞いたのか。

中原　旭川中央署の裏金問題が発覚したこともあり、「大変ですね」と声をかけると、

遠くの方を見つめてそういうコメントをされた。

見野　芦刈本部長が佐々木氏を「よくも下手をうったな」と叱責したらしい、という話

を聞いたことがあるか。

中原　あります。佐藤から聞きました。場所は記者室か２階の廊下で。日付は失念

したが、「調査と答弁しないで」記事の件で、芦刈氏がそんなことを言ったらしいと。

見野　その話を聞いてどう思ったか。



中原　道警内部も混乱しているな、と感じた。

見野　佐々木氏の「いやいやどこまでやられるかと思ったよ」発言について聞いた

ことがあるか。

中原　佐藤に聞いた。佐々木氏が退職したあとの４月だったと思う。話は佐々木氏

が退職した話をしていて、その流れで。佐々木氏もこの数ヶ月、さまざまな対応に

追われ、その重責から解放されてホッとしたんだろうな、と思った。

見野　よくその話を覚えていたね。

中原　自分も佐々木氏からいろいろ聞けないかとアタックしていたが、全然聞けな

かった。自分には話さないことを佐藤には話すのだな、と思ったので。

見野　「わかるでしょ、理解してよ」という佐々木の言葉を佐藤からも聞いている？

中原　ハイ。１２月３１日の記事をまとめるにあたり、佐藤と打ち合わせる中で聞い

た。その「わかるでしょ」という言葉は、佐々木さんとの会話の中での「合いの手」の

ようなもの。

それ自体に意味があるものではない。佐々木さんが何を理解してほしかったのか

を考える必要があった。それは何かというと偽造領収書というものの存在だ。これ

は裏金問題の核になる問題だ。「マスコミだって協力者の名前を出せないこともあ

るでしょ。警察だって捜査協力者の名前を出せないんだ。わかるでしょ」と、理解を

求めてきた。佐藤の話も同じ趣旨だったし、自分が体験した状況も同じ趣旨だった。

当初、私は裏金システムの複雑さをすべてわかっているわけではなかったが…（以

下、メモ漏れ）。

市川　道新の裏金問題取材班には、現職警察官やＯＢがかなり協力しているよう

だが。

中原　ハイ。大勢の方が協力してくれた。裏金は「作る人」と「使う人」が分かれてい

る。「作る人」は下の地位の人。「使う人」また管理する人は上の地位の人。私たち

は下の地位の人や下の地位の人の気持ちがわかる人から話を聞くことができた。

市川　たとえばどんな話が聞けたか。

中原　すべてを語るのは取材源の秘匿にも抵触するので、差し支えのない範囲で

２人の話をしたい。一人は会計畑のＯＢの方だ。この方に取材し、素直に「裏金の

システムについて教えてくれ」と聞いた。その方は「稲葉事件の背景にも裏金問題

がある。道新さん、この問題を徹底的にやる気があるのか。中途半端にしかやらな

いのなら、私は話さない」と言われました。その方はその後も何度もお会いし、様々

な話をしてくださった。もう一人、この人は刑事畑の人だ。その人の手帳には日付

のところに数字や名前がびっしり書かれていた。それは何かと聞くと「架空領収書

に書いた名前と金額だ」とおっしゃった。３０年以上の刑事経験でずっと、そんなこと

をされていた。何でそんなことをやっているのかと聞くと、「私が刑事だからだ」と言

われていた。

市川　公安の刑事に尾行されたことは？

中原　直接の経験としてはないが、ＯＢの方から「気をつけた方がいい」と言われた

ことはあります。



清水弁護士（被告高田昌幸、佐藤一の代理人。以下「清水」）

２００３年１１月、「ぼくも終わりかな」という話を芦刈さんから聞いたと言うことだが、

道警本部長というのは警察庁のキャリアの中では「アガリ」のポストだ。ミスしたか

らといって、出世の道から転落することはないわけですが、そういう状況の中で芦

刈さんの発言を聞いたということ？

中原　ハイ。

清水　その状況でのその発言、どう受け止めたか？

中原　これから大変な事態になりそうだと。そのことについて、漠然と感じておられ

たのではないか。これまでの仕事の中で、裏金問題について対処したことなどない

でしょうし、未知の仕事が待ち受けているわけですから。

大谷昭宏(補助参加人　以下「大谷」)

　　　道警の道庁に対する裏工作の話だが、私は記者として「オフィシャルな話」、つ

まり公的な話と考えるが、あなたはどう思うか？

中原　公的なものと考える。

大谷　では、「これでぼくも終わりかな」というのは、私は雑感の話と考えるが、あな

たはどうか。

中原　その通り、同感です。

（もう一問、やりとりあったが、メモ取りきれず）

斎藤弁護士（原告代理人以下「齋藤」）

　芦刈さんは懇親会の場で「ぼくももう終わりかな」なんて言ってないと言っている。

そっちの方が正しいのではないか？

中原　私は聞いておりますので、芦刈さんの証言が間違っていると思う。

斎藤　ではその懇親会ですが、キャップ懇ですか？

中原　はっきり覚えていない。当時、マスコミと警察幹部との懇親会はいろいろあっ

たから。キャップ懇だけでなく、２５日会、忘年会、花見、歓迎会など。クラブ総会も

懇親会の一つになる。

斎藤　では、２５日会だったのではないか？

中原　私の記憶の中では、道警との懇親会だった、としかお答えできない。

斎藤　こちらは、証人がキャップ懇に出席するはずがない、と主張しているのだが、

あなたは時折、代理出席していたというが。

中原　当然、代理出席することもあった。

斎藤　では、１２月３１日の記事について伺う。先ほども聞かれていたが、どうして

１ヶ月も記事化が遅れたのか。この時期は道新はスクープに躍起になっており、取

材即記事化という方針だったのではないか。

中原　スクープに躍起だったという根拠はなんですか。それを示されないとわから

ない。

斎藤　高田の陳述書によると、「取材内容は取材が終了次第、極力早く伝えるよう

に指示していた云々」とある。これはまさに「取材即記事化」ではないか。



中原　それは記憶がぼけないうちに報告せよ、というだけのことです。

斎藤　では、芦刈さんのその時の姿勢について教えてください。

中原　私の正面に芦刈さんがいました。少し左を向いており、話し方はゆっくりとし

ていました。視線は私を見る、というより、遠くを見るような感じでした。

斎藤　あなたの陳述書によると、「私に話しかけた」とある。芦刈さんは遠くを見て話

したんですよね。これは矛盾していますよね！＜傍聴席から失笑＞

中原　私は今、真っ正面の裁判長の方を向いてお話ししており、斎藤さんの方を一

切向いておりませんが、斎藤さんの質問に答えております。＜傍聴席、大笑い＞

斎藤　道警最高幹部は誰か、との道警からの質問に、道新は「課長以上が幹部

だ」と答えているが、これはあなたも関与して答えたものか。

中原　記憶にございません。ただ、その回答は少々、不正確ではないかと思う。

斎藤　では、その時期に芦刈さんはそれほどせっぱ詰まっている状況だったと思う

か？

中原　そうは思わない。ただ、このような形で裏金問題が発覚し、それに対処する

なんていうのは、芦刈さんにとっては初めてのことでしょう。不安とプレッシャーを感

じているのだろうと思った。

斎藤　１１月２９日の朝刊で「裏金を全面否定」の記事が出ている。これは２８日の

記者会見を受けた記事だが、そのあとの懇親会で「終わりかな」を聞いたんでしょ。

それはキャップ懇じゃないの？

中原　おそらくそうではないかと思うが、会合の名前まで覚えてはいない。

斎藤　キャップ懇には何回出たことがありますか。

中原　少なくとも１回は代理出席した記憶がある。

斎藤　それがそのキャップ懇じゃないの？

中原　その会の名称ははっきり覚えていない。

斎藤　それがあなたの論理なんだ。ふーん。

中原　意味がわかりません。

斎藤　まあいい。質問を変えます。佐々木氏の「わかるでしょ、理解してよ」発言は、

道警が裏金を全面否定していた中で、それと矛盾する発言でしょう。大スクープじゃ

ないですか。何ですぐに記事を出さなかったんですか？

中原　先ほども申し上げました。警察とマスコミの関係からそんなに簡単に行くもの

じゃないんです。

斎藤　しかしその後、公安委員会の席で佐々木氏が偽名領収書の存在を認めたこ

とを、議事録で発見し、それを佐々木氏に取材して翌日に記事化しましたね。

中原　これは公安委員会という公的な席での公式発言を受けて書いたものだ。議

事録も残っており、その発言は否定できないからだ。

斎藤　しかし、大スクープだったわけですよね？

中原　先ほどもお答えしたとおりだ。

斎藤　公安委員会の発言を受けた記事を、朝日新聞が後追いしている。つまり、大

スクープだった証だ。ところで、前年１１月の発言は他社の報道があったか？

中原　確認はしていない。



馬場（被告道新代理人馬場弁護士）

　さっきから大スクープ、大スクープといっているが、それはそっちの主観でしょ。

こっちは大スクープだなんて認めてない。以後、その表現は控えて頂きたい。

斎藤　では、その重大な発言を他社はなぜ書かなかったんでしょうか。

中原　他社の判断までこちらは関知しない。

斎藤　そんな発言などなかったからではないか？

中原　そんなことはありません。発言はありました。

斎藤　では、その懇親会でその場に同席していた他社の記者はどこの社の誰です

か？

中原　明確な記憶が残っていないので答えられない。

斎藤　しかし、佐々木から訴訟前に道新に出した質問状の回答で、一度も「中原」と

は答えてこない。

中原　そのことについては、その回答書を書く責任者ではないので、わかりかねま

す。

斎藤　会社から問い合わせはなかったのか？

中原　聞かれたとは思うが、明確な記憶はない。

斎藤　道新から佐々木に対し、２通の回答書が出されているが、会社から問い合わ

せを受けたのはその時期か。

中原　そうだと思う。

斎藤　２００５年１２月の山本哲史さん（注：一連の裏金疑惑報道時の道新編集局

報道本部長）からの回答書によると、２５日会で聞いたとある。それについてどう思

うか。

中原　回答書をさっと見て確認したが、１１月下旬、という時期については間違いな

いと思った。重要な事実に誤りはない、と考えます。

斎藤　２５日会で複数の記者が、とあるが、誰のこと？

中原　私と佐藤だと思う。

斎藤　佐藤はキャップ懇に出席してないんですよね。矛盾していないか？

中原　いえ。複数の記者が聞いているが、場所は別のところだ。

斎藤　訴訟前、道新は「２５日会で佐藤が聞いた」といい、訴訟後はキャップ懇で中

原だという。主張を変更していると思いませんか？

中原　佐藤の記憶がはっきりと整理されただけの話だ。少なくとも、私は佐々木か

らその話を聞いている。ただ、きちんと確認するべきだったとは思う。

斎藤　「いやいや、どうなるかと思ったよ」発言について。佐藤は佐々木の職場であ

る自動車安全運転センターに出入りしていた、というが本当か？

中原　本人からそう聞いた。

斎藤　佐々木の同僚は、陳述書で「佐藤を見たことがない」といっているが。

中原　私は佐藤から「行っていた」と聞いていますので。

斎藤　佐藤の陳述書では「庁舎内ですれ違うことも多かった」という。とても通って

いたとは思えないんですけどねぇ。

中原　私は、佐藤が行っていたと認識していた。



斎藤　佐藤陳述書を見てもなお、頻繁に通っていたと思うか。

中原　そうとも思うし、そうではないとも読める。評価はできない。

竹田裁判長　伝聞のことですので、あまり細かく聞いても意味がないと思いますが。

斎藤　しかし、裁判長。芦刈証人の尋問の際はそんなことをおっしゃらなかった。＜

傍聴席失笑＞

斎藤　ところで、道新からの回答書に登場する、「佐々木と旧知の記者」とは誰か。

中原　それは回答書を書いた人に聞いてほしい。

斎藤　では、なぜこの期に及ぶまで、道新はあなたの名前を出さなかったのか。

中原　会社がそう判断したからでは？

斎藤　では「ジャーナリストの良心を持ち続ける北海道新聞記者」からの手紙につ

いて聞きます。

馬場弁護士　異議あり。それについて、こちらは証拠能力を否認し、争っている。

竹田裁判長　まず、質問を聞いて、判断しましょうか。どうぞ。

斎藤　この手紙にはいろいろ（以下、メモ漏れ）。

中原　その手紙は怪文書です。怪文書の内容について答えたくない。そもそも、そ

の怪文書は内容の誤りが多数含まれている。

斎藤　あなたの陳述書によると、佐々木がトイレであなたに「道新さんも大変だね」

と呼びかけているが、あなたはその時何をしていましたか。小便をしていたと書い

ているが。

中原　その時、おしっこがでていたかでてなかったかということか？

斎藤　そういうことを聞いているのではなく、おしっこをしてたかどうか。

中原　しっこの準備をしていた。＜この辺、質問と回答の度に傍聴席の失笑がわく

＞

斎藤　まあ、それはいいです。しかしその時、佐々木氏とあなた方との関係は完全

に決裂していたのではないか？

中原　そうでもないです。

斎藤　しかし、以前の取材で佐々木氏の自宅に赴き、大変無礼な取材をしたという

ではないですか。

中原　無礼かどうかはともかく、取材したことは覚えています。

斎藤　佐々木さんは無礼な取材を受けたので、以後２度と口をきかないようにして

いたとおっしゃ

ってますが。

中原　私の陳述書をよく読んでほしいが、親しげに話しかけたとは一切書いてない。

からかうような目つきで話しかけた、と書いています。

斎藤　しかしですね（メモ漏れ）。

竹田裁判長　そこはいいです。要は、佐々木さんは話しかけることもしなかったと

言ってるけど、それを聞いてもあなたの記憶に変わりはありませんか、ということ。

中原　ありません。

斎藤　トイレでは何分くらい、話をしていたのか。



中原　ストップウオッチを持っていたわけではないので、わかりません。そもそも、

ずーっとおしっこをしていたとお思いですか？　おしっこを途中で止めたとか、そん

なことをおっしゃるんでしょうか？

斎藤　にしても、いろいろ質問したといいますが、そんな短い時間でそんなに質問

ができるものでしょうか。

中原　手洗いに行ってるときも質問したかもしれませんし、手短にいくつかのことを

聞くことは私にはできます。

左陪席鈴木裁判官　佐々木氏の重要な発言だったということですが、そのときの取

材メモは残っていないのか。（一問目の質問のやりとりがメモ漏れ。２つめのやりと

り）

中原　メモは取っていましたが、紛失してしまいました。

左陪席鈴木裁判官　いつごろ、そのメモはなくしたのか。

中原　そのころ、道警裏金問題を巡るさまざまな報道があったので、その中でメモ

を紛失しました。

竹田裁判長　あなたは「わかるでしょ、理解してよ」という言葉が一字一句間違いが

ないかどうか、という明確な記憶はないが、協力者の実名が書けないのはわかる

でしょ、理解してよと。そういうことを言っていたのを聞いた記憶があると、そういうこ

と？

中原　そういうことについて理解を求めてきた、ということです。

竹田裁判長　あなたの中で裏金問題と偽名領収書というのは問題としては同じな

のか？　裏金っていうのは、支出してないものを支出したことにして会計検査をごま

かして自由に使えるお金を作るっていうのが、普通にいう裏金だと思うんだけど、そ

れと、領収書に実名を書かず、仮名を使ったり偽名を使ったりね、そういうのと裏金

問題とは、私がストレートに聞くと一緒の問題ととらえられないんですよね。

中原　当時はすでに、道外でも警察の裏金問題がいくつか出ておりました。そこで

もそうですが、裏金を作る際にはまず、偽名領収書を作るところから始まっていま

す。そして、それをもって適正に支出したかのように見せかけて、裏金をプールする

というわけです。ですから、裏金作りの大前提として、まず偽名領収書の作成があ

り、その先に裏金の存在があると見ておりました。

竹田裁判長　名前の出せない人に渡したお金がある、という話が出たときに、あな

たの中で「偽名領収書＝裏金作り」という認識があなたにあった訳ね。

中原　すべてがそうだとは思いませんでしたが、（メモ漏れ）。

竹田裁判長　あなたがそう聞いたとおっしゃるから聞くが、「理解してよ」とは何を理

解してほしかったととらえたの？　佐々木さんの文言は「名前の出せない人もいる

でしょ、理解してよ」という風にもとらえられるけど、それはいいの？

中原　ハイ。しかし、その先にある…（聞き取れず）。

竹田裁判長　で、そのことをもって「裏金作りが必要なことを理解してよ」というのは

違うと思うんですが、あなたがその時思った「理解を求めた」とは、裏金の必要性か、



それとも偽名領収書の必要性、どっちだと思うか？

中原　後者だと思う。

竹田裁判長　以上です。ご苦労様でした。

＜中原の尋問は、午後５時２０分終了　その後の日程調整が行われた。＞

　当日、予定されていた被告の道新道警記者クラブキャップだった佐藤一に対する

質問は時間切れで行われなかった。

　協議の結果、次回８月１８日の口頭弁論では、被告佐藤一と原告佐々木友善の２

人を尋問することになり、被告道新編集局報道本部次長だった高田昌幸の尋問は

９月２９日午後１時３０分より行うことが決まった。 



第１８回　２０．８．２１（木）

（続）新聞が警察に屈した日　暴露された裏工作？の記録（１）

　

　道新裁判の第１０回口頭弁論が、平成２０年７月１４日に札幌地裁で開かれ、証

人　芦刈勝治元道警本部長、中原洋之輔（道警裏金取材班サブキャップ）が証言

台に立った。

　それぞれの証言については、このホームページ「北海道警察ＶＳ北海道新聞」で

紹介したが、第１０回口頭弁論で原告側から「甲第８４号証」として、訴訟を提起す

るに至るまでの原告佐々木友善（以下　佐々木）と道新幹部とのやり取りに関する

文書が証拠申請された。

　これに対して、被告側は証拠能力に問題があると異議を申し立てたため裁判所

が判断することになった。

　提出された文書は、平成１７年８月２５日から平成１８年４月２７日までの３５回に

わたる佐々木と道新関係者との面談等の記録である。

　文書には「面談記録」、「面談メモ」、「電話メモ」、「電話録取書」と標題がつけられ

ている。

　長いものでは４１ページに及ぶ。

　内容からみて、「面接記録」は録音したものを書き起こしたもので、「面談メモ」、

「電話メモ」、「電話録取書」は佐々木が相手との対話をメモしたものとみられる。

　これから何回かに分けて、いくつかの観点からこの文書を出来るだけ原文のまま

引用して道新裁判とは何なのかを考えてみる。（文中敬称略）

　この文書に登場する人物は、作成者で原告の道警元総務部長佐々木と道新の

当時の編集局長Ｓ、編集局次長兼報道本部長Ｈ、報道本部次長Ｔ、道新道警記者

クラブキャップＫ、同サブキャップＭの５人である。

　佐々木は、提訴に当たっての記者会見で「４０回に及ぶ文書でのやり取りと並行

して道新幹部との面接による直接交渉などは約５０回に及んだが、昨年（平成１７

年）７月から本件提訴直前までの１１ヶ月間にわたって、道新の最高幹部らによっ

て執拗な提訴を断念させるような働きかけがあった」と語っている。

　従って、そうした交渉があったであろうことは既に知られていたが、その内容が明

らかにされたのは初めてである。

　ただ、両者の面談等の全てが明らかにされたものかどうかは不明である。

　ここで、読者に念のためにお断りしておくが、「甲第８４号証」に登場する人物が

語ったとされる内容が真実かどうかは分からない。

　第１１回口頭弁論でもこの内容に関する証言が行われている。

　本件被告佐藤一は、自らが関係する部分に関して「そうした事実はなかった」と否

定する趣旨の証言をしている。

　仮に「甲第８４号証」の記述が真実だとすれば、ここまでして道新上層部か訴訟を

回避しようとしたのは何故か、取材現場の責任者である道警記者クラブのキャップ



が、元道警総務部長佐々木に取り入ろうした本当の理由は何かなど素朴な疑問が

湧く。

　いずれにせよ、こんなことで新聞が権力の監視という使命が果たせるのかとの危

惧の念を抱かざるを得ない。

　「泳がせ捜査失敗記事」の問題は、この「甲第８４号証」のなかに度々登場してい

る。

　この問題は、佐々木が提訴した名誉毀損事件とは直接の関係はない。

　また、佐々木が既に退職していることから、この道警と道新の問題にどのような

立場で道新を追及しているのかも必ずしも明確ではない。

　この問題は、道警によって道新幹部による金にまつわる不祥事と巧みにリンクさ

れた。

　そして、佐々木の動きと道警の動きは、水面下で連携しているようにみえる。

　筆者は、佐々木も自らの問題に関する道新との交渉でこの問題が、道新の弱点

とみて突破口として使ったのではないかと推測している。

　道新内部には、連続して発覚した幹部の金にまつわる不祥事、一連の道警裏金

疑惑報道で悪化した道警との関係修復を図りたい勢力の台頭等、社内に動揺と混

乱がみられ、道新はそこを道警と原告佐々木の２方面から執拗に突かれたのだ。

道警の泳がせ捜査失敗記事とは何か　

　道新は、平成１７年３月１３日朝刊に、道警銃器対策課と函館税関が 2000年 4月

ごろ、「泳がせ捜査」に失敗、香港から石狩湾新港に密輸された覚せい剤約 130キ

ロと大麻約 2 トンを押収できなかった疑いがあることが、複数の当時の捜査関係者

らの証言で 12日、分かった。」とする記事（以下、「泳がせ捜査失敗記事」）を掲載

した。

　この記事には、「道警と函館税関が事実関係を否定した」と記載されていた。

　道警は「事実無根」であるとして、道新編集局長（新蔵博雅）に対して総務部長名

（永井達也）で質問状を発し訂正、謝罪を申し入れていたが、道新は平成１８年１月

１４日朝刊に「社告」と社内調査報告に基づく記事（以下「おわび記事」）を掲載し、

３１日には編集局長以下関係者７人を減給等の処分を行ったと発表した。

　道警と道新との確執については、このホームページ第１５回　北海道警察ＶＳ北

海道警察　新聞が権力に屈した日と題して、道新上層部が、幹部の金にまわる不

祥事をめぐり、道警の恫喝に屈していく経緯について述べたが、その間の道警と道

新とのやり取りの中で、道新の東京支社元部長の業務上横領事件とその事後処

理をめぐる問題に関して、当時の道警の岩田満広報課長が道新の道警記者クラブ

キャップのＫ記者を通じて、捜査に着手する意向を道新の上層部に伝えたことを示

す「広告横領事件関連取材メモ」が存在したことも判明している。

　



　道警はこの「おわび記事」に納得せず、重ねて「泳がせ捜査失敗記事」の削除と

説明等を求めたため、道新は道警総務部長に対して、「泳がせ捜査」は麻薬特例

法等に基づき手続きが厳密に定められ、実施する場合は多数の捜査員が必要と

なるが、道警および函館税関がともに、その手続きや捜査体制をとった形跡がなく、

少なくても法的な裏付けのある組織的な泳がせ捜査は無かったと推認された、と平

成１８年３月２４日付け文書で回答している。

　これに対して道警は、同月２８日「大量の覚せい剤や大麻が道内に流通している

のではないかという道民の不安を解消するものではなく納得できない。公正で正確

な報道を強く申し入れる」との文書を同社（道新）に出した。

　ただ、「不信感は残るが、不十分ながらおわびを出したことなどを総合的に考慮し

た」（道警幹部）と、従来の抗議文の形はとっておらず、回答も求めていない。（平成

１８年３月２９日　朝日新聞）

　つまり、「泳がせ捜査失敗記事」の問題は、当事者である道警と道新の間では事

実上の決着がついた。

　この「おわび記事」で道新の新蔵博雅編集局長はこうコメントしている。

　「社内調査の結果、全体として説得材料が足りず不適切なものであったとの結論

に達しました。疑いを裏付ける続報を展開し得なかった力不足についても率直に反

省しています」

　つまり、「おわび記事」で新蔵博雅編集局長は、取材不足を詫びているのであっ

て、泳がせ捜査と称する違法捜査が事実無根であったと詫びているのではない。

　さらに、平成１８年３月２４日付の回答文書の内容もよく分からない。

　そもそも、この「泳がせ捜査」は極めて違法性の強いところから、麻薬特例法が求

めるような手続きの対象になるような代物ではない。それ以前の問題だ。

　筆者が捜査の責任者だったら、少なくても、捜査が失敗した時点で、関係した当

時の捜査員に箝口令を敷き、関係書類全てを焼却する。

　そんなことは警察内部では常識だ。この違法捜査は重罪である。

　関係した幹部や捜査員、Ｓと称する暴力団関係者も自らを窮地に陥れてまで秘

密を漏らすことはない。

　追及されれば死を選ぶ。実際に２人が自ら死を選んだ。

　警察官であれば、口を開けば稲葉元警部と同じ運命を辿るであろうことは誰でも

判る。

　稲葉元警部は上申書で「泳がせ捜査の失敗は結局関係者全員が秘密とすること

により、闇に葬られました」と語っている。

　組織的な泳がせ捜査は無かったと推認されるような形跡が何時までも警察に存

在すると考えるのは全くのナンセンスである。

曽我部司氏の著作等にみる泳がせ捜査の真相



　稲葉元警部が、覚せい剤の営利目的所持で起訴された約 93グラムの入手先を

話し始めたのは、平成１５年２月２４日の第４回の公判である。

　それは弁護人の質問に答える形で行われている。

　その証言を要約すると次のようなものであった。

　平成１２年の４月か５月にけん銃を摘発する目的で、ＩというＳ（スパイ～協力者）

を使って、覚せい剤に関するおとり捜査を、道本の銃器対策課が実施した。

　事件の報告は、当時の稲葉元警部の上司である銃器対策課長、指導官、次席、

補佐（警部）に報告していた。

　このほかにこの捜査を知っていたのは元銃器対策課の上司Ｎだ。（当時、稲葉元

警部は銃器対策課の警部補～係長であった。）

　この捜査は銃器対策課が主宰である。

　自分が所持していたとされた覚せい剤は、初回に（最初に）密輸入した１部であり、

ほかはＩが処分したが、（物がどこからきたのか、量はどの位かは）「ばくだいな量で

す。量は言えません」

　その目的等については「最終的な目的はけん銃でした。ですから、方法として、１

回目、見逃す、２回目見逃す、３回目（けん銃摘発）に着手するという感じ、そういう

方法です」と証言している。

　

　稲葉元警部は、この方法を覚せい剤の摘発を目的とする「泳がせ捜査」と説明し、

麻薬特例法に基づくコントロールド・デリバリーとしているようだが、そもそも、この

手法は警察等が輸入された覚せい剤等を発見した場合に、その場で直ちに検挙す

ることなく、十分な監視の下にその運搬を継続させ、関連被疑者に到達させてその

者らを検挙する捜査方法であり、麻薬特例法第４条により、警察が検事に申請し、

関税長が必要と認めたときに行われる。

　従って、稲葉証言に「（事件を）見逃す」とあるように、麻薬特例法による「泳がせ

捜査」ではないことは明らかである。それどころではない。

　稲葉証言が事実だとすれば、銃器対策課の協力者である暴力団関係者Ｉらと銃

器対策課の共謀による覚せい剤密輸（覚せい剤取締法第４１条、１年以上の有期

懲役）あるいは、不法輸入（麻薬特例法第６条　死刑・無期又は１０年以上の懲役）

に該当する犯罪である。

　当時は１丁でも多くけん銃を挙げろとの警察庁の大号令の下、全国警察でけん

銃の摘発競争が展開され、数多くの違法捜査が発覚している。

　稲葉証言によると、道警銃器対策課も首なしけん銃の摘発等（けん銃の不法所

持者を知りながらけん銃だけを摘発する手法）の違法な捜査でけん銃摘発の実績

を上げるために血道を上げていた。

　つまり、けん銃摘発のためには「何でもあり」であった。

　この「泳がせ捜査」と称する違法捜査もそうした中で行われたと思われる。

　稲葉元警部は、さらに平成１５年３月１７日の論告求刑公判で裁判長に上申書を

提出し本人が読み上げた。



　以下に関係する部分のみを引用する。

　「営利目的所持の覚せい剤についても入手経路を上申させていただきますが、入

手先は香港であり、到着港は石狩新港であります。公判でお話しした様に、最終的

な目的をけん銃とした泳がせ捜査の初回の物（ブツ）の一部です。公判では申し上

げませんでしたが、この泳がせ捜査は税関と合同で実施した捜査であり、警察と緊

密な連携により実行されました。私は着手して間もなく、当時の上司に足かせをは

めました。物の受け皿会社を直近上司Ｏ（補佐）の頭文字を取り、ＯＫ商事としまし

た。これらは全て裏付けが取れます。以上の泳がせ捜査の失敗は結局関係者全

員が秘密とすることにより、闇に葬られましたが、皮肉にも私の事件によって露見し

たことになりました」

　この上申書でも、彼は莫大な量の覚せい剤の具体的な量について言及してはい

ない。

　また、大麻のことについても何も語っていない。

　こうした稲葉証言の真偽が大問題となってくるが、道警や検察は稲葉元警部が証

言した覚せい剤の入手先の捜査も銃器対策課の数々のけん銃摘発にまつわる違

法行為の追及を行う気配もなかった。

　道警としては、組織的な違法捜査が行われ、多量の覚せい剤を流入させてしまっ

たことは絶対に認めるわけにはいかない。

　マスコミ各社の報道は、稲葉元警部の女性問題等のスキャンダル報道が目立ち、

彼を悪徳警察官にまつり上げ、彼個人の犯罪として終わらせようとする道警の思

惑どおりの報道に終始した。

　筆者が記憶する限り、マスコミ各社の多くは、彼が公判で証言した銃器対策課の

数々のけん銃摘発にまつわる違法捜査や泳がせ捜査失敗証言に注目することも

なかった。

　こうしたマスコミ各社の姿勢に、道警や函館税関は稲葉証言を黙殺した。

　泳がせ捜査に関与したとみられる元銃器対策課の幹部や協力者の１人が自殺、

暴力団関係者のＩは所在不明になっていたほか、当時の銃器対策課の幹部が真相

を語るおそれはないなど、この事件がこれ以上明らかになることはないと判断した

のだろう。

　当時の上原道警本部長も早々と平成１５年２月１９日、道議会で稲葉証言のよう

な事実は把握されなかったと答弁した。これが道警の公式答弁となった。

　平成１５年４月２１日、懲役９年、罰金１６０万円の判決が出た。

　稲葉元警部は控訴することなく刑に服した。

　稲葉事件は、道警の思惑どおり稲葉元警部の個人の犯罪として終わりを告げる

かにみえた。

　

　ところが、平成１５年９月、札幌のノンフィクション作家曽我部司氏による「稲葉事

件の深層北海道警察の冷たい夏」が出版され再び稲葉事件が大きな反響を呼ぶ

ことになった。



　マスコミ各社がこの道警のスキャンダルにおそれをなし沈黙を守る中で、曽我部

氏は稲葉事件の取材を続け、次々と稲葉事件に関する著作を著す。

　月刊現代（平成１６年９月号）「北海道警察が闇に葬った大スキャンダル」、月刊

現代（平成１８年４月号）「迷走する北海道警『覚醒剤スキャンダル』の核心」、平成

１９年２月「警察腐敗と覚醒剤汚染の源流へ」（株式会社エクスナレッジ）である。

　曽我部氏は、稲葉元警部の周辺にいたとみられる数多くの暴力団関係者、覚せ

い剤の密売人や常習者、警察関係者等々の取材を通じて稲葉証言を裏付けてい

る。

　さらに「ＯＫ商事」という囮捜査のためにでっち上げた会社が実在していたことや

石狩湾新港に入港した外国船籍の貨物船の入港記録を徹底的に調査し、その結

果を明らかにしている。

　曽我部氏は、著書の中で平成１６年３月４日に（稲葉証言によれば道警のＳで、

泳がせ捜査に関与したとされる）暴力団関係者Ｉがある弁護士事務所に現れ、稲葉

証言に合致する話をしたとする情報があったことも明らかにしている。

　曽我部氏は、「警察腐敗と覚醒剤汚染の源流へ」でこう書いている。

　この事件を曖昧な形にして幕引きを図ったのは、上級幹部警察官や検察官の保

身のためなのだ。

　その曖昧さによって、執行機関は自らの弱みを多くの「悪」に利用されることにな

る。

　「悪」に一度弱みを握られたら、徹底的に利用されてしまう。そこに、呆れ返るほど

の不作為が生まれる。

　筆者（原田宏二）は、平成１７年３月、「警察内部告発者」（講談社）の中で、稲葉

元警部が平成１６年６月、稲葉元警部の親族を介して、事件の真相を筆者に伝え

てきたことを書いた。

　彼は、その中で家宅捜索で押収された約 100グラム（実際には約 93グラム）の

覚醒剤の出所について説明した。

　それが香港から入れた 130キロの一部であること、このブツのあとコンテナー

いっぱいの大麻２トンも密輸していることなど、上申書では明らかにしなかった事実

も明らかにしている。

　その後も稲葉元警部は、筆者に他の元上司らが何と言おうとも、130キロと 2 トン

は事実であるとしたうえで、その量は 129キロと 2 トンで現物も見ている。（差し引き

の）1キロの中から自分の犯罪事実になった約 93グラムが出ていると伝えてきて

いる。

　さらに、この泳がせ捜査の事実を知っている幹部等の関係者やその言動、この事

件に関わった税関職員、協力者の数、泳がせ捜査の実施時期、密輸の手口、荷受

人等についても詳しく説明している。

　この問題については、いずれ時期が来れば稲葉元警部が自身の口から明らかに

すると思うので、今の時点で明らかにするのは控えるが、曽我部氏のこの問題に

関する著作の記述と稲葉元警部の話は大筋で合致しており、密輸入したとされる



覚醒剤の量、偽装の方法等細部でもおおむね合致していることだけは明確にして

おく。

　筆者は、曽我部氏とこの問題について情報を交換したことは一度もなく、曽我部

氏の著書の内容を稲葉元警部に知らせたこともない。

　となるとこれは単なる偶然なのだろうか。

　ちなみに、稲葉元警部は筆者の著書も読んではいない。

　筆者は、刑に服している稲葉元警部が、虚言を申し立てる理由もないことや直接

問題に関わった当事者しか知らない具体的な暴露もあり、稲葉元警部の証言は真

実であると確信している。

　確信する最大の理由は、道警が稲葉元警部の所持していたとされる覚せい剤約

93グラムの出所に関する追及捜査をしなかった点にある。

　稲葉証言を黙殺し、曽我部氏による覚せい剤 130キロ密輸疑惑の真相に迫る著

作にも沈黙していた道警にとって、平成１７年３月、筆者の「警察内部告発者」（講

談社）発売とほぼ同時期に、道新が「泳がせ捜査失敗記事」を掲載したことは、一

連の裏金疑惑報道によって、道民の信頼を失い大きなダメージを受けていたことも

あり、この問題の再燃は致命的だと判断したに違いない。

道警等が違法捜査を明らかにするのか？

　この泳がせ捜査失敗事件は事実無根だと主張する道警と本件原告の佐々木は、

何を根拠にそう主張しているのだろうか。

　佐々木は、平成１６年１０月以降、本件被告の高田昌幸、佐藤一に対して「書籍

掲載記述に対する謝罪等要求状」を送るなど、記事の内容が事実ではないとして、

平成１８年３月までに２８回にわたり道新に対して調査、謝罪、被害の拡大防止を

求めたとしている。

　道新が道警の圧力に屈し「おわび記事」を掲載するやそれに呼応するように、

佐々木も平成１８年１月１８日付け文書で「捏造疑惑記事の一部についての調査結

果及びその他の捏造記事等の調査状況の説明要求状」なる文書を道新に送った

ほか、平成１８年２月６日には道警に対し、道警銃器対策課と函館税関が 2000年

4月頃に合同で捜査した覚せい剤事件の内容が分かる書類の情報開示請求し、

函館税関にも同様の情報公開の請求をしている。

　つまり、佐々木は違法捜査を実施したとされている当事者の道警と函館税関に尋

ねたところ、両機関ともそうした事実ないと否定したから、泳がせ捜査の事実はな

いとし、それを記事にした道新の「泳がせ捜査失敗記事」は捏造だと言っているの

だ。

　道警等が、果たして違法捜査を明らかにする事を期待できるのか？

　警察の隠蔽体質と道警が置かれていた立場を考えるとはなはだ疑問である。



　情報公開に関しては、北海道情報公開条例第１０条より、実施機関（道警）は開

示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、

犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある公文

書は「非開示情報」としている。

　仮に情報開示請求しても通常は「これらが明らかになると、犯罪を企図する者に

おいて警察の捜査手法等の分析が可能となり、捜査活動に支障が生ずるおそれ

がある」との理由で開示されないのがほとんどだ。

　佐々木の情報開示請求に対して、道警は「北海道警察本部銃器対策課と函館税

関 2000年 4月ころに合同で覚せい剤取締法違反事件の捜査をしている事実がな

いことから、実施機関においては、対象公文書の作成又は取得をしておらず、保管、

管理はしておりません。したがって、本件開示請求にかかる公文書は不存在であり

ます。」と通知している。

　道警の立場からすれば、当たり前と言えば当たり前の回答である。

　先に述べたように、道警や函館税関が重大な違法捜査に関する文書を保管する

はずがない。

しかも、既に道警の最高責任者である道警本部長は、違法な捜査はなかったと道

議会で明言している。

　議会対応と情報開示を主管していた元道警総務部長が、こんなことを知らないわ

けがない。

　警察庁はじめ道警や函館税関が泳がせ捜査の存在を否定したから、それだけで

泳がせ捜査は事実無根だとするのはあまりにも、警察の実態とはかけ離れた短絡

的な論理ではないか。

　著者が入手した資料によると、佐々木は平成１８年２月１５日にこの問題に関する

記者会見を行っている。

　佐々木は、この記者会見の冒頭で、「泳がせ捜査失敗記事は捏造であって、道新

はそれを指摘されますと今度は偽装した捏造の調査報告記事でそれを否定したと

いうことであります。社内報告記事の問題については１月１８日付けの文書で道新

に具体的に指摘して説明要求をしていますけれど、１ヶ月近くも経ってもこの要求

に何の反応もないということでございます」とした上で、泳がせ捜査失敗記事が捏

造だとする根拠として、道警に情報開示請求したところ、捜査をしている事実がな

いことから実施機関（道警）において対象公文書を作成しておらず保管管理はして

いない、函館税関はコメントで（泳がせ捜査失敗）記事の中で否定している、函館

税関は道警の照会に対してそのような捜査は実施していないと回答している、警察

庁長官も衆議院内閣委員会で道警からそういう事実はないと報告を受けていると

明確に答弁している、などを挙げている。

　参加した記者達からは、様々な質問が飛び交ったようだ。

　何故、今日のこの記者会見を開いたのか。道警の主張を代弁しているように思え

る。泳がせ捜査が法に基づかないものはなかったということだが、大量の覚せい剤

の件ついて、稲葉証言が事実でないとしてもいいものか疑問が残る。等々である。



　佐々木はこうした指摘に対して、「（泳がせ捜査の）中身をよく承知していないし、

警察官でない立場でああだこうだ言うことは差し控えたい」といった、曖昧な答弁を

繰り返している。（稲葉元警部が上申書を裁判所に提出したのは平成１５年３月１７

日の論告求刑の裁判当時、佐々木は道警本部総務部長の立場にあった。）

　このほか、記者会見では記者達から在職中の裏金疑惑に関する質問が浴びせら

れたようだ。

　佐々木はそれに対して「様々な対応も道警がされて出された結論ですから、立場

を離れた者として言及を差し控えたい」などと答え、自らの責任について明らかにし

なかった。

　記者会見では、曖昧な答弁に終始した佐々木ではあるが、甲第８４号証のなかで

は道新幹部に対し「泳がせ捜査失敗記事」は事実無根だと厳しく追及している。

　その様子を甲第８４号証から拾ってみる。

泳がせ捜査失敗記事に関する道新と佐々木との交渉

　標題の（　　）内は、面談等の日付、場所、相手方である。

　膨大な文書のため一部省略したところはあるが、原文はそのまま掲載した。

（注・・・）は筆者の説明である。

調査委員会の立ち上げまでの経緯

◎面談メモ（平成１７年９月２２日　自動車安全運転センター　道新道警記者クラブ

キャップＫ）

　道新Ｋキャップが（自動車安全運転センター　注　佐々木の勤務先）執務室へ訪

ねてきて面会した。（～Ｍから聞いたらしい。（Ｍ　道新の道警記者クラブＭ記者）に

対し、原告に対する記事についての道新の調査とその結果の（私に対する）報告の

動きが鈍いと（私＝原告）が話したこと（平成１７年９月２２日付Ｍ記者との会話の覚

書）を聞いたことから説明に来た。）

Ｋ：もう少し待って下さい。

　来週月曜日の２６日午後４時から、佐藤一（注　本件被告でＫの前任者）を呼んで、

いわば査問委員会をやることになっている。そこには、５人が入り、私も入れと言わ

れている。入るのは、Ｈ報道本部長、Ｙ編集局総務（前報道本部長）、Ｋデスク、私

（Ｋ）の５人です。

　そこで判ってきますから。２７日まで待って下さい。

佐々木：あまり動きが悪いなら、私は公開質問に入ろうと考えている。公開質問は、

道新と道新委員会（読者と道新委員会）と双方に対して同時に出すことにしている。

（私に）先に公開質問されたら、格好が悪いと言うなら早く、（調査を）やってほしい。

Ｋ：２６日（佐藤一記者を呼んで調査を）やるので（調査結果の回答を）２７日まで



待ってほしい。

以上

◎面談メモ（平成１７年９月２７日　自動車安全センター　道新道警記者クラブキャッ

プＫ）

○Ｋキャップの説明

（１）昨日午後４時から２時間半にわたり佐藤（一）記者から（泳がせ捜査の）記事の

根拠について説明を求め聴取した。この席でＨ本部長から「この記事（泳がせ捜査

記事）は完全に負けだな」と言うと、佐藤は、「記事は、取材に基づいて書いたもの

で捏造ではない」と話した。

　Ｈ本部長から、覚せい剤１３０キロの根拠は？大麻２ｔの根拠は？と詰められると、

説明に窮し、「もう少し取材させてもらってから、記事が正しいことを説明させてもら

いたい」と言ったためＨ氏は「今月一杯時間をやるから（記事を書いた）根拠を説明

せよ」と言って時間を与えた。

　この事情聴取の際、Ｈ氏が「この記事はこちら（道新）の完敗だな」「指摘に対して、

説明がつかない」と言ったことに対して、佐藤は、「無視すればいい」「裁判に訴える

なら訴えさせればいい」などと主張した。

　これに対してＨ氏は「「立場にある人（原告）からの指摘や、道警というれっきとし

た組織からの指摘にたいして無視して済むものではないだろう」とたしなめた。

（２）Ｈ本部長は、早急に調査し、結果を出さなければならないとしたが、いつまでと

いう期限は示さなかった。Ｋの受けている感触として、又、（Ｋ）自らの考え方として

は１０月一杯くらいがメドになると見ている。

　※　Ｙ編（集局）総務は何も発言しなかった。（前報道本部長）

（３）佐々木さんにかかわる（記事の）問題は、同時並行して調査、解明していくこと

にした。

○（この調査の結果についての）Ｋキャップの見方（について次のように話した。）

・この会合を持つにはＨ氏は、社長、編集局長、各役員には了承を取り付けている

ものと思われる。

・佐藤の捏造は明らかだが、佐藤が追加材料を示したいと言っているので、言い分

を塞がないようにするため、時間を与えたものである。（捏造記事であるから）追加

材料が示せるはずはないが、この間に、本人自らが覚悟を決め、非を認め、道新

の（今後佐藤に対してとろうとしている）対応に対し、納得させるためのものでしか

ないと思う。

・この後の間に、Ｋキャップとしては、（泳がせ捜査）記事が、事実ではなかった（そ

のような捜査の事実はなかった）、（記事に）真実相当性はなかったという材料を集

めることになる。

・（調査が）これほどまでに時間がかかったのはあまりにも遅すぎた（道新の対応で

あった）



　～中略～（注　Ｋがこの問題に関する社内の状況を説明している）

　　（高田昌幸からは、～中略～泳がせ捜査に関する記事が間違いないという上申

書を取ってある。→（捏造記事についての言い逃れができないように）高田の逃げ

道を塞いだ。）

（４）（調査の）節目にはＨから（佐々木さんに）報告します。

（５）（今後）どのように道新が対応するか、佐々木さんの納得を得られないもので

はダメなので、（佐々木さんと）事前に話し合うようになる。

　　　　　　　　　

私（佐々木）から→（これらの話に対して次の点を要請した。）

１　調査（確実な調査を早急にすること。）

２　謝罪（調査結果に基づいて謝罪すること。私だけでなく私が指摘している他の疑

惑記事の書かれた関係者に対しても謝罪すること。）

３　検証（捏造記事に関しての検証を行うこと。）

４　処分（捏造記事について責任ある道新の関係者を処分すること。）

５　改善策（捏造記事防止について改善策を立てて実行すること。）

（これらのこと）は、（道新としてやるべき）最低のセットになるので十分考えて欲しい

と注文（した。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以上

　佐々木は、平成１７年１０月１８日、菊池育夫道新社長以下７人に対して「最後通

告書」なる文書を送り、これまでの要求についての最後の回答期限を平成１７年１

１月８日とするとし、期限経過後には、公開の場における事実関係の解明のための

行動に移る旨を通告した。

◎面談メモ（平成１７年１０月２１日　自動車安全運転センター　道新道警記者クラブ

キャップＫ）

Ｋ：来週月曜日（１０月２４日）に役員会を開いて調査委員会を立ち上げるが、それ

で社内的に（このことが）オープンになる。社外に伝わるかもしれないが、積極的に

は出さない。

　麻薬捜査（覚せい剤の「泳がせ捜査」）と佐々木さんから指摘されていること（「警

察幹部を逮捕せよ」「追及・北海道警『裏金』疑惑」という書籍の記事）の両方を一

緒に調査し、（その結果を検証）記事にすると思う。

　～以下中略～

　今の段階でこれを知っているのは、役員１０人位と経営企画室１０人位とＨと自分

だけだ。これが知れると（社内から）妨害が出たりして支障が生じるので秘密になっ

ている。



　佐々木さんからの（平成１７年１０月１８日付の）最後通告書昨日見ました。

佐々木：あれはＨさんの前向きな対応が、反対勢力によって潰されそうになってい

るのではないかと思ったこと、時間も経ちすぎていることなどから出した。捏造記事

は絶対許さんというあなたたちの行動は立派だ。だから、ある意味、あの文書はＨ

さんに対する支援にもなるだろうとの思いも込められている。　　

Ｋ：（最後通告の回答期限になっている）１１月８日と言うのは動かないのか。

佐々木：　基本的に最後通告だから動かない。

　～以下　省略～　　

　　　　　　 以上

◎面談メモ（平成１７年１０月２４日　自動車安全運転センター　道新道警記者クラブ

キャップＫ）

　

Ｋ：Ｈ（報道本部長）さん、岩田さん（道警広報課長）と話して、時間がなく社（会社）

に戻った。

（Ｈから）時間がなく（佐々木さんに道新の取り組み現状の説明できないので）申し

訳ないので（Ｋから）伝えて欲しいと言われて来た。

　～中略～今日、常務会（役員会よりも上の機関で構成は）５人位。社長、常務な

どで、調査委員会を作り、（調査委員会を設置することを決めて）早急に調査するこ

とを決定した。ここ２，３日に調査委員を選任する。

※組合～500万円の広告局の（横領金の）私的流用をなぜ退職前なのに調査しな

かったのか。

　 役員～道警との緊張関係の中で道警に（道新に対して捜査に）入られたくなかっ

た、との対立。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以上

◎面談記録（平成１７年１０月２８日　ホテル喫茶店　道新報道本部長Ｈ）

（注　道新報道本部長Ｈと佐々木の面談は、平成１７年８月２５日に続いて２回目で

ある。）

佐々木：何ですか、あの５００万の話は。

（注　道新東京支社の元営業部長が事業活動資金約５００万円私的に流用してい

た事件、道新は社長等役員を減給処分とした）

Ｈ：次から次へと話は尽きないです。

　～中略～

佐々木：やっぱり道新は、チエック機能と自浄能力を高めないといけない。

Ｈ：たがが緩んでいるんですよ。

佐々木：緩んでいると私も感じるね。あまりにも。

Ｈ：あまりにも野放図にやらせ過ぎだ。



佐々木：野放図だと思うよ。野放図すぎる。

Ｈ：上の事情を下は。

佐々木：知っていない。そんな感じだな。

Ｈ：組織として、きちんと成り立っていないんですよ。

佐々木：組織としての動きになっていない。

　～以下省略～

（注　以下、佐々木の最後通告の取り扱い、調査委員会の設置等について話し合

いが行われている）

◎面談記録（平成１７年１１月７日　ホテル喫茶店　道新報道本部長Ｈ）

佐々木：騒がしくなってきたようですね。疲れますね。

Ｈ：いろんなところからいろんな球が飛んでくるので。この前お約束したとおり、（注　

調査委員会の）メンバーが決まって、具体的に始めてますから。

　～中略～

　メンバーは、編集外勤担当であるＳというのと、私と報道本部の編集員３人です。

基本的には

佐々木：編集員の人はなんておっしゃるの？

Ｈ：Ｏです。それは、これまで佐々木さんに、１１月８日までに名前を出して、調査を

やると言ったが、私は約束を守りました。

佐々木：わかりました。それであればですね。スケジュールは？

Ｈ：スケジュールは約１ヶ月。

　～中略～

Ｈ：ちゃんと、キッチリと言ったことはやっていますから。

佐々木：そうですか。やっぱりＨさんだね。この前非常に曖昧だったのは、なかなか

難しい議案だったのだろうと。だから強い意志があっても、言えないのだろうなと。

自信が持てない。

Ｈ：言ったことはやりますから。ただし、どうなるかはわからないことは言えませんか

ら。はっきり言って。

佐々木：そういう気持ちできちんとしなくちゃいけないと思って、ああいう話だったの

だろうと推測していました。

Ｈ：やっぱり、やるということは、会社の組織としてやるということですから、私個人

が何とかということではありませんから。組織として動こうという事です。

　～中略～

佐々木：本人にも通知したの？

Ｈ：通知しました。

佐々木：通知した、２人とも。

Ｈ：今日会います。これから。

　～中略～



佐々木：そうですか。わかりました。それならあと１ヶ月目途に。実はこれ差し上げ

ますけど、これは（１１月９日ホテルガーデンパレスにおける記者会見の記者クラブ

への案内文書）無効になります。使いません。（記者会見の予約を）キャンセルしま

す。ただ、（記者会見の予定の）当日の朝まで（予約したままにして）取っておきます。

　～中略～

Ｈ：はっきり言えば、前任者とは、その時、問題が起きたとき、きちっと対処すればこ

こまでこじれなかったんですよ。

　～以下　省略～

　ここまでの経緯をみると、道新道警記者クラブキャップＫの発言は、調査委員会を

立ち上げる前に「泳がせ捜査失敗記事」は捏造であると決めつけていることが分か

る。

　この日、佐々木とＨは、週刊新潮とクォリティ（月刊誌）の取材対応について、「具

体的な内容については、道新とやりとり（交渉）中なので話はできません」と対応す

ることで、双方が合意している。

　１１月１０日付けの毎日新聞には、「北海道新聞が、内部調査に着手したことが９

日分かった」旨が報道された。

筒抜けになっていた道新の内部調査

　道警裏金問題取材班（本件被告の佐藤一ら８人）のメンバーは、会社側の方針が

「調査委員会の内容を道警に伝える」とのことであったため「情報源は複数の現職

警察官であり、情報源が特定される」と反対、このため調査委員会の設置は見送ら

れたが、編集局に調査チームができた。

　メンバーは、Ｈ報道本部長、編集局次長等３人であった。

　調査チームによる取材班のメンバーに対するヒヤリングが行われた。

　ヒヤリングは１人１回ずつ行われ、取材源を明らかにするよう求められたが「情報

を社内に止め、道警など外部には一切漏らさないという保障がない」という理由で

答えていない。

　ところが、道新の調査内容が佐々木に筒抜けになっていた。

◎面談メモ（平成１７年１２月１５日　自動車安全運転センター　道新道警記者クラブ

キャップＫ）

佐々木：

・１２月中旬まで待て、と言うことだったが、何時までもダラダラとおかしい。社内事

情はあるにしても、これは対外的なものだ。相手がいることを忘れないでもらいたい。

・上旬とは２０日までだ。２１日に記者会見をしたいと考えている。今日、この後、



（記者会見の）会場を予約しようと考えている。

　～以下省略～

Ｋ：

・それをやられたら、今までやっていることがぶっ飛ぶ。よい方向に持っていこうとし

ているのにダメになる。

・私の腹（命？）をかけて、前向き必ずやる。まず、泳がせ捜査（道新の捏造疑惑記

事）でケリをつける。そのことで、佐々木さんの事も（捏造記事であることが）自ずと

見えてくる。分かってもらえるようになる。

・泳がせ捜査（記事の調査）も佐々木さんから要求されている項目のうちの１つに

入っている。

・泳がせ捜査記事の検証記事でも、その点（佐々木さんの記事に関する調査結果

も入れた記事にして）触れるようにする。

・私はすべてをかけてやる。Ｈもすべてをかけている。２人とも。一心同体になって

いる。

　～中略～

・（調査委員会の調査に対して）自分の見たまま、記事の生成過程を話した。自分

なら、真実でないものは記事に書かないと話した。２時間くらい、一番長時間（調査

委員会の）聴取を受けた。

・（泳がせ捜査記事が事実であるかどうかということについて）自分を負けにするよ

うなら会社を去る。他社へ行ってから、この問題を書くと（会社に）言ってある。

佐々木：私の考えをＨに伝え、その返答を持ってきて欲しい。

Ｋ：今すぐ伝える。今日午後５時位までに、Ｈの話も持ってくる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

◎連絡メモ（平成１７年１２月１５日　道新道警記者クラブキャップＫ）

Ｋ：Ｈによく話した。

　Ｈは、佐々木さんのいうのもわかる。キッチリやるからと伝えて欲しいとのことだっ

た。佐々木さんの残り７つの記事も段階踏んで必ず俎上に載せて検証づけする。う

やむやにしないことを約束する、ということだった。

佐々木：わかった。それなら記者会見の場所の空き状況は確認したが、昼にＫの話

があったので予約はしなかった。佐々木さんの残り７つの記事も段階を踏んででも

ケリつけるというのならわかったから、その旨、Ｈさんに伝えてくれ。

　～以下　省略～

　秘密はわかるが、それはその旨明確に言ってくれれば守る。毎日、報道が数社

来て、「いつだ」「どうなっている」と言うこと（質問）には、「わからない」と答えている

状況だ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

◎面談メモ（平成１７年１２月２１日　自動車安全運転センター　道新道警記者クラブ



キャップＫ）

Ｋ（キャップの話）

○年内に第１段階として（「泳がせ捜査」の調査結果を出したい）と考えている。～以

下略～常識的には（１２月）２８日位までにしないとならない。

○第２段階（の佐々木さんにかかわる４本の記事の調査）は年明けになる。

○第１段階で本人達が（「泳がせ捜査」の結末をつけても、佐藤、高田が捏造記事の

責任をとらせて解雇されるなど会社を）辞めてしまうと、第２段階の調査のネックに

なるのは確かだが、（その場合でも調査の）方法はある。

　他の班員も残っている。～Ａ記者もいる。～(Ａは調査で詰問すれば)すぐ落ちる。

（捏造であることを認める）

○ （高田昌幸、佐藤一）の２人が辞めるかどうかも（第１段階の調査では疑問（だ）。

４０歳を過ぎてどうやって食っていくのかと言うこともある。

○ 第一段階で（の調査結果を検証記事にするとき、その中で）、その（泳がせ捜査

記事が捏造であるという）指摘は○佐（佐々木さん）からもされていることを明確に

出す。（Ｓ（注　元道警方面本部長）、Ｙ（注　元道警生活安全部長）にも(この人たち

にかかわる記事についても調査するという)メッセージが必要だから（その記事の調

査をしていることが分かるように本人に当たるなどの調査を）やれという要求を（会

社に対して）した）

○（Ｈ報道本部長）は今、どこかに隠れて（この捏造記事問題の謝罪記事作りの）作

業していてなかなか会えない。Ｈはこれにかかりきりだ。

佐々木：（12/12）の（道警の）７人の（不適正経理問題での）不起訴の（道新の）記

事を見ると、（不起訴ということは）検察庁が独自に処分を決めたのに、自分（道

新）の考えに沿わないことは一切認めないと言う書き方をしている。

（道新が）社長、編集局長、報道本部長のラインで（泳がせ捜査記事で道警に）謝

罪の意思を固めたということは（このような独善的な書き方をみると）大きなギモン

だ。～（真摯に調査するかどうかと）信用できない気持ちになった。

Ｋ：

○それは最も（注　「もっとも」の誤記か？）だ。あれでもＨと私（Ｋ）で（記事の内容）を

随分変えたのだが。

　～中略～

○（調査と謝罪のやり方について）局長、Ｈ、Ｋの３人で極秘に詰めた。（それに対し

て）今はＹ（編集総務）１人が強硬に（調査、謝罪）について反対していて大きな障害

になっている。

　謝罪記事は、（道新の第）一面で先ずはっきりわびて、社会面の２ページ（２枚の

全ページを使った）見開き、広告無し（広告を掲載しない）で詳細に検証記事を書い

て検証をやる。これは、（事前に）外に漏れると（これに反対する勢力から）潰しが

入ってきておかしくなるので極秘にしている。

○局長は自分（の、記者管理や記事のチエック）が甘かったといって（高田昌幸と佐



藤一に捏造記事を書かせないようにするべきだったのにこれができなかったとい

う）管理の失敗を認めており、（管理責任上）苦しい立場に立ってしまっている。

　「覚せい剤 130キロ（が泳がせ捜査の失敗で道内に流入した）なんておかしいと

思わなければならなかった」　「道警が裏金問題を調査し、返還を決めた後も彼ら

の暴走を止められなかった」

と反省している。

○（編集）局内の一部は編集局長を守って社長に辞任してもらうか、局長に責任を

取ってもらってこの問題の収拾をはかるかなどという考えも出ている。

　これは、１０日以上前にやっている。

佐々木：（調査回答の）期日を示せ。秘密は厳守する。

Ｋ：

○今日、Ｈに会うので話す。

○自分ははっきり（正しい対応を）やる。（それが出来なければ私は）腹を切りと言っ

ている通りだ。

○黒は黒と認めて謝罪しないと（道新は今の腐った状態から）再生できない。

佐々木：黒を黒としないと、社内に捏造精神を残してしまうことになる。（そのような

ことをするなら）道新は、何十年か先に破滅する（だろう）

　　　　　　　　　　　　　　以上

　ここで出てくるＹ（編集総務）は、Ｈの前任の報道本部長で、高田昌幸以下の道新

取材班のメンバーは「道新、最後の良心」と信頼し、尊敬して止まない上司であった。

　ところが、Ｙは病に倒れ、平成１８年６月に論説委員に転出、入退院を繰り返し、

平成１９年１０月に亡くなってしまう。

　裏金取材班の記者たちはその後ろ盾を失った。

　取材班のメンバーは今でもＹのことが話題になると涙ぐむ。

　Ｙのジャーナリスト魂は彼らの中にしっかりと残されている。

道新の「おわび記事」と社内処分

　道新は、ついに平成１８年 1月 14日道新第 2社会面に「『泳がせ捜査』記事の社

内調査報告」なる記事を載せた。

　そこには「裏づけ取材不足」、「『組織的捜査』確証得られず」という見出しがあっ

た。

　この「おわび記事」について道新の新蔵博雅編集局長はこうコメントしている。

　「社内調査の結果、全体として説得材料が足りず不適切なものであったとの結論

に達しました。疑いを裏付ける続報を展開し得なかった力不足についても率直に反

省しています」

　同日の毎日新聞には、道警本部の岩田満広報課長の「当該記事の訂正も行な

われておらず、道民の誤解を解くものとはいえない」とのコメントが載った。

　道警は道新の「おわび記事」に納得せず、総務部長名で記事の訂正と削除を求



めた。

　一方、佐々木は、１月１７日、Ｈに対して、「１４日の記事は謝っているとは全く思え

ない、ＨとＳ（編集局長）から、直接お聞きしたい」と電話している。（平成１８年１月１

７日　電話録取書）

　さらに、道新に対して１月１８日「捏造疑惑記事の一部についての調査結果及び

その他の捏造記事等の調査状況の説明要求状」なる文書を発出している。

　道警と佐々木の執拗な追及は続いた。

◎面談記録（平成１８年１月１９日　ホテル喫茶店　道新道警記者クラブ　キャップ

Ｋ）

　

佐々木：どうも。日頃のご努力には、随分評価しています。それで、ちょっと厳しいこ

とを言うけど、ＫさんとかＨさんには信頼は依然おいてますから。その前提で聞いて

欲しい。～中略～まず、これを読んで欲しい。今日、届くはずだから。昨日出したか

ら。（注　佐々木が道新に発した「捏造疑惑記事の一部についての調査結果及びそ

の他の捏造記事等の調査状況の説明要求状」のこと）言いたいことはわかるでしょ。

言わんとしている事は。非常に信頼で繋がっているから。だけど、おかしいんじゃな

いか。

Ｋ：おかしいと言われるのは、道警にも言われています。道警にも説明できないん

だもん、うち。

佐々木：それでね、おととい１７日に電話したんですよ。

　～中略～

佐々木：Ｈ氏と３０分ほど話して、あの記事なんだと。ふざけているじゃないかと、何

も謝っていないと。それでね、裏切られたから。信頼している、まだ。だけど裏切ら

れた。これ以上あれだったら、信頼もはずれてくる、という感じの事まで言ったんだ。

厳しいこと言ったんだ。

Ｋ：うちの部長キレたんだって？

佐々木：キレたのかな？

Ｋ：かなり頭に血が上がったみたいだよ。

　～中略～

佐々木：あれは人を馬鹿にしている話だ。

Ｋ：そこはね、編集局の幹部達の間で、やっぱり意見の違いがあった。足引っ張る

奴いっぱいいるから。俺なんかも、彼らのターゲットになったから。俺も今も集中攻

撃あびているんだから。

佐々木：わかるから。今あなた方がうかぶから。ちゃんと。

Ｋ：俺もＨさんもできる限り。

佐々木：２人（注　ＨとＫ）は今、逆になるから。今。

　～中略～

Ｋ：ここは勝負どころだし、～中略～あの掲載記事ね、謝っていないと友善さんは言

うけど、お詫びしに行くと言う事は、詫びを入れてるわけでしょ。



佐々木：タイトル上はな。

Ｋ：内容は、友善さんが言われた通り、僕だって不満がある。ただし、詫びを入れる

という、組織が詫びを入れるというとこまで持ってきた。

佐々木：そういう意味では、たいしたもんだよ。それはわかるよ。

　～中略～

佐々木：～前略～Ｈさんに伝えてほしいんだわ。どういうことか。このまま行って、誠

意があることを期待している。そして、きちんとやってもらえる事を期待しているけれ

ども、それがあまりにも望めない、あるいは状況だったら、２月のいずれかの段階

で、私が判断した決断した時期に提訴するかもしらん。その心は持っていると。

Ｋ：わかりました。

佐々木：一気に行くから。

　～前略～去年からＨさんは、裁判は避けたいと。そして裁判を避けるために、自

分がやると。だから、待ってくれと。

Ｋ：わかりました。

佐々木：言って、道警を待たせたんですよ。だから俺のもそっちに進むことはしな

かった。

Ｋ：情勢は変わったでしょ、その時から。佐々木：情勢は変わった。

　～中略～

Ｋ：友善さん、弁護士さんとも相談しておられるんですか？

佐々木：している。　勝訴の見込み、持ってる。

　～以下　省略～

◎電話メモ（平成１８年１月２０日　道新道警記者クラブ　キャップＫ）

　～前略～

Ｋ：今までと違って、（Ｈが）弱音一辺倒になっている。

佐々木：（調査して分かった捏造の事実を社内で）全部出してやればいいのではな

いか。（捏造記事ではないといって抵抗している社内の勢力も調査結果を全部出す

ことで捏造記事であるという事実がはっきりすれば抵抗ができなくなって）一気に流

れが変わるだろう。

　流れを変えるため（Ｈ、Ｋ、佐々木の）３人で会談しよう。

　～中略～

Ｋ：（社内で捏造記事だろうという見方が強くなってきて）潮目変わった感じだが，Ｈ

まいってきている。社内で支える人が、おっかなびっくりで居ないのさ。

　（高田昌幸と佐藤一）の２人に聴いた（事情聴取）ら（記事は捏造だという）答え

（が）出た。

　泳がせ捜査記事も（そして、佐々木さんにかかわる４つの）指摘の記事も（佐々木

さんからの抗議や質問に、記者との直接のやり取りについてまで高田昌幸と佐藤

一、道新が）全く対応できず（そのことによって）捏造だと言う答えが出た。

　（捏造だということは）局長も社長も判っている。



　それが、（社内全体に）出たら編集局が真っ二つになる。

　ここで、（Ｈ報道本）部長が倒れたら、誰が始末するのか。（真実を隠さず）にはっ

きりさせる対応に（するべきだ。）

　（Ｈ）は他人（高田昌幸と佐藤一）のことで、自分（Ｈ）が失敗して自分（Ｈ）がやられ

るのならたまったものじゃない。（と言っている）

　（相手が）Ｋだから（気を許して）愚痴言った。

佐々木：（泳がせ捜査や問題の記事に関する）調査結果を（社内全体が分かるよう

に）出してやれ。

　～中略～

Ｋ：（平成１８年１月１４日の道新の「おわび」記事で）詫びを入れたことだけでも（高

田昌幸と佐藤一の）２人は腹切りもの。（２人は）社（道新を）出されたら（解雇された

ら）どうにもならない。（それなのに）２人は騒ぐし、陽動作戦（をやっている。）（２人

の）目玉を抜いてかかとで踏みつぶしたい。

　～以下　省略～

　平成１８年 2月 1日　「道新」朝刊に「北海道新聞社の編集局長ら処分」という見

出しのベタ記事が載った。

　「北海道新聞は 31日、道警と函館税関による「泳がせ捜査失敗疑惑」を報じた記

事をめぐって 1月 14日に「おわび」を掲載した問題で新蔵博雅常務・編集局長を減

給するなど合わせて 7人の処分を決めた。編集局長以外は、当時の報道本部長と

編集局次長が減給、紙面化に携わった当時の報道本部次長、記者 3人がけん責、

当時の編集本部員 1人を戒告とした。」

◎面談記録（平成１８年２月７日　ホテル喫茶店　道新報道本部長Ｈ）

佐々木：１４日のおわび記事見てさ、１月のね。あのお詫び記事と調査結果報告。

ガクッときましたよ。何だこれと。電話でも言ったけど、実際結果的には、対道新と

いう形で考えた時には、許せない。裏切りだと。あるいは、読者の側から見れば、

言葉の魔術使っている。そう思いましたよ。ペンのプロの方はそう思いませんか。　

Ｈ：分かりづらいという部分はあるんですけど。

佐々木：ものすごく分かりづらい。だから、これなら詫びる必要があるのかっていう

感じになっている。　詫びなくてもいいだろうと、これなら。お辛いのはわかります。

　～中略～Ｋ氏が言うんだわ。話聞いてやってくれって。ああいうのが出たあとで、

もはや会う必要がないんでないのかとも言ったんだけれど、いやいや色々あるん

だって、話聞いてやってくれという話で。

Ｈ：あの記事について、どう評価する、あるいは、はっきりいって、立場が違うと取り

方が違うと思うんですよ。

佐々木：そうだよね。　

Ｈ：それは、分かっている中で、ああいう記事出したわけですけど、我々には考えが

あるんですよ。それを、理解していただけるかどうか非常に難しいなとは思ってます。



率直に言うとね。ある程度、はっきり言うと、道警との～（注　以下意味不明　省略）

佐々木：そう、今日。今日が回答期限ですよね。二者択一、私は迫ったんですよね、

社長に。２者択一ですよ。望ましい方向は、自らやる事がいいと私は思うよと。だけ

ども、どっちでもいいぞと。こういう言い方だよね。

Ｈ：それね、わかりましたと。それで、私の方で、うちの局長、来週お会いしたいと。

佐々木：私に？来週？

Ｈ：しかるべき時期に。お互いの都合のよい時期に。それはどうですか？

佐々木：だから、会うにしてもどういう目的や内容

Ｈ：～前略～それが結果的に裁判になるなら裁判になったでしかたがない。その前

にやれることはやろうという事です。我々としては。その中で、佐々木さんの真意は

何なのか、これを局長聞きたい。そういうことです。

佐々木：なるほど。真意は何なのかって、俺、文書に全部入れてる真意なんだよね。

　～以下　中略～

佐々木：Ｈさんも一生懸命やって、本当にご苦労さんだね。～中略～この人こそは

さ、本当のジャーナリストじゃないかなと思って、俺はみている。

Ｈ：それはきちっとお話し合いがついた後でならいいですけど、まだ途中ですから。

佐々木：今までの姿勢がさ、俺は評価してますよ。それに何とか力になろうとしてる

Ｋもね。たいしたもんだよ。相当逆風食っていると思うんだよ。Ｈさんも。２人とも。

　～以下中略～

Ｈ：何とかよい方向行きましょうよ。

佐々木：だから、収め方を、やっぱりぎりぎりな所になるにしてもね、合意に達する

方法がないのかって事なんだ。～以下略～

Ｈ：それは、事前に言ってありますから。局長に。

　～以下省略～

　Ｈの申し出により、道新の役員で編集局長のＳと佐々木の会談が行われる。この

話し合いについては、交渉継続中は公表しないことで合意している。会談は、平成

１８年２月１４日、２月２３日、４月１０日の３回にわたり行われたことになっている。

会談には、報道本部長Ｈが立ち会っている。その内容については、別に明らかにす

る。

◎面談メモ（平成１８年３月３日　道新道警記者クラブ　キャップＫ）

　

佐々木：（道新は）函館税関と道警からの（泳がせ捜査事実が）不存在（という内容

の）（情報公開）文書を入手したが、これ（（情報公開文書）が信用できないから「法

に基づく泳がせ捜査はなかったと言うことが確認できなかった」というなら、その旨

を（平成１８年１月１４日付道新の「おわび」と「社内調査報告」記事に）明記しなけ

れば検証記事にならない。ただの報道記事でなく、検証記事なのだから。

　（読者に対する）重要事項不告知だ。（このやり方は、日刊新聞紙発行部数）123

万部の（道新の読者にたいする対応の）ごうまん（だ）。



　道新の書き得体質もここに極まれりだ。（だから、私は平成１８年）２月１５日に（平

成１８年１月１４日付けの道新の「おわび」と「社内調査報告」記事は、重要事項を

伏せているからその意味では捏造の疑いが極めて強いという）記者会見をした。

Ｋ：その通りです。そのあたりは、近々にはっきりさせる予定です。（今週末か来週

にも・・・）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

◎電話メモ（平成１８年３月１６日　道新道警記者クラブ　キャップＫ）

　　　　　　

佐々木：泳がせ（捜査記事の事実関係を再度記事にするための道新の検討結果

は）どうなったのか。

ｋ：　今の状況はこうなっている。

 ① 3/16 16:00 (Ｓ)道新編集局長は(道警の)■■広報課長に対し、(泳がせ捜査につ

いての事実に関して、事実関係をこのあと道新の記事にすること、また、道警に対

する回答は)「捜査した形跡はなかった」という回答より踏み出さないと回答し、（■

■広報課長との話し合いは）決裂した。～（道新側が）時間をくれということになった。

～対応者　Ｓ(編集)局長、Ｙ(編集)総務、Ｈ(報道本)部長

②　3/16 17:30（道新の）Ｔデスク、Ｋキャップ、Ｍサブキャップが、編集局長に会い、

今までの調査結果で（泳がせ捜査について）記事に書いた事実はないという調査

結果を示し、これでも（道新は捏造だということを）否定していくのか。

　それなら、我々は道警（記者）クラブから引き上げる、と詰め寄ったところ（Ｓ編集）

局長は、「分かった」と（返答）し、道警に対する回答文（として泳がせ捜査の事実は

なかったいうことを認める趣旨の記事）をＫキャップが書けということになった。～

（このときの道新幹部の対応者は）局幹（編集局幹部）～編集局次長以上を指すよ

うだ）全員（Ｓ編集）局長、Ｙ総務、Ｈ（報道）本部長他局幹全員　3/24（３月２４日）ま

でに（道警に回答した上で）、記事化か（記事化すると思う）

佐々木：（道新に）コンプライアンスがあることを示すべきだ。（コンプライアンスは）

新聞社の命だよ。

Ｋ：（泳がせ捜査記事は事実と異なることが調査の結果判明したのだからそれを真

実として素直に認めるべきだと）強く言っている。

　　　　　　　　　　　　　　　以上

◎面談メモ（平成１８年３月２３日　自動車安全運転センター　道新道警記者クラブ

キャップＫ）

佐々木：（道新が記事に書いた）泳がせ捜査の捜査事実の有無の方はどうするの

か。

　　　　　私の記事ともリンクするから。と聞いたところ、

Ｋ：今日２時半に道警広報課長のところへ回答を持ってくることになった。

　今日、～中略～Ｓ局長室に入り、週刊現代（４月１日号「新聞が警察に屈した日」



～原田宏二）の記事があろうとなかろうと、道警に、（平成１７年３月１３日付道新記

事の「道警と函館税関泳がせ捜査失敗」という記事に書かれた）事実はなかったこ

とを回答し、それを記事にしろと強く言った。

　（高田昌幸と佐藤一の）捏造記者をとるのか、我々真面目にやっている記者をと

るのか、どっちなんだ、と迫ってやった。

　捏造記者を守るというなら、我々の首を切れ、道警記者クラブから引き上げるか

ら、どこへでも飛ばせ、と言ってやった。

　それで、今回、（道警に調査結果の）回答を持って行くことになった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

◎面談メモ（平成１８年３月２８日　レストラン　道新編集局報道本部次長Ｔ）

　（「泳がせ捜査」記事について調査した結果、取材ペーパーはあるが、必要な裏

付けもなく記事を書いた根拠はなかった。）

Ｔ：１月１４日の記事ですべてを縛ってしまった。あのような記事を出してしまったか

ら対応の幅がなくなってしまった。３月２５日（土）の道警への回答記事も、だから、

１月１４日の範囲のものになってしまった。

・ 裏付けなどが必要なものなくて記事にしている。自分が来てから、自分も改めて

調査したが、必要な裏付けがなくて書いている。

・ 「泳がせ捜査」だって、捜査員と話したというペーパーがあるが、その捜査員の話

だって、稲葉はこんな奴だという人物評価の話であって、泳がせ捜査があったなど

と言っていない。函館税関だって取材に行っていない。

・ 佐々木さんについての記事だって真実相当性がないと思う。　自分は経営企画

室で裁判の担当をやっていたが、真実相当性があるということは、相当のしっかり

した根拠を持ったものでなくてはならない。彼らはわかってないのだろうと思う。

・ 裁判に耐えられるのかと思う。

・ 上の方は事の重大性を全く知っていない。取り返しがつかなくなることを知らない。

政治記者しかいないために、社会面の裏付けの重要性を分かっていない。

・ なぜ今までのような対応をしてしまったのか。自らの首を絞めた。

・ 民主党のガセネタ（メール）対応と全く同じだ。　

　～中略～

Ｔ：どのような事が要求になるのか。裁判を回避できる条件は（何か）。

佐々木：３点セットだ。　

 ①謝罪・・・（その事実の）記事化。

 ②本の回収。

 ③名誉毀損の慰謝料請求だ。

　この３つに応じることはないだろう（道警への対応でも分かるとおり）から裁判にな

る。

・　今の道新は自浄能力もないし、社長も局長も何もリーダーシップや、管理ができ

ていない。呆れた会社だと見ている。



Ｔ：その通りだ。

　～中略～

佐々木：とにかく道新の中はあまりにもおかしくなってしまっているから、そちらで何

もできないなら、こちらからやりますから。

Ｔ：そうして欲しい。裁判をやるなら、４月中にして欲しい。今、この問題に責任ある

人達がいる間に提訴して欲しい。

　社長、局長は自分に責任がくるので、保身から高田、佐藤を切れないでいる。彼

らの暴走を止められなかった責任も大きい。道新は、前に（新聞）協会賞もらってか

ら、長く開いていたことで、協会賞を欲しかった。それで、彼らにやれやれと暴走さ

せていた。これが裏目に出て取り返しがつかない事態になった。

　高田は、天皇になっていた。紙面づくりの当直で当番制の編集局長代理役の編

集主幹も高田には負けた。

　そんな所へＨさん身動き取れないので、札幌へ来た。Ｈ、私の２人とも（この記事

の問題とは）関係ないんだけど。

　～中略～

Ｔ：泳がせ捜査記事の調査（記事）の調査記事でも、都合の悪いのは全部隠し

ちゃって。

　～中略～

佐々木：１月１４日が謝るチャンスだった

　～中略～

Ｔ：稲葉の名前は（裁判で）出ていますよ。それが何か証言だと。

佐々木：それが（泳がせ捜査が）あったという話にはならないよ、何も。

Ｔ：いいフリこかないで、原田本人がこんな本を出したということは事実だから、（そ

の本の中に）こうしたくだりがあった、とそれだけ、本が出版されたという紹介を書け

ばよかった。

佐々木：それでいい。

Ｔ：いいフリこいた。（原田の本の出版照会のはずの記事が、泳がせ捜査が会って、

大量の覚せい剤と大麻が道内に流入したというような記事にしてしまった）。

　　～中略～

Ｔ：裁判は来月あたりですか。その作業、対応やらされるのは私です。（佐々木さん

から道新に対して）文書をいくら頂いても、最初は木で鼻をくくった対応でしたが、今

は（回答）できなくなった。

佐々木：出せなくなったのかい。

Ｔ：もう（裁判）起こして頂いても。（裁判）やるんだったら早めにやって頂いた方が

（よい）

佐々木：道新は要請に応じられないんでしょう。

Ｔ：それ（裁判）回避できる条件は。

佐々木：３点セットだ。謝罪すること。４つの事実につて事実でなかったと言うことを

認めて謝罪すること。本を以後、売らないこと。損害賠償すること、の３点セット。

　～中略～



Ｔ：この問題何とかしないと会社が滅びる。私は、社の方が大きな問題があり、

（佐々木さんに）「何とか収めて欲しい。」とは言わない。何とか社を正すべくやって

欲しい。

　道新は最後の最後までスキあらば逃げようとして、醜いばかりであり、新聞社とし

て情けない。

　捏造問題で佐々木さんと何らかの交渉をしようと考えていたが、社の姿勢を見て、

その気になれない。

　～以下　省略～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以上

　なお、第１１回口頭弁論での被告佐藤一、原告佐々木友善の証言は、現在取り

纏め中なので近く登載する。 

第１９回　第１１回口頭弁論　被告　佐藤　一（道警記者クラブキャップ）の証言

　　　　　   原告　佐々木友善（道警元総務部長）の証言

　第１１回口頭弁論が平成２０年８月１８日午後１時３０分から、札幌地裁８階５号法

廷で開かれた。

　当日は、道警の裏金疑惑発覚当時、道新の道警記者クラブキャップだった被告

の佐藤一、同じく道警総務部長だった原告の佐々木友善が証言台に立った。

　開廷前の傍聴希望者は７３人だったため、６０の傍聴席をめぐって抽選になった。

　原告席には、原告の佐々木友善と代理人の斎藤弁護士が着席。

　被告席には、被告の佐藤一、被告佐藤・高田の代理人清水弁護士、道新代理人

馬場弁護士、田口弁護士、見野弁護士、旬報社、講談社代理人弁護士、補助参加

人で原告の大谷昭宏、宮崎学とその代理人喜多村弁護士、安田弁護士、市川弁

護士がそれぞれ着席した。

　特別傍聴席には道新関係者等、記者席には道新、朝日、毎日、読売、ＮＨＫ等の

記者、一般傍聴席には、１０人前後のいつもの道警ＯＢの顔があった。

　定刻通り開廷、冒頭原告側が第８、第９準備書面を陳述、前回提出した甲８４号

証の正当性を主張したほか、前回の口頭弁論の傍聴をめぐって「道新側が傍聴妨

害を働いた」旨の主張を行った。

　被告側が準備書面７を陳述、陳述書（Ｓ元道新編集局長）を提出した。

　この陳述書で元道新編集局長Ｓは、平成１８年２月から５月にかけて道新編集局

長として原告佐々木と合計４回会談したとし、「原告が提出した文書（甲第８４号証）

は、原告が隠しどりした録音テープを文字にしたと称するものであり、～中略～当

方の同意を得ずに、会話をひそかに録音し、それを文書にして裁判の証拠として提



出することは、社会通念を大きく逸脱し、数次、長時間に渡って原告とのコミュニ

ケーション確保に努めた私たちの人格を踏みにじる行為として怒りを禁じ得ませ

ん」と述べている。

　なお、この陳述書の内容については、追って詳しく紹介する。

竹田裁判長　この第９準備書面の「第３」（傍聴妨害と称する件）は周辺事情という

ことか？

斎藤弁護士　ハイ。証拠評価につながる事情、として取り扱いください。

竹田裁判長　さて、双方から傍聴についてのやりとりがありましたが、すでに主張

整理は終わっています。裁判所としては場外乱闘を好むものではありませんので、

以後考慮して頂きたい。

　ここで、原告佐々木友善と被告佐藤一が並んで証言台に立ち、２人が声をそろえ

て「宣誓」した。

　午後１時４０分から被告佐藤一が証人席につき証人尋問が始まる。

　被告の代理人清水弁護士が、陳述書の内容の確認や、「記者クラブとは」などの

基本事項について尋問した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　）は筆者の説明、文中敬称略

清水弁護士　日々の事件報道はどのようにして行われるのか。

佐藤　警察関連の記事はまず、警察から事件について発表があり、発表後に警察

側から状況説明があり、それに独自取材を付け加えて記事化する。

清水弁護士　記者クラブに入らないと日々の報道に影響があるか。

佐藤　ある。

清水弁護士　警察官個人の不祥事と、警察組織ぐるみの不祥事では取材のしやす

さは違うか。

佐藤　大いに違う。また、組織ぐるみの不祥事は通常、サツ回りではなく遊軍記者

が取材することが多い。

清水弁護士　では、今回の道警裏金問題はどこが取材をしたのか。

佐藤　道警クラブの８人で行った。

清水弁護士　なぜ、道警クラブでやったのか。

佐藤　警察取材に詳しいし、何よりもサツ担当者自身が真正面から組織とぶつかり

合いたいと思った。警察庁のコメントは、東京の警察庁担当者にとってもらっていた。

清水弁護士　警察との懇談とはどんなものがあったか。

佐藤　２５日会、キャップ懇、忘年会、歓送迎会、クラブ総会などだ。キャップ懇は、

キャップが取材などのため、サブキャップが出ることもあった。

清水弁護士　前回の尋問で中原記者は「少なくとも一回は出席したのを覚えてい

る」と言ったが。

佐藤　それ以外にも出たことがある。たとえば、キャップ懇でみなが酒を飲むなど場



が和んでくると、会場が記者クラブに隣接する部屋だったので、途中参加してくる記

者が多かった。中原もそんな風にして参加していたと思う。

清水弁護士　陳述書で警察官から「飼い犬に手をかまれた」といわれたとある。つ

まり、道警と道警クラブの記者の関係は飼い主と飼い犬のように考えられていると

いうことか。

佐藤　その通り。それを言った警察官は、ざっくばらんに話してくれる人で、仲も良

かった。しかし、腹の中では我々を下に見てるんだろうなということを実感した。

清水弁護士　「わかるでしょ、理解してよ」発言について。これは原告のその文言自

体を読者に伝えたかったのか？

佐藤　違います。これは捜査用報償費の領収書に実名は書かない、ということを認

めていた事実です。

清水弁護士　それは道警が不正経理を認めたことになるの？

佐藤　そうではありません。そのころというのは、（道警ＯＢの）原田さんや斎藤さん

が実名告発し、裏金の存在はほぼ、事実となっていた。にもかかわらず、原告は表

では不正はないと言い続けていた。そんな折、そう言えば以前、こんな事も言って

いたなと思いだした。そのときから何も姿勢を変えていないという事について伝えた

かった。

清水弁護士　本の中で、原告の答弁を聞き、取材班の一人は３カ月前を思い出し

た、との部分があるが、この取材班の１人はあなた？

佐藤　そうです。

清水弁護士　偽名領収書の作成については認めたが、裏金の存在は否定した。そ

れについて納得した？

佐藤　納得できなかった。偽名領収書はその裏を取るために、本人に直接当たるこ

とはできない。これは裏金作りにつながる話だ。「裏金がある」というのと「裏金が作

れる」というのは別問題ではあるが、我々はさまざまな捜査員に接触し、話を聞い

た。その結果「捜査協力者は存在しない」「捜査協力者に報償費はわたっていな

い」との証言をいくつも得ることができた。なので、原告の言っていることは虚偽だと

思った。

清水弁護士　原告は「２００３年１１月に偽名領収書の存在を認めたことは大スクー

プだ」と主張しているが、どうか。

佐藤　それはスクープにならない。裏金の存在そのものを認めたことにならないか

らだ。われわれは当初から、組織的な裏金作りを公式に認めさせることを前提に取

材していた。偽名領収書は手段であり、本丸ではない。

清水弁護士　ここに公安委員会の議事録がある。これをみると原告の一言以外は

芦刈本部長の説明が大半だ。この芦刈氏の発言を見てどう思ったか。

佐藤　出所不明の文書について云々など、（道議会等の）最初の答弁と同じだと感

じた。当然、納得できなかった。それは出所不明かどうかが問題ではなく、中身の

真実性が大事だからだ。内部告発の人が出した書類に本部長が向き合おうとしな

かったことにも納得がいかなかった。

清水弁護士　原告の公安委員会での「領収書に名前は書かないこともある」との発



言はどう思ったか。

佐藤　われわれへの説明とニュアンスが違うと思った。われわれには「本名なんか

書けるわけがない」といってたわけだから。

清水弁護士　この議事録の開示を受けて、どのように佐々木氏に取材したか。

佐藤　取材の申し入れを行い、直接取材をした。場所は道警本部９階の総務部長

室で、その場にいたのは私と中原記者、佐々木氏、広報課の担当者も立ち会った。

清水弁護士　なぜ、議事録に記されたこの原告の発言に注目したのか。

佐藤　公の場での発言で偽名領収書を認めたから。

清水弁護士　「本部長に叱責されたらしい」について。端緒は道警幹部からかかっ

てきた電話だと言うが。

佐藤　ハイ。電話の中身は、道警内部ではもう、裏金の存在を認めた方がいいとい

う空気が充満しているという話が中心で、話の流れで「総務部長が本部長に怒られ

たらしい」という話がでた。

清水弁護士　冗談だと思わなかったか。

佐藤　そうは思えなかった。信頼できる内容だと感じた。ウソをつく理由もないし、原

告をおとしめるような必要もない。また、（副知事への裏工作の）記事が出る、出な

いでもめたこともあり、記事が出たことで芦刈氏に怒られるということはあり得ると

感じた。

清水弁護士　しかし、芦刈氏の方が年も若く、芦刈氏本人も気さくな人格だったとい

う。そんな背景があっても、怒られたと思う？

佐藤　警察は基本的に階級社会だ。たとえ和やかな関係だったとしても、あり得る

話だと思った。

清水弁護士　その問題の記事だが、朝刊は見送ると伝えたのか。

佐藤　ハイ。

清水弁護士　その後、高田さんから「夕刊以降は約束できない」と伝えるよう言わ

れてますね。

佐藤　ハイ。

清水弁護士　で、その「叱責」について、確認取材はしたのか。

佐藤　ハイ。２０人くらいに聞いたが、ほとんどの人が叱責の事実を知っていた。中

でも４人は時間、場所、文言など、すべてが一致していた。「下手を打つ」の発言も

入っていた。

清水弁護士　その警察官の所属は？

佐藤　総務部や警務部が中心だ。

清水弁護士　「どこまでやられるかと思ったよ」発言について、佐々木氏の勤務する

自動車安全運転センターに入ったことはある？

佐藤　あります。２００４年４月頃です。回数までは覚えてませんが、入り口は入りや

すいので、少なくとも数回はあります。原告とはセンター内で話したこともある。旬

報社の本が出る前の話です。話した内容は雑談程度の話です。話した場所は彼の

事務机の前の応接セットだったと思う。



清水弁護士　原告の机には何か載っていたか。

佐藤　いいえ。何も乗ってませんでした。決裁の書類も何もありませんでしたので、

彼はここでなんの仕事をしているのかなと思いました。

清水弁護士　道警の２階にある食堂は職員以外でも利用できるのか。

佐藤　私はちょくちょく利用していました。特に制限はなかったと思う。原告の姿も見

たことがある。規定までは知りませんが。

清水弁護士　道警の２階につながる階段は「立ち入り禁止」の札が立っているが。

佐藤　私は利用していましたし、それでとがめられたことはありません。

清水弁護士　原告が同センター以外の道警の部署にいるのを見たことがあるか。

佐藤　２階の広報課でよく入って、話しているのを見ました。

市川弁護士　本部長叱責の前振りになった「調査すると答弁しないで」記事につい

て、複数の道幹部が証言しているが、これを取材したのは？

佐藤　取材班のメンバーの一人です。私は原告のコメントを取りました。

市川弁護士　この記事が出たあと、道庁側から抗議やクレームは入ったか？

佐藤　いいえ。ありません。

市川弁護士　道警からは？

佐藤　記事が出てから１週間ほどしたあとに、原告と広報課のＭ課長（～当時）が

会社に抗議に来ました。それは事実関係の誤りをただすものではなく、夜回りとい

う取材手法がおかしいということと、記事が出ないと言っていたのに出たのはおか

しい、ということです。

市川弁護士　原告から、この記事に登場する道幹部は誰だとか、そういった質問

は？

佐藤　ありません。

市川弁護士　旬報社の本について。この座談会と本出版の経緯は？

佐藤　取材班の一人に「座談会をやって本にしないか」と出版者側から打診があり、

私のところに話が回ってきた。その後、正式な書類が来て、このテーマで座談会を

やろうということになった。

市川弁護士　座談会はいつ？

佐藤　４月１１日に札幌のホテルサンルートで行った。出席者は私と高田、取材班

の一人、旬報社の木内さん、大谷さん、宮崎さん、あともう一人旬報社の方がいた。

座談会は木内さんが司会をして進めていった。

市川弁護士　「下手を打ったと叱責されたらしい」の部分は誰の発言？

佐藤　私です。

市川弁護士　テープ起こしはだれがやったの？

佐藤　旬報社側で起こしました。そのゲラは私を始め道新取材班のみんなでチェッ

クしました。特に道新側の発言は詳しくチェックし、その中で「叱責」も道新の発言と

して入れていい、と判断しました。これは、道警の苦悩ぶりを示すエピソードだと判

断したからです。

市川弁護士　この文言を入れる入れないの最終判断をする人は誰だったか？



佐藤　道新側の判断は私と高田です。最終的な編集権は旬報社にあると思います

が、大谷さんと宮崎さんがいなければこの本はできなかったので、事実上は２人に

（編集権が）あるのかなと思う。

市川弁護士　「泳がせ捜査失敗」記事の「おわび」について。これは何をわびた

の？

佐藤　私の考えですが、これは何をわびているのかわからない。取材の不十分さを

わびたものだということは事後に理解しました。

市川弁護士　道新から道警に文書が出ている。「法的な裏付けのある組織的な泳

がせ捜査はなかったと推認される」という内容だが知ってるか？

佐藤　そういう文書が出たのは知っている。この記事についての調査は、捜査関係

者など取材源の秘匿に関わってくる分野が多いので「情報の保秘を担保されない

と答えられない」と言い続けていた。調査が不十分な中で、出されたものだと思う。

市川弁護士　調査の中で、この記事はねつ造だといわれたか。また、指摘はされた

か。

佐藤　言われていない。

竹田裁判長　そこは争点ではないので簡潔にお願いします。ほかの間接事実に関

わる事情として聞くのはいいが、道新の内部調査の状況とかはいいです。続けられ

るのはいいですが、簡潔に。

市川弁護士　原告側が出してきた甲８４号証（佐々木と道新社員との間で行った交

渉の隠し撮りテープの文字起こし）で、道新のＫ記者が「泳がせ捜査失敗記事はね

つ造だ」と言っているが。

佐藤　社内の一部でそうしたことを言っている人はいたようだが、直接的に聞いた

ことはない。Ｋ記者がそんなことを原告に言ったのは理解に苦しむ。

市川弁護士　原告のいう摘示事実について、調査されたことは？

佐藤　されていないし、ねつ造と言われたこともない。

　被告側の尋問は午後３時に終了、原告側の尋問が始まる。

斎藤弁護士　本当に原告の職場（道警庁舎内の自動車安全運転センター）に出入

りしてたの？

佐藤　先ほどもいったとおり、行ってました。

斎藤弁護士　でも、センターの職員があなたを見たことがないと言っている。その職

員の陳述の方が真実ではないのか？

佐藤　その方は私を知らないだけ。写真を見ただけで判断できるとは思えない。

斎藤弁護士　あなたの陳述書には「廊下で会った」とかそんなことしか書いてない。

それだけ読むと、センターに出入りしていたとは思えないが、どっちが本当なんです

か？

佐藤　別にうそは書いてない。陳述書に出入りしたと書かなかっただけのこと。

斎藤弁護士　でも、入ったことはないんでしょ？

佐藤　そんなことはない。出入りしている。



斎藤弁護士　あなたは原告の机の上に何もなかったと証言しているが、富士通のＦ

ＭＶの大きなパソコンはなかったか？

佐藤　ありませんでした。

斎藤弁護士　１２月３１日の「ぼくも終わりかな」と言った最高幹部はだれ？という道

警からの質問に対し、道新は「課長級以上」と答えている。これはなぜか。

佐藤　このころは裏金報道が始まったばかり。警察と記者の関係から、無用な緊張

感を作りたくなかった。

斎藤弁護士　課長って最高幹部ですか？　それは社会常識としてはどうなの？

　被告側席から複数の「異議あり」の声～原告側は議論をふっかけている。

斎藤弁護士　議論でもいいじゃないですか。（法定内から失笑あり）

竹田裁判長　記事はどういう経緯で作ったの？

佐藤　私と中原が執筆したが、情報は取材班があちこちから取ってきたもの。

竹田裁判長　つまり、道警との軋轢を避けるためにぼかして書いた、という趣旨で

いいんですね。それを前提に、質問どうぞ。

斎藤弁護士　では、「いやいや、どうなるかと思ったよ」についての話を。道新はこ

れについて、原告からの質問に対し、答えをくるくる変えている。たとえば、「これを

聞いたのは誰か」との質問に対し、最初は「旧知の記者」と言っていたが、それが

「佐藤」に変わった。

佐藤　旧知の記者は私ですし、何も変わっていません。

斎藤弁護士　あなた、原告と知り合って何年ですか？

佐藤　いちいち覚えていません。

斎藤弁護士　知り合って一年ではなかったですか？

佐藤　そんなことはありません。

斎藤弁護士　また、立ち話をした場所も「道警庁舎内」から「廊下」、「階段」と変えて

いる。

佐藤　何が変わっているのかがわかりませんが。同じですよね。流れの中の話で

す。「新天地はどうですか」など歩きながら話せば、廊下から階段になることもある。

斉藤弁護士　ふーん。そうですか。道新の主張がくるくる変わっているわけですが

…

旬報社代理人　異議あり。誤導だ。佐藤は「同じだ」といっている。

斎藤弁護士　では、道警本部の１階から２階へ行く階段は、あなたが使うことを許さ

れていたか。

佐藤　とがめられたことはない。

斎藤弁護士　立ち入り禁止のロープが張ってあったはずだが、そのロープを乗り越

えたのか？



佐藤　隙間から入ってましたが。

斎藤弁護士　「いやいやどこまでやられるかと思ったよ」発言の録音テープを持って

ませんか？

佐藤　答えられません。

（多少やりとりあり）

竹田裁判長　録音してませんか？

佐藤　していません。

斎藤弁護士　Ｓさん（当時の道新編集局長）はテープの存在をにおわせていますが、

話が違うでしょ。

佐藤　Ｓが言ったことに関しては関知しない。

竹田裁判長　この部分は、体験事実のみを聞いてください。

斎藤弁護士　苫小牧の出光精油所火災の誤報の検証記事について。「裏付けとれ

ない記事は書けない」とある。これは正しいか。

佐藤　一義的には正しい。ただ、現場の状況も取材濃度もそれぞれの事案で異な

るので。

斎藤弁護士　では「叱責」記述の際、なぜ芦刈氏や原告に裏を取らなかったのか。

佐藤　芦刈について言えば、こういう個別取材は一切受けていなかった。佐々木に

ついてはその伏線となる記事で大怒りされていたので、取材は厳しかった。しかし、

周辺取材でその事実を確認できた。ただ、（本人に直接取材していないこともあり）

伝聞として書いている。

斎藤弁護士　芦刈さんは物事によっては個別取材も受けると言っていたが。

佐藤　当時、記者クラブから何度も申し入れしていたが、そうした話にはならなかっ

た。だったら今回も難しい、と判断した。

斎藤弁護士　でも、原告にはその後、会いに行ってますよね？

佐藤　日常会話と取材の場は違う。この話の取材は受けてもらえないと判断した。

斎藤弁護士　中原さんは佐藤が佐々木の退職後も頻繁に行っていると証言してい

るが、これはあなたの証言と食い違う。

佐藤　頻繁と言っても人によって意味合いが違うのでは？

斎藤弁護士　「調査と答弁しないで」記事では、ウラ取りに行ってますね。

佐藤　その記事以降、原告と緊張関係になった。

斎藤弁護士　カウンターコメントを取るのが報道の倫理じゃないのか？

佐藤　一義的にはそう思うが、一概には言えない。内容や取材濃度の差もあるし、

その場その場で考えるべきことだと思う。

斎藤弁護士　２０人に取材し、４人から確定的なことを得たと言うが、今までそんな

ことを言っていたか？

佐藤　言っていませんが？

斎藤弁護士　Ｉさん（当時の道警総務課員）の陳述書によると本部長室内でのやり

とりが外に漏れることはあり得ないのだが。こういう状況は取材したか。



佐藤　質問の意味がわかりませんが

竹田裁判長　この陳述書の内容について見聞きしたことはあるか？

佐藤　私としてはしかるべき取材をしている。

斎藤弁護士　Ｉさんに話を聞いたか。

佐藤　Ｉさんには聞いてない。他の人に聞いている。

斎藤弁護士　本部長室内の音は聞こえないというが。

佐藤　個別のことについては答えられない。

斎藤弁護士　「わかるでしょ、理解してよ」について。道新側の説明する「状況」は変

化しており、これについては「記憶の混同」を理由に説明している。どういうことか。

佐藤　当時、キャップの私のところには取材情報が刻々と上がっていた。その中で、

自分自身が体験した出来事と、中原からの報告が混同したということだ。

斎藤弁護士　原告は訴訟前にも何度も何度も道新側に確認を求めていました。道

新は調査していたでしょう。

佐藤　いや、調査は受けていない。

斎藤弁護士　でも、道新は会社として正式に回答している。中原にだって聞いてい

る。これは調査でしょう。

佐藤　調査と呼べるものではない。

斎藤弁護士　ところで、２人とも佐々木さんが酒に酔って話したと言っているが、２

度も酒によって口を滑らせるとは思えないが。

市川弁護士　異議。本には「酒が入っていた」と記述している。酔っていたとは書い

てない。

斎藤弁護士　同じでしょ（法廷内失笑）。ところで、同業他社の記者が同じ席にい

たって言うけど、どこの社の誰？

佐藤　記憶がありません。

斎藤弁護士　でも、記者クラブでいつも顔を合わせていたんでしょ？

佐藤　一人の幹部を囲んで懇親する場面は、ほかにいくつもあったので。

斎藤弁護士　偽名領収書の存在は当時、道警は認めていなかった。どうしてその

発言を記事にしなかったの？

佐藤　当時から、組織的な裏金作りを公式に認めさせることが目標だった。偽名領

収書は裏金作りのツールにすぎない。公式な場での発言なら書こうと思った。

斎藤弁護士　回りにいた記者は何か質問しなかったの？

佐藤　質問はしていなかったと思う。そもそも、懇親会は取材の場ではない。何か

について問いつめるとか、そういうことは控えていた。

斎藤弁護士　ほほー。謙虚に取材してたんですね。

被告側から　だから取材じゃないって言ってるだろ！との声

竹田裁判長　言葉尻をとらえてやるのではなく、行為として「それ、おかしいよ」と指

摘するような、そういう質問をしてください。

斎藤弁護士　「泳がせ捜査」について。これは道警側コメントを取ったか。

佐藤　取っている。誰に取ったかは迷惑になるので答えられない。



斎藤弁護士　道警はこの件で取材を受けていない、と主張していますが？

佐藤　道警は関係者に確認したというが、具体的な内容は明かしていない。原告さ

んがどうしても拘るというのなら、さらに説明しますが。

竹田裁判長　佐藤さんもちゃんと、聞かれたことについて端的に答えて。取材の経

過はどうだったのか。答えられる範囲でどうぞ。

佐藤　私は当時の捜査担当者から話を聞いている。道警の調査がその人に及んだ

かは知らないが、このような道警の文書は遺憾である。

斎藤弁護士　大変な量の覚醒剤と大麻だ。なぜ、後追いする新聞がなかったのか。

佐藤　稲葉さんや捜査関係者に当たれるかどうかだったと思う。

竹田裁判長　いや、あなたが書いた記事でしょ。その後、続報取材はしていたの？

佐藤　高田には、続報できるネタがあれば続報を出そうと言っていた。

竹田裁判長　取材は続けていたのか？

佐藤　ハイ。

斎藤弁護士　道新の記者を名乗る人物からの手紙には「ねつ造」とはっきり書かれ

ている。

佐藤　この文書は基本的な誤りも多く、出所も不明だ。うちの社員がこんな文書を

書くとは思えない。そうした文書の内容については答えたくない。

斎藤弁護士　（道新の）Ｋ記者はねつ造と言っているが。

佐藤　彼がそういう思いで言っているだけだ。

斎藤弁護士　「泳がせ」では結局、お詫びが出た。これは正しい内容だと思うか。

佐藤　先ほど言ったように、会社の見解と私の見解は異なる。こうした記事が出る

ことを私は止められなかったし、この会社に勤めている限りは言えないこともある。

斎藤弁護士　Ｋ（記者）はＨ（お詫び記事の当時の報道本部長）に「死ね」と言ったと

いう。上司に対してそこまで暴言を吐くのは並大抵のことではない。

佐藤　そんなことがあったことは、この文書が出されるまで知らなかった。どんな思

いかはＫでないのでわからない。Ｋに聞いてくれ。

斎藤弁護士　Ｈに「この記事は完全に負けだな」と言われなかったか。

佐藤　覚えてないが。

斎藤弁護士　Ｓさん（元道警函館方面本部長）の人事のことで記事にしたことがあ

るね。

佐藤　名前は出してませんが、記事にした。

斎藤弁護士　それ、ねつ造記事でしょ？

佐藤　何を言っているのか。根拠を示して頂きたい。

斎藤弁護士　でも、謝罪しましたよね。

佐藤　言葉としてそういったが、謝罪の意味ではない。

斎藤弁護士　「申し訳ありません」と言いながら、本には載せた。おかしくないか。

佐藤　Ｓさんの気分を害したことについて申し訳ないと言っただけだ。記事が誤り

だったと言ってはいない。

斎藤弁護士　Ｙさん（元道警生活安全部長）の「裏金告白」もねつ造でしょ？



佐藤　何をもってねつ造と言われるのか。意味がわからない。

斎藤弁護士　Ｙは雑談に応じただけで、いきなり記事になりびっくりしたと言ってい

る。道新記者からの手紙によれば、取材したＡ記者が「それじゃねつ造になる」と泣

いて記事を止めることを懇願したとある。

佐藤　そんなことはあり得ない。Ａ記者も私の目の前では泣いてない。

斎藤弁護士　Ｋ記者は「調査すればＡ記者は落ちる」と言っているが。

佐藤　ありえないです。

斎藤弁護士　Ｙさんの記事と同じ話は他社が書いたか？

佐藤　覚えていない。

斎藤弁護士　取材班が作成した記事全般に関する調査委員会が作られましたよ

ね？

佐藤　そんな事実はない。

斎藤弁護士　Ｋがそういっているが。

佐藤　それはないでしょ。

斎藤弁護士　泳がせ捜査の記事については調査委員会が設けられましたよね？　

また、佐々木さんの記事に関する調査も行われた。

佐藤　泳がせ捜査の記事に関しては調査チームが作られたが、委員会ではない。

佐々木さんの記事についてはそんな委員会があることを聞いたことがない。

　原告側斎藤弁護士の尋問が終了し、裁判所の尋問が行われた。

左陪席裁判官　「わかるでしょ、理解してよ」とは、偽名領収書の作成について理解

を求めた、ということですよね？

佐藤　ハイ。

左陪席裁判官　この本の記述では前後にそうした記述は出てこない。どうしてこう

いう書き方をしたのか。

佐藤　それはこの部分に２つの意味を持たせたかったから。１つは一義的なもので、

彼が偽名領収書を作成しなければならない事情について理解を求めた、ということ。

もう１つは当時、原田宏二さんや斎藤邦雄さんの実名告発が出ていて、道警の裏

金作り自体がかなり、事実として認知されていた。にもかかわらず、佐々木さんは

まだこんなことを言っている、ということを示したかった。

竹田裁判長　その、捜査協力者の名前が書けない、ということと、裏金作りへの理

解についてというのが同じ、ということなの？

佐藤　偽名領収書の延長線上にあるものへの理解も求められたんだ、ということを

…（以下メモ漏れ）

竹田裁判長　そのページでは偽名領収書のことは一言も書いてないが。

佐藤　そのページではそういう書き方になっているが、その以前のページで偽名領

収書については書いている。

竹田裁判長　佐々木さんが叱責されたことは道警のしかるべき人たちから聞いたと

言うが、これは電話で聞いたの？　直接会って聞いた人は？



佐藤　電話で聞いた人もいるし、直接会って聞いた人もいる。

竹田裁判長　その情報は「自分が直接、怒られているのを見た」というものなのか、

「怒られたと言う話を聞いた」のどっちだったか。

佐藤　それを答えると、取材相手が限定されるので、お答えできません。

清水弁護士　本では「叱責されたらしい」と記述がある。つまり伝聞情報だったとい

うことではないのか。

佐藤　ハイ。

竹田裁判長　裏を取ってから記事にするという話の部分だけど、新聞記事と今回の

話は異なるが、それでも本人に聞くことは困難だったか？

佐藤　ハイ、困難でした。おそらく、裏金報道がなくても困難だったと思います。そう

いうことが聞ける環境でもなかった。

大谷補助参加人　執筆者の一人として伺うが、あそこの部分で相手に確認をとって

も、１００パーセント否定するだけで、全く意味がないことだと思うが、どうか。

佐藤　（答弁メモ漏れ）

　以下、再質問が行われた。

市川弁護士　裏金作りの根幹は、電話帳などから適当に名前を引っ張ってきて公

金を支出したように見せかけ、現金を作ること。偽名領収書の作成は疑惑解明の

第一歩だったのでは？

佐藤　そうした予測にたってはいたが、取材ではあくまで、組織的な裏金作りを公に

認めさせることが第一の前提だった。公の場でなければ、言った言わないの話にな

るので。

安田弁護士　旬報社の本では「叱責されたらしい」と言っている。この表現にしたの

はなぜか？

佐藤　本人に確認できればベストだが、それはできなかった。周辺取材を重ねて内

容の確度を高めたが、それでも伝聞であるということは明示した。

安田弁護士　つまり、叱責の事実は確実と考えていたが、ウラを完全に取り切れて

ないので伝聞にしたということ？

佐藤　ハイ。

竹田裁判長　確認ですが、これは伝聞情報を聞いたと言うことではなく、確度の高

い情報はとれていた、ということか？

佐藤　その通りです。

斎藤弁護士　じゃあ、なぜ裏を取らなかったのか。

佐藤　だから、何度も申し上げましたが、そういう状況ではなかった。

　佐藤尋問が終了し、暫時休憩となる。

　午後４時３０分　原告佐々木友善の原告側主尋問が始まる。



　冒頭、斎藤弁護士が、「警察幹部を逮捕せよ！泥沼の裏金つくり」（旬報社）と「追

及・北海道警『裏金』疑惑」（講談社）を示し、原告が名誉を毀損されたと主張する各

記述の事実について確認した。いずれも佐々木は全面否定した。

齋藤弁護士　「叱責」記述について、佐藤は複数の道警幹部から聞いたと言うが。

佐々木　初めてそんな話を聞いた。取材源の秘匿というが、どうなのか。そもそも、

直接確認も受けてないし。

斎藤弁護士　「わかるでしょ、理解してよ」記述でどんな迷惑を受けたか。

佐々木　これにより、表での否定発言と違って、裏では肯定していると思われ、人

間性が疑われるとある人に言われた。また、文庫本の帯に「そして彼らはうそをつ

く」と書かれており、その部分からもそうした印象を受ける、といわれた。

斎藤弁護士　旬報社の本の帯にはなんと書いてあった？

佐々木　警察組織の犯罪を暴くとか、詐欺集団とか書かれていた。それで「警察幹

部を逮捕せよ」というタイトルだ。これは言ってみれば、私を逮捕しろということなの

か、と思った。

斎藤弁護士　「どこまでやられるかと思ったよ」記述で、どんな迷惑を被ったか。

佐々木　二枚舌を使って追及を逃れ、まんまと退職したもので軽率である、倫理観

のない人と指摘されているよと、ある人に言われた。

斎藤弁護士　佐藤は「旧知の記者」だったか？

佐々木　いいえ。着任時のあいさつ回りで初めて見知った。

斎藤弁護士　今回問題になっている記述は、いずれもねつ造か。

佐々木　ねつ造だ。これらはいずれも、私が体験していないから、断言できる。

斎藤弁護士　「泳がせ捜査失敗」記事は真実か。

佐々木　全く違う。私は税関や道警に対して情報開示請求をしたが、「そのような捜

査を実施していないので文書は存在しない」と回答があったので、その事実はな

かったと思う。

斎藤弁護士　泳がせ捜査には裁判所の令状が必要ですよね。

佐々木　ハイ。そんなものは存在しなかったということだ。

斎藤弁護士　これについて、Ｓ氏（当時の道新編集局長）の見方を聞いたことはあ

るか。

佐々木　ハイ。Ｋ（記者）に聞いた。記者の失敗で誤りをした。社長にやめてもらうか、

局長に責任を取ってもらうか、という話も出ていると聞いた。

斎藤弁護士　他社の後追い記事は出たか。

佐々木　出なかった。それはこうした事実はなかったからだ。

斎藤弁護士　この記事についてはお詫び記事が出ている。なぜと思うか。

佐々木　これは道警から道新に抗議があり、道新が調査してこのような結果になっ

たのだと思う。裏付け取材が不十分で誤解を与えたというが、これは道新の内部調

査を正しく反映していない。私が取った開示文書を道新も取っている。それを読め

ばわかるが、明らかに内部調査と違う結果だ。

斎藤弁護士　Ｋ記者はなんと言っているか。



佐々木　真実と違うのをわかっていながら、こんなお詫びを書くのは読者を欺く行

為だといっていた。

斎藤弁護士　そもそも、この「泳がせ捜査失敗」記事が出たいきさつを知っているか。

佐々木　ハイ。そのころ原田宏二さんが「警察内部告発者」という本が出版された

が、それの紹介記事だった。それが一夜にして、佐藤（被告）の手によって「泳がせ

捜査をしていたが失敗したことがわかった」と記事が書き換えられたと聞いている。

斎藤弁護士　そのことをどうやって知ったか。

佐々木　道新記者から送られた手紙だ。

斎藤弁護士　道新の（報道本部の）Ｔ次長はどういっていたか。

佐々木　彼も自分でその経緯を調べた。その結果、本の紹介記事だったものを、い

いふりこきして書き換えたという。本の紹介記事であれば、その内容は真実だった

という。

斎藤弁護士　Ｋはなんと言っていたか。

佐々木　佐藤、高田に聞いた結果、ねつ造記事とわかったと。自分は調査に対し、

記事の生成過程を見たままに話したと言っていた。

斎藤弁護士　裁判長。ひとまず今日はここまでで２５分です。残りは次回に行いた

いのですが。

竹田裁判長　ところで、本件摘示事実の話が少なく、大半が泳がせ捜査という間接

事実でしたが、次回もそうなるの？

斎藤弁護士　次回は直接事実についても聞いていきます。

竹田裁判長　間接事実についてはあまりやっても水掛け論ですし、そんなことをし

てもしょうがないので、工夫して聞いてください。また、道新さんからはテープ起こし

の内容に疑義があるようですが、具体的なご主張があるのならその旨、準備してく

ださい。

　では次回は９月２９日午後１時半から、佐々木さんの主尋問の続きから行います。

　以上のように、原告佐々木の証人尋問は、原告側主尋問の途中で時間切れと

なったため、次回は９月２９日午後１時３０分から、原告佐々木の主尋問の続きから

行われることになった。

従って、それが終わると佐々木に対する被告側の反対尋問が行われ、続いて被告

の高田昌幸が証人台に立つことになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜以上＞ 



第２０回　（続）新聞が警察に屈した日 暴露された裏工作？の記録（２）

　前回の「暴露された裏工作？の記録（１）」では、甲第８４号証の中から、主として

「泳がせ捜査失敗記事」をめぐる原告佐々木（以下　佐々木）と道新とのやり取りの

一部を紹介した。

　今回は、裁判を回避しようとする道新の働きかけとそれに対する佐々木の対応に

ついて紹介する。（文中敬称略）

　佐々木の提訴は、道新の裏金問題取材班（以下「取材班」）が著者となり、道警の

裏金疑惑について書かれた２册の書籍の４カ所の記述が捏造であり、佐々木の名

誉を毀損したというものである。

　甲第８４号証による交渉の相手がもっぱら道新となっているため、佐々木の訴訟

が道新の記事に関するもと間違われやすいところもあるので、読者の理解のため、

後に佐々木が訴状で不法行為等と指摘している４カ所の文章の内容を整理してお

く。

①「警察幹部を逮捕せよ！泥沼の裏金つくり」（旬報社）

　「道新―その時、総務部長は本部長から『よくもこんな下手をうってくれたな』と叱

責されたらしい」との文章

②「追及・北海道警『裏金』疑惑」（講談社）

　「そして、ほどなく、道警内部からこんな話が伝わってきた。『佐々木総務部長が、

例の電話の件で、芦刈本部長に激しく叱責されたようだ。なにを下手なことをやっ

ているんだ、って』」との文章

③「追及・北海道警『裏金』疑惑」（講談社）

　「この答弁を聞いた瞬間、取材班のひとりは、３ヶ月ほど前の疑惑発覚直後のこと

を思い出していた。そのとき、佐々木総務部長は、記者を『身内』とでも思ったのか、

こう語ったのである。『わかるでしょ。理解してよ』」との文章

④「追及・北海道警『裏金』疑惑」（講談社）

　「裏金問題の対応を取り仕切った佐々木友善総務部長は、事実上、この議会対

応が警察官として最後の仕事だった。それを乗り切り、３月末で退職。道警の関連

団体に再就職した。その後、４月中旬になって、佐々木氏は道警本部庁舎内で偶

然会った取材班の記者に対し、こんな言葉をかけてきた。『いやいやいや、いった

い、どこまでやられるかと思ったよ』もちろん笑顔だった」との文章

　以上のように、この文章は北海道新聞の紙面に掲載されたものではなく、その書

籍も北海道新聞社が出版元ではない。

　この４カ所の文章が、捏造だったのかどうか、佐々木が名誉を毀損されたかどう

かは、道警の裏金問題とは何であったのか、佐々木が道警の総務部長という責任

のある立場で、道警の裏金問題にどう対処したのかを抜きにしては考えられない。

　最初に、道警が当初頑なに否定した裏金疑惑が、予想外の展開を見せた要因を

検討してみる。



　　　　　　

警察は時代の変化への対応能力不足

　過去にも警察の裏金疑惑が問題とはなったことはあったが、それは厚いベールに

包まれ、その全貌は闇のなかにあった。

　ところが、近年、情報公開制度の広がりやオンブズマン活動が活発化するなかで、

平成１２年には仙台市民オンブズマン等が、警察の予算執行に関して、次々と情

報開示請求や訴訟を展開し始めた。

　こうした動きに、裏金システムの維持が難しいと判断した警察庁は、予算執行の

改善に取り組まざる得なくなり、平成１３年度からは捜査用報償費に諸雑費制度を

導入するなど、全国の都道府県警察に予算執行の見直しを指示していた。

　しかし、平成１５年７月には高知県警で警察の裏金疑惑が発覚した。

　そうした中で、平成１５年１１月末にテレビ朝日の報道により道警旭川中央警察署

の平成７年度と平成９年度の捜査用報償費の不正経理疑惑が発覚した。

　当時の道警本部長が、本件訴訟で証言台に立った芦刈勝治道警本部長であり、

当時の総務部長のポストにあったのが本件原告の佐々木である。

　佐々木は、平成１５年３月から退職する平成１６年３月まで、総務部長として、内

部的には予算、決算、会計監査を、対外的には議会対策、マスコミ対策、知事部局

との折衝等を担当する総務部の最高責任者であった。

　そして、総務部長のポストは、キャリア官僚である道警本部長を補佐する地方（じ

かた）幹部の最右翼のポストであった。

　その基本的な任務は、自らの所管事務に関して、キャリア官僚である道警本部長

の判断を誤らしめないように補佐することにあった。

　裏金疑惑の発覚直後の平成１５年１２月３日、道警の芦刈勝治本部長が北海道

議会で「不正経理の事実はない」と公式に裏金疑惑を否定し、平成１６年１月１４日、

佐々木は弁護士グループが提出した住民監査請求の意見陳述で、道監査委員に

よる捜査員への事情聴取を拒否、「結論から申し上げると、請求人が主張している

事実（不正経理）は決してなかった」と陳述した。

　流出した旭川中央警察署の会計書類は、平成７年５月分と平成９年９月分の計

約５２万円の捜査用報償費を３６人に支払ったとするものであった。

　この問題については、平成１６年５月道議会総務委員会で道警は不正経理の事

実を認めた。

　さらに、平成１６年７月の道監査委員による監査では平成１０年度～同１５年度の

同署の捜査用報償費約５８３万円が裏金になっていたと認定している。

　仮に、発覚した時点で道警がすんなりと疑惑を認めた場合は、その額は僅か５２

万円で収まったことになる。

　そうであれば、筆者（原田宏二）の実名告発も、その後の監査委員の監査も道新

の一連の裏金報道も無かったのかも知れない。そして、佐々木の提訴もなかったこ

とになる。



　当時の芦刈道警本部長や佐々木総務部長は道警に裏金システムが存在したこ

とを本当に知らなかったのか。

　筆者が、道議会総務委員会で証言したように、遅くても、道警の裏金システムは

昭和３０年代には既に存在し、筆者が退職した平成７年までは続いていたことは間

違いはない。

　この事実は、公然の秘密でありほとんどの職員が知っていた。

　特に、管理職である警部以上の幹部は裏金システムに直接関与することが多く、

十分に認識していたはずだ。

　そのことは、道警が約９億 6,000万円を返還するに当たり、警部以上の幹部（ＯＢ

も含む）に、その階級に応じて拠出金を負担させたことでも明らかである。

　さらには、道監査委員の監査結果でも、道警の所属長等の幹部は組織的な裏金

システムを十分認識していたし、裏金つくりに事実上関与していたと指摘されてい

ることからも明らかである。

　特に、佐々木は過去に裏金のいわゆる金庫番とされるポストを２回歴任し、総務

部長に就任する前に署長を務めた札幌中央警察署でも、平成１６年１２月に発表さ

れた道監査委員の監査結果で、不正経理があったと指摘されている。

　こうしたことからすると、当時の道警上層部が道警に裏金システムが存在したこと

を知らなかったとは到底考えられない。

　しかし、道警の上層部には、事実を簡単に認めることができない事情があった。

　無謬性を表看板にする警察が、いわば犯罪行為ともいえる裏金づくりを認めるこ

とはできないという単純な理由ではない。

　道警の裏金疑惑発覚後、福岡県警、静岡県警等多くの警察でも裏金疑惑が発覚

したように、裏金づくりは全国の警察で行われていたことはほぼ間違いはない。

　筆者が承知しているだけで、おおよそ２０都道府県警察に及ぶ。

　ちなみに芦刈道警本部長が平成１２年から本部長を務めた京都府警でも捜査用

報償費や旅費等を原資とする裏金疑惑が発覚している。

　平成１２年ころには警察庁は、そうしたシステムを維持することは最早できないと

危機感を持っていた。

　そのため、平成１３年度から捜査用報償費に諸雑費制度を導入し、全国の警察

に予算執行の適正化を指示した。

　道警の裏金疑惑発覚直前には、高知県警の裏金疑惑も発覚していた。

　道警の裏金疑惑はこうした中で発覚したのだ。この問題は道警だけの問題では

なかったのだ。

　仮に、警察庁の指示に従って、道警では予算執行の適正化が徹底されていたの

なら、「昔はそうしたこともありましたが現在はありません」との対応も可能であった

かもしれない。

　しかし、それもできなかった。

　後に行われた道監査委員の監査結果でも、一部の部局で平成１３年度以降も平



成１２年度までと同様な方法で不正な予算執行が続けられていたと指摘されている

からだ。

　全国に波及するおそれのある道警の裏金疑惑を警察庁が、道警にすんなりと認

めさせるわけがなかった。

　道警にとって不幸？だったのは、道議会で追及の口火を切ったのは共産党だっ

たことである。

　現在、共産党が暴力革命を企図しているなどと考える国民はほとんどいないと思

うが、警察内部には未だにそう思い込んでいる警察官も多い。

　特に、共産党の視察を任務とする警備・公安部門の警察官にその傾向が強い。

　警察に対する攻撃は、彼らに言わせると反権力闘争ということになる。

　筆者には、道警関係者からとみられる夥しい数の匿名の誹謗中傷文書が郵送さ

れた。

　その中に「アカの手先」「道新は第２の赤旗」などといったものが目立ったのも、未

だに警察内部には共産党アレルギーが存在することを裏付けている。

　共産党の質問に頭を下げることは、道警が共産党に敗北したことになる。

　少なくとも、警備・公安部門の幹部はそう思っていたに違いない。

　ちなみに、佐々木の経歴をみるとそのほとんどを警備・公安部門で過ごしている。

　佐々木も共産党に頭を下げるわけにはいかなかったのだろう。

　しかし、道警が事実無根と主張するには無理があった。

　テレビ朝日が、このスクープ報道に当たり、捜査用報償費を受け取ったとされる

道民にしっかりと裏付け調査をしていた。

　そこで、道警は会計書類に添付されていた告発文の差出人が匿名であったことを

理由に無視する戦術に出た。

　道警には、否定すればなんとか乗り切れるとの読みがあったに違いない。

　芦刈道警本部長は、道議会で共産党議員の質問に「出所不明の文書は受け取

れない」とその内容を確認することさえ拒んだ。

　道警の読みの甘さはまだある。

　テレビ朝日の映像には、多くの警察官等が匿名や実名で登場していた。

　実は、筆者もその一人だった。

　それに触発されたのか、多くの警察職員が道新の取材に裏金の存在を証言して

いる。

　筆者に続いて弟子屈警察署の元次長の齋藤邦雄も実名で告発した。

　警察の現場には、裏金に関する疑問や不満が鬱積していた。

　警察内部は決して一枚岩ではなかった。

　道警の上層部には、それを見抜くだけの力はなかったのだ。

　階級制度の上にどっかりと胡座をかく道警上層部には、時代の変化が身内の中

にも及んでいることを見抜くことができなかった。



　道警の誤算はまだあった。

　道監査委員はいったんは道警の非協力などを理由に、札幌の弁護士グループの

住民監査請求を棄却したものの、それまでの「道警との馴れ合い」監査の姿勢を一

変させたことだった。

　監査委員には「道警になめられすぎだ」とか「これまでなあなあでやってきた監査

のツケが回ってきた」という反省があった。

　監査委員は「不正手続きで支出された公金は全額不正支出」と厳しい態度で監

査に臨むことを表明した。

　芦刈道警本部長が、徳永光孝代道代表監査委員に「「公正な監査になるか危惧」

などと電話で抗議したことも報じられた。（北海道新聞）

　監査結果では、道警の内部調査の２倍を超える約５億 5,000万円の不正を認定

した。

　道警のあまりにも強引な対応は、監査委員を本気で怒らせてしまったのだ。

　平成１６年２月１０日の筆者による記者会見を受けて、道警は急遽方針の変更を

余儀なくされた。

　２月１７日には、「予算執行調査委員会」を設置して内部調査を開始した。

　窮地に陥った芦刈勝治道警本部長は、３月１２日の道議会総務委員会で旭川中

央警察署の裏金づくりを認め陳謝。

　３月２３日には、道議会総務委員会で全部署の特別調査を行う方針を明らかにし

た。

　そして、北海道警察は、長年にわたる組織的な裏金づくりを認め、約９億 6,000万

円を国と北海道に返還した。

　裏金疑惑は全国の多くの警察で発覚しているが、これほどの規模で組織的な裏

金づくりが行われていたことが明らかになったのも、返還額がこれほど高額になっ

たのも道警だけであった。

　金額だけではない、道民の道警に対する信頼は地に堕ちた。

　道警の受けたダメージは、図り知れないものであった。

　道警が組織的な裏金システムを認めながらも、使途不明金が約３億 9,000万円も

あったことや幹部の私的流用を否定したことも、逆に道民の道警への不信感を高

めた。

　警察庁や道警上層部が、最初の段階で判断を誤った最大の理由は内外の変化、

時代の変化に対する認識不足である。

　そして、その背景には警察権力の傲慢さがあった。

　平成１２年７月、民間有識者による警察刷新会議が「警察刷新に関する緊急提

言」が指摘した「時代の変化への対応能力の不足」は何も変わってはいなかった。

一連の裏金報道は「反道警キャンペーン」

　道警が、当初否定した裏金疑惑を認めざるを得なかったのは、様々な要因があっ

たが、何よりも大きかったのは、マスコミによるキャンペーン報道による世論の警察



に対する批判の高まりであった。

　しかし、その発端となった旭川中央警察署の裏金疑惑の内部告発の先は、テレ

ビ朝日と共産党であった。

　地元最大のメディア、北海道の朝刊発行１２３万部を誇る北海道新聞ではなかっ

た。

　当時の道警記者クラブキャップであった佐藤一は、そのことにショックを受ける。

　しかし、道警の裏金を追及することは、その後の警察取材に支障が生じるであろ

うことが予想された。

　本件被告で道新編集局報道本部次長（デスク）で、同じ被告佐藤一の上司でも

あった高田昌幸は、道新の特集記事「上層部関与は　私的流用は」の中でこう書い

ている。

　「警察は、事件事故取材の大きな情報源である。一部警察官の不祥事ならともか

く、警察組織全体を『敵』に回すような取材には、なかなか踏み込めない。裏金の存

在を知ったとしても、本格追及に着手すれば、『事件事故取材の情報源』を失い、

他紙との『スクープ合戦』で後れを取る可能性があるからだ。

　マスコミ界においては、そのスクープ合戦で『勝つ』ことが大切だとされてきたので

あり、その意味から言えば、裏金問題をタブー視したのは、当然の流れだったかも

しれない」

　この「当然の流れ」、タブーに逆らって「取材班」（佐藤一キャップ以下８人の記者）

の裏金報道が始まる。

　道新の「取材班」は、実に１,４００本に及ぶ道警の裏金疑惑に関する記事を紙面

に掲載した。

　その結果、「道警裏金取材班」は、日本新聞協会賞、ＪＣＪ（日本ジャーナリスト会

議）大賞、菊池寛賞等を総なめにした。

　一連の道新の裏金報道について、佐々木が陳述書（平成２０年６月１３日）の中で、

「道警を非難するキャンペーンをより効果的なものにするべく、不適正経理問題に

端を発した道警叩きと並行させ・・」と道新の一連の裏金報道を「反道警キャンペー

ン」と捉えている。

　道警から言わせると、道新の一連の裏金報道は、「反道警キャンペーン」つまり反

権力キャンペーンと受け止めていたことを窺わせる。

　当初、佐藤一が予想したとおり、道警の「取材班」に対する嫌がらせが続き、道警

に対する日常の取材活動も困難を極めるようになる。

　他社のスクープ記事に遅れを取ることも珍しくなくなった。

　その状況は、「取材班」が事実上解散した平成１７年夏以降も続き、道警記者クラ

ブの記者達は道警による兵糧責めに遭い苦戦が続いた。

　当時の道新編集局長Ｓは、その陳述書の中で、「道警との極めて厳しい関係は続

いており、道内各地の警察取材を担当する現場では､事実上の取材拒否に遭うな

ど苦戦を余儀なくされていました」と語っている。



　平成１７年３月から７月にかけて、道新裏金取材班を引っ張っていた報道本部長

次長（本件被告高田昌幸）をはじめ道警記者クラブキャップ（本件被告佐藤一）など

の主要なメンバーが異動になった。

　佐藤一の後任者がＫである。

　報道本部長もＹからＨに替わった。これで、取材班は事実上解体された。

　このＨとＫが、佐々木との「面談記録」等の主役、つまり交渉相手である。

　Ｈは、道警のサツ回りキャップの経験もある。

　道新と道警が"信頼関係"にあった時代のサツ回りの責任者で、当時の広報課指

導官（警視）が岩田満であった。

　Ｈは、佐々木とも旧知の間柄だった。

　Ｈは前任の「警衛企画室」では、道新幹部による金にまつわる一連の不祥事で報

道対応や警察との連絡に当たっていたという。

　佐々木は、陳述書（平成２０年６月１３日）でこう記述している。

　「このように、道新は極めて不誠実な対応に終始していたのですが、平成１７年６

月２４日の人事異動で、それまでのＹ編集局次長兼報道本部長が編集局総務に異

動し、後任として、Ｈが就任し、報道本部長が替わった時点から、（道新の）対応に

変化が現れました。」

　一方、道警は平成１６年３月、広報課長に過去に次席や指導官（いずれも警視ポ

スト）として広報課に籍を置いた経験があり、道新にも太いパイプがあるとされる岩

田満を配置。

　平成１７年４月には、道警総務部長に前警察庁広報室長の永井達也を配置した。

　平成１７年８月には、芦刈勝治本部長の後任に警察庁刑事局長からやり手警察

官僚の呼び声高い樋口建史が道警本部長に着任した。

　それまで総務部長ポストは、道警地方幹部の最高ポストになっていたが、６年ぶ

りに警察庁キャリアが就任したのである。

　警察庁がいかにメディア対策、つまりは道新対策を重視していたかを物語る人事

であった。

　新本部長が着任直後の８月２９日の本部長着任歓迎のキャップ懇談会での樋口

道警本部長が道警記者クラブキャップＫに伝えたとされる内容を記録した「取材メ

モ」がある。

　Ｋが、道新上層部に報告するために作成したものと思われる。

〔８月３０日付け取材メモ〕

　「Ｋ君、君のことは広報課長（岩田満警視）から聞いている。君に恨みがあるわけ

ではない。うちと道新とがこじれている原因は別のところにあるだろう？ウチから求

めていることがあるだろう。そのけじめが必要なんだ。道新がけじめをつけない限り

先には進めない」

　樋口道警本部長の発言にある"こじれている原因"とは「泳がせ捜査失敗記事」を



道新が事実無根であることを認めていないことを指している。

　さらに、この問題に関して、道警の強硬姿勢をＫが岩田広報課長から聞いた話を

道新上層部に報告したものと見られる「取材メモ」がある。

〔９月２９日付け取材メモ〕

　「道警本部長、警務部長、総務部長が訴訟もやむなしで一致、なかでも警務部長

は、すぐにでもやるべしとの主戦論を展開している」

　こうした道警の「泳がせ捜査失敗記事」に関する強硬姿勢が示されたのに呼応す

るかのように、道新上層部が動き出す。

　前出の佐々木の陳述書に、「同年８月１６日に、Ｈ報道本部長から、道警の岩田

広報課長を通じて、私と会って話をしたいとの要請を受けたのです」とある。

　こうした道警と道新の一連の人事異動、新体制の下での道警と道新の動きは何

を意味しているのか。

　どこかで我々には窺い知ることの出来ない巨大な力が働いていたのではないか、

とさえ思わせる。

極秘裏に始まった佐々木との裏交渉

　佐々木は退職後（平成１６年３月）の１０月２９日以降、菊池育夫道新社長、高田、

佐藤等に対し「書籍掲載記事に対する謝罪等要求状」なる文書を繰り返し送り、謝

罪等を求めた。

　道新側はその都度回答したが、佐々木はこれに納得せず抗議を繰り返していた。

　道警の道新への圧力が強まる中、平成１７年８月２５日から佐々木と道新側の裏

交渉が始まる。

　道新側の主たる担当者は、新たに道新報道本部長に就任したＨと道警記者クラ

ブのキャップＫである。

　以降、平成１８年２月１４日、当時の編集局長Ｓとの交渉が始まるまで、Ｈあるい

はＫとの交渉は、甲８４号証では２２回行われたことになっている。

　甲第８４号証の「面談記録」等からその経過について、解説を交えながら紹介す

る。

　標題の（　）内は、面談の日付、場所、相手方である。

　再度、読者にお断りするが、ここで関係者が語ったとされる内容が真実かどうか

は判らない。以下（　注・・・）は筆者の説明である。

　

◎面談記録（平成１７年８月２５日　札幌市内のホテル　道新報道本部長Ｈ）

Ｈ：上座には座れないですよ。話の内容からも。どうぞよろしくお願いします。

佐々木：Ｈさんは経営企画室にいましたね。

Ｈ：はい、いました。

佐々木：あれが中心だったんでしょ函館、函館新聞の？



Ｈ：そうです。函館新聞の対応で。あと室蘭と。

　　（注　室蘭とあるのは、平成１６年道新室蘭支社営業部次長が広告売上金約

4,000万円を着服したとして、道警の捜査４課等に逮捕された事件を指すものと思

われる。）

佐々木：室蘭ね。Ｔ氏（注　当時の編集局報道本部次長で後に登場する。）がいた

んだ。２，３年いたんじゃないかな？

Ｈ：いや、もっといたんですよ。５年くらい。部長の時代からずっと、支部長までやり

ましたんで、トータル５年くらい。

　　　　　　　～中略～

佐々木：早速この問題だけど、Ｈさんに十分理解してほしいのは、Ｈさんとは昔から

知らない仲ではなく、酒も一緒に飲んだ仲だし、人間性の良い方なのも分かるし、

良識派だということもわかっておりましてね、そういう人に厳しい事を言いたくない。

私個人では。ただね。私のこれから話する相手は、Ｈさんを通して、北海道新聞に

物言っているという事を間違いなくひとつ。Ｈさん個人に対して言っている話じゃな

い。

Ｈ：わかります。

佐々木：そうなったら、何も言う事ないんであって、道新に言いたい事がいっぱいあ

る。

Ｈ：　私が佐々木さんにお話しする事は、編集局長の判断と、協議してきてますので、

佐々木さんにお話しする事は、私どもの会社の業務が判断した内容と受け取って

頂きたい。

佐々木：　なるほど。Ｓ（注　編集局長）さん？

Ｈ：　Ｓです。来る前、いろいろと打ち合わせをして来ました。そこを踏み越えた部分

については、私は言えないですが、私がこれから佐々木さんにお話しすることは、

うちの社の意思です。個人の資格で来ているわけではありません。

佐々木：Ｈさんと過去に知り合って、付き合いもあったこともあるだけに、言いづらい

ことがいっぱいあるから。個人のＨさんに言っていると受け取られると、私は大変悲

しい話になってしまうんであって、残念な事になるんで。道新の今の認識は、とんで

もないという認識でいますから。道新に言うことで、Ｈさんに言う話ではありません。

～以下省略～

Ｈ：　わだかまりを早くなくして、お互いに解消したい。率直に、我々が至らないとこ

ろは謝ってですね、（　　　）。今までの経過の中の文章のやりとりがあって、今回改

めて、全部読み直しました。～中略～我々に至らないところがあったら、真摯な対

応も必要だろうと、そこまで、そういう話に至っているんです。～以下省略～

～以下中略～

佐々木：　時間をあげるのは事情によってはやぶさかではない。私の立場から言え

ば、もう１年にもなる。～以下省略～

Ｈ　：　その部分は我社の対応の遅れというのはありますし、ご指摘されるとおり。

佐々木：　それで、私思っているのは、この１年間の極めて失礼な、不誠実で失礼

な道新の対応は、ある意味、新たな私に対する人権侵害を受けている。こう思って



います。従って、この対応が一体どうなのかということは、１つの調査項目にしなけ

ればならない。～中略～経理問題でも、大変な経過もあったが、これを退職した時

にやろうと思った矢先に事実無根のとんでもない人権侵害記事を幾つも幾つも書

かれた。～中略～それで寝ても覚めてもこのことばかり考えていた１年なんですよ。

実はこのことで、体調を崩したんですよ私。～中略～私はね、この問題の責任の所

在は、100対 0だと思う。要するに、私の言い分は 100だ。道新の言い分は０だ。無

い。この内容や経過から見て。そうすると、ある意味、妥協はありえない。～以下省

略～

Ｈ：今話を聞いて、率直に佐々木さんがそう言う思いをされたたという事を聞いて、

私のほうの記事が引き金引いたわけですから、その部分については、率直に、うち

の記事が至らない、至らない記事がきっかけで、素直に謝ったほうがよいと思いま

す。僕自身は。しかし、会社の組織がどうのというのは、そこまではまだ言えない。

話を聞いた中では、記事として、佐々木さんにご迷惑をかけたのは大変申し訳ない。

～以下省略～

　　　　　　　　　　　　～中略～　　　　　　

佐々木：～前略～あの時、経理問題で、キャンペーですよね、当時は。キャンペー

ンだから、ある事も書くけど、ない事も書くと。世論を誘導して煽って、キャンペーン

だから、一定方向に持って行こう、方向付けしようと。道警を悪という位置づけにし

て、悪いということを嘘情報でもいいから、混ぜ込んでもいいからやっちゃえと言う

紙面になっていましたよね。～以下省略～

Ｈ：　～当時の編集の現場に居合わせたのではないので、話を聞いた中では、はっ

きり言ってチエック機能はなかった。

佐々木：　そうでしょうね。見てて思います。本当にそう思います。そして私、そら、ま

た始まった。ウソ記事、飛ばし記事、憶測。こんな事書いていいのだろうか。～以下

省略～

　　　　　　　　　　　～中略～

佐々木：　それで、さっき、妥協と言う言葉が、100ゼロなので妥協はないと私は。

Ｈ：　そう言われると。妥協はないと言われると。

佐々木：　妥協と言う言葉がでてくる余地はないと。

Ｈ：　そう言われると立場はないですが。

　　　　　　　　　　　～中略～

佐々木：　だから、例えば、私を納得させるためにこうするから納得してほしいと言

うなら妥協でなくて和解なんです。そうじゃないですか？

Ｈ：　そうです和解です。

佐々木：　私には譲るものはないんですよ、一つも。

Ｈ：　和解だと思います。極端な話、我々の訴訟代理人（　　　　　）例えば佐々木さ

ん本人あるいは、本人だけではなく代理の方、どなたでも結構ですが、に入っても

らって、その中で和解するという方が、僕は個人的に一番いいのかなと思うんです。

　　　　　　　　　　～中略～



Ｈ：　（　　　　）入ってもらって和解する。これがいいのかなと。事実上、訴訟になった

としても、なったとしたらですよ、（　　　　）いずれ和解の話が出ると思うんです。法

的に金銭で解決しろと、解決すれば、金銭を払ってそれでいいのかと。それよりも、

お互いどこで和解できるのかと、そういう（　　　）だから、それに近い形でどういう事

があるか、それを具体的に（　　　）すればお互い納得でくるんじゃないかと。

佐々木：　そういう場合、私が納得しないとダメですね。中身的にね。

Ｈ：　今言ったのは個人的な、この先どうなるかと聞かれたら、具体的には答えられ

ない。～以下省略～

　　　　　　　　　～中略～

Ｈ：　調査委員会で、さっき言ったように、第３者的な人に入ってもらう、それはある

んじゃないかな。

佐々木：そういう方法はあるわね。

　　　　　　　　～中略～

Ｈ：　捏造かどうかは

佐々木　：調べてみないとわからないことだ。

　　　　　　　～中略～

佐々木：　さっきの話で中身に踏み込めないのはそれはそれで時間がかかります

から、基本的には、ちゃんと調査して、事実調査して、調査委員会作って、事実調

査して、そして、私にどう対応するかを示したいということでいいのですね。

Ｈ：　それは、私の考えで。

佐々木：Ｈさんとしては。Ｈさんの案としては。　　　　　　　

Ｈ：案としてはそうです。

佐々木：会社の結論はこれからだね。

H：これからです。どうなるかわかりませんが、それともう一つ、（　　　　）この話、口

外はしないでほしい。

佐々木：　この話ね。

Ｈ：僕と会ったという事含めてですね。口外しないで欲しい。はっきり言って、これ社

内的に上司であるＳにしか言ってませんから。この話について佐々木さんと具体的

に詰めているというのは誰にも言っていませんから。（　　　）

佐々木：逆に反応する人もいるのでしょ、社内にも。

Ｈ：それは、たぶん。

佐々木：それは、この話はしません。会ったことも。

　　　　　　　　　　　～中略～

Ｈ：（　　　　　）佐々木さんと直接会って、（　　　　　）。ここまで持ってくるのがすごく

大変な事を理解して頂きたい。

佐々木：　それは理解しますよ。その状況だから。

Ｈ：私がやろうとしているのは、そういう事です。ただ、私以外人の話を、誰にも言っ

てないとしたら、（　　　　　　　）　もしこれが口外されたら。

佐々木：潰されるからね。

Ｈ：潰されます。～以下省略



　　　　　　　　　　　～中略～

Ｈ：非常に社内的にも難しい問題、難しい立場なんです。はっきり言って、誰もでき

れば火中の栗を拾うなんて、したくない訳ですよ。

佐々木：人間の性だ。

　　　　　　　　　　　～中略～

佐々木：その辺は理解しながら、していますから。

Ｈ：よろしくお願いします。

佐々木：　わかりました。そんなことで。

Ｈ：何とか、解決したいと思いますのでよろしくお願いします。

佐々木：そうですね。解決しないといけない。解決しないとダメですよ。こんなもの。

お互い。人の目もあるでしょうから、私はここでお別れしますから。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以上

　道新報道本部長Ｈの発言にみられるように、極秘に始められた裏交渉の動きも

道新社内で次第に表面化してくる。

　平成１７年９月初旬になると編集局幹部の間から「取材現場も（道警の取材拒否

などがあって）困っている。年内には決着したい。道警に謝るか、紙面で謝るかの

どちらかではないか」との声が出始める。

　そして１０月には、道新東京支社の元部長による広告営業費流用事件が発覚す

る。

　この事件では、当時の道警広報課長岩田満が、道警記者クラブキャップＫを通じ

て、報道本部長Ｈに対して道警が捜査に着手する意向伝えた「広告横領事件関連

取材メモ」２通（平成１７年１１月１７日、１８日）の存在が明らかになっている。

　道新は、平成１７年１１月、ついに調査委員会？を設置し、内部調査に着手する。

　甲第８４号証によると、それまでの間、９月２２日から佐々木とＫあるいはＨとの交

渉は１０回行われたとされる。

　佐々木は、平成１７年１０月１８日、菊池育夫道新社長以下７人に対して「最後通

告書」なる文書を送り、これまでの要求についての最後の回答期限を平成１７年１

１月８日とするとし、期限経過後には、公開の場における事実関係の解明のための

行動に移る旨を通告している。

　平成１７年１１月７日には、道新報道本部長Ｈが佐々木と面談して、佐々木に調

査委員会を立ち上げ、内部調査に着手することを報告している。

　道新の内部調査は、道警記者クラブキャップのＫ等を通じて佐々木に筒抜けに

なっていた。

道新は、ついに平成１８年 1月 14日朝刊に「お詫び記事」を掲載する。これらの経

過は前回詳しく紹介した。

提訴をちらつかせて迫る佐々木

　平成１８年２月１日、佐々木はＫに対して、本格的な訴訟に向けた弁護士との打



ち合わせに入ることを通告する。

　その際、道新の報道に不満を持っているＹ（注　元道警生活安全部長）、Ｓ（注　

元道警方面本部長）とも訴訟について調整中で、時期など検討中であるが、３人が

同一方向で行動することを示唆している。

　７日に道新からの文書回答が来るので、その結果次第で２月１０日前後には、と

りあえず自分だけが、提訴して記者会見をして発表する、と伝えている。

　

◎面談記録（平成１８年２月１日　ホテル喫茶店　道新道警記者クラブキャップＫ）

～最初の部分は、（　　　）が多く意味不明の部分が多いので省略した。～

佐々木：それでね。それで、今、俺の考えは、ある程度簡略に整理して、Ｋさんに話

して、それを社長まできちんと伝わるようにして欲しいと思って、今来てもらったのさ。

Ｋ：それはわかりますは。

佐々木：～それを、整理すると、今と今後について、私なりに考えているのを、簡単

に言うとね、メモしてもかまわないよ。まず一つ。明日から本格的な訴訟に向けた、

弁護士との打ち合わせに入ります。明日から。２日の午後から。

Ｋ：３人で？

佐々木：まずは俺。

Ｋ：友善さんがまず自分の、どういうことをやれるかということを弁護士に。

佐々木：弁護士に。それでＹさん（注　元道警生活安全部長）は既にやっている。Ｇ

さん（注　Ｓ元道警函館方面本部長のニックネーム）は俺とどういう、いろいろな点

で調整、時期とかいろいろ俺との関わりでどうするか、これから考える。ただし、方

向は一緒。３人とも方向は一緒。ということに、まずなっている。明日から動き始め

る。俺としては、実行に移すと。ただし、これは、イコール裁判とは言っていない。こ

の前、社長にぶつけている通り、一義的には、自らやるという姿勢は変わらない。

こういう事が一つね。それで、７日、７日に文書回答が来る事になっている。～中略

～回答を見て判断する。そして、回答がこなかったり、それはないと思うけど、こな

かった場合は、すぐ裁判に入る。手続きを進める。それから来た場合、中身を見て

判断する。それから来た場合、中身を見て判断する。～以下略～これは二つね。

～以下省略

Ｋ：（　　）手続きだよね。

佐々木：二つね。それからもう一つ、同じ来た場合でも、この中身だったら待っても

いいんじゃないかと、本人がここまで、自らがここまでやると示していると。

Ｋ：社長が。

佐々木：社長が。それだったら、待つ価値あるんじゃないかという。

　　　　　　　～中略～

Ｋ：作業は進めたけれど。

佐々木：進めたけど、入らない。訴えに入らない。今度は、訴えに入ると判断した場

合、いつやるか。１０日くらい前後にやりたい。２月の。

Ｋ：２月１０日ね



佐々木：うん。だから貰って３日くらいの間に判断してやっちゃう。

Ｋ：やっちゃう。

佐々木：提訴しちゃう。記者会見して発表する。それは、まずは五月雨だから、俺１

人でやる。これが三つ目ね。～以下省略～

　　　　　　　～中略～

佐々木：打合わせ。打合わせ。そして俺今日、そのために、既に着手に入ったのは、

道新との道警とのやりとりの文書の情報公開請求しました。今日。手始めに。裁判

に使うから。

Ｋ：あの例のやつね。

佐々木：例の泳がせ捜査についてのやりとりの関係文書。～以下省略～

～中略～

Ｋ：弁護士の名前教えてくれよ。

佐々木：それは勘弁してほしいんだわ。まだ、勘弁して。提訴するまで。　

　　　　　　～中略～

佐々木：～前略～俺、ここまで徹底的にやるって事はね、基本的にはね、道新がこ

んな道新のまま北海道でやられたんじゃ困る。直ってもらわないと。正常な会社に

なってもらわないと困る。それは。だから今私がやっている事は、世の為人の為な

ることをやっているんだ。このままでは道新が世に害を及ぼす。だから世の為人の

為に、正常な道新の戻す事でもあるんだ。　

Ｋ：まあ、僕らとしては、（　　）今日、Ｈに言うから。

佐々木：　そこ、きちんと言って。

Ｋ：　（　　　）聞いてみないとわからないけど、（　　）裁判やめてくれって言うんだと思

うよ。

佐々木：　裁判やめてくれ？

Ｋ：だって裁判やったって（　　　）

佐々木：ないと思うよ。すべて立証責任はそっち側にあるからな。

Ｋ：できない。

佐々木：できないでしょ。

　　　　　　　　～中略～

佐々木：それと、俺はね、一審では勝つ自信持っているんです。だから、一審で勝

てば二審三審にもし道新が控訴して最高裁までいっても、そのまま勝ち進めるとい

う自信持ってますから。だから後は時間が無駄になるだけだなと思って。これはしゃ

あないと。向こうがやる話だから。

Ｋ：人の労力と時間の（　　　）

佐々木：大体２年くらいは、俺覚悟しているから。

Ｋ：２年で済まないかな？

佐々木：ああ、そう？

Ｋ：長ければ３年５年

　　　　　　　　～中略～

佐々木：いいじゃない。五月雨になれば３年くらいかかるわな。



Ｋ：ま、いいけど。ざまあ見ろだわ。（　　　）

佐々木：あと、ロンドンに行かせてやって。被告になったら、一回戻らざるを得ない。

（注　当時、道新では本件被告高田昌幸がロンドン駐在の特派員に予定され、平成

１８年３月に発令された。）

Ｋ：（　　　）もうロンドンはないって。

佐々木：行ってられないべ。

Ｋ：無理だと思いますよ。

　　　　　　　～中略～

佐々木：そうだな。今までさ、Ｈさんが訟務担当だったんだろう？

Ｈ：去年の７月、６月までね。

佐々木：後釜の人誰さ。

Ｋ：今はＥさん。

佐々木：Ｅって人。

Ｋ：室蘭の広報部長やってた。

佐々木：例の裏金問題のころいた人？

Ｋ：いえ、室蘭。

佐々木：室蘭も裏金あったべさ。

Ｋ：（　　　）

佐々木：あん時くらいにいた人？

Ｈ：いた。

　　　　　　～中略～

佐々木：いやいやもうあれだよ。ここまできたらさ、やり遂げは方がいいと俺は思う。

Ｋ：やる事をやったちゅうさ。

佐々木：まだ終わってねえって。

Ｋ：ただ残念なことに、私も３月の人事異動で、キャップを離れるちゅうこと 100％あ

りえないみたいだから。

佐々木：そうだよ。そりゃないだろう、たぶん。

Ｋ：どんな短くても今年の夏までは。

佐々木：ダメだな。

Ｋ：今のポジションじゃないかな。

佐々木：これが収束するまではダメだ。とにかく。

Ｋ：もうお付き合いしたくないんだよな。

佐々木：収束するまで。

　　　　　　～中略～

佐々木：７日は第一関門だ。まずは一番の、直近の。

Ｋ：わかってますから。

佐々木：そんなことで。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　　　　　　　　　　　　　　　　



◎面談メモ

（平成１８年２月３日　自動車安全運転センター　道新道警記者クラブキャップＫ）

佐々木：（私に関わる記事について提訴を検討しているので）昨日弁護士と打ち合

わせをしてきたが、ここで弁護士から、（この問題の経過がわかるように）「時系列

をしっかり作成して欲しい。（この問題の全体を正しく把握して訴訟を遂行していくた

めには、道新側との、表の交渉と裏の交渉があったとしても、裏面の交渉を出さな

ければ事実経過が分からなくなってしまう。その両方が全体の交渉経過となるので

あって表と裏を区別することはできないので、その経過の）全てを盛り込んで欲しい。

道新はあらゆる手で抵抗してくるのでそれに対応するには是非これが必要だ。」と

いう注文があった。

この（今までのＨ報道本部長やＫキャップとの）裏（面での）交渉を出すと、Ｈ、Ｋの２

人を社内で立場を悪くすることを心配している。～以下省略～

Ｋ：それは仕方がない。（裁判になれば法廷で）本当に事実が出るが、うちがそうさ

せるのだから。

　　　（このような問題があることを）今すぐＨに話します。

　　　　　　～当日、Ｋは佐々木と再度面談、その面談メモから～

ｋ：先ほどＨ（報道本）部長と会って、裁判の時系列の（中で、裏面での交渉経過が

全部出てしまう）ことを話したところ「困ることが出てくるなー」と言った。～以下省略

～

　　　　　　　　　　～中略～

Ｋ：月曜日に一度Ｈと会ってほしい。

佐々木：判った。会って聞くことにする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

◎面談記録（平成１８年２月６日　自動車安全運転センター　道新道警記者クラブ

キャプＫ）

佐々木：どうした？

Ｋ：Ｈビビッちゃってさ。

佐々木：何ビビッてるの？

Ｋ：そりゃそうですよ。（　　　）

佐々木：それビビるようなことあるのもの。

Ｋ：え？

佐々木：ビビるようなことあるよ。これからもどんどんあるよ。

Ｋ：こないだ言うてたやつも、それもまだ、そのままＨに言うてない。

佐々木：言ってなくてもいいけど。

　　　　　　～以下省略～

◎面談記録（平成１８年２月７日　ホテル喫茶店　Ｈ報道本部長）

～面談の前半で、主として「おわび記事」に関するやり取りがあり、その後、Ｈから

「しかるべき時期にＳ編集局長が会いたい」と提案され、佐々木もそれを受ける。～



Ｈ：私に言って出来ないことを、今度局長にどうなんですかって話を。

佐々木：　言わなきゃダメだね。

Ｈ：私が聞いて、私が出来る範囲内のことはやれるつもりですけど。

佐々木：それで、今までは結構やってきてくれてるとは思うんですよ。Ｈさんのやれ

る範囲ではね。

　　　　　　　　　　　　～中略～

Ｈ：毎月毎月、裁判のために、例えば、来月１０日に裁判があるとなると、そのため

に、何週間も前からいろんな準備をして、なんだかんだとやるわけですよ。その準

備だけでも、はっきり言って（　　）何人も関わるわけですよ。（　　　）お金もかかる。

一度起こしたらなかなか途中でやめられないでしょ。面子がありますから。（　　　）

佐々木：だから、裁判でないほうがいいのにこしたことはないんですよ。今回も社長

に二者択一で迫った中でも、裁判でないほうがいいんではないかという事を提案し

ているんだよね。

Ｈ：我々だって、裁判に持ち込みたくない。ただ、今の流れで行くと、このままそっち

の方にいっちゃうと思うんですよ。

　　　　　　　　　　　～中略～

Ｈ：無駄な労力、お金、エネルギー、時間。～中略～だから、そこに行く手前の所で

一度踏みとどまって、お互いできる範囲内で、折り合いを（　　　）っていう話をした方

がいいんじゃないかと。

佐々木：いいよ。それは。そういう、なんていうかな、折り合いの場を見つけたい為

であればいいよ。

　　　　　　　　　　～中略～

Ｈ：来週中でいいですか？

佐々木：早い方がいいな。なるべく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～以下

省略～　

　この面談で、Ｓ道新編集局長と佐々木との面談が決まった、その面談の取り扱い

に関して話し合いが行われる。

　結局、話し合いが継続協議中は、道警の岩田広報課長以外には、アンダーにす

る（公表しない）ことで決着している。

　

　甲８４号証では、佐々木と道新編集局長Ｓとの面談は、３回にわたって札幌市内

のホテルで行われたことになっている。

　道新編集局長Ｓとの面談は、１回目の平成１８年２月１４日が３時間１５分、２回目

の同２月２３日が２時間３０分、３回目の４月１０日が２時間５０分、合計で９時間３５

分に及ぶものである。

　なお、道新編集局長Ｓとの面談は、実際には４回あったことが、後日Ｓによって明

らかにされる。



　佐々木と道新編集局長Ｓとの面談の内容は、次回（続）新聞が警察に屈した日　

暴露された裏工作？の記録（３）で紹介する。

　また、（続）新聞が警察に屈した日　暴露された裏工作？の記録（４）では、Ｓの反

論を紹介する。 

第２１回　２０．９．１３（土）

（続）新聞が警察に屈した日 暴露された裏工作？の記録（３）

　前回まで紹介したように、道新編集局次長兼報道本部長Ｈの提案で道新常務取

締役、社のナンバー３とされる道新編集局長Ｓと佐々木の面談が決まった。

　甲第８４号証によると、佐々木と道新編集局長Ｓとの面談は、３回にわたって行わ

れ、そのいずれにも、道新編集局次長兼報道本部長Ｈが立ち会っている。

　平成１８年４月２７日のＨと佐々木の面談の際、５月１日に編集局長Ｓと佐々木の

対談をセットすることで合意しているが、実行されなかったのか、その記録は甲第８

４号証にはない。

　ところが、平成２０年８月１８日の第１１回口頭弁論で元道新編集局長Ｓの陳述書

が提出され、その中で「平成１８年５月８日、私は原告と２人だけで会っております。

原告から『一人だけで来て欲しい』という要請が電話であり、私は原告が訴訟の回

避を決断したのだと受け止め、ただちに要請にこたえたものです。」と述べている。

　このように、道新編集局長Ｓと佐々木の面談は、合計で４回行われていたことに

なるが、佐々木は何故４回目の面談記録を甲第８４号証に添付しなかったのか、疑

問が残る。（文中敬称絡）

（注・・・）は筆者の説明。

道新は社会の害　とんでもない会社だ

　甲第８４号証には、平成１８年２月１４日　札幌市内のホテルで道新編集局長Ｓと

佐々木との第１回の面談が行われたとする記録がある。

　それによると、冒頭、道新編集局長Ｓから「公表に関しては、今日の話は、お互い

に基本的には非公式で」と申し入れたのに対して、佐々木は「非公式というのは、も

はやそういう段階ではない、非公式というわけにはいかない」と拒否、その点に関

する双方の合意がないまま面談が始まっている。

◎　面談記録（平成１８年２月１４日　札幌市内ホテル　道新編集局長Ｓ、編集局次

長兼報道本部長Ｈ）

～冒頭の挨拶は省略するが、前述のように、面談の公表について、公式か非公式

かをめぐって対立したまま話し合いが始まっている。～



Ｈ：佐々木さん、この前、前回（　　）この話し合いの事については、何について話し

合ったかというのを、他のマスコミを含めて、口外しないとい事で（　　）

佐々木：ですから、この前話しましたように、ある意味弱者と強者なんですよね。そ

うなんですよ。～中略～そのいたずらに私の口が封じられるようなことはお受けで

きないなという気持ち。だから内容だとか、ケースとか、状況に応じるという事でしょ

うね。やっぱり。何でもかんでも黙ってろって言われてもね。

　　　　　　　　　　　～中略～

佐々木：ある意味、新聞社っていうのは、社会性のある会社ですからね。～以下省

略～

Ｓ：おっしゃるとおりです。

佐々木：公共性があるんです。ある意味、公共性っていう状況は、私今言葉に使い

たくないですね。道新の今の状況をみると。社会性はあっても。

Ｓ：また随分あれですね。頭からしっぽまで不信感を抱かれたと。我社に対して。

佐々木：そうですよ。だって、１年半近くも渡って全く不存在のことを一方的に書いと

いて、あれだけ私が言っていても、何の反応もなく、１年４ヶ月の今日経った本日、

Ｓさんと初めてこの事でお会いする状況ですから、これはある意味、常識的には考

えられない話ですよね。文書も私は社長やＳさん宛にずっとやってきているわけで

すから。

Ｓ：全部綴ってありますので。

佐々木：　私もこれ綴ってあるんです。全部。

Ｓ：まず、確かにこれだけ時間が経ってですね～中略～やはりこの、まず問題は今

指摘されて事柄が、結局どうなのかということ。やはりいろんな角度から見なけれ

ばいけないという事で、大変時間がかかったという事については、やはり申し訳あ

りませんし、また申し上げづらいんですけど、佐々木さんの大変矢継ぎ早のですね、

お気持ちはわかりますけども、（　　）佐々木さんご自身に関わらない事についても（

）書いてある。なかなか正直言って、対応に苦慮していた事も事実なわけなんです。

～以下省略～

佐々木：それを拒否していたのは道新の方ですからね。調査しなさいと、早く答えを

だしてくれと言ってるわけですから、それをやらなかったわけですからね。～中略～

私はね。私に会わせて、社長やＳさんに会ってくれという話は１年４ヶ月過ぎた９日

の日初めてですから。Ｈさんからね。初めてですよ、Ｓさんに会ってくれないかと

言ったのは。１年４ヶ月目ですよ。これはもうやっぱり、いかがなものかなと思うんで

すよね。

Ｓ：その点につきましては、組織、組織で（　　　）

　　　　　　　～中略～

佐々木：～前略～これ平成１６年１０月２９日に、これ出しましたよね。その前に、こ

れその前に２月の本読んで、一体これは何なんだとありもしない事をと、いう事を

知って、私なりにこれは捨て置けないという事でその１０月２９日の文書を内容証明

で出して、その中で言っているのは一番後から２頁目にあるとおりなんですよ。（１）



から（３）なんですよ。これまず、４点の事について、要するに嘘なんだと。だから、

謝罪してくれという事なんですよ。～中略～それが１年４ヶ月目の未だに何の対応

もとられていない。ただ否定していると。一方的に。どういうふうに違うのと言っても、

１年４ヶ月経った未だに、これこれだから私達の書いたことは真実なんだという主張

がない。根拠が示されない。

Ｓ：ベースになっているのはですね、その（　　）１１月１５日までに回答せよというお

申出でですね。それに対して高田の名前で。

佐々木：きましたよ。回答が。

Ｓ：基本的には、それは、取材班と現場でやりとりできる。物が言えるのはですね。

（　　）取材班と（　　）関わった人間ということだったんです。我々としては、現場の記

者から回答するということを基本的に了承していたというところであります。ですか

ら、全くこれまで１年４ヶ月回答しなかったという事ではないと思います。

佐々木：だから、この回答は、回答といえないと。この回答には異議があるぞ、こう

言っているんですよ。

Ｓ：その後何度かね。

佐々木：それをほとんど、何て言うのかな、要求しているものが対応してくれたんだ

なと思う中身になっていない。まさに、木で鼻をくくった話だよね。あの返答は。

　　　　　　　　～中略～

佐々木：私から見れば、捏造に捏造を重ねてるって形で見てますからね。返答の中

身は、自分の書いた記事を正当化する理由があるものとするために作り話を示し

てこうだったから書いたと私に持ってきたとこっちは認識していますから。嘘には嘘

をつかないとならなくなるわけですよ。嘘を通そうとすれば。その形だと思っていま

すから。

Ｓ：こちらもですね、冒頭申し上げました通り、どういう記者であろうと（　　）そして取

材記者をひざ詰めにしてとことん追求するような（　　）それはある程度取材記者の

決定と言いますか、状況に応じて我々が（　　　）そのうえで食い違いを、なかなか

埋まらないかもしれない。我々としてこれ以上、最近もどういう状態だったという事

についてはちょっと複雑（　　　）わけには参りませんけども、当事者には（　　）いろ

いろ抵抗感持っておりまして（　　）一番我々が認識しておりますのは、非常に、例

えば（　　）それなどについても、本人が今どういう状況で、若干、若干といいますか、

広く考えてると（　　）

佐々木：後から何とでも言えますよね。それは。それはよく昔から（　　）が使った手

ですよね。

Ｓ：これ、言った言わないになるんですよね。

佐々木：　ですからね、今おっしゃるようなね、記者には信頼関係だと。それから記

者にしっかりと事実確認をして（　　）する事はできないんだと。ひざ詰めで、実際ど

うなんだという事はできないんだと。

Ｓ：言い方はあれですけど。

　　　　　　　～中略～

佐々木：それでね。そういうことは社内倫理では通るけれども、相手を傷つけている



事実が出てきた時に、相手からこれは違うぞとつきつけられた時に、その実際はど

うであるかを解明するにあたっては、いくら我社の社員でも信頼関係だから、そん

なに厳しく問い詰めるわけにはいかないんだと言っている立場をとってもいいのか

どうかと、

　とっていられるのかと。それはね、結局、物事の性質からいっても否定するわけで

すよ。嘘書いたなんて言われたくないし、自分の立場が悪くなる。そうなんですなん

て誰も言う人いないですよ。本当に嘘を書いたにしても。だから、信頼関係だからそ

こまで強く聞けないって話になっちゃったら、これは皆自社の社員が捏造書いたの

何年も解明、究明はできませんよ。その態度とっていたら。

Ｓ：誤解を抱かれると困るんですけど、私が言っているのは、適当にお茶を濁したと

かそういう事ではないんですよ。いいですか。例えば、道警が取調べるようにとか、

そういうふうにはならない（　　）それからね、やっぱり我々も新聞記者長くやってま

すから、取材記者がその場取り繕ってですね、適当なこと言っているかどうかという

のは、ある程度（　　）やっていれば、私らなりに（　　）感触というのは持ち得ると

思っているんですけども。佐々木さんに感覚がお前ずれてるんだと言われれば、そ

れはもう（　　）ないけども。　

　　　　　　　　　～中略～

Ｓ：それは、歴史のある中で、ああいう経理問題が生じた時に、佐々木さんというか、

トップとして、（　　）いう事については、それは大変なご苦労されたというふうに思っ

ていますし。それと、やはり私共のその（　　）一連の裏金捜査（注　操作の誤記？）

経理捜査（注　操作の誤記？）に（　　）やっぱり警察幹部の方にも対応において、

最初から誠実であったのかという問題もあろうかと思います。（　　）

佐々木：だから、誠実だったかどうかというのは、あるにしても、そういう事があって、

その引換えに捏造書いてもいいって事にならないんですよ。そういう状況だから、こ

ういう事もありうるしではないんですよ。

Ｓ：（　　）そんな事絶対ないし、（　　）ここだけは絶対誤解しないでいただきたい。

おっしゃる通り、被害感情は私は受け止めます。もし私が佐々木さんの立場だった

としたら、やっぱり（　　）かもしれません。（　　）～以下省略～

佐々木：いいですよ、真実ならこれは。これはじゃあないですよ。

Ｓ：そこがだからね、ここが真実というふうに記者たちは認識した。

　　　　　　　～中略～

～この後、佐々木は「芦刈本部長に叱責された」という記述は真実ではないと強く

主張、裏付け取材の問題を指摘、これに対して編集局長Ｓは「言った言わないの問

題だ」と応酬、「理解してよ発言」についても「オープンな場所での発言だ」と指摘す

るなど激しい応酬の様子が記述されている。

さらに、佐々木は道新の存在が社会の害になっているとんでもない会社だと批判、

編集局長Ｓは、全部が全部捏造だと言われるのは心外だと反論している。～

佐々木：ですから、この対応みると私、まさに道新の体質というのはこういうもの

だったかなと。以前から疑問点のある部分はあったけど、これはもはや大変な会社



であったんだなという事は感じてますよ。全く信用出来ないという。だから、８日か９

日の社長に対する手紙でも要求書でも書きましはけども、社会に害になる場合が

結構ありそうだなと、あるんだなと感じましたよ。

Ｓ：北海道新聞の存在がですか？

佐々木：存在が。傲慢で人を傷つけることを平気でやって、且つ指摘された時に、

素直にそれを調査あるいは認めて謝罪することは拒否する。～以下省略～

　　　　　　　　　　　　　～中略～

Ｓ：そこまで言われると（　　　　　）

佐々木：だけど、やっと分かった。正体がやっと見えた。これが正体だったのかとい

う感じですよ。～以下省略

　　　　　　　　　　　　～中略～

Ｓ：～前略～今回のケースについては、非常に客観的な（　　）言った言わない、聞

いた聞かない、取材した取材しないという、根源的名ところでの食い違いが多いも

のですから、なかなか正直言って、我々編集局の幹部といたしましても、佐々木さ

んがお気に召すような回答というのはご用意できないものかと( )我々としても難し

い問題（　　　　　　　

　　　）思っておりますけども、ただ、全部が全部、お前の所は捏造してたんだとかで

すね、言われる事は我々としても残念ですね。そこまで言われるというのは。

　　　　　　　　～中略～

佐々木：～前略～こういう状態にあるに関わらず、その中の張本人と言われる人間

を社員（注　本件被告高田昌幸のこと）を、統治権の及ばない国外に脱出させると

いうのは、いかがなものなの。やる気がないんじゃないですか。調査を。

Ｓ：そんな事はありません。

佐々木：調査できないじゃないですか。

Ｓ：できます。できますし、もちろん裁判になりましたら、場合によっては必要があれ

ば、国内（　　）

佐々木：だからね、それは今現在進行形で動いているはずであると私は思っている

中で、あっちに行ってしまって、裁判になれば戻るかも知れないけど、日常的にも

はや、皆さん顔を合わせて物の調査確認はできないんじゃないですか。

Ｓ：かなりしてきたつもりですけど、私共は。

佐々木：もはやここまでやっているから十分だと言うのであれば、それは答えが出

て然るべきじゃないですか。

Ｓ：そうではなくて、佐藤一もいますし。

　　　　　　　～中略～

佐々木：それでもね、（　　　）していた立場なわけでしょ。国外に脱出する人は。

Ｓ：脱出って、意図的にこちらだって（　　　）。これは決まっていた話で。

佐々木：今の時期に、この動いている時期に出すという事は、相手からすれば、そ

ういう解釈も成り立ちますよ。

　　　　　　　　　～中略～

佐々木：統治権の及ばないとこに行くわけですから、日本の法律は適用できないわ



けでしょ。国外犯というのもあるけれども、いずれにしても日本の中で起きているの

に、それがまだ調査途上で、それが折り合ってないわけで関係者を。

Ｓ：国外犯とおっしゃいますけど、犯とか容疑者として、我々は佐々木さんの方から

容疑者と文書に書いてある。容疑者という言い方は（　　　）

佐々木：疑いがあれば容疑者ですよ。それは。

Ｓ：一般的には（　　　）

佐々木：いや、これは、疑いがあれば容疑者でしょう。名誉毀損すれば名誉毀損罪

ですよ。刑法にも触れるんですよ。容疑者ですよ。

Ｓ：私たちはそれは（　　）

佐々木：くんでなくても、容疑がかかった人間は容疑者です。

Ｓ：一切国外に出してはならんという事ですね。

佐々木：これは出すべきではないと思いますよ。この状況の中では。私は。これを

第三者がどう思いますかね。そういう事が判断基準として一つあるのでしょうね。

Ｓ：（　　）人事ですからね。

佐々木：だから、人事が優先する話ではないだろうと。私は。

　　　～中略～

Ｓ：ハードル高いですね。しかしね。だって人事まで（　　）

　　　　～中略～

Ｓ：今日、冒頭（　　）Ｈガ申し上げました通り、ここで私の方から（　　）一つずつきち

んと回答するような、これまで以上の回答するという事はお約束できなかったと思っ

ております。

佐々木：今までの話と一つも進展していませんよ。ここで、

Ｓ：一番は、佐々木さんのお話を、文書沢山頂いてますけど、やっぱりそれだけで

は、～中略～コミュニケーションを深めるというつもりで参ったわけですけど。（　　

　）どうにもならんという事で、もう会う必要なしという事であれば、それは残念であ

りますけども、我々としてはやはり、お互いに（　　　）な事ですし、裁判というのも、

言った言わないという話を（　　）佐々木さんにとりましても、せっかくの警察のあれ

だけの最高幹部まで（　　）後、リタイヤして静かな生活を阻害する事にもなりかね

ませんし。

佐々木：それの一方的にそういう状態にされたのは、道新の側からやられたわけで

すよ。だから被害者だって言うんです。私、ああいうことを書かなければ今頃、こん

な事やっている必要ないんですよ。～以下省略～

Ｓ：要するに、こういう事実はありませんでしたと。

佐々木：そういう事です。

Ｓ：謝罪し、本にも例えば、（　　）謝罪文を（　　）という事で、そういうこと以外にない

わけですね。

佐々木：ないでしょう。主張しきったままでいるんじゃどうしようもないもんね。道新

の否定のままでいるならどうしようも。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　　



裁判で白黒つかない　第３の道を

　佐々木は、第１回の面談での道新編集局長Ｓの強硬な姿勢に反発したのか、翌

日の２月１５日、道新の「新たな捏造記事」及び「泳がせ捜査失敗記事」自体の捏

造問題に関する記者会見を開いている。

　第１回目の面談は、事実上決裂している。

　その後に両者の間でどんなやり取りがあったのかは分からないが、第２回目の道

新編集局長Ｓと佐々木の面談が、札幌市内のホテルで開かれた。

　第１回目の面談から僅か９日後の２月２３日のことである。

　この面談にも、編集局次長兼報道本部長Ｈガ立ち会っている。

◎　面談記録（平成１８年２月２３日　札幌市内のホテル　道新編集局長Ｓ、道新編

集局次長兼報道本部長Ｈ）

　

冒頭、時候の挨拶から始まったが、その直後のやり取りに関しては（　　　）～聞き

取り困難な部分～が多いため省略

佐々木：これは、白か黒か、あったかなかったか、これいずれも、どっちの表現も同

じだけど、単純明快なんですよ。あったのかなかったのか。

Ｓ：（　　）お互いに、譲り合える（　　）

佐々木：ある意味、これ譲り合う話じゃない。あったかなかったかの話なんだから。

あったらあった。

Ｓ：それは。

佐々木：なかったらなかっただし。

　　　　　　～中略～

佐々木：ないのがないんだという、ないならお前証明しろという言い方は、世の中に

通用しないんであって、あると言う方が証明しろと言うのが世の条理なんですよ。だ

から、私について書いたわけだから。あったとして。ないんだと言っている訳だから、

あったと言って書くからには、あったという証明をして下さいよ。その責任はあったと

主張する方にありますよと。こういう事なんですよ。

Ｓ：それはもちろん（　　）我々としてお答えできる範囲でですね、こういうところで私

共はこういう取材で確認していると。

佐々木：それを、なるほどと思うように示していただければいい訳ですよ。示せない

んだったら、あったという証明ができていない。ありもしない事書いたと、これは言

われても当たり前の事なんです。

Ｓ：（　　）いつもこれ問題になる訳ですけど、（　　）そういう点では当然争いにはなり

ますけど、訴訟責任というのは、あるという（　　）我々の側にあるという事を言って

おりまして、一方で、取材源の秘匿という事は、マスコミの倫理としてあるものです

から、その辺については（　　）



佐々木：それもね、ソースの秘匿、取材の秘匿というのも、やはり世間からみて、な

るほど、そういう中身はやっぱり言えないのもわかるというものでないと、何でも取

材源の秘匿って言ったら全てが一方的に何でもできてしまうという、こういう世の中

になってしまうわけですよ。～中略～取材源の秘匿なんてことはやたらめたらに振

り回されては困ると。書かれた者側からそうなるわけですよ。

Ｓ：やたらめたらに振り回すという（　　）ではありませんけれども、やはりあの。

　　　　　　　　　～中略～

Ｓ：ですから、泳がせに関しては、私共書いた記事に関してお詫びを出したというこ

とがですね、まさに是々非々で。それは私共としてあの記事の（　　）

佐々木：いや、あのそっちの話はあんまり。というのは。

Ｓ：佐々木さんは、道警は（注　不正経理は）ないと言っていたものを（　　）認めただ

ろうと。あんたも同じようにないないと言ってるけども、それはあるんじゃないかと。

それはちょっと。

佐々木：あるかもしれないでしょ。

Ｓ：乱暴な例えじゃないですか。

佐々木：それからもう一つは、ただだから、それがないというのが本当だとは限らな

いということですよ。

Ｓ：それはですから、

佐々木：もう一つは、否定するのであれば、挙証責任があるわけだから、何故ある

と言えるのという事さ。事実だと言えるのとかさ。

Ｓ：それは、ですから、取材者のどういうようなメモとかですね、そういう事について

は、それはですね、（　　）根拠としてはですね（　　）取材源の（　　）ありますけどね、

向こうで。　　　　　　　　　

佐々木：取材メモなんていうのは、いくらでも書けるんですよ。今でもね。それは書

けるんですよ。

Ｓ：それはでも、（　　）何度も申し上げますけども、我々基本的には記者たちのもの

を理解して、取材に基づいてですね、（　　　）

～以下、社内調査の在り方、取材源の秘匿、「どこまでやられるか発言」の取材に

関するやり取りなどが延々と続いた。話し合い平行線をたどり次第に訴訟を前提と

した話に移っていく。～

佐々木：　なるほど。新聞社としても、道新としても、それでいきましょうという話なん

ですね。

Ｓ：いやいや、まあですから、我々としては（　　）

佐々木：　記者を信じていこうと。

Ｓ：そうですね

佐々木：　裁判でいきましょうと。そういう結論ですか。

Ｓ：（　 ）まあそうです。

佐々木：　そうですか。



Ｓ：ただ、裁判になった場合には、この間の記者会見ではありませんけども、やはり

さっき申し上げたとおり、佐々木さんは色々この４件以外にもおっしゃるでしょうと。

状況としてね。道新がいかに不誠実で（　　）我々（　　）これはお互いに結構エネル

ギーがいる話しでありまして。もう一つは、何と言いますか、例えば、いやいやどこ

までやられるかと思ったよというような言葉、それが名誉を傷つけた事になりますか

ね。

佐々木：なりますよ。私の側からみれば。言ってもない事言われて。

　　　　　　　　～中略～

佐々木：真実は一つしかないんですよ。

Ｓ：我々も、お互いに主張しあったら、裁判官に判断してもらうしかない。

佐々木：　最終的にそうですよね。

Ｓ：ただね、ただ（　　）

Ｈ：佐々木さんの名誉、本当に回復されるんですか（　　）

　　　　　　　　～中略～

Ｈ：裁判することによって、失われるものとかそれ以外のものが大きいんじゃないか

と。

佐々木：エネルギーとか色々と大きいよね。確かに。

　　　　　　　～中略～　　　　　　　　

佐々木：（　　）合意するような事具体的に何もないでしょ。何もないんだと。だから

裁判でもやって下さいって話でしょ。結論的な話でしょ、今。

Ｓ：一つご理解頂きたいことは、１５日に発売された雑誌がありますけど、ここで

佐々木さん、相当私共に対して捏造捏造という言葉を乱発されておられますけど。

佐々木：　私のあれはまさにそうですからね。

Ｓ：さっきの（注　「先の」の誤記？）記者会見でも、捏造だ捏造だという事を言われ

ておりまして、これに対して私共もそうじゃないという事を、そこまで言われてですね、

当然反論する。裁判になれば、ここまで言われた事については、私共反論せざるを

えない。

佐々木：どうぞ。

Ｓ：だけど、今（　　）やはり泥仕合にもっていかせないという我々の思いもあるわけ

ですよね。そこをぜひ受け止めていただきたいのと、それから１５日に会見されると

いう前の日に我々お会いして。

佐々木：前に私、言いましたでしょ。この（　　）の関係は。それで通告出してましたよ

ね。解決方法についてという事で。あれの事ですよ。

Ｓ：それで、どうゆうふうに言ってもらいました、この記者会見で。結局あまり佐々木

さんのご主張が理解されなかったんじゃないかというふうに我々思っているんです

けど。かえって（　　）

佐々木：私は、一定程度理解されたかなと思っていますけど。ＨＢＣなんかも放送し

てくれましたよね。ニュースで。

～この後も、双方同じような主張と非難の応酬を繰り返すが、途中からＨが間に入



る形で何とか打開策はないかと粘る場面もあった。その中で、突如、一部週刊誌で

も報道された「公式顧問」発言がＨから飛び出している。その前後のやり取りとを原

文のまま紹介する。～

佐々木：もう１００年したんですから。もう１００年もしたんですから、練れたらいいと

思いますよ。道新も。１００歳になったんだから。

Ｓ：１００歳までまだですよ。（　　）人間は（　　）変わるし。

佐々木：もっと練れてたらいいと思うね。会社として。

Ｈ：公式顧問という事で。

Ｓ：公式にときどきご意見を。

Ｈ：読者の。

Ｓ：ご意見を。

佐々木：私を読者と道新委員会の委員にしたらいいじゃないですか。委員会やりず

らくてしょうがない。言われたくない事ばかり言われるから困った、今度委員会いつ

やるって。

Ｈ：（　　）

佐々木：占拠しませんよ。

Ｓ：（　　）

Ｈ：佐々木さんの発言（　　　）

佐々木：　そういう人を入れたらいいと思いますよ。私でなくて。～以下省略～

　

～以下、読者と道新委員会の在り方をめぐる議論が続いたが、この「公式顧問」発

言の部分は、前後の文章と脈略がなく、文章を読んだだけでは何故ここでこうした

話が出たのか理解できない。話し合いは本題に移っていく。～

　　　　　　　～中略～

Ｈ：基本的に、佐々木さんが本当に解決してもらいたいのは４つなんですね。

佐々木：そうですよ。基本的には裁判事項としては４つです。あとの６件は批判事

項としています。私は。

Ｈ：裁判ではそこの部分は、佐々木さん原告としての主張ではなくなるわけですね。

佐々木：　違うでしょうね。私の訴状。

Ｈ：だからそれは、本件訴訟の中の部分ではないわけですね。

佐々木：　訴状には入らないでしょう。

Ｓ：そうだけれども、道新が、我々としては（　　）道新の真実相当性とはいかがなも

のかという事を、今度被告側として反証するために、多分今までのやりとりとか、そ

ういうものを出すでしょう。

佐々木：弁護士がどう考えるかだね。

Ｓ：でしょう。そうするとこちらも色々（　　）

佐々木：そうなると仕方がないですね。

　　　　　　　～中略～

佐々木：それともう一つ、新聞は一日で終わりですよ。～中略～新聞は残るかもし

しれないけど。基本的には、配達されて読んで廃棄するのが一般的ですよ。



　　　　　　　～中略～

Ｓ：その前提条件があって、あんたたち嘘書いたんだから、書いたことによって私の

名誉が毀損されているんだから、これ放置する事は許されない。先ずこれを止めろ

という。

佐々木：そう。

Ｓ：要求。佐々木さんのはそういう要求される。だけどその前提として、我々は嘘を

書いたという認識持っていないです。

佐々木：そこは対立するところだから。

Ｓ：だったら、（　　）その時点で争えば。

　　　　　　　～中略～

佐々木：　方法としてはあったかもしれない。それは今言ったように、道新さんのよ

うな会社がやるのは簡単な話。個人が一気にそういう事というのは難しい話。まし

て、出版の差し止めというのは、事前差止めというのは非常に難しい問題なわけで

すから、そんな簡単な話でとっかかりなんてできませんよ。個人は。

Ｓ：我々が。

Ｈ：我々からだって、講談社や旬報社に止めてくれなんて話できないですよ。

　　　　　　　　～中略～

Ｓ：やっぱり道警の裏金問題というのは（　　）

佐々木：そういうのは出てくるのかもしれませんね。あとは、また同じような話。道新

の裏金問題も繋がってくる話だけれどね。いくつもいくつも許してしまっている体質

だとかね。取締役会でああいう決定をくだすなんて事は。依願退職にしてしまうよう

な。（注　道新東京支社元営業部長が営業活動費５００万円を私的に流用していた

とされる事件に関する取締役会の対応を指していると思われる）

Ｓ：あれは依願退職というか、その時点で、取締役会として（　　）

佐々木：だからそうなると。

Ｓ：全員が（　　）

佐々木：会社として、公益性のある会社の取締役会として、そういう決定までしてい

いのかという問題も、社の体質みるうえで出てくるわけですよね。

Ｓ：十分批判されていますよ。

佐々木：だからお互い痛いところはあるわけですよね。ある意味ね。

Ｓ：組織だから。

佐々木：組織だから。

　　　　　　～中略～

Ｈ：それを裁判に持ち込んで、裁判に勝った時に（　　）

Ｓ：勝ったら（　　）

佐々木：それはやっぱり、こうだったという事を明確にする意味は大きいですよね。

Ｈ：はっきり言って、問題は、白黒なんてつかないですよ。言った言わないですよ。

佐々木：それでもね。ある程度裁判の場で、いわゆるそれこそ、裁いていただくしか

ないんじゃないかと。

Ｓ：裁判所も困ったもんですけどね。



佐々木：そうでないと、どっちも言うわけだから。

　　　　　　　　～中略～

～結局、双方の話し合いは平行線をたどったが、できれば裁判には持ち込まない

で解決することが望ましいという点では一致、可能性は少ないかもしれないが、第

３の道がないかを探ることで一致している。～

佐々木：だから、それであれば、確かに今、白か黒かの話と、そればかりでは妥協

の余地もないから、第３の道あるかどうか探りたいという話であれば、大人の話とし

てあり得る話ですよ。第３の道というのは。だから、それはやっぱり、少し時間差し

上げても結構ですから、考えてみて下さい。

Ｓ：わかりました。

佐々木：今日はこれで終わりという、じゃあ裁判やって下さいという結論に近かった

ようだけども。

Ｓ：やって下さいなんてもうしませんよ。

Ｈ：そんなこと絶対にないですよ。我々避けたいんですから。ただ、白か黒かと迫ら

れた場合には、その結論では、のれませんと言っているわけで。だから、お互いが

歩みよれる道があるならば、是非そういう話ができないかと。

　　　　　～中略～

Ｓ：じゃあ、さらに対話していくという事で。

佐々木：その話が、一応あるわけだから。それは置いといて。

Ｓ：（　　）

佐々木：そんなことで。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　　　　　　　　

　この対談の最後に出てきた「第３の道」とは何を意味しているのかは分からない。

　対話を続けることでは双方が一致した。

　しかし、一方では、佐々木は道警記者クラブキャップＫに対して、道新の「おわび

記事」と「社内調査報告」の検討結果の報告を求めるなど、執拗に追及を続けてい

る。

　さらに、３月２８日には道新編集局報道本部次長Ｔが佐々木に対して、道新上層

部には期待できない旨を縷々説明し、早く訴訟を起こすように促している。

　これについては前々回紹介した。さらに３月２９日には、道新道警記者クラブ

キャップＫがＴと同じような内容を佐々木に伝えている。

Ｋ：お願いに来た。我が社の上層部はダメだ。全くどうしょうもない。ブッ飛ばしてほ

しい。

　　　裁判やって欲しい。こういうのは（裁判をしてもらうことは）負担かけてしまうこと

だから、（裁判で佐々木さんの）力になりたい。



　　　一番悪いにはＹ（編集局次長　前報道本部長Ｙ）だ。

佐々木：そこまで考えているのか。

Ｋ：高田もロンドンから引き戻してやっつけてほしい。自分達で（やるとすれば）あと

は一つの方法しかないが、それはやりたくない。爆発させる方法（自分が名乗り出

て内部告発すること）はとりたくない。

　（それをやれば）Ｈ（Ｈ編集局次長兼報道本部長）を（上からの評価を下げ、自分

事で管理責任が問われて）ダメにしてしまうからだ。そんな手法（自分が名乗り出て

内部告発すること）は、親にも教わっていない。それをやれば、（効果が決定的に強

力であり、衝撃的であるが、会社に対する背信行為と言われるであろうから）きれ

いに死ねない。

佐々木：道新の上層部はおかしすぎる。

　　　　　高田（被告高田）と佐藤（被告佐藤）を守っているのではなくて、上層部の保

身の結果として２人が守られているだけだと（私は）見ている。

Ｋ：そのとおりです。

佐々木：（Ｋ）社長も（Ｓ）編集局長も是々非々に立てないで捏造を隠ぺいしている。

Ｋ：（報償費報道でもらった新聞）協会賞も返せばいい。

　　　（佐々木さんが裁判やるのは）は早いほうが効果が高い。（裁判は）なるべく早

くお願いしたい。４月の中旬より早いほど効果が大きい。

佐々木：判った。必ずやる。４月中、できるだけ早くやる。

佐々木：大きな威力を発揮する方法をとる。

　Ｋ:　Ｙさん（注　元道警生活安全部長）はどうだろうか。

　佐々木：彼も（裁判を）必ずやると言っているからやると思う。（現在の勤務先）を

やめたらやるはずだ。

　（私の裁判と）五月雨になると思う。

Ｋ：とにかく（裁判を）やってほしい。

佐々木：判った。必ずやる。

 ※別れに、２人で固い握手を交わした。

私（佐々木）　道新は生まれ変わる必要がある。出直す必要がある。

　　　　　　　あなたたちの考えは大事だ。

　　　　　　　必ず力になる。

ＫＴさん（Ｔ　北海道新聞編集局報道本部次長）も、佐々木さんに裁判で負担をかけ

てしまうことを気にしている。

そのなかでも、（佐々木さんの裁判の力になることを）考えるので（裁判をやってくれ

ることを）頼む。

（被告高田と被告佐藤の記事は）捏造記事とわかっているのに（道新は）捏造記者

（被告高田と被告佐藤）をかばう。

　ここで佐々木さんにそれを裁判ではっきりさせてもらわなければ道新の体質は直

らない。

何よりも、我々は記事が書けない。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

佐々木さんは、嘘をついたことはないのか

　

　このように、甲第８４号証によると、佐々木は道新の現場の記者Ｋ等に対しては

提訴を確約しながら、４月１０日、札幌市内のホテルで３回目のＳ道新編集局長と

の対談に臨んだ。

この場にも、道新編集局次長兼報道本部長Ｈが立ち会っている。

　

◎　面談記録（平成１８年４月１０日　札幌市内のホテル　道新編集局長Ｓ、道新編

集局次長兼報道本部長Ｈ）

　

～冒頭の部分は、（聞き取り不能）の部分がかなり多いので省略する。～

Ｓ：その前にですね。私どもは問題の出版社に対して、今書かれている（（聞き取り

不能）

　　登場する佐々木元総務部長から、このようなご指摘、抗議を受けている、場合

によっては訴訟提起するというような事があるという事についてはですね、この出

版社にはまだ何も伝えておりません。と言うのはですね。

佐々木：その前にこれなんぼくらい売れてるんですか。２册の本それぞれ。

Ｓ：旬報社の方はたいしたことないと思いますね。講談社の方はですね、文庫本で

すから。せいぜいでも文庫本ですから１万２万（聞き取り不能）初版で１万（聞き取り

不能）と思いますけど。

佐々木：何版になったんですか。

Ｓ：それは版についてかうちの方は聞いていません～以下省略～

佐々木：これは、印税は社に入る。道新に入るんですか。

Ｓ：そうです。

　　　　　　～中略～

Ｓ：ただ、私が今なぜ両出版社に対して、こうゆう動きについてですね、まだ連絡を

取っていないかという点につきましてですね、これは正直言って今の時点で巻き込

んでしまうと、非常に身動きが取りづらくなる。～中略～一切まだ、いわゆる公式に

はご連絡しておりません。

　　　　　　～中略～

佐々木：これは具体的に考える部分にはもう少し検討要素いると思いますけども、

今、さっと考えてる中では、基本的にはそれを本に表して出した訳で、その出すに

当たっては両者とも中身に捏造が含まれているなんて事は、つゆ知らず本にしてし

まったんだろうと、言うのが私の見方ですよ。分かりながらやっている事ではないと

思った。講談社と旬報社はね。分かってれば、待ってくれっていう話であってね。言

うはずであって、それは当然北海道新聞社を信用して出版したんだろうと。～中略

～ただ問題は、であったとしても、結果としては責任がないという話にはならないの



だろうとは思うけれども、それを例えば、具体的には裁判という場面でどう扱うかは、

今後検討していく問題だと思いますけどもね。

Ｓ：私がなぜそういう事を申し上げたかといいますと、それは今Ｈさんとすくなくても

佐々木さんの（聞き取り不能）ひとつであると。回収とかそういう事については、現

時点ではこちらから裁判以前に働きかえるという事は基本的には難しだろうと（聞

き取り不能）

　　　　　　　　～中略～

～ここで、話は道新の泳がせ捜査失敗記事に戻り、佐々木は自分自身の問題では

ないが、関連する問題だとし、「泳がせ捜査失敗記事」は捏造であり、「おわび記

事」も捏造だと指摘、それに対してＳは「それを言えばお互いに泥試合になる」と反

論、それでも佐々木は、道新の調査の方法に関して「調査とは言えない」などと指

摘している。それに対してＳは「どのような調査をしたかについては全部反論が出

来るが、つまびやかにするのは慎重であるべきだと思っている」とし、「おわび記

事」は総合的に判定したものだ、と説明している。執拗な佐々木の主張に対してＳ

編集局長の反撃が始まっている。～

Ｓ：ですから、はっきり言って、前に言ったかもしれないけども、佐々木さんの（聞き

取り不能）まず本線で、核になるどうしても晴らさなきゃいけない問題ってあるわけ

でしょ。それは本に書かれていた。ね。それでしょ。

佐々木：はいそうです。

Ｓ：それでしょ。

佐々木：そうですよ。

Ｓ：それを、これを攻撃するために、道新っていうのは、いろんな事いい加減だとい

う事を、今１００の質問とか、この間の２月１５日の記者会見とか、あるいはこの事

件における発言とか、いっぱいそういう状況をいっぱい積んできて、被疑者を（聞き

取り不能）逃がしたとかですね、いろんな事を書いて、こういう言ってみれば、状況

証拠によって、この自分が本来究極の問題としようとしている部分をより（聞き取り

不能）しているわけだ。これはこれで分かるけれども、であるならば我々としても何

度も言うようにいざ裁判と言う事になれば、あの記者会見でもある程度出ておりま

したけれども、道警幹部の方はどういう申し開きをされたんですかと、我々記者団

に対して、あるいは道議会に対して、どのようなスタンスでお話しされたんですか。

それを覆す事はなかったんですかと言う事を、縷々申し上げるしかないとこう思う訳

です。であるならば、分かりやすく言えばどっちが真実を述べているかという事にな

りませんか。これは。

佐々木：それは道新の主張としてはあるんではないでしょうか。そうだと思うんです

よ。言い分としては。それでね。

Ｓ：それをやれば、やれば、水掛け論って言うか立場立場っていうのもあった、あっ

た訳で、そこをもう一回（聞き取り不能）そのことが佐々木さんの名誉を晴らすって

いうふうになるんですか。

佐々木：それで、今のさっきの話だけども、結局道警はいろいろな主張はしてたろう、



紆余曲折もというか変遷もはあったものの、最終的には自らの非を、自らの調査も

し自らの非を認めて、返還をしたり謝罪をしている訳ですよ。最終的に、結論として。

だからこれは是々非々の立場をきちっと取っているんですよ、最終的に。だから、

そうゆうふうな事が大事だと思うんですよ。だからやっぱり、道新と言えども、道新

も方もやっぱり紆余曲折変遷はあっても。

～この佐々木の反論は度々登場する。この際、道警の調査等について筆者の考え

を説明しておきたい。

道警の裏金疑惑の内部調査は、多くの裏金システムに関与した道警幹部によって

行われた。公正性・透明性という点では極めて疑問のあるものだ。当然のことなが

ら、その調査結果は、返還額の認定、使途不明金約３億９０００万円の存在、幹部

の私的流用を否定等、極めて不透明なものであった。多くの道民は道警の裏金疑

惑の全貌が解明されとも、道警が心から謝罪したとは思っていない。～

Ｓ：私ども（聞き取り不能）あるいは取材の瑕疵とか、そうゆう物については謝罪しま

した。（聞き取り不能）１月１４日のお詫び記事って言うのは謝罪であります。

佐々木：だから、あれとでも道新の書いた皆さんはそうおっしゃるけど、まず読者の

中で私の接触する人にしても、あれ本当はお詫び記事と言えるのかという事が読

者の反応な訳ですよ。あれがどうしてお詫びなんだと。

Ｓ：その話はね、また蒸し返したらあれだからさ。

佐々木：お詫びの記事じゃないだろうと。

Ｓ：お詫びでしょう。１面に（聞き取り不能）けちょんけちょんに言われましたよいろん

な所から。

　　　　　　～中略～

Ｈ：逆にね、裁判をやって、佐々木さんの言ったように、本当に黒白つくんですか。

佐々木：　つけるしかないでしょうね。

Ｈ：そうですか。

Ｓ：（聞き取り不能）仮に、仮にですね、もしそのような事は立証出来ないと。しかし、

立証できない事を北海道新聞は（聞き取り不能）。ずばり立証できるかどうか分かり

ませんよと（聞き取り不能）。だけど、あの中身はどうして佐々木さんの名誉毀損っ

て事になるの。

佐々木：これ、あれですよ。

Ｓ：これはね、言ってみればね、佐々木さんの個人的なプライバシーを（聞き取り不

能）したとかですね、暴力に（聞き取り不能）したとか、たとえばスキャンダルを、あり

もしないスキャンダルを書いたとか、そうゆう事では私はないと思うんです。

佐々木：これは前にも文書で出している通りです。ありもしないことを書いて人を揶

揄愚弄している、あるいはコケにしていると、そうゆう事を書くかと言う事ですよ。

Ｓ：だからね、愚弄、コケと言うことと名誉毀損と言う事は、やっぱり（聞き取り不能）

尺度がいろいろあると思いますよ。

佐々木：いや、だからね。



Ｓ：つまり、政治家であれなんであれ公的な立場の方に、あるいは道議会議員であ

る公的な立場の方が、言った発言に対して、我々としては軽い批判を込めて書いた

つもりでも、相手は（聞き取り不能）。～以下省略～私ははっきり言って、口幅った

い言い方ですけども、なかなか、これを裁判で維持させるというのは難しいんじゃな

いかなと思いますけども。

佐々木：それは、あれでないでしょうかね。書いてある記事の中身が事実ならば、

少し難しいものが出てくると思いますよね。事実ならば。事実でないなら私。

Ｓ：我々事実だって言ってる訳ですから。

佐々木：そう・・・・

Ｈ：誰が立証できるんですか。

佐々木：それは、私なりに立証せざるを得ないと思ってます。だけど、誰が立証す

るって言うのは基本的に、書いた方が立証なんです。書いた方が真実だっていう立

証して頂くしかない。

Ｓ：（聞き取り不能）書いた方は、ニュースソース明らかにしませんから。裁判に負け

ても。ただし仮にニュースソース明らかに出来ないと、いう事で、佐々木さんのこの

事は事実として被告側立証出来ないという事を、裁判所が認めたら、その事であな

たの名誉はどの程度傷ついたですか、という事になると思いますけども。

佐々木：それは、裁判官の判断、そうゆう場になれば話だけども。裁判官の判断に

委ねるほかない。

～ここに来て、道新編集局長Ｓから「佐々木さんの体面を保つ方法、例えば一筆書

く事とかであれば誠心誠意対応したい」との申し出があったとされている。これに対

して、佐々木はあくまでも「（本の記述が）事実がどうなのかに触れないで体面を保

つ方法はない」と主張し立ち消えになっている。議論は再び道新の調査の在り方に

戻り、Ｓは「今回のケースは取材に対する敵意、憎悪の中で出てきた話だ」と指摘、

佐々木は道新の調査が誠実ではなかったと反論するなど、議論は堂々巡りを繰り

返した。議論は再度、佐々木の在職中の裏金問題での対応についての批判に及

んでいる。

なお、一筆云々の話は、第４回目の面談で実行に移されることになったとされるが、

そのことは次回に紹介する。～

Ｓ：（聞き取り不能）嘘をついたことないんですか。

佐々木：だから

Ｓ：佐々木さんっていう方はね、そういう幹部の言う（聞き取り不能）我々の取材だと

かいろいろな事に対して、いつも正しい良心にかけて、いつも真摯な事をおっしゃっ

たんですか。

佐々木：だから、それは間違った時もあったでしょう。過去長い中ではね。だから、

その時は間違いを指摘されれば、私はその都度、訂正したり詫びたりしてきてます

よ過去に。間違いがあった時には。

Ｓ：たとえば、明らかにそれは間違いがあった時ではなくて、意図的にそうせざるを



得なくてかもしれませんけども、意図的にそれは違う事をおっしゃった事があるん

じゃないですか。（聞き取り不能）。

佐々木：それは、だけど今の質問は非常に愚問ですよね。

Ｓ：愚問ってなんでですか。要するに問題は私が言っている事は、立場立場でいろ

んな事があっただろうと、そう思う訳です。その事で、佐々木さんは傷ついたり、そ

のうちらの書いたものによって傷ついたとおっしゃるけれども、はっきり言えば、そ

れを今例えば裁判という形で（聞き取り不能）～以下中略～、場合によってはこの

ことをずっと、引きずりながらやっていかれるんですかっていう事ですよ。

　　　　　　～中略～

佐々木：ですから、その問題と混同させるべきじゃない。それで、その問題は前言っ

たようように、さっき言ったようにきちっと謝罪しているでしょ。だから、やっぱりそう

いう事が、その事がこうだから、道新のこれはそうなんだって話に（聞き取り不能）

話じゃない。

Ｓ：（聞き取り不能）我々はだから。

佐々木：切り離すべきだ。

　　　　　～中略～

Ｓ：事実関係（聞き取り不能）事実関係で押すなら話にならん訳でしょう。こちらは認

めないって言っている訳だから。

佐々木：だから、私が言ってる当初の主張に対して、全く根拠示さずに認めないと

言うのはダメだって言うんですよ。

Ｓ：（聞き取り不能）裁判になるかもしれない場面で～中略～そうじゃなくて、これが

真実かどうかをまさに言い合ってたら、結局行き着く所まで行き着くしかない訳だか

ら、これをちょっとよそにおいておいて、別の解決はないんですか（聞き取り不能）。

佐々木：だけども、真実でないって決め付けた中で、そうですか、その前提において

解決しましょうってならないでしょう、こっちにだって。

Ｓ：それじゃあ、話にならない。

～中略～

Ｓ：そうじゃなくて、全体に道警が当時本部長も、総務部長も含めて不正（聞き取り

不能）どう対応したか、この本にはこれを主として書かれている訳さ。（聞き取り不

能）。それについて、（聞き取り不能）の存在を（聞き取り不能）しなかった。いいです

か、これは事実だから、文句は言わないですね。これは事実だから。文句は言わな

い。で、もう一つ、今問題にしている事は、はっきり言って申し訳ないけれども、これ

はある種の本線ではない舞台裏の話ですよ。言えば、あそこに書いた事は。舞台

裏の話を協議線を認めた上で、（聞き取り不能）そして（聞き取り不能）はたして、ど

うなんでしょう。

佐々木：ですから、本線がどうあれ、それはそれで書いた人の本の筋書きでしょう

けれども。

Ｓ：私はそれを、だからと言って好き勝手に書いた（聞き取り不能）

佐々木：だから、本線がいくらこうであっても、それで私の事について書くのが例え

ば本線から外れたところの問題であったとしても、それを、無かった事をあったとし



て書く訳にはいかないんですよ。書くのを認める訳にはいかないんですよ。

～同じような議論が繰り返されている。ついに道新編集局長Ｓは「決裂っていうこと

ですかね」残念ですけど」と口にする。佐々木も「残念です。内容的には折り合わな

いって事ですから、やむを得ない。そういう事でしょうかね。公的な場で認定して頂

くということで」と提訴の意思を示し、対談は決裂するかに思われた。

ところが、それまで沈黙していた道新編集局次長兼報道本部長Ｈが突然、調停の

提案をする。一転して佐々木もその話しに乗ったとされている。～

Ｈ：はっきり言えば、（聞き取り不能）和解を勧めます。裁判官は。お互いの、今言っ

たような話を和解の手順でもう１回やらなきやならない。弁護士入れて。その時もま

だ（聞き取り不能）

佐々木：いや、私はね。それはその通りだと。裁判官が話し合いで解決出来ないの

かと、和解の道を探れないのかと、裁判官から言われればそれはまさに、公の機

関で、その道の方がいいのではないかという、提案だとすれば。もちろん弁護士の

意見もあるけれどもね。

Ｈ：調停でどうですか。調停。

佐々木：え。

Ｈ：調停をやる。この問題。

佐々木：調停っていうのがあるの。

Ｈ：調停ってある。つまりお互いの両当事者及び第三者を入れて、どっちが正しい

んですかっていう話をやる。

佐々木：なるほど。

Ｈ：その時は、第三者はあれですよ。弁護士入ってもいいじゃないですか。調停や

ればいいんじゃないですか。裁判というのはいつでも、裁判に移行できるような形

で調停はある。

佐々木：なるほど。

Ｈ：お互いが（聞き取り不能）すれば、（聞き取り不能）。ただしお互いの言い分をお

互いが第三者の弁護士及び裁判関係者が両者の言い分を聞いてお互いにこうい

うあれでどうですか、こういうあれでどうですか、妥協案を作る。それで、お互いがこ

の手の（聞き取り不能）何回かやっていく、それで調停が不成立だったら、裁判をお

こすと、その方がいいんじゃないですか。

佐々木：その道って言うのは私も頭に何もなかったんだけれども。そういう道もがあ

るともよく分からなかったけれども。

Ｈ：だから、お互い最初からガチンコ勝負やってもあまり意味ない訳ですよ。今の

（聞き取り不能）やりとりやる訳でしょう。真実だとか、そうでないとか、その旨で

佐々木さんの名誉が毀損されたか、されないのか、それから今まで出てきた、つま

りどういう形の中でこの報道がなされたか、全体の状況で。これだけで、もう２年３

年ですよ。弁護士費用いくらかかるか、時間。それよりももっとお互いが納得できる

ような形で調停案を作ればいいじゃないですか。どうですか。



佐々木：それは、今私はやるとすれば、裁判という頭でいましたから、弁護士との意

見も聞いて相談するという事になると思います。

　　　　　　　～中略～

Ｓ：私も、つまり、これから以降どういうふうになるのか具体的な考え（聞き取り不

能）それからさらに、さっき言った名誉を毀損されたのかどうか、事実認定、名誉の

毀損があったのかどうか。それにつての反論、それだけでも少なくとも２年３年かか

りますよ。

佐々木：かかるでしょうね。

Ｈ：（聞き取り不能）そういう事、僕ははっきり言って不毛だと思う。お互いにとってで

すよ。不毛だとわかって何で避けられない。

佐々木：だから、あの。

Ｓ：いや、佐々木さんの言い分は分かります。もう重々。我々は何べんも聞いている

から。ただ、それの部分とこれからあり得る部分と量りにかけてどっちが良いのかっ

て言う事を良くきちんと冷静に考えて頂きたい。

佐々木：冷静に考えているんですよ。

Ｓ：その上で、はっきり言えば、もう仕方がないんですね、（聞き取り不能）。やれる

事は、きちっと、僕はやるべきだと思う。調停の中でも。ちゃんと、今我々がはっきり

言えばお互いに対立する立場で、やれる（聞き取り不能）どっちが正しいかっていう

判定役がいない訳でしょ。だから、出来れば判定役を入れて具体的に話して、お互

いに折り合える部分はなんなんですかって事を、本当に、折り合うっていう方法で

話してみてはどうですか。

佐々木：調停の話は弁護士と相談してみます。それは。私の頭になかったから。

Ｓ：ぜひ。（聞き取り不能）一度調停してね。

佐々木：ただ、私の頭にあったのは、和解っていうのはあるんだろうと。それはどう

いう事かと、裁判の過程で裁判官がどっちもの話を聞いた中で折り合える方法を探

れ、という事はあるのかもしれないなと思ってましたよ。

Ｓ：和解案（聞き取り不能）さっき言った文章をどういうふうに書くかという、そういう

問題になると思いますよ。私は。だから、逆にそこまでの。

佐々木：だから、ある意味でそんなふうなところまでいった時には、事実関係もどう

いう扱いになるかはまさに知恵の出しどころが出てくるでしょ。

　　　　　　　～中略～

Ｈ：決裂ではないんですね。

佐々木：だから、それは話、相談してみますから。それは回答します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　こうして、第３回の面談が終わっている。

終了直前Ｈが「ビールでも飲んで」と誘うが佐々木は「この話の中ではそういう訳に

いかないでしょう。せっかくですけど」と断ったとされている。

しかし、Ｈが一縷の望みをかけた調停の提案は、佐々木から一蹴される。

佐々木は、道警記者クラブキャップＫを通じて調停の申し出を断る旨を伝えたとさ



れている。

◎　面談記録（平成１８年４月１９日　自動車安全運転センター　道新道警記者クラ

ブ　キャップＫ）

佐々木：疲れた。どうだい。（　　　）の情勢は。新聞記者の方は。

Ｋ：返事待ち。

佐々木：返事待ち。

Ｋ：一縷の望みを持って（　　　）

佐々木：一縷の望みって何だい。それは。

Ｋ：調停にしてくれるんじゃないかと思っているんじゃない。それは無理だよって（　

　）

佐々木：何で調停にして欲しいの。

Ｋ：時間稼ぎ。（　　　）

佐々木：時間稼ぎだな。

Ｋ：と思うよ俺は。（　　）

佐々木：それはやんない。また何で裁判なら嫌なの。

Ｋ：（　　　）

佐々木：だって、言っている事正しかったら表になったって構わないでしょ。

Ｋ：うん、思うけどね。とにかく嫌なんでしょう。

　　　　　～中略～

佐々木：あの、メモした方がいいな。

Ｋ：メモした方がいい。

佐々木：調停は受けられません。そういう事だ。調停で今の状況って言うのは、調

停になじまないと思う。調停でやれるような、対立状況でない。調停ではまとめられ

る、解決できるような、お互いの主張が内容になっていないでしょ。調停では、まと

まる内容になっていないでしょう。だから調停をやっても無駄でしょ。だから調停は

受けませんと。

　　　　　～中略～

Ｋ：分かりました。

佐々木：これは当然でしょ。今の状況で。

Ｋ：これは代理人の弁護士と、（　　　）

佐々木：そう。

　　　　　～中略～

Ｋ：司法という場で。

佐々木：司法の場でさ。それがＫさんやＴさん（注　道新報道本部次長）が言ってい

るやつに沿うんだって。（　　　）そういう気持ち含まさってるから。ｋの前の話を聞い

ているわけだから。２人から。それも含まさっててるから。俺はこんな事で時間無駄

にするような事やらない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下省略



このように、佐々木は道新側の調停の提案を、弁護士と相談のうえで、拒否する旨

を道新側に通知したとされる。

冒頭でも触れたが、平成１８年４月２７日のＨと佐々木の面談の際、５月１日に編集

局長Ｓと佐々木の面談をセットすることで合意しているが、その記録は甲８４号証に

はない。

　ところが、平成２０年８月１８日の第１１回口頭弁論で元道新編集局長Ｓの陳述書

が提出され、その中で「平成１８年５月８日、私は原告と２人だけで会っております。

原告から『一人だけで来て欲しい』という要請が電話であり、私は原告が訴訟の回

避を決断したのだと受け止め、ただちに要請に応えてたものです。」語っている。

　一部週刊誌によると、道新側が佐々木に対して「出来レースをやろう」と持ちかけ

たとされるが、その内容と甲第８４号証に対する道新報道局長Ｓの反論は、次回、

暴露された裏工作？の記録（４）で紹介する。 

第２２回　２０．９．２７（土）

　　　　　　（続）　新聞が警察に屈した日　暴露された裏工作？の記録（４）

　甲第８４号証によると、佐々木と道新編集局長Ｓとの面談は３回にわたって行わ

れ、道新側から訴訟を回避するため「第３の道」、「調停」、「和解」といった提案がな

されたが、いずれも佐々木が最終的に受け入れなかったため実現はしなかった、と

されている。

　両者の裏交渉は決裂したかにみえる。

　甲第８４号証の最後に、平成１８年４月２７日に行われたとする道新報道本部長Ｈ

と佐々木の面談記録がある。

　その中に一部週刊誌が「出来レースをやろうと警察元幹部に持ちかけた『北海道

新聞』」と伝えた記事に取り上げられたと思われる記述がある。

　そして、５月８日には４回目の道新編集局長Ｓと佐々木の面談が行われた。

　その内容について、佐々木は甲第８４号証では明らかにしていないが、道新編集

局長だったＳが裁判所に提出した陳述書の中で、その詳細を明らかにしている。

　今回は、この２つの面談について紹介しながら、佐々木に対する道新の不可解な

対応について考えてみる。（本文中敬称略）

道新裁判は、出来レース？なのか

◎　面談記録　（平成１８年４月２７日　札幌市内のホテル喫茶店　道新報道本部長

Ｈ　）

佐々木：どうも、おはようございます。Ｈさんとは、会う機会なんか、もういらないと

思ったんだけど。



Ｈ：そういう事言わないでよ。

佐々木：俺、もし１回会う事があるとすれば、社長とだけ１回会ってもいいなと。社長

と１回。あのＨさん抜いて。Ｈさん気の毒だから。そんなのに巻き込むの。

Ｈ：巻き込まないで（　　）

佐々木：いやだから、気の毒だからさ。社長とだけ、社長一度も意思表示も何もな

いじゃない。Ｓさんも（　　　　）でなくても良いと思っているんだけどさ。

Ｈ：Ｓ（　　　）一応、この問題の彼は責任者ですから。

佐々木：それは社内の話なんだ。うん。会社の代表は社長なんですよ。

Ｈ：それはそうですよね。

　　　　　　　～中略～

佐々木：ところでさ、この前１０日に会ったでしょ。２人で。４月１０日にさ。この上で、

夜、会ったでしょ。この上で。ずいぶんいろいろ張り切ってしゃべってたけどさ。Ｈさ

んあれ本心かい？

Ｈ：何が？

　　　　　　　～中略～

佐々木：何かずいぶん無理しているのかな、どっちなのかなと思ってさ。

Ｈ：何で

佐々木：なんとなく、違和感を感じているから。

Ｈ：いや、もうあれでしょ。

佐々木：あのね、やっぱりＨさん本心いろいろあると思うけども、道新は生まれ変わ

らなきゃ駄目ですよ。あんな道新って、こんな道新でＨさんいいと思っているの、今

でも。

Ｈ：そんな事はないですよ。

佐々木：立場だから、うんと言えないかも知らんけどもさ。

Ｈ：（　　　　　）。

佐々木：立場だから言えないだけ。次から次へ捏造記事並べ立ててさ、そしてそれ

を言われるとさ、捏造でないってむしろ見透かされててもさ、つっぱるなんて。

Ｈ：捏造ではないですよ。

佐々木：駄目よそういう事言ったら。

　　　　　　　　　　　～中略～

佐々木：お互いに。

Ｈ：言いたい事はかなり。十分やむを得ない分だと言う事になればね、じゃもう、（　

）

　　せざるを得ない訳だから。それで、連休前って事はほとんどないって（　　　）

佐々木：まあ分かんないよ。明日行って。

　　　　　　　　　　　～中略～

佐々木：明日はないですよ。明日俺あれだから、最終打ち合わせに行くんだから、

明日。東京へ、行くよ。

Ｈ：（　　）

佐々木：そうよ。



Ｈ：（　　　）

佐々木：そうよ。最終的な打ち合わせ明日やるんだから。ほら、芦刈さんの。

Ｈ：（　　　）

佐々木：これがっちり、芦刈さんに最終的に調整取るから。ばんばん行きますから、

いろんなとこ、表面から。きちっとやりますから。間違っても（　　　）。

Ｈ：（　　　）個人の。

佐々木：刑事犯罪ってのはね、基本的には個人なんですから。

Ｈ：そうですね。これ道警は知っているんですか。

佐々木：誰にも言ってません。～以下省略～

　　　　　　　～中略～

Ｈ：齋藤さんは目を通したんですか。

佐々木：誰？

Ｈ：齋藤祐三（注　弁護士　原告代理人）さんは。（　　　）

佐々木：こっちは見せ（　　）、話だけしている。

Ｈ：これは？

佐々木：これは見せた。

Ｈ：原案は（　　　）。

佐々木：それは、いろいろ芦刈さんと打ち合わせして作り上げるって話です。

Ｈ：すると、（　　　）本人は出る可能性は、たとえばあるんですか。

佐々木：それは訴訟指揮によるでしょう。訴訟指揮でね、弁護士のさ、対応のやり

方にもよるしさ。民事の場合はね。～以下省略～

　　　　～中略～

佐々木：まあやっぱり・・・あれですよ。だから私は今だってね、私の要求ちゃんと飲

むって言うんだったら、裁判でなくていい、って今だって、提訴する前の日までそう

いう考えでいますよ、私は。

　　　　～中略～

佐々木：まぁやっぱり・・・あれですよ、だから私は今だってね、私の要求ちゃんと飲

むって言うんだったら、裁判じゃなくていい、って今だって、提訴する前の日までそう

いう考えでいますよ、私は。

Ｈ：（　　）

佐々木：何でさ、だって公で人に傷つけといて、謝る時はこそっと謝るのかい。

　　　　～中略～

佐々木：いや、だけど、だからさ、裁判が不毛だって言うんだってあれば。

Ｈ：　うん、僕は絶対不毛だと思う。

佐々木：だからさ、それに持っていかないで。

Ｈ：言ったでしょ。

佐々木：納得できる方法と。

Ｈ：いろいろな格好があるじゃないですか。

佐々木：あるよだから。だけどこの前話したやつじゃ、あれじゃ格好取れないでしょ。

俺の方がさ。



Ｈ：（　　　）。紙面で謝罪？

佐々木：だから、例えば、例えばさ、妥当としたらさ、紙面で謝罪しなくても、詫び状

で事実認めながら謝罪するって手だってあるじゃないの？

Ｈ：それは、うちだけの問題じゃないから、他を巻き込む訳でしょ。

佐々木：どこ？

Ｈ：他の出版社を巻き込むわけでしょ。つまり出版社で書いた（　　）を言うわけで

しょ。そのまんまにしておくのかって話になる訳でしょ。

佐々木：だから、そういう相談すればいいしょ。裁判の場で他社巻き込む事に、裁

判だってなる訳だからね。

　　　　　　　　～中略～

佐々木：それについてさ、どういう収め方するかって言うのが、話し合いの中にある

んじゃないの。

Ｈ：（　　　　）

佐々木：だから、妥協点。そこについての妥協点も何か収め方として、ないのかっ

てことさ。全く触れませんなんて言うんじゃなくて。

Ｈ：（　　　）

佐々木：そうでないとね。そうでないとね。話し合いだけは図れないだろうと。

　　　　　　　　～中略～

佐々木：だから俺だって今でも話をするよ。今でもする。私はあるよ。前日まで。前

日までしますよ。それは裁判なんかで和解っていう手もあるんだけどさ。

Ｈ：　だからそういう事も含めて（　　）ただ、一定のね、互いのルールみたいな（　　

　）その中で話し合いのチャンネルを持っていた方がいいんじゃないの（　　　）

佐々木：例えば訴訟になってもかい。提訴になってもかい。民事で、だけで行く場合

はそれは出来るさな。刑事もあったって出来るさな。それはそれはそっちの手続き

と。

Ｈ：（　　）じゃないですよ。論外。

佐々木：なんで。

Ｈ：気持ちは分かるけど。民事で行く（　　　）

佐々木：皆さんが言っているようにさ、Ｈさんも言うようにさ。白黒つかんでしょって

言うわけでしょ。じゃあ刑事の方が付けやすいから。

Ｈ：それは（　　　）

佐々木：それは大丈夫ですよ。だから取り調べればいいんだ。ビシビシ。そして、真

実出せばいいんだ。それだったら、今調査委員会のメンバーだった人だとか、ここ

のＫ以下８人のキャップ、当時のあれだとか。

Ｈ：（　　　）

　　　　　　　　～中略～

Ｈ：お互いが、両方同意する文書を作って、佐々木さんがそういう文書で認めるの

かどうか。でも、裁判だって和解案だって（　　）。

佐々木：そういうことになるでしょ。

Ｈ：やっていって裁判所の提示する和解案認めて、全部が全部否定するのか、全



部が全部認めるのか、一部認めるのか（　　）それでどうなるのか。（　　　）絶対裁

判所は判決書きませんから。（　　　　　）

佐々木：それは方法論ではね。そしてあの、あれかい。

Ｈ：だから、今度は調停でやるって言うのは。

佐々木：　調停はやだわ。ダメだ。

Ｈ：調停でやるのは、今の話をお互い２社だけでやっても、話は決まらないと。お互

いたぶん（　　　）

佐々木：そうするとあれかい。双方で話付けといて調停に入るって事かい？

Ｈ：そうそうそう。

佐々木：それはあるわな。話付けてあればな。

Ｈ：話付けといて裁判だけやって、調停すぐやっちゃう、調停って言うか和解案をや

る、裁判所を入れて。あるいは裁判所を入れなくても出来るわけでしょ。形だけ、裁

判を（　　　）お互いは、はっきり言えば和解しちゃうと。

佐々木：なるほどな。それは一つの方法だよ。だから、先に合意しておかんかダメ

だよ。それ。

Ｈ：いや、だからそういうことです。

佐々木：争っちゃったらおかしくなるんだから、調停なんか何も力ないんだから。

Ｈ：だから、だから言っているでしょう（　　　　　　）。

佐々木：そうやったら、そういう事だとか・・・

Ｈ：（　　　　）うちの弁護人が言うわけですよ。（　　　　　）

佐々木：いや、本望でないのは分かるよ。

Ｈ：ただね、お互いが納得ずくで裁判やるって事だってあり得る（　　　）やるのは間

違いない。それは仕方がない。ただ、落としどころはある程度こういうふうにしましょ

う。（　　　）。そしたら、短期間で和解になる。お互いのメンツは（　　　）。

佐々木：それは方法あるわな。

Ｈ：だから、本当にどこまでやるんですかって言っているんです。僕は本当に佐々木

さんにね。うちとしては、はっきり言ったやりたくないですよ。ただ、佐々木さんも今

までの経緯があるから、（　　　）佐々木さんの今までやってきた事は（　　　）話し合

いにおいて、裁判やったらどうですか（　　　　）。

佐々木：それは一つの方法だ、確かに。それは長引かせないで。決着しちゃう。公

で決着すれば、誰にも、こういう結論になったと、話は出来るわな。これは一つの方

法だ。

Ｈ：ただ、和解しました。お互い、（　　　）

佐々木：一つの方法だ、それは。

Ｈ：だから、（　　）佐々木さんだって、僕は正直なところね、裁判やりたくない部分あ

るかもしれない（　　　）。

佐々木：それはそうだよ。俺は前から、裁判やる必要ないって言ってるでしょ。

Ｈ：（　　）お互いの話し合いの中で、（　　　）

佐々木：うん、それは一つの方法ではある。どっちも立つようになるからな。道新に

はあまり立ってもらっては困るんだわ。悪いんだから。



Ｈ：裁判では、形の上では主張するけど、基本的には和解しかないわけですから、

和解案を作ってもらって。そういう話し合いをするんですよ。

佐々木：本訴で入っていって（　　　）。本訴の方がいいと思うよ。

Ｈ：だから、提訴すると（　　　）、わかったここまでやってこのあたりで和解にしま

しょって弁護士同士でやらせればいいでしょ。（　　）

佐々木：あぁそういう方法はあるは。

Ｈ：僕が調停って言ったのは、弁護士、お互いの弁護士に入ってもらって調停やっ

ていくと、裁判にならないし、費用もそんなにかからないし、短期間に終わるから、

そういうこと言ったんですよ。

佐々木：あぁなるほど。

Ｈ：時間かかって（　　　）。僕が言っているのは（　　　）。ただ、冷静にやりましょう

よって事ですよ。

佐々木：だからさ、それで行くんならならね、本当に両方がね妥協点を最初から

作ってね、これで行くぞと、そして、裁判（　　）ここで、こういうふうに収めるぞと、こ

れ、はっきりしないとダメなんだわ。

Ｈ：だから、そうしたら、もう一度うちの局長呼んできて、そういう話させますから。

佐々木：それは一つの、その相談には乗れない話ではないよ。

Ｈ：ないでしょ。それでは今すぐって訳にはいかないから、連休明けにその話しま

しょ。具体的に。

佐々木：連休明けでじゃなくて、１日か２日でどうだ。

～中略～

～この面談記録によると、Ｈの提案で５月１日の夜に編集局長Ｓと佐々木が会うこ

とで双方が合意、続いて双方で出来レースを進める具体的な手順が話し合われた

ことになっている。～

Ｈ：　こちらから、また連絡します。それで、基本的にはお、互い主張は最初の段階

では言わざるを得ないと思うけど、そこの部分はね。つまり、次のステップは５月の

ある時期に、佐々木さんがうちを提訴したという話をする。それについて、うちは答

弁書なりなんなり、お互いの主張がある程度出し合ったところで、和解をするってこ

とに多分なるだろうから。その時点でそれをなるたけ早くするように、お互いの弁護

士については、出来るだけ、事実関係だけはちゃんとやって、和解案を具体的に法

廷外でも。

佐々木：法廷外でね。

Ｈ：外で。外で和解の話をする。

佐々木：進める。

Ｈ：　進める。出来上がったたら、はっきり言えば、法廷外の和解が整いましたので、

片方は取り下げる。和解案はこうですと。裁判所で法廷内の和解に持ち込む。だか

らそれ、判決と同じになるから。

佐々木：なるほど。



Ｈ：お互い合意すると。と言う事で、（　　　）そこでおしまい。

佐々木：なるほど。

Ｈ：そうすれば、そんなに長引くこともないし、お互い（　　　）ああでもない、こうでも

ないっていう主張（　　　）そこをきちっと出来るようにしておけばいいんじゃないです

か。

佐々木：いや、そういう方法論は、一つの方法だと思うよ。

Ｈ：具体的にね

佐々木：具体的に。

Ｈ：変な話ですけど、出来レースですよ。

佐々木：変な話だけどね、それは出来レースにならざるを得ない。そうやって収めよ

うとすれば。

　　　　　　　～中略～

佐々木：本訴でね。

Ｈ：本訴ですよ。訴訟は起こすんでしょ。

佐々木：起こす。

Ｈ：だから、多分１年くらいはかかると思います。

佐々木：１年くらいはね。

Ｈ：それをどうするかですよ。そういう事を本当に出来るかっていうのは、やってみ

ないと分からない部分もありますよ。

～２人の話し合いは続いた。甲第８４号証によると、和解の障害になることが予想

される講談社や旬報社の動き、訴訟が提起されたときの高田昌幸、佐藤一の予想

される反応、その扱いなどについて意見交換が行われたことになっている。～

佐々木：ガチッとぶつかってもな。

Ｈ：ぶつかってもね、それぞれの主張は喧嘩しなきゃいかんわと。

佐々木：そうだ。言い分は何かをみせておいてな。

Ｈ：その上で途中でどうするかっていう（　　　）。その上でお互いの弁護士がこういう

譲歩案でどうだとお互いがやり取りする訳でしょ。（　　　）それは駆け引きになると。

佐々木：だから、その駆け引きもさはっきり言ってさ、ある程度さ。

　　　　　　　　～中略～

Ｈ：だから、だとすればね、つまり一定のルールの下にやった方がいいんじゃないで

すか。

佐々木：それは一つの方法だ。それは一つの方法だ。痛み訳（注　分けの誤記？）

みたいなものだけど。譲り合いか。

Ｈ：裁判は（　　）ただし、一定のところで和解する。

佐々木：基本的にその線で相談するかい？そうしたら。１日に。

Ｈ：（　　　）

佐々木：いいよ。相談しましょ。

Ｈ：その方がお互いにとってあれでしょ。先行きどうなるか分かんないような裁判長



年やって（　　　）

　　～中略～

佐々木：それじゃさ、１日に。

Ｈ：４時ね。

佐々木：かなりさ、具体的に考え用意しておいて貰わないと。俺も具体的にしゃべる

から。

Ｈ：分かりました。

以上

　これを読む限り、出来レース云々の話は、道新側が持ちかけ、佐々木も直ちにこ

れを拒否することなく「基本的にその線で相談しよう」と合意している。

　ただ、甲第８４号証には、５月１日に行われる予定なっていた道新編集局長Ｓとの

面談の記録は含まれていない。

　後日のＳの陳述書の説明では、佐々木との面談は４回とされ、４回目は５月８日

であり、それには報道本部長Ｈは立ち会っておらず、Ｓと佐々木の２人だけの面談

であったとことを明らかにしている。

　そして、その場で両者が共同で、道新編集局長たるＳの「謝罪文」を作成したこと

が明らかにされている。

　これも翌日の５月９日になって佐々木から「あれでは駄目だということになりまし

た」と伝えられたとしている。

　「出来レース裁判」の話は、平成１８年４月２７日に報道本部長Ｈが佐々木に提案

したことになっている。

　ところが、Ｓの陳述書によると、５月８日の佐々木との面談の場で、提訴をしない

ことを前提とした「謝罪文」を作成したとしているが、「出来レース」に関しては全く記

述がない。

　佐々木が提出した陳述書（平成２０年６月１３日の別紙１）によると「平成１８年５

月２５日に、私はＨ氏に架電し、『出来レース裁判』の申し出を断った。」とある。

　つまり、佐々木は５月２５日まで「出来レース裁判」に関して態度を明らかにしない

ままに道新編集局長だったＳとの間で「謝罪文」を作成するという極めて曖昧な態

度をとっている。

　そして、平成１８年５月３１日に佐々木は道新等を相手取って提訴した。

　その記者会見で、佐々木は次のよう語ったとされる。

　「問題なのは、長い交渉の末に、私に提訴される可能性が高いと判断した北海道

新聞社は、社の最高幹部らによって、私に対し、執拗に提訴を断念させるような言

辞を弄してきたということであります。

　このことは捏造記事を書いた記者だけの問題にとどまらず、北海道新聞としての

組織的暴挙であり、私個人の問題としては勿論、公器たる報道機関のあり方として

は到底看過されるものではありません。」

　この記者会見の内容を聞いて、「北海道新聞」を「北海道警察」に「報道機関」を

「治安機関」と読み替えてみると、道警の裏金疑惑発覚当時の道警上層部の対応



を思い起こすのは筆者だけではあるまい。

　さて、一方の道新側はどんな反論をしているのか。

　当時の道新編集局長Ｓの陳述書をみてみよう。

提訴は、道新全体に対する意趣返し

　当時の道新編集局長だったＳ（以下　Ｓ）は、平成２０年８月１８日の第１１回口頭

弁論で、原告提出の甲第８４号証について、平成２０年８月１３日付けの陳述書「原

告提出甲第８４号証について」を提出して原告佐々木の主張に全面的に反論して

いる。

　なお、Ｓは、平成２０年６月に道新の関連会社の社長に就任している。

　ここでは、陳述書のＳの略歴の部分を除いて原文のまま紹介する。

　ただし、個人名はイニシャルとした。

　Ｓが主張するように、甲第８４号証の文書は、佐々木がＳ等の同意を得ずに、会

話を密かに録音し、それを裁判の証拠として提出したとするならば、そのやり方は

確かにアンフェアである。

　しかし、これとても、甲第８４号証によると、佐々木は「交渉が決裂したら経過を明

らかにする」旨を主張、Ｓとの１回目の面談の際「公表に関しては非公式で」という

申し出を拒否したとされる。

　また、確かに「面談記録」は、ＳとＨの発言に（聞き取り不能）の部分が多い。

　ちなみに４月１０日の佐々木とＳとの面談記録（全４８ページ）の冒頭部分の５

ページをチエックしてみると、佐々木発言の（聞き取り不能）は１カ所であったのに

対して、ＳとＨのそれは９４カ所もあった。

　Ｓが指摘するように甲第８４号証は、会話の記録としては不公正、不適切であるこ

とは否めない。

　　　　　　　　　　　　　陳　述　書

　　　　　　　　　　　　　―原告提出甲第８４号証についてー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２０年８月１３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ

１、はじめに

　私は平成１８年２月から５月にかけて北海道新聞社(以下､道新)編集局長として

原告佐々木友善氏と合計４回会談しました。

　うち３回（２月１４日、２月２３日、４月１０日）はＨ編集局次長兼報道本部長を加え

た３者会談であり、４回目の５月８日は原告と２人だけの会談でありました｡

　いずれの会談も雑談を交えながら２時間前後に及び､最終的には平行線のまま

でしたが､時には原告との間で打ち解け合うような雰囲気もありました｡

　話し合いの詳しい内容は記憶しておりませんが､原告が問題にした２冊の書籍の

記述について､これを提造であり名誉毀損だとする原告の主張を認めたことは一切

ありません。



　今般原告が提出した文書は､原告が隠しどりした録音テープを文字にしたと称す

るものであります｡

　すでに被告道新らの訴訟代理人が裁判所に提出している意見書にあるように、

隠しどりという手段自体が会談における相互の信頼を裏切るものであります。

　当時､原告が道新に対して、いかに強い怒りや不満を抱いていたにせよ、北海道

警察本部の総務部長という要職に就いていた人物が､わだかまりの解消を目指し

て会談を設定した新聞社の幹部らに対し、このような手段を弄するとは思いもより

ませんでした。

　会談の過程で私たちがオフレコを求めたのに対し､原告は確約しなかったという

見解でありますが、当方の同意を得ずに､会話をひそかに録音し、それを文書にし

て裁判の証拠として提出することは､社会通念を大きく逸脱し､数次､長時間に渡っ

て原告とのコミュニケーション確保に努めた私たちの人格を踏みにじる行為として

怒りを禁じ得ません。

　しかも甲第８４号証の大きな問題点は､それが原告の恣意､陰謀的な意図によっ

て文章化されたものであり､そもそも会談の記録として成り立たないということであり

ます。

　録音装置が原告側に近い位置にあるため､原告の発言は脈絡のある形で収録さ

れているようですが、私とＨ局次長の発言は、（聞き取り不能）との文言を多数挿み

つつ断片的に収録されているだけです｡

　私たちの発言内容は､総じて前後の文脈やニュアンスが伝わりにくくなっておりま

す。

　この「面談記録」なるものは、極めて不公正、不適切であると断ぜざるを得ません。

　従って原告提出の面談記録なるものは証拠能力がなく､論じること自体はばかる

ものでもありますが､原告側の一方的な主張をただすためにも会談の経緯などにつ

いて､以下陳述いたします。

２，原告と会談を重ねた理由

　道新は平成１５年１１月から北海道響察のいわゆる裏金問題について追及キャン

ペーンを展開し､それは翌１６年の日本新聞協会賞を受賞するなどジャーナリズム

としての大きな成果を挙げました。

　一方、道警は最終的に「不適正な経理」つまり裏金の存在を認め、関与した職員

の処分や裏金相当分の返還など､道民の信頼回復を目指すための措置を講じまし

た。

　こうした成果を踏まえ､私は道新の裏金問題追及キャンペーンが一定の役割を果

たしたものと判断しました。

　一方､道警との極めて厳しい関係は続いており、道内各地の警察取材を担当する

現場では､事実上の取材拒否に遭うなど苦戦を余儀なくされていました｡

　道警からは覚せい剤､大麻密輸にかかわる「泳がせ捜査｣失敗の記事に関して抗

議が寄せられておりましたし、原告からは矢継ぎ早に質問状などが届いておりまし



た。

　新聞記者は､報道に関する抗議や疑問には常に誠意ある対応をすべきだ、と考

えております。

　実際に私自身、自ら抗議を寄せた人や団体と真撃に向き合い、問題解決を図っ

てきた経験も多々あります。

　私は道警との不正常な関係を長く引きずることは､取材の現場の精神的な負担を

重くし、日常の紙面にも悪影響を及ぼすことから懸念を抱いておりました。

　ひいては､地域社会の発展を阻害することになりかねません。

　このためＨ局次長をはじめ、甲第８４号証に名前の出てくる報道本部部次長､警

察担当キャップに対しては､一連の道警裏金追及キャンペーンを通じて道警、ＯＢ

たちから寄せられている抗議に関して、時間をかけても言い分をきちんと聴き、逐

次報告するように指示しておりました｡

　文書によるやりとりだけでは、コミュニケーションがさらにこじれ､双方の溝が深ま

ると考えたからです。

　これらの聴き取り作業を通じ､報道に誤りがあることが明確ならば､紙面で訂正す

べきだし､そのためにも抗議する側の言い分を真筆に聴くことが重要だと考え､いつ

でも自らが乗り出す用意があるという構えをとっておりました。

　とりわけ原告は旬報社､講談社の書籍の記述だけではなく、道新の道警に関する

あらゆる報道について独自の抗議を重ね､社外の委員から紙面に対する意見を求

める「読者と道新委員会｣に対しても働きかけるなど､その執拗かつ手段を選ばな

い抗議行動に対し、私個人としても辞易していたのは確かです｡

　特に平成１７年７月１５日付の「捏造記事に関する謝罪及び調査等の要求並びに

質問状」とする文書は､実に９８項目から成り、それから５日後の７月２０日には｢質

問に欠落がありましたので下記の通り追加をします」として、あえて２項目を加え、

質問を１００項目とする文書を送りつけて来ました。

　これらの質問項目は､原告本人にかかわる記事以外にも言及するもので､明らか

に抗議のための抗議とも言うべき行動であると考えざるを得ませんでした。

　このような原告からの度重なる抗議への対応に社員が追われることは､余計な労

力を強いられるものであり､かつ原告が道新のイメージダウンをねらって対外的に

様々な働きかけをしていることを編集局の責任者として放置するわけにはいきませ

んでした｡

　かといって文書でのやり取りだけでは､敵意に凝り固まっている原告が絶対に納

得しないだろうと考え、機会をとらえて自ら会談することにしたわけです。

３，会談で基本的に心がけたこと

　もちろん､原告との話し合いをすれば､ただちに問題が解決するとは考えませんで

した｡

　私は一連の道警裏金報道の成果には誇りを持っていましたし､原告が問題視して

いる書籍の記述についても､一貫して真実性を疑うことはありませんでした｡

　取材の作法にかかわる原告の指摘に対しては耳を傾けるにしても､裏金問題の



当初は真実に反する発言を繰り返していた原告が､片言隻句を問題にして抗議を

繰り返すのはいかがなものか、との思いもありました。

　こうしたことから書籍の問題部分が「捏造」であることを認め、謝罪せよ、との原告

の主張に応じるつもりは全くありませんでした。

　ただ､このようなことで道新や記者たちが訴訟の当事者になることは避けたいと強

く思っておりました｡

　原告が問題視しているのは､一連の裏金報道の本筋の部分ではなく、言わば点

景であり、内容も名誉毀損に当たるようなものではなく、原告の主張は道新への憎

悪、敵意を反映したものと考えていたからです。

　しかも問題の記述は道新本紙ではなく、他の出版社の書籍であって、もし訴訟と

いうことになれば被告側に出版社も加わり、その構成が複雑になるのは明らかでし

た。

　またロンドン駐在となった高田昌幸記者をはじめ関係する記者は､新しい任務を

帯び､訴訟という形で彼らに負担をかけるのは忍びない、とも考えておりました。

　加えて原告の姿勢も｢何が何でも訴訟を起こす」というものではないように感じら

れました｡

　振り上げた拳をどうすれば下ろすことができるのか､つまり、できれば訴訟を回避

したい、という気持ちがあるものと受け止めました｡

　従って時間をかけて向き合えば、原告の凝り固まった心をほぐすこともできるので

はないか、と思っておりました。

　話し合いを継続する価値はあると思ったからこそ会談を重ねたわけであります。

　実際に双方の主張が平行線を辿り、こちらから「それならば訴訟を起こしてもらう

しかない」と決裂宣言に近いことを言った場面もありましたが､そのような場合でも

原告は憤然として席を立つでもなく､引き続き話し合いによって訴訟回避を図りたい

との気持ちがうかがわれました。

４，「圧力」「懐柔工作」との主張について

　原告との話し合いでは､総じてけんか腰になるような場面はなく、時に冗談や雑談

を交え､私としても原告に対する敬意を失わないよう努めました｡

　会談の回数を重ねるうちに、立場の違い、主張の違いは厳然としてあるけれども、

原告との対話は長時間に渡って成立しているのだし、今となっては思い過ごしでし

たが、当時は一定の人間関係、あるいは信頼関係も形成されつつあるのではない

か､との手ごたえを感じることもありました。

　原告は､私たちから訴訟を思いとどまらせるための圧力を感じたとの主張をしてお

りますが、もし、そうであるとするならば、なぜ自ら席を立つとか会談に一切応じな

いという選択をしなかったのか不思議であります｡

　むしろ原告が、自分の顔が立つようにしてくれ、と懇願するような場面もありまし

た。

　また「公式顧問」云々のやりとりは、冗談にすぎないのは明らかです。

　道新に「公式顧問」などという制度はありません｡



　原告が道新の記事や取材ぶりについて、あまりにも多岐にわたって執拗に注文

をつけてくるので、「そんなに道新の記事を厳しく点検しているのなら顧問にでもい

かが」といった意味合いで、皮肉も交えて述べたものです。

　これに対し､原告は｢私を読者と道新委員会の委員にしたらいいじゃないですか」

などと発言しており､原告も冗談ということをわきまえたうえで呼応しているのだと理

解しておりました｡

　仮に読者と道新委員会の委員に原告を加えたならば｢道新は道警に媚びを売っ

た」と社内外の批判が噴き出るのは必至です。

　あくまでも冗談ですから､この話はそこですぐに終わり､他の話題に移ったわけで

す。

　もし原告の言うように、なりふり構わぬ懐柔工作であるのなら､原告から読者と道

新委員会云々の発言があった時点で、具体的に話を進めていたはずです。

　以上のように、原告自身も、このやりとりが冗談であることを承知していながら、

今になって､あえて懐柔工作だったなどと言い募るのは､隠しどりテープを駆使した

うえでの悪宣伝にすぎず、道警本部総務部長まで務めた人の分別を疑わざるを得

ません。

　原告を酒席に誘ったのは事実です｡

　毎回､話し合いは２時間前後もかかり、終わるのは夕刻であり､私たちには原告と

の間でそれなりにコミュニケーションが成り立ちつつあるとの認識があったので、そ

うしたわけです｡

　原告と一緒に当時､酒を飲んだという記者の話も念頭にあり、互いに垣根を取り

払いたいという気持ちを伝えたまでです｡

　原告は､道新側にやましいところがあるので懐柔しようとした、という主張ですが、

私は本件の場合､訴訟を避けるのがお互いのためになるとの立場を一貫して保っ

たのであって、「やましいところがあるからだ」との原告主張には強く反論いたしま

す。

５，原告との最終会談について

　今般原告が提出した私との「面談記録」は、３回分のものでありますが、冒頭に記

述したように平成１８年５月８日、私は原告と２人だけで会っております｡

　原告から「一人だけで来てほしい」という要請が電話であり､私は原告が訴訟の回

避を決断したのだと受け止め、ただちに要請にこたえたものです。

　この時の記録を原告は明らかにしておりませんが、記憶をたどりますと、原告は

「自分には警察ＯＢたちの支援が金銭面も含めて多数寄せられている」と強調した

うえで、前回（４月１０日）の会談で当方が、遺憾の意を表す文書を原告に提出して

も良い、と言っていたことを持ち出し､最終的に「どういう文書を出すつもりなのか」と

尋ねました｡

　そこで私は根幹を成す事実関係､つまり書籍の記述の真実性については譲るつ

もりはないが､結果として原告が精神的苦痛を受けたとすることと、対応に時間が

かかったことについては謝罪する、と述べました。



　原告は訴訟準備のために用意していた訴状用の「謝罪広告」と題する文案(本陳

述書の末尾に添付)を示し､これを基に文書を作成しようと持ちかけてきました｡

　私は｢佐々木さんの気持ちが収まるように自分で文案を作ってみてはどうか」と提

案したところ、原告は自らペンをとり、下記のように文章を作りました。

　まず、訴状の「謝罪広告」文案にあった「株式会社北海道新聞社取材班が著者と

なり、株式会社旬報社が出版した書籍｢警察幹部を逮捕せよ！泥沼の裏金作り」及

び株式会社講談社が出版した書籍｢追求･北海道馨膜金』疑惑｣にそれぞれ記載さ

れている､当時北海道警察本部総務部長であった佐々木友善様が北海道警察本

部長に叱責されたとの文章並びに｢追求･北海道『裏金』疑惑」に掲載されている

佐々木友善様が株式会社北海道新聞社の記者に対して｢わかるでしよ。理解して

よ｣、「いやいやいや、いったい、どこまでやられるかと思ったよ」と話したとの文章に

ついては､いずれも文章の内容のような事実は一切なく、株式会社北海道新聞社

の記者による提造文章であったことをここに確認します。」

　との文章のうち「いずれも文章の内容のような事実は一切なく､株式会社北海道

新聞社の記者による提造文章であったことをここに確認します｡」の部分を自ら削り、

以下のような文章に変えたのです。

「佐々木様から事実に反する記事であるとの抗議がなされましたが､当者の見解と

異るものであります。しかし乍ら、双方の見解が一致するものではなかったことは､

記事づくりのあり方として反省すべき点もあり今後の取材と記事づくりに生かしてい

くべきものと考えます｡この間の一年七ケ月にわたる佐々木様からの抗議に対する

当社の対応については､」（原文通り）

　これを引き取る形で私が「迅速さ、丁寧さに欠ける点もあり、申し訳なく思います」

と付け加えました。

さらに末尾の原文は

「これにより､佐々木友善様の名誉を著しく傷つけ､精神的苦痛を与えたことにつき、

心より謝罪いたします。」

となっていましたが、これを「これにより、佐々木友善様の名誉を著しく傷つける結

果となり、精神的苦痛を与えたことにつき、心より謝罪いたします｡」

という文章に改めました。

　私の記憶と筆跡から考えますと、原告が原文の「の名誉を著しく傷つけ､」の部分

に削除の線を入れて「に御迷惑をかけ」と直そうとしたのを私が消し、「の名誉を著

しく傷つける結果となり､」と記しました。

なお、基にした「謝罪広告」の表題は削除しておりませんが、これは単なる消し忘れ

であり、この文書の性格が「広告」などではなく、北海道新聞社編集局長たるＳの

「謝罪文」あることは、双方が了解しておりました。

　原文の末尾にあった北海道新聞社代表取締役菊池育夫以下、２出版社の社長

名に削除の線を入れ、「編集局長Ｓ」と記したのは原告自身であります。

　文章中の「追求・北海道『裏金』疑惑」の「求」の字を赤ペンで｢及」と直したのは私

です。

　面談の場で入れたのか、会社に戻ってから書いたのか記憶ははっきりしません。



　こうした文書を作成するに際し､双方の対立はほとんどありませんでした｡

　原告がほとんど躊躇することなく自ら文章を練ったことは率直に言って驚きでし

た｡

　原告があまりにスラスラとペンを走らせたことに対して、「さすがですね。新聞社の

デスクになれますね」といったような軽口を発したのを記憶しております｡

　原告はやはり訴訟などしたくないのだ、私たちの誠意が伝わったのだ、と思いまし

た。

　編集局長として、このような謝罪文を出すことには社内外から「妥協したのか」と

批判を招く危険性も意識しましたが､原告が書いた文面は「当者(ﾏﾏ)の見解と異る」

などの記述からして､基本的に当方の立場を踏まえたものなので､私はこれで決着

が図られるならありがたい、と原告の譲歩に謝意を示しました。

　この文章については､私が最終的に清書し、記名捺印して翌日に提出することを

約束し、この日の会談は終わりました｡

　私は原告の表情から「憑き物」が落ちているように思いました。

　しかし､翌日の５月９日になって原告から電話で「あれでは駄目だということになり

ました」と伝言的な言い方で伝えられ、私も「それでは訴訟しかないのですね」と答

えました｡

　これを最後に私は原告と一切会ってもいませんし､電話でも話しておりません。

　ただ、この最終会談について原告がなぜ一言も言及しないのか、不思議でありま

す。

６、結び

　私と原告との会談の内容が、隠しどりされていて、このような言わば虫食いの形

で文書として提出されることは､本陳述書の冒頭に記したように､極めて遺憾なこと

であります。

　しかも他の道新の記者たちとの会話もテープに収録するという行動は､原告の道

新に対する憎悪、復讐心のなせる業であるにせよ、常軌を逸していると思われます。

　道新の編集現場にはさまざまな個性があり、あれほど大量､長期に及んだ裏金

キャンペーンの余波が残る中で､甲第８４号証に名前の出る記者たちは原告らとの

人間関係を取り戻し、より良い解決法を探るべく、懸命に働きかけたのであります｡

　従って非公式な接触の中の会話では､事案のとらえ方や取材方法の評価をめ

ぐって､裏金キャンペーンを手がけた記者たちとの間で認識の違いがあったとして

も､ある程度は止むを得ないことであるし､道新側のそれぞれの立場の発言者がす

べての事柄に関して常に統一見解を示さなければならない、と考えるのも原告の

思い込みです。

　原告は甲第８４号証を通じ､本件訴訟の記述について道新側は争った場合の不

利を認識していたからこそ、編集局長らが再三に渡って圧力をかけ、懐柔工作に

努めた、と主張しておりますが、添付の「謝罪文｣案にあるように、当方は無益な訴

訟を回避するために譲歩を模索したのでありますが､本件訴訟にかかわる書籍の



記述について､原告が唱える「提造」との主張を私が認めたことは一貫してありませ

ん。

　原告は､本件訴訟の書籍を執筆した裏金問題取材斑の記者たちに対し､激しい憎

悪を抱いているようですが、甲第８４号証に名前の出る記者たちや私とは､長時間

に及ぶ対話が何度も成り立っていたわけであります｡

　私たちは、このような事案での裁判が道新のみならず、原告自身にとってもいか

に負担になることか、と説得を繰り返しました。

　オフレコを前提とした会話ですし､時に友好的な空気も流れる中で､原告に迎合的

な発言がされたことも否定できません。

　私たちは､原告との対立点を踏まえながらも、対話を通じて人間関係を構築した

いと向き合ったわけですが､その過程をひそかにテープに収録し､それを恣意的に

文書化することで､本件訴訟に利しようとする原告の姿勢には､まさになりふり構わ

ぬ敵対心を感じざるを得ません。

　この訴訟は｢名誉殿損」を口実とした道新全体に対する意趣返しに他ならないと

考えます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

道警との不正常な関係とは何か

　道警は道新による一連の裏金問題追及キャンペーンをきっかけに、取材班だけ

ではなく、道警全体で道新記者の日常の取材活動に対して、様々な嫌がらせを展

開したとされる。

　Ｓは、その陳述書の中で、「道警との極めて厳しい関係は続いており、道内各地

の警察取材を担当する現場では､事実上の取材拒否に遭うなど苦戦を余儀なくさ

れていました」と取材現場の当時の状況に触れ「道警との不正常な関係を長く引き

ずることは､取材の現場の精神的な負担を重くし、日常の紙面にも悪影響を及ぼす

ことから懸念を抱いておりました。」と述べている。

　私たち読者にとって、良く分からないのは「道警との厳しい関係」あるいは「不正

常な関係」とは何かということだ。

　逆に言うと「道警との良好な関係」あるいは「正常な関係」とは何かということだ。

　新聞記者と警察との関係は、持ちつ持たれつの"信頼関係"という意味なのか。

　それとも、新聞の基本的な使命であるとされる"権力の監視"という緊張関係とい

う意味なのか。新聞記者と警察の関係が"権力の監視"という緊張関係という意味

であるなら、むしろ、取材班による一連の裏金問題追及キャンペーンは、それまで

の道新と道警との持ちつ持たれつの「不正常な関係」を「警察と新聞があるべき本

来の関係」、つまりに"権力の監視"という緊張関係に戻ったということではないの

か。

　もう一つ良く分からないことがある。

　佐々木は平成１６年３月３１日に道警総務部長のポストを最後に退職している。



　道警ＯＢとなった佐々木と対談を重ねることが「道警との不正常な関係」の改善に

どうして繋がるのか、Ｓの陳述書を読んだだけでは良く理解できない。

　まさか、佐々木が道新の読者だったからではあるまい。

　道新編集局報道本部長という報道現場の中枢のポストに就任したＨが、何故、そ

の直後に卑屈ともいえる態度で佐々木と交渉を開始したのか、そして道新のナン

バー３で道新編集局の最高責任者であったＳまでが、何故、裏交渉に乗り出したの

か。

　Ｓは佐々木との面談を４回も繰り返し、必死に裁判を回避しようと試み、最後には、

社内外からの批判を覚悟しながら「謝罪文」まで書いている。

　何故、そこまでやらなければならなかったのか。

　Ｓが裏交渉に乗り出したのは、平成１８年２月３日、佐々木から道警記者クラブ

キャップＫを介して、「裁判になれば道新との裏交渉の経過などを表沙汰にする」と

告げられたからか。

　何とか佐々木の抗議等を内々に収め、訴訟を回避したい道新とっては、裏交渉ま

で暴露されてはかなわない。

　何のことはない、裏交渉は佐々木にさらなる弱みをプレゼントしたことになる。

　あわてた道新側はなんとか提訴を回避しなければと編集局の最高責任者Ｓが乗

り出したというわけだろう。

　　　　　　　　　

道新上層部が、毅然と対応できなかった事情

　道新は平成１７年８月ころ、突如、それまでの方針を一変させ、道警との関係改

善に乗り出した。同時に、元総務部長だった佐々木との裏交渉も始まる。

　甲８４号証で明らかにされている道新上層部の佐々木に対するあまりも弱腰な対

応には驚くが、道新には道警や佐々木に対して毅然とした態度を取れなかった事

情があったはずだ。

　平成１５年１１月末に発覚した道警の裏金疑惑は次々と全国に波及した。

　警察に対する国民の不信感はかってないほど広がった。

　こうした動きを止めなければ治安にも影響する。

　警察庁にはそうした危機感を持ったに違いない。

　そのためには、震源地になった北海道での動きを止めなければならない。

　道議会の７回に及ぶ１００条委員会設置決議案の否決、圧縮された道監査委員

の確認監査の結果、それに対する知事の判断と評価、検察庁による道警幹部の

不起訴処分、等々をみていると全てがそこに行き着く。

　そうした動きにとって邪魔になったのは道新、とりわけ道新取材班の一連の裏金

問題追及キャンペーン一である。

　その道新は内部に弱点を抱えていた。



　それは道新の度重なる幹部の金にまつわる不祥事だ。

　まず、平成１６年９月に道新社室蘭支社の営業部元次長が広告売上金着服事件

で道警に逮捕された。

　この事件では、この元次長の暴力団との関係も取りざたされ、広告売り上げ金に

よる裏金づくりが内部の"公然の秘密"となっていた可能性があると指摘された。

（読売新聞）

　当時の経営企画室長は、「横領した金をプールして使うような組織性はなく、元次

長の個人的な問題」と組織的な"裏金づくり"について否定した。

　道警は、この事件で道新のＫ代表取締役社長を取調べている。

　Ｋ社長がどんな取調べを受けたのかはわからない。

　当時の道新社経営企画室によると、Ｋ社長は、元次長らの社内処分の根拠や着

服金の弁済計画のほか、再発防止策などを説明したとされる（北海道新聞）が、筆

者はこの時期の道新最高責任者Ｋ社長の取調べに道警のある種の意図を感じる。

　このころは道警の裏金疑惑の報道キャンペーンはまだ続いていた。

　そのほぼ２ヶ月後の１１月２２日に道警芦刈本部長が道議会総務委員会で内部

調査の最終結果を報告している。

　道新のＫ社長としては道警の裏金疑惑を追及の真っ最中に、室蘭支社の幹部が

巨額横領事件で逮捕され、しかも裏金の存在まで取り沙汰されるのは、取材班の

裏金問題追及キャンペーンに冷水を浴びせかけられたのも同然であった。

　Ｋ社長は、道警の捜査の矛先がどこまで及ぶのかと肝を冷やしたに違いない。

　暴露された裏工作？の記録（２）でも紹介したが、甲第８４号証の平成１８年２月１

日の佐々木と道新道警記者クラブキャップＫと面談記録の中にも、佐々木が「室蘭

も裏金あったべさ」と問いかけている記述がある。

　道新社室蘭支社の営業部元次長による広告売上金着服事件で、同社のＫ社長

がこの件で道警の取調べを受けたのは、平成１６年９月２８日、佐々木が道新に対

して、最初に「書籍掲載記述に対する謝罪等要求書」を出したのは平成１６年１０月

２９日である。

　タイミングはピッタリである。

　道新は、平成１７年３月から７月にかけて取材班を解体する。本件被告の高田昌

幸（報道本部次長）、佐藤一（道警記者クラブキャップ）、中原洋之輔（同サブキャッ

プ）など取材班の主要メンバーを異動させた。

　編集局報道本部長Ｙも交替した。

　それぞれの後任には、甲第８４号証に登場する"道警との関係改善派"とみられ

るＨ、Ｔ、Ｋ等が就いた。

　これらの人事には、社内人事ということの性質上、Ｋ社長の意向が働いていたと

考えるのが自然だろう。

　一方道警側は、平成１７年８月に裏金疑惑発覚時の芦刈道警本部長が転出、後



任に警察庁刑事局長の樋口本部長が着任した。

　この人事は、警察庁の裏金疑惑で大揺した道警の立て直しを急ぐ狙いがあった

とみられる。

　１１月には、道警は一連の裏金問題にかかわる国費、道費の不適正支出の約９

億６０００万円の返還を終了した。

　１２月にはいると業務上横領容疑などで告発された道警幹部７人（うち退職２）を

札幌地検が不起訴処分にした。

　道議会では、野党提出の１００条委員会設置決議案が７度目の否決をされた。

　発覚から２年近くを経て、道警の裏金疑惑は、肝心な部分を闇に隠したまま次第

に収束に向かっていた。

　このころから道警の道新への攻勢が始まった。

　８月に着任したばかりの樋口道警本部長が道警記者クラブキャップＫを介して、

関係を改善するなら「泳がせ捜査失敗記事」の問題を解決するのが先決だと道新

側に伝えた「取材メモ」があることは既に説明した。

　平成１７年８月２５日には、編集局報道本部長Ｈと佐々木の第１回目の面談が始

まっている。

　佐々木は、その陳述書（平成２０年６月１３日）の中で、「報道本部長がＹ氏からＨ

氏に代わった時点で、道新の態度には変化がみられ、私に関する記事の問題につ

いての真相を究明するかのように感じられた時期もありました」と述べている。

　さらに、そのほぼ３ヶ月後に道新の息の根を止めるような事件が発覚する。

　道新東京支社の元部長の広告営業費の私的流用問題である。

　この問題では、道新の事後処理をめぐってマスコミ各社から「道新は事件を隠蔽

しようとした」等と厳しい批判を受けている。

　これを道警が見逃すはずがなかった。

　平成１７年１１月１７日、当時の道警広報課長が道新側に「役員室等道新にガサ

を入れる」などと揺さぶりをかけた。（平成１７年１１月１７日付、１８日付「広告横領

事件関連取材メモ」作成者道警記者クラブキャップＫ）

　この問題には、その事後処理をめぐって、社長以下役員が絡んでいた。（これら

の問題で対外的な対応に当たっていたのが、当時道新経営企画室にいて、甲第８

４号証に度々登場する後の道新編集局報道本部長のＨである。）

　このことについては第１５回　新聞が権力に屈した日で詳しく述べたのでここでは

省略する。

　いずれにしても、役員室にガサを入れるとの揺さぶりに、Ｋ社長以下の役員は震

え上がったに違いない。

　道新は、平成１８年１月１４日、「泳がせ捜査失敗記事」に関して「お詫び記事」を

掲載した。道新が道警の恫喝に屈した日である。

　佐々木は、「広告横領事件関連取材メモ」の日付の前日の平成１７年１１月１６日

付の「道新取締役会による社員の詐欺事件隠蔽決定に関する質問状」なる文書を



道新に送っている。

　道新が平成１８年１月１４日、お詫び記事を掲載するや、佐々木は１月１８日付

「捏造疑惑記事の一部についての調査結果及びその他の捏造記事等の調査状況

の説明要求状」なる文書を送りつけている。

　このように、道新に対する道警と佐々木の動きはピッタリと一致している。

　つまり、道警と道警ＯＢ佐々木との二人三脚による道新潰し作戦の裏部分を担当

したのが佐々木だとみることが可能だ。

　そうなると道新上層部が、道警だけではなく、道警ＯＢ佐々木に対しても毅然とし

た対応ができなかった事情がはっきりする。

　ましてや、総務部長といえば道警の広報対策の最高責任者だ。

　道新上層部にとっては、佐々木は単なる道警ＯＢではなかった。

　佐々木が、最初に「書籍掲載記述に対する謝罪等要求書」なる文書を道新宛に

送ったのは平成１６年１０月２９日のことだとされる。

　その中で、佐々木は書籍の回収・廃棄等を要求しながら出版元の講談社と旬報

社には、一度も抗議や要求等を行っていない。

　付け加えるなら、本件訴訟で指摘された２册の書籍の４カ所の「捏造記事」は、い

ずれも北海道新聞の記事として報道されたものではない。

　そして、佐々木が指摘する北海道新聞に掲載された「泳がせ捜査失敗記事」をは

じめ「内容虚偽あるいはその疑いの極めて濃い記事」のいずれもが、佐々木自身と

は直接関係のない記事である。

　つまり、道新にとって佐々木は交渉相手ですらなかったのだ。

　Ｓが陳述書の最後に、「この訴訟は『名誉殿損』を口実とした道新全体に対する意

趣返しに他ならないと考えます。｣と述べているが、気がつくのがあまりにも遅すぎ

た。

　佐々木が道新等を提訴した後も、平成１８年６月に函館支社販売部次長と本社

事業局員の業務上横領事件が発覚、道新は２人を懲戒解雇処分にしたが、被害を

弁済しているとして、刑事告発をしなかった。

　これだけ、金にまつわる不祥事が続くと新聞社として、他を批判する記事を書くこ

とは憚られる。道警や佐々木につけ込まれるのも無理はない。

道新上層部は、取材班の記者たちを守ったか

　Ｓはその陳述書の中で、「道新は平成１５年１１月から北海道警察のいわゆる裏

金問題について追及キャンペーン展開し、それは翌１６年の日本新聞協会賞を受

賞するなどジャーナリズムとしての大きな成果を挙げた」としている。

　これらの成果は取材班の記者たちによるものだ。

　Ｓは平成１８年２月２３日の２回目の佐々木の面談記録の中で、「どう考えても

我々はやっぱり前提として、記者を信用しているということがありますので～中略～

裏金報道の中で～中略～社会的に評価されているわけです。その事実についても、



我々としても誇りに思っているわけです。」と述べている。

　にもかかわらず、道新上層部は、「大きな成果を挙げた」取材班の記者たちに対

して、佐々木との交渉を開始することさえ秘匿し、本件被告とされた高田・佐藤をは

じめ取材班の記者たちを蚊帳の外に置いた。

　そして、甲第８４号証の内容の真偽等について、未だに記者たちに説明もしてい

ないという。

　道新上層部のこうした対応が、道新内部に亀裂を生み、そこを佐々木に巧みにつ

け込まれた。

　Ｓは陳述書の中で、「記者たちが訴訟の当事者になることは避けたいと強く思って

おりました」と述べているが、彼らは訴訟を恐れてはいなかったし、今でも恐れては

いない。

　当初は道警の訴訟があっても受けて立つというのが、社としての基本方針でも

あったはずだ。

　Ｓはその陳述書中で、「一連の道警裏金追及キャンペーンを通じて道警、ＯＢから

寄せられる抗議に関して、時間をかけても言い分をきちんと聴き、逐次報告するよ

うに指示しておりました」と述べている。

　これは道警やそのＯＢから寄せられる抗議に限らず、一般読者からの抗議につ

いても当然のことだろう。

　しかし、佐々木の抗議等は先に述べたように、そもそも、本来道新が受けて立つ

筋合いのものでない。

　そのうえ、甲第８４号証を読む限り、佐々木は面談の過程でも、道新の人事を批

判し、原告高田を犯罪者呼ばわりにしたり、道新の内部調査の在り方についても、

まるで、道警の監察官が警察官の不祥事を調査するような方法を取るよう求める

など、明らかに常軌を逸している。

　道新の「読者と道新委員会」Ｔ委員長（弁護士）は、度重なる佐々木の質問状に対

し「司法の場で記事の誤りを主張し、道新側が反論すればよい」と回答したとされる。

　道新上層部は、どうしたこうした主張をできなかったのか、道新上層部の一連の

対応は、かえって、佐々木に道新の弱腰を印象づけ、つけ込まれることになった。

　Ｓはその陳述書の中で、「甲第８４号証に名前の出る記者たちや私とは､長時間

に及ぶ対話が何度も成り立っていたわけであります｡原告に迎合的な発言がされ

たことも否定できません」と述べている。

　甲第８４号証に「名前の出る記者たち」が佐々木に語ったとされていることが事実

なら、それは「迎合的な発言」の範疇をはるかに超えている。

　佐々木に道新の内部情報を漏らし、仲間を誹謗中傷し、仲間を売っている。

　売ったのは仲間だけではない。ジャーナリストとしての魂も売った。

　そして、最後には編集局長Ｓと報道本部長Ｈ等の「和解派」と佐々木に提訴を勧

める報道本部次長Ｔと道警記者クラブキャップＫの「提訴派」に分裂している。

　このほかに、こうした動きに反発する「旧取材班」のグループも存在する。



　こうした道新の内部分裂は、結局、佐々木に付け入る隙を与えた。

　佐々木が、あえて甲第８４号証で道新との裏交渉を暴露したのも、裁判を有利に

進めるという目的のほか、道新の内部分裂を煽る目的もあるはずだ。

甘すぎる道新上層部の判断

　Ｓはその陳述書の中で、「北海道警察本部の総務部長という要職に就いていた

人物が､わだかまりの解消を目指して会談を設定した新聞社の幹部らに対し、この

ような手段を弄するとは思いもよりませんでした。」と述べている。

　一部の週刊誌にも報じられた平成１８年２月２３日の佐々木とＳとの面談で佐々

木に道新の「公式顧問」に就任する用要請した、とされる問題についても、Ｓはその

陳述書の中で、そうしたやり取りがあったことを認めながら、「冗談にすぎないのは

明らかです」と述べている。

　こうしたＳの反論を聞いていると、道新上層部の佐々木や警察という権力機関に

対する認識の甘さを感じざるを得ない。

　まず第一に、道新上層部は、道警裏金疑惑が発覚した当時、佐々木が取材班に

対してどのような対応をしたかは充分承知していたはずである。

　道警の内部調査結果がどんなものであったか、道警が道民に対して何を誤魔化

したかも承知していたはずだ。

　当時、佐々木が総務部長としての立場上、そうした対応をせざるを得なかったとし

ても、佐々木は退職後の現在も佐々木個人としての裏金疑惑への関与についてな

んの説明もしていない。

　実名で裏金を告発した原田宏二や齋藤邦雄とは全く違うのだ。

　佐々木の陳述書（平成２０年６月１３日）に見られるように、原告佐々木は、道新

による一連の道警裏金問題キャンペーンを「反道警キャンペーン」と捉えている。

　警察の裏金システムを報道機関として批判的な立場で報道することを「反道警」

と捉える。

　こうした捉え方は、一般読者の感覚からはかけ離れたものである。

　これは警察、特に、警備・公安警察が革新団体などによる警察に対する批判を

「反権力闘争」と位置づける考え方を彷彿させる。

　警察予算の執行に関して情報開示を請求する市民オンブズマンの活動を警備・

公安警察が視察対象にしていることも紛れもない事実である。

　道警は一連の裏金問題キャンペーンで輝かしい成果を挙げ、社会的な評価を得

た道新をそのままにしておくことはできないのだ。

　佐々木も指摘しているように「道新は社会の害～とんでもない会社」であることを

道民の前に明らかにする必要があったのだ。

　道新上層部は、佐々木が「総務部長という要職に就いていた人物」という評価に

惑わされ、長く警備・公安部門に席を置き、その道のエキスパートだったことを忘れ

ていたのではないか。



　道新上層部は衣の下の鎧が見えなかったのだ。

　甲第８４号証によれば、佐々木に提訴を勧めたとされる報道本部次長Ｔと道警記

者クラブキャップＫの「提訴派」の記者たちにしても、おそらく佐々木に取り込まれた

とは思ってはいないだろう。

　道新の記者に限らず、新聞記者は警察の記者クラブを通じて警察という組織と接

する。

　そして、相手をする警察官のほとんどは刑事部門、生活安全部門、交通部門の

警察官である。

　つまり、新聞記者の多くは警備・公安警察を取材経験は皆無に近い。

　従って警備・公安警察の実態をほとんど知らない。

　警備・公安警察の最も重要な仕事は情報収集活動だ。

　はっきり言えば、スパイの獲得作業である。

　対象組織の構成員等をあらゆる手段を使って取り込む。

　金、酒、女、社会的地位等々人間の弱点を巧みに操って、迷う相手には大義名

分を吹き込む。

　国のため、世のため、会社のため等々。

　刑事部門、生活安全部門等でもＳ（スパイ）を使う。

　だが、決定的に違うのは、目的達成のためには手段を選ばず、不要となればいと

も簡単に切り捨てることだ。

　相手の信頼を裏切って、密かに録音テープに会話をとることなどに、なんの痛痒

も感じるはずがない。

　むしろ当たり前のこととされる。

　元沖縄県警公安警察官島袋修による「公安警察スパイ養成所」（宝島社）を読ん

でみるといい。警備・公安警察が、何を考えていたかが判るはずだ。

出来レース裁判などできるわけがない

　甲第８４号証を読んだだけでは、原告佐々木と被告の道新が、どんな見通しを

持って訴訟に臨んでいるのかは分からない。

　双方が訴訟のどこかの段階で和解を企図していたとしたら、その思惑は最初から

破たんする。

ここにも道新上層部の甘さが露呈している。

　道警からの「泳がせ捜査失敗記事」の抗議に対して、「お詫び記事」を掲載したり、

佐々木の提訴を回避しようとするＳ等道新上層部の姿勢に反発する高田・佐藤が、

会社側の指示に従わないであろうことは予想されたことではあったはずだ。

　甲第８４号証のやり取りの中にもそれを窺わせる記述もある。

　道新は、出来れば高田・佐藤を被告から外したかったのではないか。

　しかし、原告佐々木は、高田、佐藤を被告として提訴した。

　被告となった高田昌幸と佐藤一の２人は、道新の顧問弁護士以外に東京の清水



勉弁護士を代理人として選んだ。

　清水は警視庁の裏金疑惑訴訟を担当するなど、警察問題やジャーナリズム問題

でも辣腕ぶりを発揮している弁護士だ。

　被告とされた高田・佐藤が記事の捏造を認めるはずもなく、謝罪するはずもな

かった。

和解の可能性は全くなかった。

　もう一つは、「警察幹部を逮捕せよ！泥沼の裏金作り」の共著者であるジャーナリ

ストの大谷昭宏と作家の宮崎学が訴訟に補助参加し、さらに佐々木を逆提訴した

ことである。

　そして２人は代理人にはご存知の東京の安田好弘弁護士、喜田村洋一弁護士、

札幌の市川守弘弁護士を選んだ。

　さらに大谷と宮崎は、佐々木が提訴に当たって、記者会見で「警察幹部を逮捕せ

よ！泥沼の裏金作り」を捏造だとしたことについて、名誉毀損で佐々木を逆提訴し

たのである。

　ホームページでその大谷昭宏は、その理由につてこう書いている。

　その一部を引用させていただく。

【引用開始】

　共著であるにも関わらず佐々木氏は私と宮崎は訴外として提訴から外して、道新

の記者と、記者が所属する北海道新聞だけを提訴してきたのである。

　私たちの知らないところで、われわれの共著である著書に「ウソを書いている」と

やられたんじゃたまらない。

　ジャーナリストにとっては死活問題である。

　しかも訴状では、出版物の廃棄、回収まで求めている。これは現代版の焚書に等

しい。

　そこで私と宮崎は訴えられてもいないのに、被告として裁判に躍り出る補助参加

を札幌地裁に申し立てたのである。

　私たちが弁護団から聞いた情報によると、道新は、ここにきて、社内で独自の調

査、聞き取りを開始するようなのだ。

　裁判が進行中であり、なおかつ第 1回の口頭弁論を見ても、自社に極めて有利

な情勢が見てとれるのに、なぜ、いま社内調査なのか。

　その下心は取材の正当性を立証することではなく、社内で調査した結果、この本

の出版には不適切な部分があった、と勝手にデッチ上げ、和解の名目で道警と手

打ちを図る。

　争えば自分が勝ってしまうので、その前に道警に恥をかかさないように、自分か

ら転んでしまう。卑劣で卑屈、土下座根性が丸見えの手法を取りだしたようなのだ。

　そんな地べたにひれ伏して、土を嘗めているような連中に、われわれの裁判を左

右されてはたま

らない。

　そこで、私たちはいち早く名誉棄損で佐々木氏を提訴、旬報社の書籍では共同



の被告であるわれわれが提訴、係争中の事件に対して、道新経営陣の了解なき行

動は許さないと歯止めをかけておく必要がある。

　そのためには佐々木氏を提訴することが急務だと判断したのだ。　（2006年 10月

3日）

【引用終了】

　さすがに、道新上層部も「地べたにひれ伏して土を嘗めている連中」と言われて

大谷に抗議したようだが、甲第８４号証のＳ等の佐々木への対応をみる限りでは、

佐々木に「出来レース裁判」を持ちかけるなど、大谷の指摘はあながち的外れでも

なさそうだ。

　筆者は、昨今の道新の報道をみると、道新が警察だけではなく行政の不祥事等

の問題に対して、消極姿勢が目につくと感じている。

　例えば、平成１８年１０月の滝川市の小６女児自殺事件をめぐる問題では読売新

聞が、平成１９年６月のミートホープ社の偽装牛ミンチ事件では朝日新聞が先行報

道し、何故か地元紙道新は遅れを取った。

　いずれの事件も道新は早くに情報を得ていたはずだ。

　平成１９年９月の函館市の暴力団員と警察官の銃撃戦では、その１５時間前にＪ

Ｒ函館駅で暴力団員が乗客にけん銃を突き付けた事件で、道警函館方面本部が

適切な初動捜査を展開しなかったため銃撃戦が発生、警察官が暴力団員を射殺し

た。

　明らかに警察の初動捜査に問題があったのにかかわらず、道新をはじめ各報道

機関は報道しなかった。

　このことについては、いずれも、このホームページで指摘したが、最初の２つは大

きな社会問題にまで発展した事件である。

　もし、道新が道警の取材妨害や佐々木の執拗な抗議に懲りて、こうした行政機関

や警察の不祥事や不手際に関する報道に消極姿勢を取っているとしたら問題だ。

　長年の道新読者の一人として、こうした指摘が筆者の思い過ごしであることを願う

ばかりである。

警察ＯＢに名誉があるのか

　平成１５年１１月末に発覚した道警の裏金疑惑は、たちまち全国に波及し警察庁

はその火消しに躍起になった。

　その甲斐もあってか、その全貌は国民の前に明らかにされないまま幕が引かれ

た。

　現在、訴訟などで火種が残っているのは、宮城、愛媛などごく一部である。

　道警の裏金疑惑も全貌は明らかにされないまま風化しようとしている。

　佐々木の提訴は、はからずも４年前に発覚した道警の裏金疑惑を鮮明に思い起

こさせることになった。



　そして、甲第８４号証は、これまで明らかにされなかった道新と佐々木との裏交渉

を暴露することになった。

　そこには、道警の裏金疑惑を追及した道新取材班とは、全く違う別の道新の顔が

あった。

　甲第８４号証は、膨大な文書だったこともあり、このシリーズで紹介したのはその

一部を抜粋するに止まったが、筆者（原田宏二）はその全文を読むにつれて、あの

平成１６年２月１０日の記者会見、３月６日の道議会総務委員会での参考人質疑で

のあの重い気持ちを思い起こさざるを得なかった。

　自分が長年にわたり道警に在籍し、どっぷりと浸かった裏金システム、その行為

は時効になったとはいえ犯罪であった。

　例え、それを謝罪し、金を返還したとしてもその罪は消えない。

　我々、特に道警のそれなりの立場にいた幹部に本当に名誉などといったものが

あるのだろうか。もし、ないとすればどんな償いをすべきなのか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おわり

　次回は、第１２回口頭弁論（平成２０年９月２９日予定）の模様を紹介する。 

第 23回　第 12回口頭弁論　原告佐々木友善(元道警総務部長)の証言

　　　　　「私は道警の裏金作りを知らなかった」（その 1）

　第 12回口頭弁論が平成 20年 9月 29日午後 1時 30分から、札幌地裁 8階 5号

法廷で開かれた。

当日は、前回に引き続き道警の裏金疑惑発覚当時、道警総務部長だった原告の

佐々木友善が証言台に立った。

　当日は、前回より傍聴希望者が少なく、一般傍聴席 60は抽選にならなかった。

　特別傍聴席に道新幹部ら、報道記者を除く 40人ほどが一般傍聴席。

　傍聴者の中にはいつもの道警OBに混じって、原告佐々木の後任の元道警総務

部長等の新顔のOBが見える。総数 7～8人。

　原告席には、原告佐々木友善、その代理人斎藤隆広弁護士が着席した。

　被告側には、道新代理人馬場、見野両弁護士、講談社と旬報社代理人弁護士、

補助参加人大谷昭宏と宮崎学の代理人市川、安田、喜多村弁護士、そして被告の

高田昌幸と佐藤一が着席した。

　定刻午後 1時 30分、竹田光広裁判長、田口紀子裁判官(右陪席)、鈴木清志裁

判官(左陪席)が着席し、弁論が始まった。(以下文中敬称略)

　まず、原告側から甲第 98～108号証を提出。（当日に甲第 109号証も追加）

(甲第 100号証は、佐々木が前回の佐藤尋問後に、当時の道警総務課員全員、警



務部幹部に「叱責の事実を見聞きしたかどうか」を聞き取り調査したリスト。回答内

容を実名入りで記載。ほかに提出したのは佐々木の部下の陳述書等)

　一方、被告道新が準備書面 8を陳述。内容はおおむね以下の通りである。

　「・・・佐々木の隠し撮りテープを起こした『甲第 84号証』と、実際の録音を比較検

証したところ、甲第 84号証は記述の誤りや、重要なやりとりを『聞き取り不能』とす

るなど正確さを欠き、恣意的に作られたものである。信用できない。」

　また、被告道新が乙イ第 37～44号証(新聞記事)を提出、補助参加人が丙第 29

号証(緊急出版企画書＝「警察幹部を逮捕せよ～」について)を提出した。

＜尋問前のやりとり＞

　この日の証人尋問をめぐり、裁判長と被告弁護団内で以下のようなやり取りが

あった。

　ロンドン駐在の高田の出廷経費節減？のためか、高田尋問を前倒しようとする道

新代理人と当初の予定通り佐々木に対する徹底した反対尋問を主張する高田の

代理人とが法廷内で火花を散らした。

　被告弁護団内でのそれぞれの代理人のこの訴訟に関する思惑の違いが垣間見

える場面であった。

竹田裁判長　さて、今回は佐々木さんの主尋問の続きだが、順番について確認し

たい。

高田さんの尋問が佐々木さんの後でいい、ということでよいか。

馬場弁護士　主尋問の終わったのちに、場合によっては高田をやってもらってもか

まわない。

清水弁護士　いや、(佐々木の)反対尋問が終わってから、高田をやってください。

竹田裁判長　主尋問の内容によっては、高田さんがこの次に積み残しになることも

ありうると、前回も言ったが、そのときは「佐々木さん終了後」ということで聞いてた

んで、その予定だったんだが。

馬場弁護士　いや、道新としては１日で高田さんを…

清水弁護士　１日でとかそういう問題ではなく、こちらとしては反対尋問もしっかりや

りたい

し、高田さんについても同様だ。今日一杯で何が何でも終わらせることは求め

ない。当初の予定通りお願いしたい。

竹田裁判長　では予定通りで。

清水弁護士　ところで、今回原告から甲第 100号証が出てきた。この尋問を決める

際に被告道新側は想定していなかったので、尋問時間がのびることを了承いただ

きたい。

竹田裁判長　もちろん、尋問時間を縛るつもりはない。ただ、高田さんにもう一度ご

足労いただく可能性は高まるが、それはご承知おきを。



馬場弁護士　道新としましては、原告本人の反対尋問を後に回し、高田さんを先に

やってもらいたいのだが。

清水弁護士　…(うんざりした表情で)それはやめてください。当初の予定通りという

ことでお願いします。本人の了解も得ています。

高田（被告）　私はもう一度出てくることになっても結構ですので、予定通りお願いし

ます。

竹田裁判長　高田さん本人もそう言ってますので、予定通りで。では主尋問を再開

します。佐々木さん、前へ。

＜午後 1時 40分　佐々木主尋問　再開＞

斎藤弁護士　被告佐藤は、自動車安全運転センターで原告と会った際、机の上に

パソコンはなかったといっているが、

佐々木　そもそも、彼は一度もセンターに来たことがない。パソコンは平成 16年 4

月の着任当初から机においてあった。

斎藤弁護士　今回出した証拠に、パソコンの保証書やパソコンを設置した写真を出

したが、平成 16年 4月からこの状態だったということか。

佐々木　ハイ。

斎藤弁護士　では、被告佐藤が「机の上には何もなかった」と言っているのは？

佐々木　虚偽の証言です。

(註：保証書が 2001年のものであり、写真が後から撮影されたものであるなら、

2004年 4月にパソコンを設置したことを裏付ける証拠とはならないのでは？)

斎藤弁護士　ところで、自動車安全運転センターの受付の中には誰でも自由に出

入りできますか。

佐々木　自由に入れない。センターは交通違反などの個人情報が大量に管理され

ており、職員の許可なしでは出入りさせていない。たとえ、記者クラブの人間でも同

様だ。また、カウンターからは所長席を視認できないので、自分がいるかどうか、確

認することはできない。

(註：甲第８４号証では、道警記者クラブキャップＫが何度も出入りしている。この内

容はそれと矛盾しているのでは？)

斎藤弁護士　佐藤は「叱責」について 20人からその話を聞き、ウチ 4人は核心部

分が一致していたと言っているが。

佐々木　全くの虚偽だ。私は当時の総務課全員と警務課の幹部の合わせて 32人

から事情を聞いた。佐藤氏と面識があったのは 8人だけで、佐藤から「叱責」につ

いて取材を受けた人物は 1人もいなかった。また、叱責の状況を見聞きした人もい

なかったし、叱責について誰かから聞いたことがある人もいなかった。このことを甲

100号証にまとめたが、以上により、佐藤氏の証言が虚偽であることが確認できた。

また、調査に応じてくれた人からは「叱責なんて話は本で初めて知った話だ」「創作

か空想の話ではないか」という人もいた。

斎藤弁護士　佐藤氏は、当時芦刈氏やあなたには、そのことについて取材できな



い状況だった、といっているが。

佐々木　そんなことはない。芦刈氏は月に 1度の定例会見のほか、毎月のキャップ

懇もあり、特にキャップ懇では酒を酌み交わすわけだから、ざっくばらんに聞けたの

ではないか。また定例会見の終了時にちょっと聞くこともできた。年末の懇親会や

異動時の懇親会も含め、叱責とされる時から出版時点まで１４回はその機会があり、

裏を取るチャンスは十分にあった。また、私も平成１６年３月までは道警に勤務して

おり、接触の機会は十分にあったし、４月以降も道警本庁舎の１階にある自動車安

全運転センターにいるのだから、確認の機会はあったはずだ。佐藤さんは、セン

ターの私のところに何度も会いに来たといっているが、まあこれは虚偽なんだけど、

その訪問時に叱責の事実を確認しなかったというのはおかしな主張だと思う。

斎藤弁護士　もし、あなたがその事実の問い合わせを受けたら、どうしたか。

佐々木　もちろん、きちんと対応したと思う。自分の名誉に関することなので。

斎藤弁護士　「わかるでしょ、理解してよ」について尋ねる。当時は偽名領収書につ

いて、記者たちに理解を求めなければならない状況だったのか。

佐々木　そんなことはない。当時、仮名領収書についてはまだ、議論になっていな

かった。仮名領収書について問題になったのは、２月４日の記事以降のこと。なの

に、時間軸をさかのぼり、遡及的に話を作ったのだと思う。また、「わかるでしょ」発

言は１１月２８日のキャップ懇での話だったと思うが、この日は１５：００から定例会

見があり、そこで本部長が全面的に否定している。その話に反して私が「仮名領収

書はある」といったら、大騒ぎになったと思う。

斎藤弁護士　本には「本名なんか書けないでしょ」との発言も紹介されているが。

佐々木　先ほども言ったとおり、こんなことを話すなんてあり得ない。それにその日

のキャップ懇は数分で退席しているので、こんなに話し込むことはないだろう。この

記述は虚偽だ。

斎藤弁護士　その発言の日付を巡って、原告は再三にわたって道新側に「明らか

にせよ」と要求しているが、未だにはっきり明かさない。

佐々木　あり得ないことだと思う。これは事実でないからだ。

斎藤弁護士　発言時に周りを囲んでいた記者を思い出せないといっているが。

佐々木　それはうそだと思う。彼らは記者クラブのブースで毎日顔を合わせている。

覚えてないなんておかしい。

斎藤弁護士　佐藤氏は「公の場での発言がないと書かない」といっているが。

佐々木　それは筋が通っていない。当時の道新は「知ったら直ちに記事に」の方針

だった。たとえば Yさんの話や Sさんの話などもそうだ。公の場でもないし、S氏の

場合はコメントなしでそのまま書いている。(註　Yは元道警生活安全部長、Sは元

道警函館方面本部長)

斎藤弁護士　退職後の「いやいやどこまでやられるか」発言だが、ホントにこんなこ

とを言ったのか。

佐々木　私は佐藤に以前、だまし討ちのような目に遭い、信用のおけない記者だと

思っていた。口も聞かないようにしていた。

斎藤弁護士　だまし討ちとは？



佐々木　平成 15年 12月の「調査と答弁しないで発言」記事の件で私の家に 3度、

訪れて取材に来たことがあった。私は「そんなことは言ってない。一方的に記事に

するのではなく、きちんと検証しろ」といった。2回目に来たときに「記事にする」と

いったが、3度目に来たときに佐藤は「先ほどの話を会社に連絡したところ、そうい

うことなら記事にできない、ということになった。それを知らせに来た」という。缶ビー

ル 6本とイカさきのつまみも持ってきた。「江戸屋の珍味」と袋に書かれていたと思

う。朝刊には載らなかったので安心したが、夕刊に掲載され、騙されたと思った。そ

の後も自宅を訪ねてきたが、妻を通じて面談を断った。それ以来、佐藤さんとは話

していない。

斎藤弁護士　佐藤は「道新は今回の件について内部調査はしていない」と言ってい

るが。

佐々木　虚偽の証言だ。道新幹部の Hは私に対し、「調査委員会を作った」といっ

ていたし、裁判を起こして勝ったとしてそれでどうするの、とも言われた。Hは「出来

レースの裁判をやろう」と持ちかけてきた。1－2本はねつ造記事であることを認め

るが残りは事実とする結論作って、裁判を和解にしましょうと。本来は 4つともねつ

造なのだが、そういう提案を受けた。また、道新幹部の Sは、この社内調査で取材

源の秘匿は認められない。従って我々は取材源を押さえているといっていた。つま

り、調査していないなんてことはないと。道新記者 Kも「泳がせ記事」とあわせて調

査委員会を立ち上げた、調査の結果、泳がせもこの件もねつ造とわかったと言って

いた。

斎藤弁護士　「下手を打つ」というのは警察業界の隠語か？

佐々木　42年間、警察に勤めたが、警察内部でそんな言葉は聞いたことがない。

隠語としては存在しない。

斎藤弁護士　最後に道新に言いたいことをどうぞ。

佐々木　これだけ証拠がそろっている。潔く誤りを認め、毎日新聞が 7月にやった

ように、読者にわびて出直してほしい。この記事に関する私の抗議に対し、4年間

も不誠実な、人をバカにしたような対応をし続けてきた。記事の次の新たな人権侵

害を受けてるんです。善処をしていただきたい。

＜午後 2時 12分、齋藤弁護士の主尋問終了　休憩なしで反対尋問開始＞

馬場弁護士　まず、基本的なことを。裏金問題の端緒になった捜査用報償費の支

出手続きについて伺う。平成 16年 1月 14日の監査委員会であなたはその手続き

を丙 3、4号証のとおり陳述しているが、その通りか。

佐々木　そういう説明した記憶はあるが、それは今回の裁判の 4争点に関係ない

と思うのだが。

馬場弁護士　その内容を発言した記憶はあるのか。

佐々木　発言はしました。

馬場弁護士　では、裏金作りの仕組みについて伺う。

斎藤弁護士　裏金作りの仕組みと本件の争点とはどう関連するのか。



馬場弁護士　この本のテーマは裏金作りに関するものだ。

斎藤弁護士　関連性はないものと思料するが。

竹田裁判長　関連のある範囲で聞いていただくのはいいですが、この場で裏金作

りの有無を問いただしても、それは争点からずれるわけで。ただ、一連の佐々木さ

んの発言の有無に関する背景事情についての質問であれば、それは止めません。

どうぞ。

馬場弁護士　じゃあ、裏金の有無は聞きません。で、説明してほしいんですが、裏

金というのは架空の支出をたて、報償費の前渡金保管者である副署長が支出する

ことになるんですな。つまり、裏金は署長や副署長の決裁が必要になるし、現場の

捜査員や会計職員も関与していたわけですな。

佐々木　支出についてはその通り。今の話ですが、平成 16年 1月の段階での話で

すよね。こうやって裏金作るかという質問ですが、その当時、私は裏金を作ってい

るんだという前提でこの説明をしていない。その後、道警は調査委員会を作って調

査してますが、その結論が出る前に私は退職した。従って、道警の裏金の調査に

ついては私は知ることが出来ないことになったんです。なので、体験として(裏金に

ついて)話すことは出来ない。

馬場弁護士　この裏金報道はテレ朝のスクープから始まり、当初は道警が全面否

認していたが、3月の道議会で道警は裏金の存在を認めましたね。

佐々木　3月は中間報告をしたものであり、まだ引き続き調査を続行していた。結

論は退職後の 8月に出たものだ。

馬場弁護士　でも、その中間報告で、旭川中央署の裏金については認めている。

道議会の総務委員会での出来事として報じられた記事内容からも明らかだ。

佐々木　これはまだ、引き続き調査中であり、実際に裏金があったと認めたかどう

か言い切れない段階だったと記憶している。この記事の見出しには疑問があると

思う。

馬場弁護士　では、この記事について抗議はしたか。道警としては見過ごせない問

題だろう。

佐々木　まあ、当時そういう疑惑で動いているわけで、抗議している場合ではな

かった。

馬場弁護士　監査委員会の意見陳述では、不正は一切ないし、捜査用報償費の

執行は適正であり、問題の文書は出所不明であるなどとし、調査の必要はないと

いっているが。

佐々木　正しくは記憶していないが、そういう趣旨のことは言った。

馬場弁護士　その後、道警は裏金作りを認める発表をしている。全組織的にやって

いた、と認めたわけだが。

佐々木　そのような報道があったのは覚えている。しかし、それは私が退職してか

らだいぶんたってからの話だったし、あまり覚えていない。調査結果の詳細につい

て私は知る立場にもない。

(この間、裏金の監査結果についての質問が長々と続いたが省略。)

馬場弁護士　でも、あなたは署長や副署長の経験があるでしょ。あなた自身も裏金



作りに関与していませんでしたか？

佐々木　その点は今回の裁判の争点事実と関係ないと思いますが。

竹田裁判長　あなたは現役時代、道警が裏金作りをやっていたという認識を持って

いたのかどうかを聞いているんですよ。

佐々木　そういう認識は持っていませんでした。

馬場弁護士　道の監査結果は読んだか。

佐々木　そういう記事は読んだが、詳しい内容は承知していない。

馬場弁護士　元いた職場の出来事でしょ。自分も携わっていた調査だ。関心を持っ

ていて当然だと思うが。

佐々木　私がさまざまな記事を読んだ範囲では、監査結果そのものを見た記憶は

ない。

馬場弁護士　監査報告によると、あなたが副署長、署長をやっていた職場で、あな

たの在任中に不正支出をしているんですよ。それでもあなたは、裏金作りに関与し

ていた認識はないのか？

佐々木　ハイ。

馬場弁護士　報告書では、全組織で幹部が関与する形で裏金を作ってたっていう

趣旨のことが書いてあるんですが、それでも知らなかったというの？

佐々木　はい。

馬場弁護士　道警総務課時代、あなたの上司で原田さんがいたと思うが、原田さ

んはこの裁判で、「総務課時代も裏金を作っており、佐々木さんにも渡してた」との

陳述書をあげている。

佐々木　その陳述書をウソと言う気はないが、そんな金を預かっているという認識

はなかった。もう 20年以上も前の話だ。

馬場弁護士　餞別やヤミ手当を受け取っていたともあるが。

斎藤弁護士　裁判長、まったく争点事実と関連がありません。

竹田裁判長　原告が裏金作りに関与したっていう認識がないといっているから、

じゃあホントですかということで聞いているのだと思います。確かに本件争点の発

言内容に関わる背景事情ではあるけども、もうちょっと端的に聞いてください。

安田弁護士　裁判長。原告は 20－30年前で忘れたといっているのだから、具体的

な事実を当てて記憶を喚起する、というのは尋問の手法の一つとして認められるべ

きと思いますが。

竹田裁判長　それはわかっている。その上で端的に聞いてくださいということです。

馬場弁護士　裏金がどう使われたか、などについても報告書が上がっているが、こ

ういう風に使うのは元警察官としてどう思うのか。横領とか詐欺になるとか思わな

かったか。 (斎藤が「ちょっとそれは」というジェスチャー)いや、これは道警が犯罪

的なことをやってるかどうか…。

竹田裁判長　いや、裁判所は発言当時の背景事情として知っておく必要があると

認めたから、端的に聞いてといったわけで、それに対する本人の評価は本件とは

関わりがないと思っている。

安田弁護士　いや、評価を聞いているのではなく、裏金作りをしていた認識がない



というのであれば、それは犯罪行為だし、相当関心を持っていたはずだということを

聞きたいわけですよ。

竹田裁判長　そういうことであれば、そのように端的に聞いてください。

旬報社弁護士　前回、旬報社の帯などについて原告から侮辱的だなどの主張が出

ていたので、これは聞いていただきたいと思います。

斎藤弁護士　裁判長、今の話…。

安田弁護士　これは証人(原告)がしっかり質問に答えないからこういう問題が起き

る。代理人はしっかり指導していただきたい。

竹田裁判長　えーっと整理します。前回の帯の話と、裏金について認識していたか

どうか、認識していたとしたらどの程度か、ということに関して、裏金作りがどれだけ

重大だったかを聞かれるのは反対質問としていい。でも、前回こんなこといわれた

から、聞き返すというのは違うのでよろしく。端的に答えられるように聞いてください。

思った答えが出ないからといって、端的に答えてないことにはならない。

馬場弁護士　これは道警の裏金問題という大きなテーマを扱った本だ。それに比べ

れば本人が名誉毀損されたという摘示事実など取るに足りないことだ。相対的な価

値が下がると…。

竹田裁判長　むしろ、比較対象でおっしゃるなら、裏金があったという話は別途主

張していただければよろしいし、そもそも客観事実として裏金の存在は出ている。

むしろ佐々木さん本人の認識として、わかってた上でいろいろやんなきゃいけない

立場だったんじゃないのか、と聞きたいのなら、端的にそう聞いてくださいよ。

馬場弁護士　元警察官として、道警の出した報告書や監査報告書の内容について

見るとき、それは犯罪行為と認識しませんか？

佐々木　一般論であればそういうことになる。個々のケースによるが。

馬場弁護士　検挙する対象にもなりうるか？

佐々木　ケースバイケースだ。

馬場弁護士　あなたは現場の捜査官もやっていたが、Sに金を渡したことは？

佐々木　若いときに現場にいたが、Sという言葉は使わなかった。謝礼を協力者に

渡したことは何度かある。

馬場弁護士　さっきのと関連するが、道警は発覚当初否認し、その後認めることに

なった。なんであなたの在任中は認めなかったの？

斎藤弁護士　質問の趣旨がわからないんですが。

竹田裁判長　端的に聞くと、3月の中間報告の段階で「どうも組織的関与はありそ

うだ」と話出ているが、「実際には個別具体的な関与についてはなお、調査が必要

です」と、いうような話が、あなたがやめる前の時点でその程度の認識はあったか。

佐々木　裁判長がおっしゃった通りです。

馬場弁護士　すると、結果的にあなたは本部長にウソをつかせたことになり、社会

的信用度を低下させたことになりますな。

斎藤弁護士　本件とどういう関係があるのか。

(やりとり若干あり)

竹田裁判長　要は芦刈は当初、全面否認したんだけど、最終的には認めたわけだ。



それによりつらい立場になるだろうなとか、社会的信用度は失墜したことになるなと

か、どういう風に感じたか。

佐々木　つらい立場になるだろうな、とは思った。

馬場弁護士　やめたとはいえ、あなたも道警 No.2だったわけだから、同じように信

用を失墜したんじゃないのか。

斎藤弁護士　今のはまったく…。

竹田裁判長　あなたご自身の認識としてはどうですか？という話です。やめたあと

も、そういうことに関与してきたと言われたわけですから。

佐々木　残念なことだなぁというだけ。

馬場弁護士　道警は幹部OBも含めて 9億円ちょっとを返還している。あなたも返

還したでしょう。

佐々木　金を返したかどうかは争点と関係ないと思いますが。

竹田裁判長　出したのかどうか。

佐々木　出しましたが、金額は言えません。

馬場弁護士　でも、自分が裏金をやった認識がないのなら、拒否してもよかったの

ではないか。

佐々木　組織として決めた対応なので、それに逆らって払わない、ということにはな

らない。これだけを出してください、といわれ、その通り返還した。

馬場弁護士　争点事実について聞きますが、「わかるでしょ理解してよ」について。

あなたは 12月 3日に公安委員会で「本名かけない」と言ってますね。

佐々木　本名を書かない場合がある、と言った。

馬場弁護士　公安委員会では本部長発言がほとんどだが、その発言は組織に相

談した上で行ったものか。

佐々木　いえ、相談はしていません。

馬場弁護士　つまり、そういうことがあるという認識は持っていたわけですな。なら、

記者にも同じことを言うこともあるでしょう。

佐々木　いえ、言ってない。聞かれたら、そう答えたかもしれないが。当時はそうい

う発言はしていない。

馬場弁護士　11月 28日のキャップ懇で 10分足らずで退席したというが。

佐々木　当時、「割れ窓理論」の実践について参院内閣委員会から調査に入りた

いといわれ、その準備に忙しかった。その調査は 12月 15日ごろに予定していたが、

道議会などもありなかなか時間がとれなかったので、キャップ懇も短時間で失礼し

た。

馬場弁護士　裏金を管理するなど、裏金問題の中心人物は副署長といってもいい。

あなたも副署長を経験しているが。

佐々木　そのような認識はなかった。

馬場弁護士　裏金作りに関与しない人は出世できないんですよね。

佐々木　そんな認識はない。

馬場弁護士　訴訟前に道新幹部の Sと話し合いを持っている。4度目の面談につ

いて Sは陳述書を出しており、あなたと交わした文書を出しているが、これは当時



のまま間違いないか。

佐々木　はい。(加筆などもなく)当時のままだ。

馬場弁護士　この文書を交わして示談する気はホントにあったのか。

佐々木　当初は示談する気はあったと思う。

馬場弁護士　じゃあ、どうして翌日にそれを撤回したのか。

佐々木　Sと道新幹部 Hと話したのだが、大変な脅しをかけられた。それに一時的

に屈した。裁判をやったら大変なことになる。できれば話し合いで自分の主張を取

り入れた形で決着したいと願っていた。しかし、そういう脅しを受け、うちに帰って考

え直した。

馬場弁護士　誰かに相談した結果、結論が変わったのか。

佐々木　いえ、誰にも相談せず、自分で決めた。

馬場弁護士　これがどうして、あなたの名誉毀損になるのか、疑問がある。一言で

言うとどういう理屈なの？

佐々木　前後の文脈や総合的な部分を見て、こんなんじゃ我慢できないなと考えた。

しかもありもしない話をねつ造して、だ。私の立場で、この記述が事実であれば受

け入れるが、これは事実じゃない。

馬場弁護士　裏金問題で当初、否定した道警本部長の社会的地位や名誉は地に

堕ちたも同然でしょ。

佐々木　私がそれを評価する立場にありません。

馬場弁護士　それとの関係で叱責されたとの記述だが、読んだ読者もそれに比べ

ればこの事実は取るに足りないことだ、と受け止めるのではないですか。

佐々木　思いません。

＜午後 3時 25分馬場弁護士の反対尋問終了　10分間休憩＞

午後 3時 35分から被告佐藤・高田の代理人の清水弁護士の反対尋問が始まった

が、その内容は、次回(その 2)に掲載する。 

第２４回（２０．１０．１９）

第 12回口頭弁論　原告佐々木友善（元道警総務部長）の証言

「私は道警の裏金作りを知らなかった」（その 2）

　前回(その 1)で、原告佐々木が、竹田裁判長から「あなたは現役時代、道警が裏

金作りをやっていたという認識を持っていたのか」と聞かれて、佐々木は「そういう

認識は持っていませんでした」と答えたことを紹介した。

　平成 15年 11月末に発覚した道警の裏金疑惑について、当時総務部長のポスト

にいた原告佐々木が初めて「道警の裏金づくりを知らなかった」と公式の場で証言

した。

　この問題では、平成 20年 7月 14日の第 10回口頭弁論で、道警の裏金疑惑が



発覚時、北海道警察の最高責任者として、その対応にあたった元道警本部長の芦

刈勝治が証言台に立ち、市川弁護士から「最終的に道警は不正経理があったこと

は認めるが、最初の報道の時点では本当に知らなかったのか」と質問され、芦刈

は「ハイ。当時の議会答弁の時は(不正経理の存在について)露ほども知らなかっ

た。今となってはお恥ずかしい限りだ」と答えている。

　芦刈が「お恥ずかしい限り」と述べたように、当時芦刈の直属の部下であった原

告佐々木も「お恥ずかしい限り」の証言をした。

　この 2人の証言は、道警の裏金疑惑に関して、北海道監査委員が指摘した内容

とも、元道警釧路方面本部長原田宏二の証言とも異なる。

　真実を述べると宣誓した 2人の証言の真偽は裁判官の判断に任されるが、以下

の清水弁護士の反対尋問にどう答えるかが注目された(文中敬称略)。

＜午後 3時 35分　被告佐藤・高田の代理人の清水弁護士の原告佐々木に対する

反対尋問が始まる。まず原告の経歴の確認。＞

清水弁護士　定年後、再就職に当たって就職活動はされましたか？

佐々木　してません。

清水弁護士　ではなぜ、自動車安全運転センターの所長になれたんでしょうか。

佐々木　私が長年、警察の仕事に携わったのでその経験を生かされる、ということ

で、東京の本部から辞令をいただいた。

清水弁護士　あなたの前の人はなんという人？

佐々木　私の前はMさんで、元道警の人。最後の所属は…忘れました。

(註：「M」とは、道警の裏金疑惑発覚のきっかけとなった旭川中央署の元署長)

清水弁護士　勤務はどういう状況？

佐々木　土日祝日を除く毎日勤務してました。勤務時間は 8：45－17：30。タイム

カードはありませんでした。

清水弁護士　仕事の内容は？

佐々木　えー、全国の人が北海道で起こした交通事故が云々(いや、センターの仕

事でなく、あなた自身の仕事ですが)…それは、センター全体を取り仕切ることで…

日々、さまざまな決裁や指示といった管理運営業務です。

清水弁護士　入ったその日の 4月 1日からそんな仕事ができるのか。

佐々木　そりゃあまあ、最初は慣れるまであれですが…細々とした仕事はあります。

清水弁護士　あなたの受けた精神的苦痛について伺います。退職後の平穏な人生

を乱されたとかいろいろとご主張ですが、今回問題にしている 2冊の本を読むまで

は平穏だったんですね。

佐々木　ハイ。

清水弁護士　では、その 2冊の本を読んだのはいつのこと？

佐々木　その年の 9月ごろだ。

清水弁護士　それまでは見ることもなかったの？



佐々木　出版されたのは知っていた。

清水弁護士　この本を読んだ人が「あなたのことを書いている」といってきたことが

あったのか。

佐々木　ある人が本の当該部分をコピーして持ってきた。7月ごろだったと思う。

清水弁護士　それを読んでどう思った？

佐々木　とんでもないことが書いてあると思った。

清水弁護士　でも 9月まで読まなかったと。関心がなかったのではないか？

佐々木　多忙だったので、9月までなってしまった。

清水弁護士　文庫本の記述はいつ読んだの？

佐々木　8月下旬か 9月だったと思う。やはり、ある人にコピーを見せてもらった。

マスコミの人だったか、警察官の人だったか、そこは覚えていない。その時は叱責

のことを書いたページのみだった。

清水弁護士　文庫本そのものを読んだのは？

佐々木　9月だった。2冊とも 9月に読んだ。

清水弁護士　で、精神的に傷ついたということですか。忙しかったというけど、コ

ピーを読んだ時点では相談も動きもしなかった。

佐々木　まあ、全部読んでなかったし。

清水弁護士　でも、あなたの主張だと、全体の読み方だろうと、その部分だろうとね

つ造はねつ造なんでしょ？

佐々木　ハイ。…でもその時は特に相談しなかった。

清水弁護士　家族はどう？　私はこういった名誉毀損事件の原告側に回ることが

多いのだが、その経験から言わせてもらうと、なぜか家族の感情について、ご主張

がないと思ったのだが。

佐々木　家族が読んでいるかどうかについてはわからない。

清水弁護士　家族から「この記述は不名誉だ」と言われたことは？

佐々木　聞いてはいない。

清水弁護士　弁護士に相談したのはいつごろ？

佐々木　平成 18年 5月に提訴しているが…、その前の道新とやりとりしていたとき

は、弁護士のべの字もなかった。

清水弁護士　あなたが実現したかったことは、本の発刊停止と回収だったのか。

佐々木　当時もそのようなことはあった。

清水弁護士　これら 2冊の本を出しているのは旬報社と講談社なんだけど、旬報

社に抗議したのはいつ？

佐々木　いや、旬報社にも講談社にも抗議はしていない。

清水弁護士　そういう場合、普通は出版元に抗議をするのが筋なんですけどねぇ。

佐々木　法律の専門家であればそう思ったかもしれないが、私はそうではないので、

私の頭の中では著者の道新がでたらめを書いたというのが先に立った。係争する

となればそこまで思い及んだかもしれないが。

清水弁護士　でも、本を売ってもうけているのは出版社ですよ。

斎藤弁護士　異議。議論をふっかけています。あと、たたみかけるようにして(質問



を)やるのはやめてください。

清水弁護士　何を言っている。たたみかけてやるのが反対尋問でしょうが。

竹田裁判長　お伺いしますが、なぜ出版社に抗議に行かなかったの？

佐々木　そこまで考えが及ばなかった。書いたところの道新に行くのが筋だと思っ

た。

清水弁護士　12月 3日の公安委員会で、あなたは偽名領収書の存在について説

明している。なぜその場で説明したのか。

佐々木　公安委員の理解を助けるためだ。

清水弁護士　先ほど馬場弁護士の質問に対し、「自分の判断で言った」という趣旨

のことを話している。ところで、警察の裏金っていうのは道警の前にあちこちで問題

になっているわけで、そんなときにあなたの判断でそんなことを話してもいいんです

か？

佐々木　ハイ。別に注意されたこともないです。

清水弁護士　警視庁で銃器対策課と赤坂署の問題が裁判になっているが、それを

知らないで言ったのか。

佐々木　その 2つの裁判は知らなかった。

清水弁護士　この公安委員会発言の記事では、当時の取材時のやりとりも出てい

る。

佐々木　おいそれと協力者が現れてくれるとは限らない。少しの金で組織を裏切っ

てくれる人などほとんどいない。もっと謝礼があってもいいとは思っていた。

清水弁護士　そのころ、記者の前でも「本名なんて書けるわけがない」とか言ってな

いですか。

佐々木　それは断じていってない。芦刈本部長が会見で否定して数日しか経ってな

いのに。

清水弁護士　本部長による叱責の件で伺う。その前提となる記事(調査と答弁しな

いで、記事)で、あなたのコメントが出ているが、この内容からすると、あなたから電

話をしてはいないが、道庁側と話はしたんじゃないのか？

佐々木　向こうからかかってきたことも、こっちからかけたこともない。

清水弁護士　この記事は、複数の道幹部から話を聞いたと書いており、本では「副

知事」とまで書いている。副知事や道の幹部に「なんで道新にそんなことを言った

のか」と確認したか。

佐々木　していない。

清水弁護士　準備書面の主張によると、芦刈氏に「道新がこういう話を書いてしま

うかもしれない」とあなたが話したようだが、芦刈氏は「事前には聞いてない。新聞

を見て、あっと思った」といっている。

佐々木　芦刈さんが勘違いされて証言されたのだと思う。それに、「あっと思った」と

いう証言は最後の方で取り消されていますよね。

斎藤弁護士　尋問調書の後ろの方で、「覚えていない」と修正されている。

(この辺、ちょっとやりとり)

清水弁護士　「いやいや、どこまでやられるかと思ったよ」発言について。「昼食を



食堂で取ることはない」という人の陳述書を出されていますが、その人はいちいち、

あなたの昼食をチェックしていたのか？

佐々木　いいえ。

清水弁護士　あなた、現職に気を遣わせたくないっていいながら、13人から陳述書

を取っている。どういう風に頼んだのか。あなたが聞き取ってまとめたのか？

佐々木　その人たち本人に書いてもらっている。たとえば食堂の件については、私

がそこを利用しないことを自分が知っている、とわかるように書いてくれと頼んだ。

本人に書いてもらっており、直しは一度もしていない。

清水弁護士　今回出された甲第 100号証だけど、この内容を見ると道新側に同調

的な意見は一つもなかった。

佐々木　ハイ。

清水弁護士　この関係で、依頼文を作ったことはあったのか。

佐々木　いえ。すべて口頭です。

清水弁護士　この回答者の中には現職警察官も入っていますが、民事不介入の原

則から回答を断った人はいなかった？

佐々木　そういう断り方はなかった。

清水弁護士　実名で出ている人もいるが、了解は取ったのか

佐々木　ハイ。

清水弁護士　甲第 100号証はどこで作成したの？　勤務時間？

佐々木　昼はセンターで作業をし、夜は自宅で。勤務時間中に聞いたのもあるし、

そうでないのもある。

清水弁護士　勤務中なので、と断った人はいなかった？

佐々木　いませんでした。

清水弁護士　同じ調査を(被告の)佐藤と高田がやったとしたら、彼らは調査に応じ

たと思いますか。

佐々木　わかりません。

清水弁護士　高知県では監査委員の監査で捜査員に事情を聞く際、上司などの警

察官の同席を認めませんでした。なぜかわかりますか？

佐々木　さあ、あちらの判断ではないか。

清水弁護士　まあいい。今回の調査対象は、あなたがOBになったとはいえ、あな

たより立場が下の人ばかりでしょ。協力できない、なんて言えないのではないか。

佐々木　言えると思う。協力できないという気持ちがあれば。

清水弁護士　あなたは退職するまで、裏金に関与しなかったし、知らなかったという。

しかし、あなたの元上司の原田さんは不正はあったと指摘しているし、監査結果も

道警の内部調査も不正を認めた。自分の勤務地も含まれているのに、関心がなく

て監査結果などを読んでないというのは不自然ではないか。

佐々木　読んでないし、読む機会がなかった。

清水弁護士　組織的な裏金作りが認定されたということは、あなたは道警という組

織に騙されていたことになる。

佐々木　そのような認識はありません。



清水弁護士　実は元から裏金を熟知していたから、騙されていたと思わないんで

しょ。

佐々木　そんなことはない。

清水弁護士　でも、裏金の返還については特段抗議することもなく、支払ったという

ことは、その決定を受け入れたっていうことでしょ。私は 40年以上も道警に勤めて

きて、こんなことになるなんて、という忸怩たる思いでもあったのか。

佐々木　道警は組織も大きいし、いろいろあるだろうし、結論が出た以上はそれに

文句は言わないものです。

清水弁護士　あなたのようなまじめな人が、なぜ道警に抗議しなかったのか。

佐々木　その調査結果が出た以上は仕方がないから。

清水弁護士　でもあなたは再三にわたって「不正はない」といっている。組織に言わ

され続けたんでしょ。

佐々木　そんなことはない。

清水弁護士　甲第 84号証だが、この隠し録音の多くは勤務中だ。これは休みを

取ったのか。

佐々木　取れなかった。

清水弁護士　休みでもない勤務中に、勤務先で、自分の私的な交渉をするのは許

されるの？

佐々木　来客の応対はここでやっていたので、ある程度自由な裁量で話をすること

ができた。

＜午後 4時 50分清水弁護士の反対尋問終了、以上はある程度抜粋＞

＜補助参加人による佐々木に対する反対尋問質問と被告高田昌幸の尋問は次回

以降に＞

＜終了前に次のようなやり取りがあった＞

竹田裁判長　今回の(尋問)を踏まえて、重複がないようによろしく。

安田弁護士　重ならないのはもちろん、違う確度からの質問をさせていただくつもり

だ。

竹田裁判長　わかりましたが、端的に、インパクトのある質問をお願いします。

講談社代理人弁護士　えー、講談社ですが、予定に入っていませんでしたが、これ

までの経緯をふ

まえ、15分ほど反対尋問をさせてほしい。インパクトはないですが。

旬報社代理人弁護士　旬報社も同じく 15分ほどお願いしたい。

斎藤弁護士　証言時間からいって原告の負担が大きくなりすぎている。配慮をお願

いしたい。

竹田裁判長　本人が訴訟を提起されているわけだし、言いたいことを主張している

わけだから、ある程度の反対尋問を受けるのはやむを得ない。

馬場弁護士　ところで、訴訟費用の負担の関係もあり、高田さんにこの場で宣誓だ

けさせてもらえないか。

竹田裁判長　いや、今回はもともと、裁判所から出頭呼び出しもかけていますし、



出頭記録にも残りますし。それにしても、反対尋問もそれなりにありそうなので、2

期日取った方が安全でしょうかねぇ。

市川弁護士　賛成です。

竹田裁判長　いや、だからといっていくら時間をかけてもいいというものではないん

ですよ。で、高田さんはいかがですか？

高田被告　まったく問題ありません。

竹田裁判長　ではそうしましょう。高田さんは次々回にしましょうか。ご都合はいか

がです？

(普通、期日指定は代理人弁護士の都合を優先する。いきなり被告本人に聞くのは

異例といえる)

次回(13回口頭弁論)は 12月 1日午後 1時半から

原告佐々木に対する反対尋問の続き、補助参加人の講談社、旬報社の反対尋問、

裁判所の最終尋問

次々回(14回口頭弁論)は 12月 15日午後 1時半から

被告高田昌幸の尋問（高田が出廷可能な場合） 

第２５回（２０．１２．１３）

第１３回口頭弁論　原告佐々木友善（元道警総務部長）の証言

私は道新のＫ社長・Ｓ編集局長・Ｈ報道本部長に脅された

　第１３回口頭弁論が平成２０年１２月１日午後１時３０分から、札幌地裁８階２号法

廷で開かれた。

　当日は、前回に引き続き道警の裏金疑惑発覚当時、道警総務部長だった原告の

佐々木友善が証言台に立った。

　当日は、前回よりさらに傍聴希望者が少なく、一般傍聴席は抽選にならなかった。

　特別傍聴席に道新幹部ら、報道記者を除く３０人ほどが一般傍聴席。

　傍聴者の中には、いつもの道警ＯＢ１０人前後が顔を見せた。

　原告席には、原告佐々木友善、その代理人斎藤隆広弁護士が着席した。

　被告側には、道新代理人馬場、見野両弁護士、被告佐藤、高田の代理人清水弁

護士、講談社代理人山中弁護士と旬報社代理人徳住、佐藤弁護士、補助参加人

大谷昭宏と宮崎学の代理人市川、安田、喜多村弁護士、そして被告の佐藤一が着

席した（文中敬称略）。



　定刻午後１時３０分、竹田光広裁判長、田口紀子裁判官（右陪席）、鈴木清志裁

判官（左陪席）が着席し、弁論が始まった。

＜最初は、補助参加人の代理人市川弁護士の尋問＞

市川弁護士　あなたは道警総務部長として、旭川中央署の問題について道庁とど

のような意見交換をしていたか。

佐々木　直接的にどうこう、というものはほとんどなかった。まったく道側とやりとり

しなかったわけではなく、まあ、１，２度やりとりがあったかもしれないが、意見交換

というほどのレベルではない。

市川弁護士　あなたはこの問題については道との間では窓口だった。何らかの話

はしたはずだ。何を話したのか。

佐々木　窓口は私だけではない。まあ、道側と顔を合わすことはあったので、話を

することはあった。たとえば、この問題が議会の日程にどう影響するのか、などだ。

市川弁護士　当時の道警は「不正はなかった。再調査をする必要なし」との意向

だった。それを道に伝えなかったか。

佐々木　そのことをわざわざ伝えた記憶はない。ただ、議会などの際には顔を合わ

せているので、何かを話してないとは言い切れない。何を話したかの内容は記憶に

ない。

市川弁護士　道警のその意志をなぜ伝えなかったのか。

佐々木　特に理由はないと思う。

市川弁護士　その道警の「不正経理はなかった」との強い姿勢を前提に考えると、

道警の強い意志を道側に伝えることがなぜ、不誠実ということになるのか。

斎藤弁護士（原告代理人）　異議。仮定を前提にした質問だ。

佐々木　そういうことを言ってないのに、言ったことになっている。それがおかしい。

市川弁護士　読者に悪い印象を与えるというより、なかったことをあったということを

問題にしているのか。

佐々木　その通り。

市川弁護士　不正経理はなかった、との結論はいつの段階で出したのか。

佐々木　平成１５年１１月２８日午後３時半ごろから、道警本部で芦刈本部長が記

者会見をしている。そこで「不正経理はない」と全面否定している。そこまでに結論

を出している。

市川弁護士　その結論は本部長、総務部長以外のメンバーも入っていての結論か。

佐々木　ハイ。総務課長、会計課長、それにその人たちを補佐する人たちも入って

いての結論だ。

市川弁護士　そのメンバーの中で署長経験者、副署長経験者は。

佐々木　総務課長が経験者だった。ほかはちょっと分からない。

市川弁護士　メンバーの中で偽名領収書について知っていたと発言した人は？

佐々木　いなかった。



市川弁護士　激励慰労会に出席したことがある人は？

斎藤弁護士　異議。争点事実に関係ありません。

竹田裁判長　立証趣旨は？

市川弁護士　不正はない、との結論を出した当時の状況の確認だ。

竹田裁判長　であれば、簡単に端的に聞いて。原告も端的に答えて。

市川弁護士　では、公安二課次席時代、不正経理を見聞きしたか。

斎藤弁護士　異議。関係ないでしょ。

市川弁護士　原告が裏金をどれだけ知っていたかを聞くためだ。

佐々木　記憶にない。

市川弁護士　異動の度に上司の席で餞別を受け取ったことはあるか。

斎藤弁護士　異議。まったく無関係でしょ。

竹田裁判長　裏金に関する認識の有無の確認ということでしょ。簡単に答えて。

佐々木　餞別は友人や先輩、後輩からもらったことはある。上司の席に呼ばれてと

いうのは記憶にない。

市川弁護士　で、激励慰労会に出たことは？

斎藤弁護士　異議。関係ない。立証趣旨は。

市川弁護士　慰労会に出席したかどうか確認しないと、裏金について虚偽をいって

いるかどうか確認できない。

竹田裁判長　間接事実の確認です。（斎藤弁護士は）いちいち止めないで。

佐々木　出席したことはある。

市川弁護士　平成１６年３月１２日の道議会総務委員会で旭川中央署問題での中

間報告をしており、それまでの姿勢と一転して、旭川中央署で事実と異なる領収書

を作成していたことを認めた。どの時点でそのように判断を変えたのか。

佐々木　判断を変えた時期までは覚えていない。

市川弁護士　総務課長らを交えて議論し、誤りを認めたのか。

佐々木　そういうことだ。

市川弁護士　その時の芦刈本部長とのやりとりは？

佐々木　具体的には覚えていない。担当者から報告を受けてそれを本部長に伝え

たということはなく、担当者の報告を二人で一緒に聞いていた。

市川弁護士　その日に会見もしており、「組織的な問題だった」との発言もある

佐々木　具体的な文言は覚えていない。

市川弁護士　その会見の前に芦刈本部長にどんな進言をしていたか。

佐々木　とりとめて進言することなどなかった。

市川弁護士　しかし、従来の方針をがらりと変えたわけですよね。

佐々木　担当者の報告を受ける中で、お互いの認識が少しずつ変わっていった。

市川弁護士　その後、どのような調査を行ったか。

佐々木　中間報告では触れなかったことを引き続き調べた。それと前後して、道警

内で予算執行調査委員会を作って調査進めることになったと記憶している。調査委

で職員ら関係者から聞き取りをしようということになった。

市川弁護士　旭川中央署問題では道監査委員の監査も行われた。その際の意見



陳述であなたは「不正は一切ない。予算は適正に執行されている」といったにもか

かわらず、監査結果は不正が認められた。あなたは旭川中央署問題の監査に関

心がなかったというが、その監査結果如何では今回の件以上にあなたにとって不

名誉なことになるではないか。

斎藤弁護士　異議。議論をふっかけています。

竹田裁判長　いちいち止めないで。簡潔に答えて。

佐々木　そうは思いません。

市川弁護士　再度確認するが、道に「再調査することはない」と伝えることのどこが

稚拙な対応なのか。

佐々木　不正はないといっているのに、そんなことを言うということは「実は不正が

あるのではないか」と疑念を抱かせることになりかねないでしょ。

市川弁護士　不正はない、といっていたものが「あった」に変わった。これについて

はどう思ったか。

佐々木　調査が進むにつれて認識が改まっていった。やむを得ないことだと思う。

市川弁護士　稲葉事件に絡む「泳がせ捜査失敗」記事について、あなたは銃器対

策課にいたことは？ 稲葉事件の捜査を担当したことは？

佐々木　いずれもありません。

市川弁護士　この「泳がせ捜査失敗」は道警などへの公文書開示で「ない」といわ

れたことを論拠にねつ造というが、これは法的な裏付けのある泳がせ捜査はな

かった、ということか。

佐々木　公的にもそうでないものもだ。道新側から聞いた話では、佐藤記者もそれ

を示せなかったという。

竹田裁判長　道新の人から聞いたということ？

佐々木　それも一つです。この件について道警と道新は事細かに文書のやりとりを

しており、道警もこの件について細かく調査していることを示し、そのような泳がせ

捜査はなかったと結論づけている。道新側はきちんとした反論を返さなかった。

市川弁護士　Ｓ氏（道新編集局長）と交わそうとした「謝罪文」で、「少なくとも法的裏

付けのある組織的な泳がせ捜査はなかったと推認される」としているが、これでは

不十分ということか。

佐々木　ハイ。道警は法的裏付けがない（違法）捜査もなかったという結論を出して

いる。道警がこう言うからには、道新のその記事はねつ造といわざるを得ない。

＜ここから、補助参加人の代理人安田弁護士の尋問＞

安田弁護士　「調査と答弁しないで」記事中にあなたの言葉で「これは共産党だけ

が問題にしている」などの文言があるが、この発言はなかったか。

佐々木　ありません。

安田弁護士　取材の中で、この（旭川中央署）問題について電話連絡したことを認

めたか。

佐々木　認めていません。この問題ではないが、別のことで連絡を取らないことは



なかったが。まったく電話しなかったわけではない。

竹田裁判長　いや、記事のような文脈で読むと勘違いされると言いたいんでしょ。も

う分かりましたから、簡潔に答えて。

安田弁護士　では、あなたのコメントで「そんなことは言ってない。本部長が話した

とおり、予算は適正に執行されている」というのは？

佐々木　そういう趣旨のことは話したかもしれない。

安田弁護士　この記事を読んでどう思ったか。

佐々木　何でこんなことを書くのか。事実無根のことを書かれたわけだから。これで

は道新は信用できないと思った。

安田弁護士　この記事を読むと、あたかもあなたが隠蔽工作をはかろうとしたよう

に読めるということか。

佐々木　ハイ。

安田弁護士　しかし、記事では「複数の道幹部は認めている」としている。道幹部が

ウソをついているとは思わなかったのか。

佐々木　そもそもでたらめ記事ですから。

安田弁護士　どの幹部がしゃべったのか、調査したか。情報源は確認すべきじゃな

かったか。

佐々木　しなかった。でたらめ記事を元にしていちいちそんなことをやってられない。

忙殺していた部分もある。まあ、この記事は私のコメントも出ているし、小見出しで

取っているから、まあいいか、とも思った。バカらしくて相手にしてられなかったし、

立場がある人にでたらめ記事についてぶつけるのも失礼な話だし、そんなことを記

者に言う人がいるとも思えなかった。

安田弁護士　この記事について抗議はしたのか。

佐々木　した。記事が１２月１２日夕刊だったが、１９日に抗議した。

安田弁護士　調査もせずに抗議ですか。抗議の中身は？

斎藤弁護士　異議。もう答えたでしょ。それに時間もだいぶんオーバーしている。

安田弁護士　抗議の中身は答えてない。時間がオーバーしたのは、あんたがいち

いち止めるからだ。裁判所はよく指導してほしい。

（この傍聴記録ではかなり省略しているが、再三にわたって斎藤弁護士が異議を出

している。以下も「異議」はほとんど省略した。）

竹田裁判長　双方落ち着いて。冷静に。あまり繰り返しの質問をしないで。で、抗議

の具体的中身はなんだったの？

佐々木　こういう記事はないんじゃないか、という内容の抗議だ。ありもしないことを

書くなんて。しかもこっちは取材に対し「あり得ない」と言ってるのにだ。都合、３回も

来た際、中身をきちんと説明したのに。（被告の）佐藤も一度引き下がっておきなが

ら、結局書くなんて取材手法も問題視した。当時はねつ造記事とは言ってなかった。

安田弁護士　訂正は求めたのか。

佐々木　求めなかった。

安田弁護士　名誉が傷ついたと思わなかったか。



佐々木　覚えていない。

＜ここで、道警９階の総務部、本部長室周辺の構造などについてやりとり。いくつ

かやりとりし、安田弁護士が９階の見取り図を書かせようとするが、斎藤弁護士が

「安全保障上、道警本部長室周辺の図面を書かせるなんてナンセンス」と言い放つ

など、やや紛糾。結局、佐々木氏は「道警本部長室やその前、９階の廊下でのやり

とりは総務課には聞こえない」と強弁を繰り返す＞

安田弁護士　旬報社の本で、あなたが道新にした抗議の内容が出ている。それに

よると、あなたが抗議したのは「取材手法についてだ」という。先ほどの話と違うが、

なぜ、問題にしなかったのか。

佐々木　これもウソです。そんな抗議はしていない。

安田弁護士　そうでしょうか。あなたは今まで一度も口にしていない。主尋問でも一

切言わなかった。私に言われてようやく言っている。

佐々木　一つずつ示して聞いてくれないと分からない。

竹田裁判長　なぜ、問題にしなかったかを端的に答えて。

佐々木　ここだけを取り上げて名誉毀損と言うのもどうかと思った。でも、できること

なら削除してほしい。

安田弁護士　しかし、この部分は文脈の流れから言っても、あなたの言う「ねつ造

記事」の傍証としても使えるわけでしょ。

佐々木　ウソを書いているとは思ったが、名誉毀損と言うほどでもないと思った。

＜ここから被告旬報社と被告講談社の代理人弁護士が尋問＞

冒頭、原告代理人齋藤弁護士がクレーム。

斎藤弁護士　もう、原告は５時間以上も聞かれている。まだ聞くのか。

被告側　あんたがいちいち止めるから、時間がかかるんだ。

旬報社弁護士　１５分ずつ聞くというのは前回認められている。

竹田裁判長　じゃ、なるべく簡潔にお願いします。

旬報社弁護士　この本の表紙や帯について聞きます。あなたは、知人の話を元に、

表紙の帯についても名誉毀損だと言うが、どうしてか。

佐々木　私は当時、道警幹部であり、「幹部を逮捕せよ」というタイトルはまさに、私

を逮捕しろということになる。帯には「犯罪集団」などの文言が踊り、幹部である私

を指している。

旬報社弁護士　これまでこの本のタイトルや帯について旬報社に抗議したことは？

佐々木　ない。

旬報社弁護士　本のタイトルは、その本がもっとも言いたいことを抽象的に示して

いるだけのもの、とは思いませんか？

佐々木　思わない。第一、私の知る限りにおいて、（道警裏金問題で）私的流用は

なかったと聞いている。それでは犯罪にならない。それに、この本には私の写真も

入っている。



旬報社弁護士　じゃあ、なぜこの事実について訴えなかったのか。前回、あなたは

主尋問で知人から「あなたの人格が疑われる」とまで言われていると証言している

が、であれば直接訴える理由になるはずだ。

佐々木　表紙や帯は私を名指ししていない。なので、名指しされている部分につい

て訴えた。表紙や帯で傷つけられたのは間違いない。

旬報社弁護士　この表紙や帯について、道警が抗議や訴訟をしたか。

佐々木　記憶にないが、なかったと思う。

旬報社弁護士　さて、旬報社の本にも「調査と答弁しないで」の経緯が出ている。あ

なたはこれも事実無根のねつ造だと言うが、あなたの言い分ならこれも名誉毀損で

しょ。なぜここを訴えなかったのか。

佐々木　これを訴えると、道新の１２月１２日夕刊記事も訴えないといけない。しか

し、私はその記事を訴えていないのだから、今回も訴えなかった。

旬報社　この本が出てから２年もたって訴えているのに？　時間の経過は同じで

しょ。むしろ、こっちの方が名誉毀損性は高いはずだ。

佐々木　この記事については、小見出しで私の言い分も合わせて取り上げている

ので、訴えるのはどうかと思った。

旬報社弁護士　「下手を打ったな」との発言は、単に本部長がやり方がまずかった

ねと指摘しているにすぎない。あなたの人格には関わらないでしょ。

佐々木　なかったことを書いたわけで。

旬報社弁護士　「らしい」といってます。伝聞の噂ですよ。

佐々木　噂で記事を書かれては困る。そんなのでは記事を書く資格はない。

旬報社弁護士　それではこの表現がどのように、あなたの人格否定になるのか。

佐々木　私の事務処理や対応が稚拙だったとして、その程度の男だとおとしめてい

る。それで道警 No.1が No.2を叱りつけた、という話であり、これは名誉に関わる。

旬報社弁護士　実際に怒られたことはあるか。

佐々木　ない。

旬報社弁護士　あなたは記事化の前に確認すればいい、というが、たとえば旬報

社がこの本を出すときに本部長に電話して「こういう話があるんですが、本当です

か」と聞けば、きちんと答える、なんてことがあるのか。

佐々木　きちんと取材意図を伝えてくれれば、実際に答えてくれると思う。そういう

システムになっている。

旬報社弁護士　一般道民が同じことを聞いても答えるのか。

佐々木　何でもかんでも、ということにはならない。こういう本を出版するが、つきま

してはこの事実を確認したい、と伝えてくれれば、秘書を通じてちゃんとつないで答

えてくれると思う。

旬報社弁護士　本が出てから２年間、あなたは一切抗議もしなかったし、訴えもし

なかった。提訴の頃には本屋にほとんど出回らなくなっている。そこまで提訴しな

かったのはあなたの落ち度ではないか。

佐々木　初めて本を読んでこれはおかしいと思い、最初の抗議文を出している。そ

の後、道新と文書のやりとりをしていて時間がかかった。



講談社弁護士　道警は旭川中央署の問題発覚当初、裏金の存在を全面否定して

いたが、その後の調査で認めるに至ったわけだが、（在任中の）３月１２日の中間

報告で裏金の存在を認めたでしょ。

佐々木　結論、ということではなかった。

講談社弁護士　しかし、偽名領収書については認めている。

佐々木　可能性が高いと言うことだ。

講談社弁護士　調査を続行しているが、その後もさらに何か出てくるか、心配だっ

たのでは？

佐々木　ハイ。

講談社弁護士　あなたは副署長や署長の経験あるが、実名でない領収書があるこ

とは知っていたんでしょ。いつから知ってた？

佐々木　はっきり覚えてはいないが、３０歳くらいの時に知った。

講談社弁護士　偽名領収書を作ったことはあるか。

佐々木　協力者が実名を書かなかったことがある。

講談社弁護士　偽名領収書について聞かれたことはあるか。

佐々木　問題発覚後、記者に聞かれたことはあるが、それ以前はない。

講談社弁護士　発覚当初、道警会計課のコメントを見て「領収書の偽造はない」と

いう認識を持ったということですか。

佐々木　いいえ、捜査協力者が自分の名前を書けない、ということはよくある。身の

安全を守るためだ。

講談社弁護士　それは偽造ではないのか。

斎藤弁護士　異議。それは法律論として間違っている。

竹田裁判長　偽造というのは架空名義など、偽りの内容のものを作ることだ。仮名

であれば名義を偽ったことにはならない。

講談社弁護士　では、電話帳を使って架空名義の領収書を作るのは偽造にならな

いのか。

佐々木　なると思う。

講談社弁護士　じゃあ、最初の見解と違うじゃないか。

佐々木　中間報告の時点では偽造領収書があるとの認識にはなかった。仮名のも

のだけだと思っていた。

講談社弁護士　テレ朝で出た資料について「出所不明だから受け取れない」といっ

たことはないか。

佐々木　ない。

講談社弁護士　しかし、監査委員に出した意見陳述では「コピー資料は出所不明で

あり、受け取れない」と言っている。

佐々木　それは言っている。

講談社弁護士　あなたは昔から偽名領収書があることを知っていたのなら、どうし

てそのように説明しなかったのか。情報源秘匿のためといえば理解を示してもらえ

たと思うか。



斎藤弁護士　争点事実とまったく関係ないでしょ。意味がない。撤回してください。

竹田裁判長　思ったかどうか。

佐々木　その時によって事情が変わる。判断が変わることもある。

講談社弁護士　芦刈は架空名義の領収書の存在を知っていたか。

佐々木　分かりません。

講談社弁護士　あなたは公安委員会の席で芦刈さんの横で、偽名領収書の存在

について説明したが、芦刈さんは驚いていたか。

佐々木　そこまでは見ていない。

講談社弁護士　もし、偽名を知らなかったら、相当驚いたと思うが。

佐々木　同じ方向を向いていたので。

講談社弁護士　公安委員会からの帰り道で、立ち話でその件についてやりとりしな

かったか。

佐々木　覚えていない。

講談社弁護士　「調査と答弁しないで」記事の際、３度取材を受けていますが、面

談メモと手帳の記述の取材時間が違っている。

佐々木　これは私の何らかの勘違いだ。手帳はたいてい、出来事があってすぐ書く

が、翌日に書くこともある。

講談社弁護士　その取材の際、報償費の話はしたか。

佐々木　したが、領収書の話は出なかった。

講談社弁護士　監査委員の監査報告について読んでない、というが新聞では見な

かったか。

佐々木　さっと読んだがあまり記憶にない。まったく読んでないわけではない。

講談社弁護士　裏金問題で、あなたも被害弁済をしているが、いくら？

斎藤弁護士　本件と関係ないし、前回も同じ質問をしている。

講談社弁護士　金額については答えていない。その額は裏金づくりの認識の有無

を確かめるための重要な論点だ。

竹田裁判長　前回は答えたくないといっているが。それでいいのね。

佐々木　ハイ。

講談社弁護士　芦刈さんがいくら払ったか知ってるか。

佐々木　聞いていない。

講談社弁護士　手帳の記述で本部長室にいった時間があるのとないのがあるが。

佐々木　書き忘れか、必要がなかったか。どちらかだ。

講談社弁護士　事細かに書く習慣があるといっていたが。

佐々木　書かないこともあった。

＜ここで、被告佐藤、高田の代理人清水弁護士が「数分補充質問」を求め、認めら

れる。最初に本部長室周辺の状況についてやりとりした。また「謝罪広告」の記述

について、記入部分が誰のものかをやりとりした＞

清水弁護士　Ｓさん（道新編集局長）と謝罪広告の原稿を作った際、面談メモは作



らなかったのか。

佐々木　ハイ。録音もしてなかったので。

清水弁護士　Ｓさんの陳述書の内容は正しいということでいいのか。

佐々木　そういわれても、記憶がはっきりしない。

清水弁護士　この話がまとまるはずだったのに、まとまらなかったのは「圧力」「脅

し」のためと言うが。

佐々木　謝罪文を作っているときに脅されたわけではない。

清水弁護士　原田さん（元道警釧路方面本部長で、原告佐々木が道警総務課調

査官当時の総務課長）が出した陳述書で、総務課の裏金の使い方、調査官クラス

で２万円など、あなたを名指ししていろいろ書いている。裏金の受け取りや金庫番

の前での出来事などだ。これは事実か。

佐々木　これはホントにあったこととなかったことの両方が書かれている。調査官と

して毎月２万もらってなかった。現金を受け取ったことはあるが、それが裏金との認

識はなかった。

清水弁護士　この記述は名誉毀損になりませんか。

竹田裁判長　出された証拠の名誉毀損性を聞いてどうするの？

清水弁護士　この人の名誉毀損に関する感じ方を問いたい。

佐々木　なにぶん、２０年以上も前の話ですので…。

竹田裁判長　あなたも端的に答えて。もういいですか。

＜ここから原告代理人の斎藤弁護士からの最終尋問＞

斎藤弁護士　あなたは訴訟前、道新のＳさん（編集局長）、Ｈさん（報道本部長）に

……。

佐々木　向こうから面談の申し入れがあった。

斎藤弁護士　前回、あなたはＳ氏から訴訟の断念を求められ、強要され、その結果、

計４回の面談をしたと言ったが、面談の目的は何だと思ったか。

佐々木　今となってみれば、私を脅して、強要して、提訴断念を狙ったものと思う。

私は会うことを求められたとき、それを断っていた。でも「会ってくれ」と。会ってＨさ

んは「調査します」と約束した。そのあと、文書でも約束するからと。実際に手紙で

約束を書いて送ってきました。約束したわけだから、その調査の中身について、報

告しなきゃならないと思う。どんな調査を行い、結果はどうであったか―。約束した

以上、知らせる義務はある。しかし、提訴に至るまで、何も示さない。もし、調査をし

ていれば、関係者に聞かなくてはならない。私や芦刈さんにも確認しなくてはならな

い。しかし、そのような調査はない。従って、約束しておきながら、結果の報告もな

い。そうなると、私を強要して、提訴を断念させることが目的であったと思った。調査

するつもりもなかったと思う。

斎藤弁護士　平成１８年２月７日にＨさんと面談した時に、何と言われたか。

佐々木　提訴すれば、無駄な時間、エネルギー、金、労力がかかると言われた。

斎藤弁護士　ＳさんとＨさんからは何と言われたか。



佐々木　リタイヤ後のあなたの静かな生活が阻害されると言われた。

斎藤弁護士　平成（聴き取り不能）年２月２３日は？

佐々木　道新の戦略として、取材源の秘匿で対抗する。道警の職員を法廷に呼ん

で、裏金について次々に聞くぞ、と言われた。さらに、Ｓさんは「私は異動する。しか

し、佐々木さんは動かない。一審では終わらないぞ。それから、私は法廷に出るこ

とはない。しかし、佐々木さんはずっと出るぞ、すごい負担になる」と。

斎藤弁護士　平成１８年４月１０日は２人と面談しているが…。

佐々木　裁判のことであなたの体面を保てるのか、と。

斎藤弁護士　警察官人生への影響については？

佐々木　こだわることが、あなたの警察官人生の集大成としてふさわしいの、と。退

職後の静かな人生が阻害されるといったようなことを…。

斎藤弁護士　Ｓさんは「我々にしても行き着くところまで行かなくてはならない」と言

われた？

佐々木　裁判、それに報道を通して、あらゆる手段で対抗するとの脅迫と受け止め

た。

斎藤弁護士　訴訟を起こさせない、それは「捏造」と分かったから…？…「泳がせ捜

査」の記事が「事実でない」と会見で言ったことについては？

佐々木　「泳がせ（捜査）」を訴訟で援用するなら、あなたを道新が提訴するかもし

れない、という意味合いのことを言われた。

斎藤弁護士　同じ日の面談では……。

佐々木　裁判では言った、言わないになる。白黒つかない、と。それは記録に残し

ている。そのような類のことを１００回以上、の文言で言われて、テープに録音して

いる。記録もしている。

斎藤弁護士　あなたには誰か付き添ったのか。

佐々木　私は１人。

斎藤弁護士　道新は。

佐々木　最初はＨさん１人。途中から、脅迫した時から、ＳさんとＨさんと２人になっ

た。

斎藤弁護士　どのように畏怖したのか。

佐々木　脅しを……提訴したならば、報道記事とか裁判の中で嫌がらせや圧力を

受けるだろうと感じた。さらに感じたのは、会見の際に「提訴する」と言われて、私が

提訴されたらどうすればいいか。金、時間…悩んだし、それからもう１つは、かつて

の同僚たちを次々に法廷に呼び出して、裏金について話さなきゃない。裏金を法廷

で再現する―との脅し。これを考え、おそれおののいた。

斎藤弁護士　そのとき、４回目の交渉をしたのか。

佐々木　脅しに屈して、４回目の交渉をした。

斎藤弁護士　Ｓさんの陳述書で和解に関する書面。４回目に、あなたがこの文書を

持参したのか。

佐々木　脅しに屈した結果だ。提訴は大変だと。それなら、和解するほかないと。私

の言い分も向こうに認めさせたうえで、と思った。



斎藤弁護士　「…名誉を著しく害し…」の部分か。

佐々木　Ｓさんが書いて…。

斎藤弁護士　Ｓさんが自ら記載したのか。

佐々木　そうです。当時、道新は名誉を毀損したことを、認めていた。会う時に「す

べて決着しよう」と。Ｓさんも全権を持って臨むと。Ｓさんが約束あったにもかかわら

ず、「持ち帰りたい」と。自分では判断できない、社長と検討するということだと思う。

斎藤弁護士　Ｋ社長が知っているということ？

佐々木　最終的に、社長の最終決断を仰がなくてはならないだろうと、いうことだと

思う。

斎藤弁護士　脅しは社長の指示だということか。

佐々木　はい。そうです。

斎藤弁護士　なぜ、あなたは提訴したのか。

佐々木　持ち帰って、その夜、帰宅してよくよく考えて、翻意した。なぜなら、脅しに

屈して提訴を断念すれば、私の正義感が許さない。社会正義からも、あってはなら

ないと強く思ったからです。

＜原告と道新編集局長Ｓ等とのやり取りについては、原告が提出した面談記録（甲

第８４号証）及び道新編集局長Ｓの陳述書に基づき「（続）新聞が警察に屈した日　

暴露された裏工作？の記録（１～４）」で詳しく述べたので参照していただきたい。

＞

＜最後に、さらに道新代理人馬場弁護士から追加の尋問があったが省略する。＞

　午後４時２５分終了。

　次回は１２月１５日午後１時半から、被告道新高田昌幸記者の尋問予定。

第２６回（２１．１．２）

第１４回口頭弁論　被告高田昌幸記者（元道新デスク）の証言

どうして名誉棄損になるのか、私には理解できない

　第１４回口頭弁論が、平成２０年１２月１５日　午後１時３０分から札幌地裁第５号

法廷で開かれた。

　当日は、被告の高田昌幸が証言台に立った。

　高田は、道警裏金疑惑発覚当時、道新編集局報道本部デスクで道警裏金問題

取材班の中核メンバーだった。

　当日の特別傍聴席には、いつもの道新幹部が４人、旬報社木内社長等、一般傍

聴席は６４席中埋まったのは５０ほど。

　傍聴者の中には、いつもの道警ＯＢ１０数人の顔が見えた。

　報道席には道新、毎日、共同の各社の記者。



　原告席には、原告佐々木友善とその代理人の斎藤隆広弁護士が着席した。

　被告席には、道新代理人馬場、見野両弁護士、被告佐藤、高田の代理人清水弁

護士、講談社代理人山中弁護士、と旬報社代理人徳住弁護士、補助参加人の代

理人市川、安田、喜多村弁護士、そして被告の高田昌幸、佐藤一、補助参加人で

原告の大谷昭宏が着席した（文中敬称略）。

　開廷後、原告側から甲第１０９号証（書籍　「警察幹部を逮捕せよ」の帯）、意見書

１通を提出された。

　また、被告佐藤から陳述書１通が提出された。

　この内容は、前回までの尋問で「道警本部長芦刈勝治が、佐々木友善を叱責し

たとする記述」の取材内容について、間接情報以外の取材をしていないかのように

取られる可能性があったため、改めて「直接見聞きした人からも取材している」と証

言する内容。

　また、この陳述書を出す経緯について説明するため、被告佐藤一の証人尋問の

申請も行った。

竹田裁判長　で、原告さんは（佐藤の）陳述書について反対尋問はしないの？

斎藤弁護士　そもそも、主尋問も必要ないと思っている。もし、主尋問を行うのであ

れば反対尋問は行いたい。ただし、その尋問の準備をしてきてないので、行うなら

次回期日でお願いしたい。

竹田裁判長　いや、要はこの陳述書の内容について原告さんが弾劾したい、という

思いをお持ちなのなら、尋問をやろうと思ったのですが…。被告さんの尋問内容は

この陳述書の中身を若干補充する、という内容ですね？　ご主張は陳述内容を超

えることは？

清水弁護士　ハイ。主張は陳述内容でつきています。

竹田裁判長　であれば、原告さんが弾劾の必要なし、とおっしゃってる以上、尋問

の必要はないかなと思うのですが。

清水弁護士　いや、今日の高田尋問の中で佐藤証言との整合性が微妙な部分が

出てくるので、そこをはっきりさせたいんですが。

竹田裁判長　それは高田尋問の中で補ってください。では高田さん、前へ。

＜午後１時３９分　高田記者、前に出て宣誓＞

　主尋問開始。まずは、被告代理人清水弁護士が事前に提出された高田の陳述

書の内容の確認を行う。

清水弁護士　２００３年１１月から始まった道警裏金報道の中心的な立場だったと

いうことだが、報道にあたってどういう方針で臨んだか。

高田　端緒は旭川中央署の問題だったが、裏金作りは道警全体で行われているこ

とを明らかにし、それを道警に公の場で認めさせること。これが目標だった。

清水弁護士　当時、ほかの県警などでも裏金報道が行われていたが。



高田　ほかの県警などで報道があったが、いずれも一方的に書きっぱなしで終わっ

ているのが実情だった。警察は裏金を認めたわけではなかった。そうではなく、警

察組織として公に認めさせることが最も重要と考えた。

清水弁護士　テレビ朝日のスクープの日の夕方、記者が会社に上がってきたと言う

ことだが、その段階で方針を立てたのか。

高田　ハイ。すでに会社に上がってきていた記者に対し、その話をしたし、即座に

情報を集めろと指示をした。記者は全道各地に走り、会った多くの警察官が裏金に

ついて話してくれた。しゃべらない人もいたが「オレに聞くな」「関係を壊したくない。

組織の問題だから上に聞け」という人もいた。

清水弁護士　本には裏金のつくり方を詳細に書いている。これは１２月の段階で分

かっていたことか。

高田　ハイ。相当数の警察官が、裏金についてその作り方まで話してくれた。１１月

２８日の段階で裏金作りの骨格部分はほぼ、取れたので、あとはその肉付けだけ

だった。

清水弁護士　「わかるでしょ」発言についての報告は受けていたか。

高田　佐藤からも中原（取材班の記者）からも報告は受けていた。「また言ってまし

たよ」と何度も報告を受けていた。

清水弁護士　１１月下旬から１２月上旬にかけ、（当時の道警総務部長の）佐々木

から記者たちはどんな説明を受けていたか。

高田　裏金はない。ただ、実名を書けない捜査協力者もいる。だから偽名領収書を

使うことはある。情報源を守らないといけないから理解できるだろう、という内容

だった。

清水弁護士　これはニュースか。

高田　いいえ。これは裏金問題を否定する流れのものと見ていた。

清水弁護士　文庫本（追及・北海道警「裏金」疑惑）Ｐ３４３の中で佐々木氏の議会

答弁の記述の後に、「わかるでしょ、理解してよ」発言を思い出した、というシーンを

入れたが、これはどうしてか。

高田　佐々木さんが裏金の存在を否定し、記者に対し「偽名領収書を書かなけれ

ばならない事情があるんだ」と説明してから３カ月後、旭川中央署の裏金作りを認

めざるを得なかった。さらに道警はその後、全道での裏金作りを認めていくことにな

るが、その当時の構図を思い起こすために書き込んだ。それを下手な書き方だった、

といわれればそれまでだが。

清水弁護士　「調査と答弁しないで」記事について。記者が道庁幹部に取材して書

いた、ということだが、これは２人以上にあたって書いた？

高田　佐々木さんと話をした２人とその周辺にいた人から話を聞いている。ちょうど、

ウチの紙面で「裏金作りは道警ぐるみ」という記事を書いたばかりで、道に調査され

ると本当に裏金があるので困る、という状況だった。その話は信じられると考えた。

それまでウチの報道を無視し続けてきた道警がようやく、動いたと思った。

清水弁護士　その記事の「道警ぐるみか？」の「か」とは？

高田　見出しの取り方の問題で、実際にはほぼ間違いない、というレベルまでの取



材はしていたが、道警が認めないので、その余地を入れるという判断なのではない

かと思う。（自分は見出しに関与できる立場ではなかった）

清水弁護士　その「調査と答弁しないで」記事で、道庁側から「誤報だ」と抗議され

たことは？

高田　一切ありません。

清水弁護士　その記事の取材の際の（佐藤）記者からの報告は２回あったのか。

高田　ハイ。一度目はケータイ（電話）で報告があった。内容は、玄関で佐々木氏と

話した。道庁側に電話したことは認めたが、「調査と答弁しないで」なんて言ってな

いと。この報告が遅い時間で、朝刊には間に合わないと判断し、朝刊は見送るが

夕刊以降は約束できない、と通告するように指示した。また、せっかく自宅で会えた

のだから、ビールでも持っていって、普段役所では聞けない裏金の話を聞いてこい

と指示した。そして、深夜遅くに会社に上がってきて２度目の報告を受けた。「また

（偽名領収書は協力者保護のために必要などと）言ってましたよ」といっていた。

清水弁護士　その記事が夕刊に出た後、何か報告はあったか。

高田　ハイ。私は本社６階にいたのだが、どうやらその夕刊を読んだ芦刈本部長か

ら佐々木氏が叱られたようだ、との報告があった。佐藤が最初につかんだ情報は、

伝聞情報だった。

清水弁護士　その話はあり得ると思ったか。

高田　ハイ。本来は水面下でやるべき交渉事が表に出たこと、さらにもう一つ考え

たのが、佐々木氏が芦刈本部長に「佐藤から昨夜、こんな取材を受けたが、その

記事は差し止めた」と報告していたのではないかと。これは推測ですが。

清水弁護士　報告を受けた後、何か指示をしたか。

高田　もっと情報を集めるよう、言った。もちろん、叱責だけでなく、ほかの裏金に関

する情報についても聞け、という雰囲気で指示したと思う。

清水弁護士　その後も報告はあったか。

高田　何度もあった。それで「本当に叱られた」と思った。ただ、この話は裏金本体

の話ではなく、枝葉のエピソードに過ぎないと考えた。

清水弁護士　ではなぜ、この話を本に入れたのか。

高田　理由は２つある。１つは紙幅の問題。新聞は制限があるが、本は新聞よりも

余裕があったので入れられた。もう一つは道警がいかに裏金を隠し続けようとした

かをきちんと伝えたかったことがある。記者はこの叱責の現場を直接見聞きした人

から話を聞いており、この中には裏金問題の本筋について話してくれた人も入って

いた。なので叱責については事実だと考えた。

清水弁護士　情報源の名前は聞いたか。

高田　主たる人の名前は聞いているし、叱責された場所も聞いている。本部長室の

部屋の前だ。私も裏金報道が始まる前に本部長室に行ったことがあるので、ああ、

あそこかとおぼろげに記憶している。

清水弁護士　叱責の場面に他の人はいたか。

高田　何人もいたと聞いている。ほかの部課からきた決裁待ちの人もいたという。

叱りつけた文言については、何通りかの話を聞いたが、いずれも「下手」という言葉



は共通していた。

清水弁護士　これまで、この話について詳しく話していなかったが、なぜ今になって

詳しく説明したのか。

高田　これは難しい問題がある。実際、この話の情報源の中には裏金問題本筋で

も情報源になっている方もいて、どこまで話して良いか分からなかったので、（裁判

では）相当抑えた説明をしていた。しかし裁判が進む中で、ここまでなら話しても大

丈夫、ネタ元を守れると判断した。

清水弁護士　「いやいや、どこまでやられるかと思ったよ」発言について。これはど

こで報告を受けたか。

高田　本社２階の取材ルームで、文庫本の執筆をしていたときに聞いた。「これは

使えるエピソードだ」と考え、パソコンに打ち込んでメモした。佐々木氏は普段、温

厚な人だと聞いていたが、裏金問題で厳しい対応もせねばならなかった。それから

解放され、ホッとしたのだろうと思った。「もちろん笑顔だった」というのもその流れだ。

清水弁護士　ところで「調査と答弁しないで」記事で、Ｍ広報課長が抗議に来たの

か。

　　　　　（原告佐々木が作成したとされる文書によると、平成１５年１２月１９日、当

時の道警総務部長佐々木と広報課長Ｍが道新本社を訪れ、社の応接において、

当時の道新編集局報道本部長Ｔと高田報道本部次長（デスク）の２人に抗議したと

なっている。）

高田　「抗議をしたい」というので対応したが、どんな抗議なのかと思ったら、夜回り

という取材手法が卑怯だとか、書かないと言ったのに書いたのは後ろから斬り付け

るようなものだと言っていた。「誤報だ」とは一切言わなかった。もし、誤報であると

の抗議なら、どこがどう間違っているのかを示してほしい、文書を出してほしいと

言ったが、（佐々木らは）「誤報であるというつもりはないし、文書も出さない」と言っ

た。何でわざわざ来たのか、よく分からなかった。当時の上司であるＴさんから「彼

らは何で来たと思う？」と聞かれたので、「おそらく、組織内部に『道新に抗議した』

という実績を作りたかったのではないか。最大の目的はＴさんの名刺をもらうことで

すよ」と答えた。

清水弁護士　佐々木氏は訴訟前に抗議文を出してきているが、これに対応したか。

高田　なんでこれが名誉棄損になるのか、理解できないと思った。この本は一個人

に対する誹謗ではないのだが、なぜそう受け止めるのか、わからなかった。

清水弁護士　佐々木氏は抗議文で３つの要求をしている。これはあなた個人で決

着をつけることが可能なことか。

高田　いずれもできません。まず一つ目の「謝罪」は、私は会社員であり、会社の業

務として行ったことだから、当然会社の判断が必要。二つ目の「謝罪広告掲載」と

いうのは、拒否がかかるので当然、個人ではまかないきれない。３つ目の「本の販

売差し止め、回収」は全くできっこない。個人でできないことを要求してくるのは、単

なる嫌がらせか意趣返しではないかと感じた。



清水弁護士　これに対する回答書は誰かに見せたか。

高田　佐藤と中原に見せた。確認を取ったが、中原も佐藤も時期こそ違えど、佐々

木さんから理解を求められた、という部分は一貫していた。道警の裏金作りは、会

計課に３００本の印鑑を用意し、電話帳を使って領収書を作るなどの話も具体的に

聞いていた。なのに、佐々木氏はこの抗議文を防波堤として、そのうらに逃げ込も

うとしている、と思った。

清水弁護士　その後、佐々木氏から個人宛に文書が届いたか。

高田　私宛にはありません。

＜ここで清水弁護士の主尋問終了。補助参加代理人市川弁護士の尋問開始＞

市川弁護士　旬報社の本の出版経過だが、これは旬報社の方から打診があったと

いうことか。

高田　ハイ。先方からの提案段階から、座談会をやることは決まっていた。

市川弁護士　ゲラのチェックはどうやっていたか。

高田　道新側の発言を中心に全体をチェックした。発言の取捨選択は旬報社で主

にやった。こちらからもいくつか意見は言ったが、その内容はあまり記憶にない。少

なくとも、「叱責」のくだりについて入れる入れないの議論になったことはなかった。

市川弁護士　原告が出してきた証拠によると、道新内部の人が「ねつ造記事だ」と

いっているようだが。

高田　今回証拠を見て初めて知った。

市川弁護士　「泳がせ捜査失敗」記事について社内調査は行われたのか。

高田　ハイ。その調査の現場にもいた。その調査の結論は記事に出ているとおりで

す。（自分の思いとは異なりますが）

市川弁護士　なぜ、会社は調査委員会を作ったのか。

高田　私にはその経緯はよく分からない。ただ、調査を受けた体験から言わせても

らえば、それは（最初から）謝罪ありきだったのではないかと思う。

市川弁護士　では、会社として佐々木氏が今回訴えた事実について調査した事実

はあるか。

高田　佐々木さんの問題について、会社から調査を受けた事実はない。会社から

は「この話は大したことがないから放置する」と言っていた。言ったのはＨ（後の編

集局報道本部長）だ。私にそんなことを言っておきながら、その裏では佐々木氏に

こんな事を言っているとは、驚きだった。「泳がせ捜査失敗」記事の調査でも「情報

が道警に筒抜けになるおそれがあるので、答えられない」としか言ってない。

　　（高田が証言している「裏では・・・」は、原告佐々木が平成２０年６月に提出した

佐々木とＨとのやり取りを記録したとされる「面談記録」～甲第８４号証～にある。）

＜ほかに補助参加代理人の安田弁護士が、道警の本部長室と総務部周辺の図面

～佐藤の陳述書に添付～についていくつかの確認を行った。ここで１０分間休憩＞



＜午後２時５０分、原告側反対尋問が開始＞

斎藤弁護士　旬報社の本の作成方法について伺う。４人の対談を行い、その後整

理したということだが、４人の発言はそれぞれ、根拠を示しながらしたものだ、と宮

崎氏（「警察幹部を逮捕せよ」の共同執筆者で補助参加人の宮崎学）は言っている。

資料を示しながらということなら、どんな資料を出していたのか。

高田　新聞報道やその他諸々の全般的な資料を広げていた。

斎藤弁護士　では、叱責の場面での発言はどんな資料を示したのか。

高田　明確な記憶はない。午後いっぱい対談をやっており、５時間以上もかかって

いる。いちいち覚えてない。

斎藤弁護士　では、それについての資料は持っているのか。

高田　当時のやりとりは１２月末の段階でペーパーにまとめている。

斎藤弁護士　では、なぜそれを証拠提出しないのか。

高田　その必要はないと、代理人も私も判断しただけのことだ。

斎藤弁護士　ではどこに保管しているのか。

高田　佐藤記者のパソコンの中だ。

斎藤弁護士　座談会の際、叱責の件について「こういう風に何人もの警官から聞い

た」などと話したか。

高田　記憶にない。

斎藤弁護士　この場面について、なぜ、いきなり（今回の証言で）詳細な話を主張し

始めたのか。

高田　情報源をどうやって守るべきか考えてきた上でのことだ。本日までの裁判の

流れから、ここまでなら出せる、と判断した。

斎藤弁護士　本のゲラ刷りを見る段階で、それらの話はしたか。

高田　記憶にない。

竹田裁判長　ゲラ刷りの段階でこの話についてはどう確認したのか。

高田　詳しく覚えていないが、この話について（載せる載せないの）議論はなかった。

斎藤弁護士　対談の時、この話の内容の真実性については話したのか。

高田　記憶にない。

斎藤弁護士　内容の真偽も検証せず、鵜呑みして、大谷（「警察幹部を逮捕せよ」

の共同執筆者で補助参加人）、宮崎両氏が相づちを打っていたのではないか。

高田　それは評価の問題なので、何とも言えない。

斎藤弁護士　これは些細なエピソードに過ぎない、といいながら２０数人に取材した

のは本当か。

高田　この件ばかりではなく、それ以外の裏金の話を取材していた。このエピソード

はその過程で「ついで」に聞いていた情報だ。

斎藤弁護士　これは掲載すれば名誉棄損にかかわるから、慎重に取材したのでは

ないのか。

高田　情報集めを指示した意図はそういうことではない。ただ、その後５～１０日に



わたって断続的に情報がだらだら入ってきた。

斎藤弁護士　不正経理報道の中で道幹部（元道警釧路本部長原田宏二のこと？）

が告発したことに対する道警の動揺を紹介するために原告が叱られた件を紹介し

た、ということか。

高田　そういう評価もできるでしょう。

竹田裁判長　どういう意図で、この件に関する発言を残したかは分からないか？

高田　ハイ。分かりません。ただ、道警の内部の動揺を示すエピソードであるとは

思いました。

斎藤弁護士　この本にある「帯」にある「詐欺、横領、犯罪集団」とはどういう意味

か？

高田　言葉通りでしょ。（傍聴席失笑）

斎藤弁護士　これは原告の名誉を毀損する目的でそう書いたんじゃないのか。

高田　全く知りません。そもそも、「帯」の文言に私はかかわっていない。内容の記

述も原告の名誉を毀損する目的・意図はなかった。

竹田裁判長　ゲラの段階で「帯」は見なかったのか。

高田　ゲラの段階で「帯」を初めて見た。ただ、止める理由はないと思ったし、そも

そも、本のタイトルに関与できる立場ではなかった。

斎藤弁護士　本のタイトルも知らずに対談したのか。

高田　タイトルを決めるのは編集者の権限だという認識です。

斎藤弁護士　この「犯罪者」とはだれを指すのか。

高田　道警の組織そのものだ。特定の個人を指弾するのではなく、組織として連綿

と裏金づくりが続いてきたということだ。原告は不幸にして、たまたま組織の中の責

任ある役職にいたに過ぎないという認識だ。

斎藤弁護士　講談社の文庫本の「帯」はかかわっていないか。

高田　「見本本」の段階で始めてみた。

竹田裁判長　原告さん、なんで本の「帯」についてしつこく聞いているのか、その意

味が分からない。そもそも、本訴訟の争点は３つのエピソードについてでしょ。「帯」

の話にそこまでひたすら聞くほどの関連性があるとは思えない。

斎藤弁護士　では質問を変える。この文庫本に原告の写真（正確には佐々木が

写っている写真。佐々木が主役のものもあれば、そうでないものもある）を４枚も載

せた意図は？

高田　編集者の判断だ。

斎藤弁護士　４枚も載るのは問題だとなぜ思わなかったか。

高田　この裏金報道の記録として重要だとは思った。

斎藤弁護士　でも４枚は多い。しかも一枚は１ページまるまるだ。やりすぎではない

か。

高田　それは読者が判断することだ。

斎藤弁護士　訴訟前に道新から原告に送った回答書について、中原と佐藤に話を

聞いたと言うが、佐藤は「確認を求められた」と証言している。話を聞かれたとは

言ってないが。



高田　確認も求めたし、その前に話も聞いている。

斎藤弁護士　しかし、佐藤は調査を受けてないとも言っている。

高田　調査というかどうかはともかく、私は話を聞いている。

斎藤弁護士　「理解してよ」を聞いた場所が議論になっている。回答書では「２５日

会」で間違いないと言っていたのに、「キャップ懇」になった。

高田　回答書を投函した前か後かはともかく、文書内容については確認作業を

行っている。下書きを書いた段階で、その前に出した文書とほぼ同じなのでこれ

じゃいかんだろと、（当時の報道本部長の）Ｙさんが（２５日会を）書き加えた。

斎藤弁護士　「分かるでしょ、理解してよ」は誰から報告を受けていたのか。

高田　佐藤からは懇親会で聞いた、という話や自宅で聞いたという報告も受けた。

懇親会はどの懇親会だったかは明確な記憶はない。宴会はいろいろあるし、情報

も錯綜していた。

斎藤弁護士　２５日会に総務部長が出ないと思ったことはなかったか。

高田　普通なら出ないが、彼は出席することがあった。

斎藤弁護士　この文書のやりとりで出てくる「旧知の記者」とは。

高田　佐藤だ。その場であったばかり、というのではなく、道警（記者クラブの）サブ

（キャップ）のころから面識があった。そういう意味だ。

斎藤弁護士　新しい佐藤陳述書に付いていた、本部長室周辺の図面の中で、（点

線○付近に）何かおいてあった記憶は？

高田　なにぶん、私にとっては遠い記憶なので…。

斎藤弁護士　原告が芦刈さんから叱られた事実を必要十分な方法で確認したとい

うが。

高田　佐藤からの報告で十分確認できている。１つだけではない。いろんな報告を

受けている。

斎藤弁護士　情報源について、佐藤から何人の名前を聞いているか。

高田　人数については覚えていない。ただ、直接見聞きした人の名前や人数はわ

かるが、ここでは言えない。人数を示すことも情報源の特定につながるからだ。

斎藤弁護士　原告は総務と警務の人に聞き取り調査をし、いずれも「取材を受けて

いない」といっている。情報源の秘匿にはあたらないでしょ。ここにいる人以外から

聞いているのか。

高田　お答えできない。

斎藤弁護士　佐藤から話を聞いた際の聞き取りメモはどうしたか。

高田　なくしたか捨てたか。いろんな情報が錯綜し、整理する段階で捨ててしまった

のかもしれない。

斎藤弁護士　録音テープは？

高田　答えられない。

斎藤弁護士　叱責の場所を明らかにせよと、何度も言ってきたのに、今まで示さな

かったのはなぜか。

高田　提訴前の段階で考えたのは、それを明かせば情報源の特定につながると

思った。佐々木さんはＯＢとはいえ、組織に影響力を持っているのだから。大切な



ソースの不利益になることはしたくなかった。

斎藤弁護士　でも、今になってここまで示した。情報源の秘匿もくそもないでしょ。

高田　裁判の進行具合を見て、ここまでなら大丈夫、と判断したまでだ。

斎藤弁護士　原告は総務、警務の人に調査して、だれも「取材を受けていない」と

答えていることが明らかだ。例えば、総務のＩさんになぜ、取材しなかったのか。

高田　佐藤でないので分からない。

斎藤弁護士　Ｙさん（元道警生活安全部長）の「裏金告白」記事について。これの取

材者は？

高田　言えない。

斎藤弁護士　Ａさんでしょ。

高田　そうです。

斎藤弁護士　ＹさんがＡさんと雑談しただけなのに、それを一問一答にした。

高田　いいえ。Ａの質問にＹ氏がそう答えたことを書いた記事だ。

斎藤弁護士　記事を載せる際、Ａ記者が「そんな記事は載せないでくれ」と泣いて

抗議した事実があったでしょ。（傍聴席の一部から失笑が漏れる）

高田　そんな事実はまったくありません。（「まったく」に強いアクセント）

斎藤弁護士　この記事に顔写真を載せた理由は？

馬場弁護士（道新代理人）　異議。関連性がない。

斎藤弁護士　ジャーナリストとしての姿勢を聞くだけだ（この間、やりとりがいくつか

あった）。

竹田裁判長　写真を載せる判断をしたか。

高田　整理部から写真を載せたいとリクエストがあったが、私はいらないと言った。

最終的に判断したのは整理部だ。

斎藤弁護士　この記事には年齢がない。通常、この手の記事ではあるでしょ。

高田　今考えると、載せた方が良かったかな、とは思う。なぜ載せなかったかは記

憶にない。

斎藤弁護士　なぜ、Ｙさんの記事を（日本新聞）協会賞応募の中に入れなかったの

か。

（「道警裏金問題」取材班は、「北海道警察の裏金疑惑を追及した一連の報道」を

評価され、平成１６年度の日本新聞協会賞を受賞している。）

高田　単に締め切りに間に合わなかっただけのことだ。提出する冊子を製本する時

間も必要だった。

大谷補助参加人　そうだ。こんな時期の記事を入れていたら、締め切りに間に合わ

ないんだよ。

斎藤弁護士　Ｙ氏から電話があったと思うが、何を話したか。

高田　記事が出て困っている、といっていた。いろんな人から文句を言われ、脅迫

されている、取材のやり方が卑怯だともいい、身の危険を感じていると話していた。

なので、私は「それなら警察に相談されてはいかがか」と答えた（傍聴席爆笑）。

斎藤弁護士　Ｓさん（元道警函館方面本部長）の記事（「道警機能不全、総務部長

なり手なし」記事のこと～この記事はＳ氏の名前はおろか、彼の役職名も出てな



い）で道新は内部調査をしましたね。

高田　私は承知していない。少なくともＳさんの件で話は聞かれていない。

斎藤弁護士　Ｓさんに対して（原告の）佐藤さんは謝罪しましたよね。

高田　私が受けた報告では、（Ｓさんが）記事の表現で気分を害したので、それにつ

いて謝ったという話だ。その後、Ｓさんからの抗議は一切ない。

斎藤弁護士　「泳がせ捜査失敗」記事について伺う。これは道警、函館税関に対し

てどう取材したのか。

高田　答えられない。情報源の特定に結びつくおそれがある。また、この記事は合

法的な捜査ではなく、違法捜査の疑いが濃い、という記事だ。

斎藤弁護士　道警などからのコメントは取ったのか。

高田　電話でコメントは取っている。

斎藤弁護士　それは公的なコメントなのか。

高田　何をもって公的というのか（意味が分からない）。

斎藤弁護士　あなたが公的なコメントがないと記事にしないと証言しているから聞

いているんです。

高田　きちんと確認を取っている。

（その他、やりとりが錯綜したがメモしきれず）

斎藤弁護士　その記事のお詫び記事で＊＊＊＊＊しているが。（メモ取りきれず）

高田　おわび記事が出た当時はすでに異動しており、記事に対して判断できる立

場ではなかった。

斎藤弁護士　新聞記者がねつ造記事を書くことは許されることか。

高田　許されません。

＜以上、原告側からの尋問終了。ここからは裁判所からの尋問＞

鈴木裁判官　「叱責された」について。これまでの話を聞くと、取材もしっかりされて

いるのに、どうして「らしい」「ようだ」とぼかした表現を使ったのか。

高田　本人からその事実を聞けていなかった、ということもある。

鈴木裁判官　事実なら断定形で書いてもよかったのでは？

高田　そういう判断もあろうかと思いますが、当時はそうはしませんでした。

竹田裁判長　「叱責」の中身について、それを目的とした取材以外の取材を通じて

つかんでいったということですか？

高田　ハイ。叱責について否定するコメントはありませんでした。

竹田裁判長　主要な部分は４人が一致したというが、直接見聞きした人もいるのか。

高田　４人の中には直接見聞きした人もいる。ただし、全員がそうではない。

＜以上で裁判所からの尋問終了＞

竹田裁判長　で、確認ですが、原告さんから佐藤さんの追加の陳述書についての



弾劾尋問はないということでよろしいですね。ハイ。さて、佐藤さんへの補充尋問で

すが、陳述書で補充された部分以外の尋問はないということであれば、裁判所の

職権でこの尋問はしないことに決します。

さて、原告さんからまた、甲号証が後出ということで出てましたが、その立証趣旨を

追加説明してください。要は佐藤さんの陳述書の添付図面でここが違うよ、というこ

とですね。

斎藤弁護士　違っている点を明らかにし、その他は認否しないということです。これ

については追って陳述書で補充します。

竹田裁判長　はい。では、双方とも、これまでの経過を含めた主張整理の書面をご

準備ください。また、追加の書証は早めに提出を。ここで多少やりとりあり）

竹田裁判長　では次回期日は来年２月２３日午前１１時からこの法廷で。最終準備

書面は前の週の頭までにお出しください。

被告側代理人　次回結審か。

竹田裁判長　その予定です。

　次回は、平成２１年２月２３日　午前１１時から第１５回口頭弁論（最終） 

第２７回（２１．２．２４）

第１５回口頭弁論　道新裁判結審　判決は４月２０日

　第１５回口頭弁論が、平成２１年２月２３日　午前１１時１０分から札幌地裁５号法

廷で開かれた。

　原告佐々木友善氏は一般傍聴席の最前列に、特別傍聴席にはいつもの道新幹

部４人が着席、一般傍聴席には道警ＯＢ約２０人等の顔が見える。

　報道記者席には記者１０人ほど。傍聴席６４席がほぼ埋まった。

　原告席には、原告代理人斎藤隆広弁護士。

　被告席には、道新代理人馬場弁護士、被告佐藤一記者、代理人清水弁護士、旬

報社代理人徳住弁護士、田口弁護士、講談社代理人山中弁護士、補助参加人代

理人市川弁護士が着席した。

　定刻より約１０分遅れて開廷、冒頭、原告側が、道警職員３人の電話録取書など

の証拠や陳述書を提出。電話録取書はいずれも、前回までの佐藤・高田両記者の

証言や陳述書の内容を否定する内容。陳述書はそれに基づき、改めて原告佐々

木友善氏に対する道警本部長芦刈勝治氏からの叱責はなかったと主張する内容

だ。

　この証拠について、被告佐藤・高田の代理人清水弁護士が発言を求めた。



清水弁護士：今回出された電話録取書と陳述書だが、これは１２月中に作成されて

おり、それを直前になって出してくるのはいかがなものか。もし、これを早めに出し

ていただければ、それに応じた最終準備書面を書くこともできた。できれば、これら

の証拠は採用しないでいただきたい。

竹田裁判長：なぜ、提出が遅れたのか。

斎藤弁護士：特に理由はない。

竹田裁判長：陳述書に対する反論は出されますか？　そうであれば時間、期日は

取りますが。

清水弁護士：こちらとしては、証拠を採用してほしくないというのが本旨だ。

竹田裁判長：証拠提出時期がふさわしくない、という話でしょうけど、それはその通

りだと思いますので、証拠の評価の問題として意見を出したいということであれば、

結審後に出されても結構ですよ。評価の問題としてなら、裁判所は参考にさせてい

ただきますので。

　その後、各当事者による最終準備書面の陳述手続きが行われ（要旨は後述）、

佐々木友善氏、佐藤一記者による意見陳述が行われた。

＜佐々木友善氏意見陳述の要旨＞

　道新記者らが著した２冊の本の計４つの記述で私は名誉棄損の被害を受けた。

　道新にはさらに、６件のねつ造が疑わしい記事の存在を知り、読者でもある立場

から、道新に対し計５０回にわたって交渉し、調査を要求してきた。

　しかし、道新は何ら誠実的な対応を取らなかった。

　一時は調査を約束した道新だったが、調査の結果が示されることはなかった。

　私が提訴して事実関係を明らかにしたいとの姿勢を示すと、道新のＨ報道本部長

（当時）とＳ編集局長（同）は執拗な提訴断念工作を始めた。

　それは懐柔や脅しすかしであった。

　道新は詫び状を書くといってきたり、「公式顧問に就任してほしい」などという懐柔

を試み、これに応じなかったら、今度は脅しが始まった。

　「裁判になれば行き着くところまで行く」などのほか「とことん岬のはてまでいって、

はてから飛び込むのか」という暴力団まがいの脅し文句もあった。

（ここで、竹田裁判長が原告に対し「それでは１０分で終わらない」と要点を述べる

ように注意した。）

　これらの工作は、いずれの記述もがねつ造だからだ。

　真実なら、これほどの脅しをかけてまで提訴を断念させることはない。

　堂々と争えばいいのだから。

　提訴後も、道新による虚偽に満ちた主張は続いた。

　いずれの記述も明らかにねつ造されたものであり、道新は虚偽の情報を発信して

読者をあおった。

　情報操作により、世論を道新の意のままに誘導して新聞報道と連動させ、キャン



ペーンの効果を上げようとした。

　こうした意図での情報操作は、いかなる場合でも許されない。

　虚偽主張の数々は道新の報道機関としての資格を問われており、公共性や公益

性をかなぐり捨てた読者への背信行為であると指摘したい。

　ましてや、このような虚偽報道で新聞協会賞を含む数々の賞を受賞したことは、

驚きを禁じ得ない。

　４つの記述はいずれもねつ造であり、裁判所には請求の趣旨を認めた判決を下

すようお願いしたい。

　逆提訴した事件について申し上げる。

　私はただの１度たりとも、大谷、宮崎両氏を批判したり攻撃したことはない。

　提訴時の記者会見で「両氏を提訴の対象としないのはなぜか」と聞かれ、私は

「当該部分についてお２人の責任はないと思うから対象にしなかった」と説明したし、

私が両氏の責任を追及するような報道はなかった。

　なのに両氏は、この会見をとらえて「名誉棄損」とし、私を訴えた。

　私は理解できず、とまどった。

　それどころか、大谷氏は自身のホームページで私を一方的に個人攻撃したため、

私は驚き、戸惑い、こわいと思っている。

　大谷氏の記述は、ジャーナリストの品格を疑われる粗暴な記述が散見される。

　「道新に嫌がらせをしてたらし込んでしまおうというのではないか」「佐々木某の一

財産が吹っ飛ぶような訴訟を起こすつもりでいる」「佐々木氏を名誉棄損で東京地

検に告訴することにしている」などだ。

　私はこれを読んだ多くの友人らにどう受け止められるか不安だった。

　一つの救いは東京地裁がこの逆提訴事件の移送決定（平成１８年１２月２０日）

の中で、こうした記述を勘案してくれたことが救いでした。

　私は今でも、東京地検への告訴がどうなったか、という不安を抱えています。

　私は大谷氏の一連の行動にある種の怖さを感じた。

　それは、提訴されるはずもない些細な言動をとらえ、それを原告に確認することも

ないまま、不意に言いがかりのような提訴をされたのみならず、マスコミやインター

ネットを通じて原告が一方的に批判されるという恐怖だ。

　これは、私の自由な言論を封殺する効果を生じさせているといえる。

　名誉棄損の訴訟を提起することを畏縮させるという点でも断じて許されない。

　大谷氏には言論人としてのあるべき原点に立ち返っていただき、社会の常識から

も納得できる対応を行っていただきたい。

　大谷、宮崎氏の提訴にいう「名誉棄損」は一切ないので、裁判所には良識ある判

断をお願いしたい　（意見陳述書ＰＤＦ）。

＜高田・佐藤両記者の意見陳述要旨（佐藤一記者が代表で朗読）＞

　この訴訟は３年という長い審理を終え、今日結審する。

　原告が訴えを起こしたとき、なぜわれわれが訴えられなければならないのか、理

解できなかった。

http://www.geocities.jp/shimin_me/genkoku.pdf


　なぜ、４つの記述が原告の名誉棄損に当たるのか。疑問と戸惑いを覚えた。

　これまでの弁論で明らかなように、４つの記述はいずれも真実であり、そのことを

原告本人も自覚しているはずだからだ。

　原告が訴訟で荒唐無稽な証言や書面を出し、現職やＯＢの警察官を動員し、協

力させるなど、なりふり構わず道新を責め立てた。

　なぜか。それは道新の関係者を混乱させ、疲弊させ、二度と警察に刃向かうよう

な報道をさせない、ということと、全国で「第二の道新裏金報道」が出ることを防ぐこ

と。

　この２つが原告の真の狙いだったと考える。

　原告が提訴に至った経緯は、これまでの警察報道が大きく影響している。

　警察から捜査情報を得て報道する関係上、警察と報道機関は仲良しの関係を続

けており、情報のすべてを握っている警察の機嫌を損ねる記事は書きにくかった。

　両者の関係は警察が「あるじ」、報道機関が「従う」という主従関係になっていた。

　われわれはこの関係を変え、対等になろうと思った。

　警察は強大な組織だが、新聞は権力監視の役割を担い、それなりの影響力も

持っている。相手に遠慮せず、悪いものは悪いと言いきるような新聞に戻ろうという

姿勢で臨んだのが道警裏金問題だ。

　記者と情報をコントロール下に置きたい道警にとって、このことは危機感を強く抱

いたに違いない。

　まして原告は広報課長も経験し、裏金問題当時は総務部長だった。

　長年、道新との関係に力を入れてきただけに、怒りを抱いただろう。

　原告は裏金報道当時、総務部長として疑惑の説明責任があった。

　しかし、原告は「裏金は存在しない」という発言を繰り返し、不正を認めなかった。

　裏金問題に真摯に向き合わなかった佐々木氏の言動は国民と道民に対する背

信行為であり、道警と原告の社会的信用は地に落ちたのだ。

　原告にとってこの訴訟は名誉挽回の機会だった。

　なのに、原告は「裏金づくりにはかかわっていない」「組織的裏金づくりは認識して

いない」「札幌中央署の裏金づくりは知らなかった」と言ってのけた。

　これは虚言以外の何ものでもない。

　これは裏金づくりに荷担させられ、現在道警の信頼回復のために治安維持に努

めている現場の警察官に対する裏切り行為だ。

　報道機関の最大の責務は、権力の監視だ。

　報道機関の国民に対する責務は大きく、取材班が行った道警裏金報道は、こうし

た負託に応えたものだったと自負している。

　また、組織の悪弊を絶ちきりたいという警察内部の真摯な声に応えたものでもあ

る。

　「警察は正義を貫く組織であるはずだ」との組織内部にうごめく苦しみを、原告は

どのように受け止めていたのか。

　「警察批判は許さない」ともいうべき原告の姿勢は国民の報道機関に対する期待

をないがしろにするものであり、原告の暴走は報道機関だけでなく、全道民、全国



民に対する挑戦だと考える　　　　　　　　（意見陳述書ＰＤＦ）。

（佐藤意見陳述後、傍聴席数人から拍手がわいた）

竹　田裁判長　では、これにて弁論を終結します。判決の言い渡し期日は４月２０

日月曜日、午前１０時から。 

第２８回　道警裏金訴訟判決　書籍の一部、真実ではない

　　　　　　 　判決で道警や道警ＯＢの名誉が回復したのか

　道警元総務部長佐々木友善氏が、北海道新聞社等を相手取り、名誉を毀損され

たなどとして、６００万円の慰謝料の支払いなどを請求した訴訟（以下「道警裏金訴

訟」）は、これまで札幌地裁において１５回にわたり口頭弁論が開かれたが、その

判決が４月２０日午前１０時から札幌地裁で開かれ、竹田光弘裁判長は道新等に

72万円の支払いを命じた。

　ジャーナリスト大谷昭宏氏、作家の宮崎学氏が、佐々木氏による本の内容はね

つ造とした発言は名誉毀損に当たるとして、損害賠償を求めた事件についても請

求を棄却した。

　被告らは、判決を不服として控訴する方針だ。

　判決書から、「主文」及び「第３　当裁判所の判断」を抜粋した。（ＰＤＦ参照）

道警裏金訴訟とその経過

　道警上層部は裏金疑惑発覚当初、事実無根と完全否定したものの、世論の批判

を浴びて、最終的には組織的な裏金づくりを認め約 9億 6,000万円を返還した。

　道新の一連の道警裏金報道は高い評価を受け、取材班は日本新聞協会賞、菊

池寛賞等を総なめにした。

　しかし、取材班の追及にも拘わらず、道警の裏金疑惑の全貌が明らかにされた

わけではない。

　肝心な部分はヤミの中だ。

　逆に、議会、知事、公安委員会、監査委員、検察庁等、警察権力をチエックすべ

きあらゆる機関が機能しないことが明らかになった。

　この訴訟は、裏金疑惑発覚当時の道警上層部の対応、特に道警の取材班への

対応、原告佐々木友善氏と道新上層部との裏交渉の経過などを抜きには考えらな

い。

　そして、権力の監視を使命だとする新聞の取材活動への影響、裁判での取材源

の秘匿等、報道をめぐるさまざまな問題が問われている。

　道警裏金訴訟とは何だったのか、その経過については、「道警裏金訴訟とその経

過」をご覧いただきたい。（ＰＤＦ参照）

http://www.geocities.jp/shimin_me/doukeiuragane_soshou.pdf
http://www.geocities.jp/shimin_me/shubun.pdf
http://www.geocities.jp/shimin_me/hikoku.pdf


　原告の道警元総務部長佐々木友善氏と証言に立った元道警本部長芦刈勝治氏

は、裁判のなかで「裏金は知らなかった」と証言した。

　この判決で、果たして裏金にまみれた道警や道警ＯＢの名誉が回復したのか。

　この日午後２時からは、ジャーナリズムの危機を憂う市民が幌弁護士会館に集ま

り、ミニ集会「道警裏金訴訟を考える会～4・20札幌地裁判決を受けて」が開かれ

た。

　集会には、被告とされた旬報社木内洋育社長、同じく元道新裏金問題取材班の

高田昌幸デスク、元道警記者クラブキャップ佐藤一両氏とその代理人清水勉弁護

士のほか、訴訟に補助参加し原告佐々木友善氏を名誉毀損で逆提訴したジャー

ナリストの大谷昭宏氏、作家の宮崎学氏、その代理人市川守弘弁護士もパネリス

トとして参加した。

　集会は、元道警釧路方面本部長で「市民の目フォーラム北海道」代表原田宏二

の司会で進められ、道警裏金訴訟とは何だったのか、判決の意味、判決が及ぼす

報道機関、警察組織への影響などについて話し合った。その模様は動画で掲載す

る予定だ。

第２９回　道警裏金訴訟判決　記者会見

判決で道警や道警のＯＢの名誉が回復したのか（２）

判決公判には姿をみせなかった原告佐々木友善氏は、当日午後２時３０分から、

およそ４５分間、司法記者クラブで記者会見を開いた。佐々木氏は１人で出席。

一方、敗訴した被告側は、当日午前１０時３０分から、およそ３０分間、札幌弁護士

会館で記者会見を開いた。

記者会見には、北海道新聞社、講談社は参加しなかった。

参加したのは、被告高田昌幸氏、佐藤一氏とその代理人清水勉弁護士、旬報社社

長木内洋育氏、補助参加人宮崎学氏、大谷昭宏氏とその代理人市川守弘弁護士。

いずれの記者会見にも複数のフリーのジャーナリストらや道外マスコミを含め、約２

０人の記者が参加した。

以下、双方の記者会見の内容を紹介するが、いずれも要旨である。

http://www.geocities.jp/shimin_me/21.4.20.jpg


なお、被告側は４月３０日までに全員が控訴、５月７日には原告も控訴した。

佐々木氏側は控訴理由について、認められた賠償額が低い、謝罪広告の掲載が

認められなかった、訴訟費用のうち９割が原告の負担となって高額だ、としている。

佐々木氏は「試算では訴訟費用は約４００万円になる。被告らが全額負担すべきだ。

納得がいかない」と話している（平成２１年５月８日　朝日新聞）。

訴訟費用とは、民事訴訟費用等に関する法律で定められ、主な内容としては、原

告となる者が裁判所に収める手数料や裁判所に出頭した証人・鑑定人等に対して

支払われる日当、旅費等であるが、佐々木氏のいう訴訟費用とは何を指すのか。

【佐々木友善・元道警総務部長　会見の内容】

問い　「判決を受けた感想を教えてください」

答え　「提訴前から長い闘いでした。真実を正しく見ていただいてほっとしています。

当然といえば当然の判断をしていただいたと思う」

問い　「謝罪広告は認められなかった」

答え　「認めてもらいたかったが、全体からは私の主張のかなりの部分が認められ

ている。今後、判決全体をよく読んでみて、考えたい」「主張の主要部分を正しく認

めていただいたと感じている。おおむね妥当で一応の納得のいく気持ちを持ってい

る。ただ、詳細を見ていません」

問い　「いやいやいや、いったいどこまで――は認められなかった」

答え　「私としては名誉棄損にあたるということで提訴した。認めてほしかった」

問い　「なぜ、急きょ会見を開いたのか」

答え　「マスコミから会見の要望があった。私も平成１８年５月３１日の提訴の際に

会見した。今回も会見するのが筋だろうと考えていたが、提訴時の会見の内容に

ついて、第三者の名誉を傷つけることを言ったつもりはないが、ジャーナリストの大

谷さんと宮崎さんに『名誉毀損にあたる』と提訴された。他人に迷惑をかけたことを

言っていないのに、被告にされた。裁判所に私が行くと記者が質問するだろうし、

会見してほしいとも言われるだろう。そうするか悩んだ。会見に応じなければならな

い、と。しかし、私からすれば（大谷さんと宮崎さんの提訴は）『言いがかり提訴』

だった。最初の怖い思いがあったので、来るのを止めた。結局、『いいがかり提訴』

で私の発言の機会が奪われた。ジャーナリストは言論の自由が大切。私が言論を

封じられ、モノを言えないことは辛いことだった。外的要因で話せなくなった」

問い　「社会的評価の低下がされたとの具体例はあるのか」

答え　「２００３年１１月２８日に懇親会があった。その席上で、文脈から言っても『裏

金があることを理解してほしい』と記者たちに言ったことになっている。虚偽だ。この

日、１５時３０分から１６時３０分くらいまで、芦刈本部長と私とで会見をし、直後に懇

親会があった。そこで、裏金あることは理解してと言ったという記述だ。１時間か１

時間半前の会見で『ない』と言っているのに、その同じ席上で会見に参加した人た

ちも同じ人たちであるのに、『裏金あるのを理解して』と言ったなんて、この人は２枚

舌か、それも相当のおっちょこちょいじゃなかろうかと思われると。本の中では『あっ

た』ことになっている。だから、捏造だと。断定的に言った。社会的評価の低下につ



いては、たくさんの事例があった」

問い　「道警記者クラブとの懇親会で各社の記者に道新の記事の感想を求め、書

証として出してる。なぜ会社名が匿名か」

答え　「２００３年の１２月１２日だったが、その日の夕刊に『調査しないで』と私が道

幹部に言ったとの記事。その日の夕方にホテルで記者クラブ総会があった。佐藤

記者からは何度か取材を受けていて、なぜこんな記事になるのか―と。私も素人

なので、『皆さん、どう思うか』と尋ねたら、とっても、それでは（記事にするのは）難

しい、とか、道新のやり方はおかしい、とか。各社のキャップに意見をいただいた。

ただ、名前は迷惑かと思って出さなかった。私は、あったことをそのまま出しただけ。

少しでも傍証してくれるものがあればと思って出さざるを得なかった」

問い　「道新側は控訴」

答え　「一審では私の主張の主要部分を認めてもらった。控訴されるというのは残

念なことだなと思う」

問い　「なぜ、今回、会見？」

答え　「『言いがかり提訴』なら、私が何を言っても言いがかりがつくし、やらないに

越したことはないと思っていた。（マスコミに）返事をしないでいた。今日の朝は、結

論を出さなきゃと思ったが、止めようと思った。『判決出たのだから、ぜひ会見に応

じて』と要請され、自分が注意して発言して会見に応じる方法もあるかなと考えた。

判決で主張が認められたことは直接関係ありません」

問い　「佐々木さんも裏金に関与していたのか？」

答え　「不適正経理については、道警自身の調査や監査、議会での審議などで長

期間かかり、不適正経理となって、道警の方もそういう風に認識し、謝罪し、返金し

た事実はある。私は今おっしゃったような認識は、私にはありませんでした」

問い　「『叱責されたらしい』の記事。当時、総務には何人いたのか」

答え　「２０から２１人いたかと思う。当時の方全員に話を聞いた。警務課にも聞い

た。１０数人について。佐藤記者が総務課員と警務部の職員から、２０人から裏付

けしたと言ったので。私は道新側の反論が、非常に綿密に計算されているなと感じ

た。 文筆で生きてる方が、そこまできめ細かく書くと、ウソが真実らしくなる。こちら

の正しい主張が崩されると思い、できるだけ多くの方に確認しようと思った」

問い　「道新は佐々木さんや芦刈さんに叱責を確認していないのか」

答え　「していません。たしか訴訟で佐藤さんも認めていたはず」

問い　「佐々木さんが再就職後、佐藤記者は取材に訪れてますか」

答え　「受けてません」

問い　「道新の協会賞を受賞したことに一言あれば」

答え　「驚いている。道新取材班が経理問題のキャンペーンをやって、４賞を総な

めにしたということで、マスコミから驚きの声が上がったと感じていた。キャップ、デ

スクが同じ経理問題の書籍で、あったかのごとく作り上げてしまっている。新聞記

事にも虚偽があった。そういう賞を受賞した人がたくさんの記事を書き、それをまと

めた書籍の中で、一方で否定し……一方で肯定したとか。キャンペーンの一環とし

て（こんなウソを）書くのはとんでもないこと。報道機関として許されない。さらに４賞



については、判決の事実に即して言えば、賞はどうなんだろうと。返上すべきモノな

のかどうか。新聞協会賞として事実出たことについて、出した賞についてどうすべき

か。賞の権威のためにも真実を検証して国民が理解できる結論を出して対応すべ

きではないかと。私はそう思っています」「それと、私が思っていることを何点か。提

訴すれば不適正経理の問題が論議される。それはやりたくない気持ちもあった。敢

えて提訴することで、この問題がここまでつながっていると。ここを整理しないと、い

つまでも（道新は）改まらない

（以上）

【被告側　会見の内容】

清水弁護士（被告高田昌幸、佐藤一の代理人）

一言で言うと被告側の敗訴だった。

論点は３つあったが、うち一つについては名誉毀損にならなかったが、「叱責され

た」という部分と「分かるでしょ、理解してよ」の２つについては真実性も相当性もな

く名誉毀損になるとしている。

判決の主文で共同不法行為を２つに分け、旬報社分は問題が１点で１０万円（+弁

護士費用２万円）、２点が問題になった講談社の方が５０万円（+同１０万円）となっ

た。

判決の書き方としては、ざっと見たところではオーソドックスな書籍全体と前後の状

況から判断するという手法をとっているが、今回の事件の異常な状況が考慮されて

いない。

原告は報道が行われてからかなりの期間を経ているのに、講談社と旬報社には一

言も抗議もしていない。

出版社でもない北海道新聞の方には延々と抗議している。

（原告は）書籍が販売されてもほとんど関心を持っていなかった。

普通の報道被害者としては、あり得ないことだ。

判決ではそうした異常なことが考慮されていない。

ここに取材に来ている記者諸君にも影響のあることだが、判決では、叱責されたこ

とについて、真実性も相当性もない、佐藤の言っているのはウソで信用できないと

しているが、片方で道警内部の３０数名の聴き取りの方を採用している。

頭数が２０対３０で負けたということではなく、実務的に考えるととんでもないことだ。

報道する側は２０人近くの裏をとって慎重にやっているのに、真実性、相当性がな

いとされては、報道機関として報道は成り立たない。

これでは役所の発表だけを書け、調査報道はするなということになる。

私共としては、そういうことになってはいけないという意味で、この裁判で様々な角

度から追及してきた。

最終弁論でもその点を主張した。

現職警察官が民事裁判に協力することは前代未聞なことで、どうしてそうしたこと



ができるのか。その内容もことごとく揃っている。

さらに記者についても、原告は「道新の記事はひどいということを記者クラブの皆が

言っている」

ということを匿名だが証拠として出している。

警察内部の人間が全員、記者クラブの記者たちも全員が原告側の言い分が正しい

という、１人の乱れもなく述べているという通常裁判では考えられないことを証拠と

して出している。

そうした異常性について裁判官は一切疑問も持たず、言及もしていない。

この判決は、報道の制約になる非常に問題のある判決である。

市川弁護士（補助参加人代理人）

向こう（原告）が裏をとったのが３０人とこちら（被告）がとった２０人、どちらを信頼す

るかで大きな壁になったのは「取材源の秘匿」の問題である。

判決では「取材源の秘匿の問題」に一言も触れていない。

権力犯罪を取材し、それを報道する重要性と取材源を如何に守っていくのか、その

問題について裁判官は正面から応えるべきだ。

この問題は、これからのジャーナリズムの在り方、ジャーナリズムがどう権力に向

かって行くのかという課題について大きな問題を投げかけている。

２０人の問題について、これ以上明らかにできない、できないことをもって信用性が

ないと言い切れるのか。

今の裁判の在り方、ジャーナリズムの在り方、権力に、組織にどう立ち向かって行く

かについて大きな問題を投げかけた判決だ。

補助参加人とも議論して対応して行きたい。

佐藤一（被告）

残念な判決だ。

まだ、判決文を読んでいないので詳しいことは言えないが、本当に残念な判決だと

考えている。

高田昌幸（被告）

判決文をまだよく読んでいないが、これからも毅然とした態度で対応していきたい。

木内洋育（被告旬報社　社長）

警察の組織的な裏金作りを批判する書籍の刊行意図をまったく評価せず、上司が

部下を「叱責したらしい」というたった２行のエピソード的記述を捉えて名誉毀損とし、

また、著者の取材に基づく記述を信頼して書籍を刊行する出版社に対して、すべて

の記述の裏を取ることを求めるなど、これでは出版活動などほとんどできない。不

当な判決だ。

宮崎学（補助参加人及び原告）



判決は不当だ。控訴するかどうかは相談していないが、控訴すべきだし、私は控訴

する。

判決の細部はまだ検討していないが、ざっと読んでみて気になる点がある。

それは、「一般の読者の普通の読み方」を名誉毀損にあたるかどうかの判断の基

準としてているが、この抽象的な「普通の読み方」というのは何かを含めて、表現に

自由とは何か、権力犯罪を暴く際の問題点を考える必要がある。

実は、道警の問題を含めて、広島県警の問題でも、不祥事を指摘された警察官や

ＯＢが名誉毀損訴訟をメディアに起こす傾向が、１９９９年以降、そうした警察不祥

事に対する警察の対応が増えていることを指摘しておく。

今回の判決は、自分にとって想定の範囲内だった。

ということは、今後も道警の問題を追及していく予定だ。

道警には、稲葉事件の問題の火は消えていないぞということをはっきりとさせてお

きたい。

私たちは根幹に係ることについて、もう一度闘いを挑みたい。我々は一歩も引かな

い。

大谷昭宏（補助参加人及び原告）

私たちの国は衰退するジャーナリズムだけではなく、こうした司法しか持っていない

ということが国民の不幸だ。

裁判官の想像力とか洞察力の欠如は、ここまで落ちてしまった。

根本的に司法を建て直さないと、裁判員制度を含めて、国民は司法から完全に

そっぽを向くだろう。

一言で言えば、書籍が出版されて、名誉を傷つけられてから１年以上も経過してか

ら訴えることはあり得ない。

この訴訟の目的が何であるかは誰にでもわかる。

それこそ「一般の普通の読み・・」をすればわかるはずだ。

普通に物事を読みなさいと判決を書いているご本人は、全く普通に見ていない人

だった。

（原告が）警察官に協力を求めれば、この組織は協力するようにできている。

３０人、４０人、５０人が名を連ねる組織だ。

自分の出世や組織の立場を考えてこぞって手を挙げる。

一方、記者の方はおわかりと思うが、警察官が我々の取材に協力しようとすれば、

よほどの正義感と警察官としての、しっかりとした信念がなければ協力できないと

いうのが実情だ。

それを裁判所は、３０対２０でしか考えられない。

警察の組織が、どういうものかを認識も洞察もしない。

そうしたレベルでしか考えていない。

裁判官の能力がここまで低下しているのかと落胆せざるを得ないし、こんな司法に

国民が振り回されていてはかなわない。

当然控訴して、今後は少しでもレベルの高い司法に期待したい。



清水弁護士

先ほど宮崎さんが指摘した「普通の人が読んだレベル」でという問題は、判例上の

定説になっているので、この点を動かすこと自体は難しいが、「分かるでしょ。理解

してよ」という言葉の位置づけだと思う。

裁判官も公判で読み方が分からないと言っていた。

発言した時期からすると、偽名領収書を発行せざるをえないということを原告の

佐々木が公安委員会等で説明した時期と重なっている。

そうした意味で理解を求めていたということを我々は説明してきた。

裁判官は「一般読者の読み方では」では、そうは読めないと決め付けている。

これがいつ頃のことかは、中原さん（道警記者クラブサブキャップ）が、道警の幹部

らとの飲み会で偽名領収書のことを聞いたとしている。

本の読み方として、前に戻って読むのも一つの読み方としてよくあることだ。

該当ページに戻れば理解できる。

一般の読者の読み方は一つではなく、複数の読み方が可能である。

一つの読み方しかないとして、佐藤、高田のいうような読み方はしないとするのは、

一般読者の読み方を基準とする立場からしても問題だと思う。

それから、数日前に奈良で鑑定医が情報を提供したとして有罪になり、講談社の

週刊現代の相撲協会の八百長裁判では多額の賠償を命じられた。

賠償額の高額化、取材する側からするとどうして敗訴するのか。

どうして刑事責任を問われるのか。

報道する立場、国民の知る権利を考えると、厳しい状況が裁判所でどんどん作ら

れている。

自分の会社、出版社、テレビがまだ訴えられていないからというように考えていると

すれば厳しい状況だ。

ここ数ヶ月の間に出された判決は、役所が発表したものしか書かない。

出版社もそうした出版しかできなくなる。

国民の知る権利にどう応えるのか、裁判官はそんなことは知ったことじゃない、役

所の広報を記事にするだけでいいと考えているのかも知れないが、少なくても、国

民にとっては、今、裁判所が作りつつある報道状況は好ましい方向ではないことは

はっきりしている。

佐藤、高田は控訴する。

旬報社も会社との関係もあるが控訴する方向のようだ。

先ほど道新の方とも話したが、控訴する方向で考えているようだ。我々、全員が控

訴することになるようだ。

記者からの質問

佐藤さんと高田さんに３点お伺いしたい。

一つは判決を聞いたときどう思われたか、２つ目はこれまで闘ってきてどう感じたか、

３つ目はこの裁判はどんな影響があると思うか



高田氏の答え

判決を聞いた段階では何も考えていなかった。理由が分からなかったので。一般

的な感想はない。

裁判は長かった。どうしてこんなにかかるのかと思った。そして、そもそも本当の訴

訟の目的は何処にあったのか、と思った。

仮に、我々が敗訴して、それをもってメディアの皆さんが権力に対して調査報道し

ていくことに二の足を踏むということにならないようお願いしたい。我々はこれからも

調査報道に挑んでいく。

佐藤氏の答え

今回の判決は残念の一言だ。

自分は、道警記者クラブのサブキャップ、キャップとして稲葉事件、裏金問題、そし

てこの訴訟と７年間過ごしてきた。

この裁判を一つの区切りにしたいと思っていたので残念だ。

裁判の影響については高田さんと同じだ。

（以上） 

第３０回　道警裏金訴訟を考える～４．２０札幌地裁判決を受けて～

　集会は、４月２０日（月）午後から札幌弁護士会館において、「道警裏金訴訟を考

える会」主催で開催された。

　司会は「市民の目フォーラム北海道」代表原田宏二が務めた。

　パネラーは、訴訟の被告旬報社木内洋育社長、同じく北海道新聞社の高田昌幸、

佐藤一両氏とその代理人清水勉弁護士、訴訟に補助参加し原告佐々木友善氏を

名誉毀損で逆提訴したジャーナリストの大谷昭宏氏、作家の宮崎学氏とその代理

人市川守弘弁護士である。

　原告の佐々木友善氏と被告の講談社と北海道新聞社にも参加を要請したが参

加いただけなかった。

　集会では、約２時間３０分にわたって、道警裏金訴訟とは何だったのか、判決の

意味、判決が及ぼす報道機関、警察組織への影響などについて話し合った。

　集会の詳細は、動画配信コーナーの 21.5.4      掲載　道警裏金訴訟を考える～  4  ・  20

札幌地裁判決を受けて～を参考にされたい。

http://www.youtube.com/profile?gl=JP&hl=ja&user=gspbc039&view=videos
http://www.youtube.com/profile?gl=JP&hl=ja&user=gspbc039&view=videos


第３１回　２１．１２．４（金）　道警裏金訴訟控訴審始まる

　　　　　　　　　 　　　 　　佐々木氏「訴訟費用４５０万円余負担、全部敗訴に等しい」

　道警元総務部長佐々木友善氏が、北海道新聞社等を相手取り、ねつ造記事によ

り名誉を毀損されたなどとして、６００万円の慰謝料の支払いなどを請求した訴訟

（以下、「道警裏金訴訟」という）の控訴審第１回口頭弁論が札幌高等裁判所で開

かれた。

　この裁判は、平成２１年４月２０日、札幌地裁（竹田光弘裁判長）が、原告が主張

した書籍「警察幹部を逮捕せよ！泥沼の裏金つくり」（旬報社）の１カ所、書籍「追

及・北海道警『裏金』疑惑」（講談社）の３カ所のうち２カ所の記載部分が原告の社

会的評価を低下させたとして、被告北海道新聞等に７２万円の支払いを命じる判決

を言い渡した。

　原告が請求した謝罪広告の掲載、書籍の回収等については請求を棄却し、訴訟

費用の１０分の９を原告（佐々木友善氏）が負担するように命じた。

　また、ジャーナリスト大谷昭宏氏、作家の宮崎学氏が、佐々木氏による「本の内

容はねつ造とした発言」は名誉毀損に当たるとして、慰謝料１，０００万円の支払を

求めた事件については請求を棄却した。

　この判決に対して、原告、被告の双方が判決を不服として控訴（慰謝料等・損害

賠償控訴事件）した。

第１審判決については、このホームページ

２１．４．２１　第２８回　道警裏金訴訟判決　書籍の一部、真実ではない

　　　　　　　　　　　　　　　判決で道警や道警ＯＢの名誉が回復したのか

で判決書から「主文」及び「第３　当裁判所の判断」を抜粋したので参照していただ

きたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下、敬称略）

　控訴審の第１回口頭弁論は、平成２１年１１月３０日午前１１時から札幌高等裁判

所第三民事部（裁判長　信濃孝一裁判官、村野裕一裁判官、中川博文裁判官）で

開かれた。

　８０２号法廷の原告側席には控訴人（第１審原告佐々木友善）の代理人斎藤弁護

士のみ、控訴人佐々木友善は傍聴席最前列に着席、被告側席には、控訴訴人（第

１審被告）の高田昌幸、佐藤一、その代理人清水弁護士、安田弁護士、市川弁護

士、同北海道新聞の代理人馬場弁護士、同講談社の代理人山田弁護士、同旬報

社の代理人土徳住弁護士、補助参加人大谷昭宏が着席した。

　控訴審では、第一審で補助参加人の代理人を務めた安田弁護士、喜田村弁護

士、市川弁護士が控訴人高田昌幸、佐藤一の代理人も務めることになった。

　また、第一審の補助参加人大谷昭宏、宮崎学も引き続き補助参加が認められた。

　傍聴人は約２５人、その中には第一審で顔なじみの道警ＯＢ数人の姿があった。

　冒頭、提出された控訴理由書、答弁書の書面確認等の整理手続きが行われ、次

回期日を平成２２年２月９日午後１時３０分からとして終了した。

http://www.geocities.jp/shimin_me/hokkaidou1.htm#28


控訴人（佐々木友善）の控訴理由書抜粋

１　平成１８年（ワ）第１０２２号事件判決の要旨

(1)平成１８年（ワ）第１０２２号事件（以下「１０２２号事件」という。）において，原告

（控訴人佐々木，以下「原告佐々木」という。）は，２冊の書籍の計４箇所の記述が

自身の名誉を毀損するとして，①慰謝料６００万円の支払い，②謝罪広告，並びに

③書籍の回収及び裁断を，夫々求めた。

　これに対し，原審裁判所は，うち３箇所について名誉が毀損される記述であると

認めて計７２万円余の慰謝料請求のみを認容し，その余の請求を棄却して，訴訟

費用の１０分の９を原告佐々木の負担とした。

(2)

ア　けれども，本件各記述が「捏造」すなわち本当はない事実をあるかのように偽っ

て作り上げられたものである以上，真実性や相当性などの要件が，問題となる余

地はない。捏造された記事に真実であると信じるに足りる相当な理由など，もとより

存在する筈もないからである。

　したがって，捏造の場合には，捏造された事実が名誉毀損に該当すれば，その

余の点を判断するまでもなく，請求が認容されなければならない。

　しかしながら，原審裁判所は「捏造」の有無についての判断を行わず，あるいは，

この点をことさら暖昧にしたまま，「真実と認めるには足りない」などと指摘したうえ

で，真実性，相当性について検討しているのであるから，原判決には，捏造に関す

る判断遺脱の違法がある。

イ

（ｱ）上記に加え，本件記載Ｂ２（原判決５頁末行，以下本件記載Ａ，Ｂ，Ｂ３につい

ても同様）が，本訴の当事者である原告佐々木と被控訴人道新の記者らとの間で

直接交わされた会話である点も，考慮されなければならない。

　すなわち，本件記載Ｂ２及び同Ｂ３については，被控訴人高田，同佐藤ともに，原

告佐々木が芦刈本部長から叱責されたような事実が報道される価値がないことを，

自陳している（原判決３頁１２行目以下)。そうであれば，本件記載Ｂ２及び同Ｂ３を

掲載するに際して，それが事実であるか否かの調査を行う必要など，断じてない。

　したがって，上記の被控訴人らが実施したと主張する，真実相当性を裏付けるた

めの事後調査なるものも，また，ことごとく虚偽の主張である。

(ｲ）しかしながら，原審裁判所は，本件記載Ｂ２についても，真実相当性の有無を

検討しているから，失当である（原判決４１頁以下)。

(3)　本件各記載が捏造であるか否かの点が解明されない限りは請求の当否はも

とより  ,  訴訟費用の負担割合も判断できない。

　当初から名宛人の名誉を毀損して読者を騙そうとした極めて悪質な本件事案と，

十分な取材調査を怠るという他の名誉毀損事案とでは，当事者間の帰責事由の有



無は勿論のこと，行為の悪質性において，雲泥の差がある。これらの点は，いずれ

も，慰謝料額や毀損された名誉を回復するための手段の選択，訴訟費用の負担割

合等を決定するうえで漏れなく判断されなければならない事項といえる。

この点を判断していない原判決には，判断遺脱の違法がある。

(4)　以上に加え，原判決には，慰謝料の金額等について裁量判断の著しい逸脱が

見られるほか，本件記載Ｂ３が名誉を毀損しないかあるいは人格権を侵害しなか

つたかの点についての審理を怠った違法も認められるから原告佐々木の控訴の

趣旨どおりの判決（但し，書籍の回収等に係る部分を除く。）が下されなければなら

ない。

２　訴訟費用の負担割合の判断に関する，著しい裁量の逸脱について

（１）原判決により原告佐々木が負担させられる訴訟費用の概算

ア　被控訴人高田昌幸（以下「被控訴人高田」という。）が合計３回，被控訴人佐藤

一（以下「被控訴人佐藤」という。）は合計１５回，夫々原審の口頭弁論期日に出頭

した（１０２２号事件記録)。

そうすると，原判決に従えば，民事訴訟費用等に関する法律により原告佐々木が

負担させられる訴訟費用は，被控訴人高田及び被控訴人佐藤の旅費中の航空運

賃だけでも，以下の各項目の合計額である，３６２万９８０２円を下らない可能性が

ある。

記

 ①被控訴人高田－２６２万１８０２円（甲１１８－見積書）（内訳）ロンドン，ヒースロー

空港から新千歳空港までのノーマル普通航空運賃８７万３９３４円×３出頭分

 ②被控訴人佐藤－１００万８０００円（甲１１９－日本航空ＨＰからの抜粋）（内訳）東

京国際空港（羽田）から新千歳空港までの普通航空運賃３万３６００円×３０（１回

の出頭あたり２搭乗，計 1５出頭（往復）分）

　上記に，上記の被控訴人らのその他の訴訟費用（代理人の旅費等を含む｡）のほ

か,補助参加人らに係る訴訟費用（民事訴訟費用等に関する法律２条４号を参照｡）

をも加えると５００万円を下らない訴訟費用が発生するであろう。

　そうすると，原判決によれば，原告佐々木は，少なくとも５００万円の９割に相当す

る４５０万円余の訴訟費用を負担させられることになるが，同判決では同人に対す

る７２万円余の慰謝料の支払いが認められたに過ぎないから，同人が同判決のと

おりの訴訟費用の負担を求められるのであれば，３７８万円余を被控訴人高田らに

支払うことになる。これでは，全部敗訴したことに等しい。

イ　原告佐々木には非が認められないにも拘らず，被控訴人らの悪意ある，およそ

釈明の仕様がない捏造による誹誇中傷|こよって，一方的に苦痛を受けた。

　原告佐々木が本件訴訟を提起したのは，このような被控訴人らの一方的かつい

われのない不法行為が専らの原因であるのだから，いわゆる過失相殺の問題を観

念する余地は，社会通念に照らしても，衡平の観点からも，まったくない。



　したがって，同原告が訴訟費用を一円たりとも負担させられる理由はなく，被控訴

人らがその全額を負担するのが，当然といえる。

控訴人（高田昌幸、佐藤一）の控訴理由書抜粋

はじめに

　本件控訴にあたり、控訴人らが最も主張したい点は、本件原判決は、事実認定に

あたり、重大な誤謬を犯している、ということである。それが、もっとも端的に現れる

ところは、本件各記載の真実性ないし真実相当性の判断である。

　その原判決が犯した重大な誤謬とは、第 1に、本件各書籍の出版が、警察法に

基づき設置された北海道警察における裏金づくり（不正経理と北海道警察は称す

る）が存在していたという事実の認識の欠如であり、第 2に、被控訴人佐々木が、

この北海道警察における裏金づくりを知っていたかどうか、という被控訴人の事情

についての認定の点である。この 2点について、原判決は全く触れていないという

事実こそ原判決の事実認定における重大な誤謬であり、本件事件を全く形式的、

表層的なものとし、真実を見失う事実誤認に陥ってしまったのである。

　本控訴理由書は、原判決が「捨て去ってしまった」事実を拾い集め、本件事件を

再度検討し、被控訴人の主張が全く成り立たないことを明らかにしようとするもので

ある。

　そもそも本件は、警察という組織が裏金つくり(これ自体犯罪行為である)をしてい

たという事実を徹底的に追及・取材していた道新取材班及び北海道新聞に対して、

被控訴人個人というより、後記するように北海道警察という組織が「協力｣して提訴

した事案であると評価できるのである。したがって、北海道警察における組織的裏

金つくり、それを極力表面化させないようにする北海道警察の実態こそを明確にし、

警察組織の対応という視点がなければ、本件の争点は明らかには出来ないのであ

る。

第 1　原判決の争点

１　名誉毀損検討の対象は何か

　原判決は、30ページ以降で、問題となる本件各記載についての本件争点のうち、

争点①(本件各記載が原告の社会的評価を低下させるか否か)において、次のよう

に輪郭づける。この輪郭(枠組み)の中で、本件の名誉毀損とされる内容及びそれ

に対する真実性ないし真実相当性が検討されなければならないので、まずこの「名

誉毀損検討の対象」を明確にする必要がある。

(1)　本件記載Ａ及び同Ｂ１について

　原判決は、一般読者は「いずれも、読者は、原告が道警の経理について調査をさ

せないよう道幹部に働きかけをしたが、その行為が報道されてしまい、そのことに

ついて、芦刈本部長から叱責されたと理解するもの」(32 ページ)とする。

　よって、このような意味付けをされた本件記載Ａ及び同Ｂ１の真実性ないし真実相

当性が問われなければならない。適示される事実もかかる意味を持った事実として



検討されなければならない。

(2)　本件記載Ｂ２について

　原判決は「本件記載Ｂ２を読んだ一般読者は、原告が、当初から道警において不

正な経理が行われていたことを認識していたものと理解するとともに、その前の「適

正な予算執行に万全を期してきた」という記載部分等、不正な経理の存在を否定し

ていた原告の発言が虚偽であったという印象を受けるもの」(34ページ)と考えられ

るとする。

　よって、このような、被控訴人が当初から道警の裏金つくりを認識しながら、他方

で不正経理の存在を否定していた被控訴人である、と意味づけられた本件記載Ｂ

２の真実性ないし真実相当性が問われなければならないのも当然のことである。

(3)　本件記載Ｂ３について

　この点は、原判決もそもそも被控訴人の社会的評価を低下させるものではない、

と正しく認定しているので、本控訴理由書では省略することとする。

2　道警の裏金つくりの存在と被控訴人の知・不知は事実認定を左右する

(1)　道警が、慣行的、組織的裏金つくりをしていれば（この点は監査等で明らかに

なった）、旭川中央警察署の支出関係文書が明らかになった当初、この道警の組

織的裏金つくりが表面化することを、道警組織を挙げて阻止しようとすることは常識

の範疇である(被控訴人は、この表面化阻止工作の一つである道議会への働きか

けを虚偽であると主張していないことは原判決の指摘するところである(33ページ))。

そして、万一、組織として取り組んだこの裏金つくりの表面化を阻止する工作が、マ

スコミによって暴露された場合は、組織の長である道警本部長は、本件記載Ａ及び

Ｂ１のように、その担当責任者を叱責することも当然である。つまり、裏金問題の表

面化を沈静化するために取られた公式、非公式の手段（裏工作等）が、マスコミに

よって表にでることは、係る手段の有効性が減殺され、かつよりいっそう道警に対

する世論の批判が強くなるため、マスコミに察知されたということ自体が、組織の長

の「不手際」と評価されるためである。

　原判決は、この一連の事実の流れの中で、一方で「道幹部への働きかけ」の記載

内容を否定せず(33ページ)、他方で叱責についてのみ否定する。つまり、「道幹部

への働きかけ」が存在し、それが 12月 12日の夕刊で公知の事実なったことに対し

て、道警組織としていかなる事態に陥り、いかなる対応を取るであろうかという検討、

特に本部長の担当責任者への叱責がありうるのか、という点を全く捨象してしまい、

「叱責」については、「道幹部への働きかけ」とその暴露とは全く無関係に、控訴人

佐藤の取材だけを検討するのである。これでは、読者が「原告が道警の経理につ

いて調査をさせないよう道幹部に働きかけをしたが、その行為が報道されてしまい、

そのことについて、芦刈本部長から叱責されたと理解するもの」という意味づけされ

た本件記載Ａ及びＢ２の記述の真実性ないし真実相当性は　明らかにできるはず

はない。



　原判決の論理と認定がきわめて不自然であることは明らかであろう。叱責の事実

がないとすることは、道幹部への働きかけが暴露されても、北海道警察本部長は、

何もしなかった(叱責以外に本部長の対応は考えられない。まさか、教育的に諭し

た、とでも考えるのであろうか)、というおよそ警察組織として考えられない対応を

とったことになるからである。

　まして、旭川中央警察署の経理書類を巡っては、議会においてそれを示した議員

に対し、本部長が顔を背けるという映像がテレビを通じて流され、連日すべてのマ

スコミが取材に走っていたのであるから、「道幹部への働きかけ」が暴露されたこと

に対し、「何もしない」ことの不自然さは奇異にすら感じる。

　しかし、原判決では、道警本部長は「何もしなかった」ことになってしまったのであ

る。原判決自身、この「道幹部への働きかけ」を否定しないのであるから、この原判

決は不自然この上もない。

　原判決の認定は、ここで北海道警察の長年の組織的裏金つくりの存在とそれが

表面化することを道警が徹底して阻止しようとした、という当時の道警本部長と総

務部長の緊迫感、｢使命感｣をあまりに無視した結果の認定なのである。

(2)　本件記載Ｂ２は、直截に、被控訴人が、北海道警察における組織的・構造的裏

金つくりを知っていたかどうかにかかる。しかし、原判決は、その重大な事実につい

て、一切触れていない。被控訴人が裏金つくりを知っていたはずであるとすれば、

本件記載Ｂ２は、真実ないし真実と信ずる相当性が認められるはずである。にもか

かわらず、原判決において、被控訴人が裏金つくりを知っていたはずか否かについ

て、全く触れようともしていないのは、事実誤認も甚だしいものがある。

　なお、当時は、北海道警察が真実不正経理の存在を認めていたわけではなく、

道新取材班が、多くの現職・ＯＢの警察官からの取材から、北海道警察において組

織的な裏金つくりが存在していたことを報道していた時期である。12月 2日付け朝

刊では、旭川中央警察署における不正経理の手口、裏金管理の実態が暴露され、

同月 3日の朝刊では、北海道警察全体で裏金つくりが行われていたと報道された。

北海道警察は、それまで一貫して裏金問題について口を閉ざしていた。控訴人ら

は、かかる時点において、被控訴人の「わかるでしょ。理解してよ」の発言は、一方

で、原判決の言うように「不正経理の存在を暗に認めて理解を求める」意味と併せ、

他方で、不正経理の実態を熟知していた被控訴人が「支出は不正ではない。なぜ

なら本名を記載できないために偽名の領収書を作成したに過ぎない」と「本名領収

書」から「偽名領収書」へ逃げ込もうとした趣旨とも理解した。いずれにしても、被控

訴人の「わかるでしょ。理解してよ」の発言は、「原告が、不正経理の存在を暗に認

めて理解を求める趣旨で発言した」かどうかが厳格に問われなければならない。つ

まり、被控訴人が、北海道警察における組織的・構造的裏金つくりを知っていたか

どうか、知っていたはずであると認められるかどうかである。知っていれば、あるい

は知っていたと信ずることに相当の理由があれば、名誉毀損は成立しないのであ

る。



第 2　北海道警察における裏金つくり表面化阻止対策

１　道警裏金つくり

これについては、補助参加人らの原審における準備書面において詳細に主張して

いるところであり、ここでは繰り返さない。残念なのは、原審において補助参加人ら

の主張が検討された形跡がないことだけである。

２　北海道警察が、この裏金つくりの存在をどのように隠蔽ないし表面化を阻止し

ようとしたか

(1)　監査に対する道警の対応

　丙第 5号証は、旭川中央警察署及び弟子屈警察署における裏金問題について

の監査結果である。12ページ以降に監査委員の意見が記載されている。2項(13

ページ)に次のような記載がある。

　「道警察本部長に対して、再三にわたり、その円滑な実施（捜査協力者に対する

関係人調査のこと）について、協力を要請したところであるが、捜査上支障があると

の理由から協力を得られなかったところである。」つまり、支出された捜査協力謝礼

について、それを受け取ったとされる「捜査協力者」への調査を監査委員は要望し

たにもかかわらず、道警はこれを拒否したのである。この点は、乙号証の記事中の、

04.3.26付け朝刊で、監査委員が道警に「強く求める」と報じられ、翌27日の朝刊で

「道警、協力者の開示拒否」とされていると報道されていることと同様である。

　丙第 12号証は、平成 16 年 12 月 3 日付けの要求監査報告書である。9ページ

下から 2行目に、丙第 5号証と同じく、「実効性のある監査を行うためには、捜査用

報償費に係る捜査協力者に対する関係人調査を実施することが重要であるとの考

えから、道警察本部長に対して、再三にわたり、その円滑な実施について協力を要

請したところ、・・・『個別具体的に検討させていただきたい』と回答があった」ために、

監査委員は個別に事例を示して検討を要請しても「個別、具体的な対応がなかっ

たものであり、執行の事実を十分に検証できなかったことは、遺憾である」としてい

る。

　同号証 3ページ下から 3行目にも「・・・関係人調査は、捜査協力者の氏名、住所

が開示されたものについて、メモ取りやコピーの提出に道警察の協力が得られず、

実施することができなかった」と記載され、開示された捜査協力者であってもそれ

以上の調査ができなかったことを指摘し、いかに北海道警察が、監査に対し非協

力の態度を貫いたかが明らかとなっている。

　当時、捜査協力者への謝礼支払いは、正式には、関係書類を捜査員が作成し、

署長らの決裁を受けて支出されたことになっていた。問題は、書類上は問題のない

支出であっても、真実「捜査協力者」がこの謝礼を受領して、領収書を作成していた

かが、争点であった。ゆえに、実効的な監査を実施するには、この受け取ったとさ

れる「捜査協力者」への聞き取りが、必要不可欠であった。その監査委員の調査を

道警は拒否したのである。

　後に不正経理があったとされた旭川中央警察署の問題では、監査委員が、「捜



査用報償費の支出については、不実の疑いがある」としながら、監査委員が再三

にわたり、捜査員への事情聴取の協力を道警に要請しても「捜査活動への重大な

支障を理由に、当該捜査員の実在の有無についての回答を含め、協力要請に応じ

ることはできないと拒否され、これを実施することができなかった」ため、監査請求

を棄却するほかなかった(丙第 4号証、第 4,2項)。

　ここでは、真実を明らかにしようとする道警の姿勢は微塵も見られない。

　つまり、北海道警察は一貫して、監査に対して非協力的態度をとり続けた。捜査

協力者への関係人調査が実行できなければ、監査委員としては不正支出の確認

が取れないことになり、裏金つくりの事実認定が困難になる。逆に言えば、この道

警の姿勢、態度は、真実を隠蔽し、裏金つくりの実態の全体像の表面化を阻止す

ることになる。北海道警察はこの姿勢、態度、対応を一貫して貫いたことが重要で

ある。特に、丙第 5号証や同第 12号証は、平成 16年の問題であり、もはや裏金

問題を完全に隠蔽できなくなって時点でさえ(平成 16年 5月 11日に北海道警察は

旭川中央警察署及び弟子屈警察署の裏金不正経理を認めるに至った・・・補助参

加人らの 2007年 3月 5日付け準備書面添付の表)、それ以上の真相を明らかにす

ることを拒否したのであるから、裏金問題が発覚した当初の、本件「叱責」が問題と

なる平成 15年 1月頃は、それ以上に強硬に裏金問題の発覚阻止に動いたことは

明らかである。

(2)　北海道への働きかけ

　乙第 7号証の 03年(平成 15年)12月 12日の夕刊は、まさに、このまだ、旭川中

央警察署の裏金疑惑（この時点では疑惑であった）について、道議会の定例会に

おいて、被控訴人が、複数の北海道の幹部に対して「(知事が)議会答弁で調査す

ると言わないでほしい」と裏工作した事実を報じたものである。北海道幹部は、いず

れもこの事実を認めている(記事中)。当時、北海道警察は、旭川中央警察署の裏

金疑惑を根拠付ける支出関係の書類について、「出所不明」としてコピーの受け取

りを拒否し(03.12.3付け夕刊)、このような支出の有無、それが不正か否かについて、

一切の公式な見解を拒否していた時期である。万一、北海道が自ら旭川中央警察

署の不正経理書類について調査するとした場合、北海道警察としては裏金つくりの

実態が公になる危険性が高い(結果としてそうなったが。)。ゆえに、この被控訴人

による「調査をしないでほしい」という北海道への働きかけは、北海道警察本部とし

てきわめて重要な渉外行為だった。つまり、この働きかけは、被控訴人による単独

の行動ではなく、北海道警察本部長も関与した行動と考えるのが自然であり、そう

考えなければ、その後の道警の対応との整合性がとれない。

　前記したように、警察という組織の裏金つくりが白日の下に晒されることは、全国

の警察への波及はおろか、警察に対する市民の信頼を損ね、警察庁の責任問題

に発展する。まして裏金の使途、つまり裏金がどのようなルートで、どこに流れてい

るのか、は重大な問題である。北海道では、遅延損害金を含め 9億円を超える（国

費を併せて）賠償(5年分)を、北海道警察は後日に行ったが、これでも全部とは言

いがたい。とにかく、北海道警察は、当時(平成 15年 11月－12月頃)として、裏金



つくりの発覚を完全に押さえ込まなければならなかったのである。

　もちろん、被控訴人をはじめ、芦刈本部長も「裏金つくりは知らなかった」とする。

仮に、その前提に立てば、「道幹部への働きかけ」は、被控訴人の単独の判断で

行った、ということになるが、その場合には、このような本部長が指示したと思われ

るような、裏工作をなぜ単独で行ったかが本部長から問い正されてしかるべきであ

る。本部長であった芦刈証人の証言では、説得的な証言はなく、不自然な回答に

終始している。

　芦刈証人は、道幹部に被控訴人が会うことを事前には知らなかった、記事に「見

解｣が載っていたので気にしなかった、(25-26ページ)などと証言し、夕刊の報道内

容についても「道庁で答弁しないでと言ったことを本人が否定しておるので、ああ、

それで、そういうものだ、それくらいのものだ」(34ページ)と述べるにすぎない。これ

は余りに不自然である。芦刈証人の言うようであれば、道警として正式に「道幹部

への働きかけ」を否定するのがすじである。当時も現在も、道警としてこの記事の

働きかけを正式には否定していない。記事には「道幹部」と記載されているのだか

ら、道庁の幹部に問い合わせをするくらいはしてもよいが、それすらしていないので

ある。

　被控訴人が、勝手に「道幹部への働きかけ」をしたのか、しなかったのか、を明確

にしていない道警の態度こそが、実は「道幹部への働きかけ」が道警組織の行動

であることを裏付けるのである。

　いずれにしても、「道幹部への働きかけ」が明らかにされた 12月 12日に、本部長

と被控訴人間では、これといった会話すらないこと事態がありえないことである。原

判決は、何故この不自然さに気が付かないのであろうか。

控訴人（北海道新聞）控訴理由書

第１総論

　不法行為における保護法益としての名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用

等の人格的価値について社会から受ける客観的評価にほかならず、名誉籔損とは、

この社会的評価を低下させる行為をいう。したがって、社会的評価たる名誉は、人

の品位、職業等によりその評価を異にして一様でないのは当然の事理であり、同じ

ような内容、性質の表現等の行為が、ある人に対しては名誉を段損するにも拘わ

らず、他の人に対してはそうではないことがある。そうすると、ある行為が人の名誉

を毀損するか否か、すなわち社会的評価を低下させる力否かは、単にその行為の

表現内容、態様等から一般に人の名誉を毀損すべきものであるかどうかのみで判

断すべきではなく、名誉を毀損されたと主張する者の社会的評価、属性等を参酌し、

もってその行為がその特定の者の名誉を毀損したか否かで判断すべきである（以

上につき、大審院明治３８年１２月８日判決・民録１１輯１６６５頁、最高裁昭和３１

年７月２０日第２小法廷判決・民集１０巻８号１０５９頁、同昭和４５年１２月１８日第

２小法廷判決・民集２４巻１３号２１５１頁等参照)。

　しかるに原判決は、社会的評価を低下させるか否かについて、本件記載Ａ、同Ｂ

１及び同Ｂ２が､本件Ａ書籍及びＢ書籍のうちの各数行という枝葉末節な片言隻句



(訴状９頁）にすぎないにもかかわらず、本件各記載及びその前後の記述という全

体の表現のごく－部のみから、被控訴人の社会的評価は低下したとの判断をして

いるものであり、表現行為の検討が不十分であるばかりでなく、判断に際して重要

な要素である、当時の被控訴人の社会的評価等をまったく考慮していないのであり、

普遍性のない解釈というほかなく、法令解釈の著しい誤りがある。さらに名誉毀損

の違法性阻却ないし故意・過失阻却事由である本件各記載の真実性及び相当性

（本件各記載が、真実であるか又はそれらを真実であると信じるにつき相当の理由

があるか）の検討においても、取材の内容、態様等、取材対象である道警の職場

及びその職員らの実態等を理解せず、被控訴人の主張及び立証に安易に依拠し

て、真実性及び相当性のいずれをも否定するという誤った判断を下したものである。

控訴人（旬報社）の控訴理由書

２　原判決の調整原理は壊れている

(1)原判決は、「表現の自由」と個人の名誉との調整原理を考慮することなく、憲法

で保障され優越的地位にある「表現の自由」に思いを致すことなく、個人の名誉を

「表現の自由」の上に置き、これを必要以上に重視する誤った立場に陥っている。

原判決は、些細な事実が真実に反することの故をもって直ちに名誉毀損として、出

版社の不法行為責任を認める誤りを犯している。単行本を出版した控訴人に保障

されているはずの「表現の自由」「出版の自由」は、原審裁判官の頭の片隅にも

残っておらず、結果的に「表現の自由」を蔑ろにした判断をしている。原判決の「表

現の自由」と個人の名誉との調整原理は凍結しており、その結果壊れていると評

価できる。

(2)原判決の上記調整原理が壊れていることは、争点についての以下諸点の判断

の中に具体的に見ることができる。

ア　記載Ａが原告の社会的評価を低下させたか否かの判断において、Ａ書籍の主

要な内容や評価を行わず、Ａ書の膨大な記述のうちのわずか２行のみ（しかも、本

のテーマと直接関係がない｡）の伝聞事実である「叱責されたらしい」とのエピソード

を捉えて、その真実性を検討し､真実に反することの故をもって名誉毀損に当たる

と判断している点である。これは、個人の名誉の保護を過大視するものである。

　しかも、原判決の判断は、明確なものではなく、曖昧な事実認定を積み重ねて、

名誉毀損の成立を認めるに至っている。記載Ａが原告の社会的評価を低下させた

か否かについての原判決の事実認定の表記は、「そうすると、組織において、部下

が上司から叱責されることが日常的にあり得るからといって､原告の社会的評価が

低下しないとはいい難い」（判決文３２頁２２～２３行目）となっている。つまり、この

表記を見る限り、原審の裁判官は、記載Ａによって「社会的評価が低下した」との

断定的判断に至るだけの心証形成ができなかったのである。それなのに､原判決

は、「低下したとはいい難い」という曖昧な事実認定をして置きながら、その後「本



件記載Ａが、Ａ書籍が伝達する内容の主要部分とはいい難いとしても、原告の社

会的評価を低下させるものであることは上記１(1)のとおりであり」（判決文４１頁３

行目。なお、『上記１(1)記戟』とは、３２頁２３行目の表記を指すはずである｡）と述べ

て、最終的には名誉毀損の不法行為を認定するに至っている。その過程では、被

控訴人個人の利益・名誉のみに目が据えられて、「表現の自由」「出版の自由」が

保障されているはずの出版社の立場は全く等閑視されている。

イ　判例・通説が、真実性判断に加えて相当性の判断枠組みを設けたのは、真実

でなくとも、「真実であると信じるにつぎ相当の理由」がある場合には民事責任を否

定することによって、表現者の自由を保障しようとしたものであり、その限りでは｢表

現の自由」と「個人の名誉」との重要な調停原理である。

　ところが､原判決は､真実性と相当性の判断過程をダブらせて、相当性について

の独自の考察を省いたまま、相当性の判断を行っている。つまり、原判決は、「本

件記載Ａ及び同Ｂ１が、真実とは認めるには足りない｡」（判決文４０頁１０行自）と認

定した上で、それに引き続いてそのまま相当性の判断を行い、「被告佐藤の上記

供述部分ないし記載部分を信用することができない」（同１０行目）との一言で、「被

告らが、本件記載Ａ及び同Ｂ１を真実と信じるにつき相当な理由があったとも認め

るに足りない」（同１３行目）との結論に達したのである。

　特に、記載Ａは、「叱責されたらしい」という伝聞事実であり、その伝聞事実を真実

と信じるにつき相当性があるかどうかの相当性の範囲は、単に「叱責された」という

事実を真実と信じる相当性の範囲よりより広いはずである。記載Ａは伝聞事実とし

て、広範囲に広がっている可能性もあり、その伝聞事実の真実相当性の問題とし

て検討されるべきであるのに、原判決はこれを怠っている。

　原判決は、真実性についての判断と相当性についての判断を、同一の判断枠組

みで同時に検討していること、記載 Aの伝聞事実の真実の相当性を検討していな

いことなどによって、通説，判例が認めてきた「表現の自由」の保障と「個人の名

誉」の保障の調整原理である名誉毀損における相当性の判断を実質的に省いてし

まっている原判決は、この点でも、上記調整原理を壊しているといえる。

ウ　出版社である控訴人の帰責性について、原判決は、「そのような記載について、

裏付け調査をすることなく、書籍に記載して出版するのは、出版社が自己の責任と

危険負担において、その裏付け調査を省略したものというべきであって、出版社が

その記載部分による名誉毀損の責任を免れると解することは相当でない｡」（判決

文４１頁５行目）として、出版社が真実性の裏付け調査をしない限り、不法行為責

任を負うとした。

　確かに、本の主要事実や決定的な事実などが真実でないことにより、他人の名

誉が毀損された場合に、その記述を疑うことなく調査もせずに出版した場合に、出

版社が不法行為貴任を負うというのであれば、その限りでは原判決のこのような判

示も理解できないわけではない。Ａ書籍でいえば、主要事実である「道警が裏金作

りを長年行ってきたこと」「道瞥は裏金作りを当初認めようとせずに、ウソをついて



いたこと」「道警は裏金作りが表沙汰にならないように裏工作をしたこと」などが真

実でなく、また、真実であると信じることができない場合に、その裏付け調査をする

ことなく本を出版した出版社が、そのことで個人の名誉を棄損したとして不法行為

責任を負うことはあり得ないことではない。

　しかし、記載Ａは、Ａ書籍の主要事実ではなく、日常生活・職業生活・社会生活の

中で生じるエピソードにすぎず、通常看過されやすい事実である。原判決も、「本件

記載Ａが、Ａ書籍が伝達する内容の主要部分とは言い難い」（４１頁３頁）として、記

載Ａが本件書籍の中で主要事実でないことは、認めている。「一般読者の普通の

読み方」を基準とすると、ほとんど注目されることなく、説み流されるエピソードであ

る。しかも、Ａ書籍の膨大な記述のうちわずか２行（後記の通り、Ａ書籍の本文の総

行数は１９０８行であり、記載Ａ部分は、総行数の０．１％を占めるにすぎない｡）に

すぎず、この部分の真実性を裏付ける調査をしないことを理由に、出版社の不法

行為責任を認めることは、出版社にとってあまりにも過酷である。

　「真実に反することの故をもって直ちに名誉毀損に当たり民事上、刑事上の責任

を問われるということになれば、一般市民としては、表現内容が真実でないことが

判明した場合にその法的責任を追及されることを慮り、これを危倶する結果、いき

おい意見の発表ないし情報の提供を躊躇することになるだろう」という谷口裁判官

の危惧が、現実化していく。原判決を真摯に受け止める限り、"出版社は恐ろしくて

オチオチ単行本を出版もできない"呪縛に陥ることになる。この点からも、原判決は、

上記調整原理を壊しているといえる。

控訴人（講談社）の準備書面（控訴理由書）抜粋

第１総論

　原判決は、本件Ｂ書籍の主題を理解せず、一般読者の普通の注意と読み方から

乖離して、徒に被控訴人（一審原告。以下、単に「原告」という。）が取り出した記述

「のみ」を眺めて書籍の伝達内容を確定するとともに、社会的評価に対する影響の

判断を誤り、さらには伝達された事実の主要な部分の確定を誤ったものであって、

事実誤認、法令解釈の誤りがある。

　また、真実性・相当性についての判示も不当であるが、これは主に被告道新・被

告佐藤・被告高田の主張に譲り、相当性については、著者に対する出版社たる控

訴人（以下、「被告講談社」という。）の立場（個別の記述に対する確認が不可能で

あること）に対する理解の欠如について指摘し、原判決の事実誤認、法令解釈の

誤りを指摘する。

　なお、そもそも、原審裁判所は、原告本人尋問において、刑法の文書偽造の要件

に関する最高裁判例すら正しく認識していない無知をさらけ出し、このため被告講

談社訴訟代理人による原告に対する反対尋問の質問を変更させる不当な訴訟指

揮を行って十分な反対尋問の機会を与えておらず（原審被告講談社２００８年１２

月３日意見書のとおり。２００８年１２月１日原告４６頁から４７頁）、原審裁判所の法

律・判例に対する理解の欠如、審理不尽は明白である。（原審裁判所は「（領収書



の）架空名義ということになれば、あるいは仮名の領収書ということになれば、それ

は作成名義を偽ったとかいう話ではないと思いますよ。」という法令解釈を示して尋

問を変更させた。２００８年１２月１日原告本人４７頁。しかし、架空人名義の文書の

作成が「偽造」に該当することは、最高裁で確定した判例である。最高裁昭和２８年

１１月１３日判決（判時１４号２７頁以下）、最高裁平成１１年１２月２０曰（刑集５３巻

９号１４９５頁）。）。このためであろうか、原判決は、被告講談社の記載Ｂ２の真実

性・相当性についての主張の整理（２３頁から２４頁）についても、被告講談社が

「偽名・仮名の領収書の作成は文書偽造に該当する違法行為であると同時に会計

手続上も違法であり、原告もこの違法・不正なことを認識していたのであり、しかも、

原告は記者から尋ねられれば、偽名・仮名の領収書の存在を認める意図を有して

いたのであるから、その違法・不正な偽名・仮名の領収書の作成について記者に

対して理解を求めざるを得なかったのであり、従って記載Ｂ２は実質的に主要な部

分において真実である」旨の主張（原審被告講談社第３準備書面第５の２）をして

いるにも拘らず、主張整理では偽名・仮名の領収書の作成についての違法性と原

告の認識についての被告講談社の主張を省略しており、主張整理としても不当で

ある。このような原審裁判所の知識の欠如の１点を取り上げても原判決の判示の

妥当性は精査を要することが明らかであろう。

第２　Ｂ書籍の主題

　既に原審でも主張したことであるが、本件Ｂ書籍は、「追及・北海道警『裏金』疑

惑」との見出しで、一審被告北海道新聞社（以下、単に「被告道新」という。）が北海

道警察（以下、単に「道警」という。）の「裏金」疑惑を追及して取材を行った結果を

書籍にしたもので、被告道新が既に北海道新聞に記事として掲載した記事（乙イ

１）に加筆して纏めたものである。

　すなわち、本件Ｂ書籍の主題は、道警の「裏金」疑惑の発覚、疑惑に対する追及

（道庁、道監査委員会、道議会、道警による調査、及び、被告道新の取材活動）と

一部解明、全部が解明されないまま幕引きが図られたその結末を基本的に時系列

に従って明らかにするものである。

　道警の「裏金」疑惑とは、道警が捜査報償費等の費用（国民・道民の税金）を本

来の用途に使用したかのように偽装して、裏金としてプールし、別の用途に費消し

たという疑惑である。

　しかるところ、原告は、長く道警に勤め、「裏金」疑惑の発覚した２００３年１１月当

時、道警本部における本部長に次ぐナンバー２の地位である道警総務部長の地位

にあり、ノンキャリアの警察官として最高位にあり、このため、上記疑惑に対する道

警の対応において、事務方を取り仕切る立場にあった。

　そして、道警は、再三にわたり、「裏金」及び「不正経理」を否定し、その調査の必

要性もないと主張してきたのであり、原告は、この道警の立場を体現して、疑惑の

解明に消極的ないし抵抗する姿勢をとってきた。

　このため、本件Ｂ書籍においては、疑惑の発覚に際しての道警の対応や道警の

疑惑の解明に対する消極的な姿勢を報じる一環として、原告の言動も報じられて



いる。例えば、原告については、「『以前から適正な予算執行に努めている。現場

が神経質になっているので、新たに外から監査を行うのはむずかしい』と疑惑解明

に消極的な姿勢に終始し」（乙ハ１の７５頁）、監査委員会において、資料が信用で

きない、執行手続きに照らして「不正はありえない」と反論し（同１３８頁から１４０

頁）、事情聴取の求めには、「『捜査上、重大な支障をきたすため、応じることはでき

ません』」と突き放した（同１４０頁）等というものである。

　このように、本件Ｂ書籍の主題は、一連の道警の「裏金」疑惑とその解明の経緯

である。

このような主題（テーマ)は、本件書籍を読む一般人が当然に理解し、一般人が本

件書籍の各記述の意味（摘示事実ないし伝達された意見。以下、併せて単に「伝

達内容」という。）を理解し、解釈する上で当然の前提となるものである。

　従って、原告が問題として取り上げた各記載の伝達内容が一般読者の普通の注

意と読み方に従って確定される以上、伝達内容を確定する上で、本来、Ｂ書籍の主

題（テーマ）を認定することは論理的前提であり不可欠である。

　しかるに、原判決は、このようなＢ書籍の主題にについて一言も言及することすら

ない。既にここからも原判決がＢ書籍全体を検討せず、その主題も理解しないまま、

原告の取り上げた一部の記述のみに囚われ、一般読者の普通の注意と読み方か

ら乖離した読み方をしたことが十分に窺える。 

第３２回　マスコミ市民の特集「志を失ったメディア」から

　　　　　　　北海道警裏金問題の報道をめぐる裁判とジャーナリズムの在り方

　平成２２年４月１６日には、道新裁判控訴審第２回口頭弁論が行われたが、本件

被告の１人である北海道新聞の高田昌幸記者が、北海道警裏金問題の報道をめ

ぐる裁判とジャーナリズムの在り方について月刊「マスコミ市民」４月号で詳しく述

べている。

　同誌のご好意で転載させていただいた。

　なお、同誌には、インタビューに同席した元朝日新聞論説委員柴田鉄治氏の「道

新ともあろうものが」も掲載されている。

　（ＮＰＯ法人マスコミ市民フォーラム発行）

http://www.geocities.jp/shimin_me/mascom_shimin.jpg


【特集】志を失ったメディア

　　　　　北海道警裏金問題の報道をめぐる裁判とジャーナリズムの在り方

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　高　田　昌　幸（北海道新聞記者）

　

　

　北海道新聞は２００３年 11 月下旬から０５年６月にかけて、北海道警察の裏金問題を追及した。

一連の報道からは相当の年月が過ぎたが、実は北海道新聞取材班が記した２冊の書籍をめぐっ

て、札幌で裁判が続いている。原告は、裏金問題が沸騰していた際、道警最高幹部の１人だった

佐々木友善・元総務部長。被告は、取材班の責任者だった高田昌幸氏、道警キャップだった佐

藤一氏、そして北海道新聞社、出版元の講談社、旬報社である。さらに、ジャーナリストの大谷昭

宏氏、作家の宮崎学氏も補助参加人として訴訟に加わっている。裏金報道はその後、北海道新

聞と北海道警が「手打ち」して終わったとも言われたが、一連の報道とは何だったのか。そこからメ

ディアが汲み取るべき教訓は何か。当時、北海道新聞の本社報道本部次長（デスク）だった高田

さんに、事件や裁判に関する経緯、裁判で輪郭が見えてきた「手打ち」の実態などについて、率

直に語っていただいた。

聞き手は、マスコミ市民フォーラムの川﨑泰資理事長。

■他社より遅れて報じた道警裏金事件

川﨑　北海道警察（以下｢道警｣という）の裏金問題（註１）が起きてから、かなりの

月日が経ちましたね。

高田　裏金問題の報道は２００５年夏に事実上終わっています。もっと追及しろとい

う声を今も時々聞きますが、私自身は、いつまでも道警裏金問題でもあるまい、と

いう気持ちがあります。ただ、北海道警の佐々木友善元総務部長が私や会社、出

版社を提訴したため（註２）、この問題は続くことになりました。提訴が「道警裏金報

道のその後」というタイトルの「芝居」のスタートだとすると、まだ真ん中を過ぎたくら

いでしょう。それと、最初にお断りしておきますが、きょうは、裁判の被告として、ここ

に来ました。答えられないことは答えられません。内容は、一審判決後の記者会見、

その後の支援集会などで話したことばかりになりますが、構いませんか。

川﨑　はい。結構です。前半戦の裏金報道では北海道新聞（以下「道新」という）は

快勝しました。ところが、その事件報道をきちんと追う社がなかったことが、今の事

態を招いていると思うのです。

高田　本格的に追う社がなかったのは事実ですが、もともとは我々も「追った立場」

でした。２００３年の 11月 23日の夕方に、鳥越俊太郎さんがキャスターをしていた

「ザ・スクープ」（テレビ朝日系）が、旭川中央署で捜査用報償費が裏金になってい

たのではないかとの疑惑を見事にスクープしました。裏付けとなる内部資料も放映

されました。それがすべての始まりです。その時点で、私たちは内部資料すら手に

入ってなかった。翌朝、朝日新聞と毎日新聞の朝刊が報じ、道新は２日遅れて紙



面化しましたので、３番手くらいでのスタートでした。

　旭川中央警察署の不正経理問題が発覚してから 10日も経っていない２００３年

12月２日?３日の段階で、我々は「裏金作りは全道警ぐるみで行われている」と、先

に結論を書きました。その後の道新の報道は、この結論をどうやって道警に公式に

認めさせるか、という内容だったのです。書きっぱなしにはしませんよ、ということで

す。あっちの警察署でも、こっちの警察署でも、と積み上げ方式で取材するのがふ

つうのパターンかもしれませんが、そうやって時間をかけていると道警内部で口裏

合わせなどが進み、本格的な解明はできないと思いました。だから、最初に結論を

書こうと。道警も他社も、そこまでやるとは考えていなかったでしょう。遅れてスター

トしたものが、あっという間に何段跳びかで前に行ってしまい、他社は事件を追うこ

ともしませんでした。

川﨑　道新の記事は、通常は北海道に居住していなければ見られませんね。

高田　この問題を、道新だけがガンガンやれば必ず孤立して「一人旅になってしま

う」と、最初から思っていました。そこで、当時は珍しい試みでしたが、早い段階で

社のホームページに道警の裏金関連の記事をすべてアップしたのです。それを見

た全国各地の新聞社や市民から、問い合わせが寄せられました。警察問題に詳し

いノンフィクション作家の小林道雄さんは、「毎朝、東京の自宅で道新のホームペー

ジをチェックするのが楽しみだった」とおっしゃっています。

川﨑　道新が快勝していた段階で、会社の上層部から「もういい加減にしてくれな

いか」という話があったのでしょうか。

高田　私がデスクとして采配をふるっている最中には、｢書くのをやめろ｣という圧力

は一切ありませんでした。うわさの類は別にして、「やり過ぎだ」「道警との関係をど

うするつもりだ」などと直接言ってくる人は、一人もいませんでした。編集局幹部もそ

ろって「頑張れ」と言ってくれていましたし、ある地方の若い記者１人を除いて、直接

疑問をぶつけてきた人はいません。その若い記者とは、いい議論ができました。

川﨑　そうだとしたら、道新の幹部は「何とかして高田さんを降ろしたい」と密かに考

えたのでしょうか。

高田　それは分かりません。裏金報道が続いている間は、社内の圧力のようなも

のは本当に何もありませんでした。道新では、夕刊から朝刊への引き継ぎの午後２

時前後に報道本部のデスクが集まる会議があります。その場で、「自分のやり方が

１００％正しいとは思っていないので、疑問や提案があればどんどん平場で言ってく

ださい」と、しょっちゅう言っていました。

■捜査費・報償費はほぼ１００％裏金

川﨑　一般の人に「裏金」と言ってもよく分からないでしょうが、道新の記事を読ん

だ人は、皆分かるようになったでしょう。

高田　「裏金」の意味合いは、ほぼ分かってくれたのではないでしょうか。予算は、

法律や条例その他の法的枠組みで使途が決められます。これに対して、裏金とは、

決められた予算の使途通りに使ったと装って、実際には別の用途に使用すること

です。使途の縛りを自分たちで勝手に外すわけですから、一種のマネーロンダリン



グでもあります。その中には、私的な用途に使ったものもあるはずです。北海道で

は、警察の裏金問題が発生する７年?８年前に、すでに北海道庁で裏金が大きな問

題となっていました。当時、私はその取材チームにいて大々的に報道しましたので、

北海道の人にとって裏金そのものは目新しいことではなかったでしょう。ただ、道警

裏金報道での読者の反応はすさまじく、電話やメール、ファクス、手紙で激励が殺

到しました。「道新を見直した」という声もずいぶんもらいました。あれほどの反響は、

その前も後も経験したことがありません。入社試験の面接で「自分も調査報道をや

りたい」という志望者が増えたとも聞きましたし、私に直接連絡を取ってくる若い学

生が今もいます。うれしいことです。

川﨑　そして、問題は裏金だけに留まらず、稲葉事件（註３）にも及んできましたね。

高田　稲葉事件に関する｢泳がせ捜査｣の記事については、その後、道新がお詫び

を出すに至りました。道警は、「泳がせ捜査」の記事がポイントとなり引くに引けなく

なったというよりも、最初から反撃するきっかけを探していたのだと思います。実際、

裏金問題の追及を開始した直後から、種々の記事について、口頭や文書での道警

の抗議が何度もありました。「泳がせ捜査」の記事に抗議文が来たときも、現場で

は「また来た」という感覚でした。

川﨑　稲葉事件では、上層部が捜査に必要なお金を使いきってしまい、拳銃の摘

発に際して正当な捜査費がなくなっていたので稲葉氏が金をつくった、という構造

があるのでしょうか。

高田　警察の捜査費とは、例えば拳銃の密売にかかる情報を暴力団関係者から

入手しようとしたとき、それにかかる部屋代や飲食費、謝礼などの必要経費です。

国費の場合は「捜査費」、都道府県費の場合は「捜査用報償費」といいますが、両

方とも同じような予算です。これらはほぼ１００％が裏金になっており、真っ当に使

われたことはほとんどなかったとされています。会計書類上の金の動きと実際のお

金の動きが合致していないのです。

　当時は、拳銃を摘発するために各都道府県に銃器対策課銃器対策室ができてい

ましたが、捜査費、捜査用報償費は本来の使途通りには使われていませんでした

から、稲葉元警部も含め、現場の捜査員は、自腹を切って捜査にかかるカネを捻

出していたはずです。

川﨑　いわゆる「平成の刀狩り」といわれた拳銃の一斉摘発は、警察庁の指示で全

国的に行われました。それに絡む組織的な裏金作りは道警に限りませんでしたが、

メディアでは単に「悪徳刑事がやった」という報道しかされませんでした。

高田　似たような事件は、長崎や大阪や兵庫でも表面化しています。全国の警察

における捜査費と捜査用報償費の大半は裏金になっていたはずです。長崎県警の

場合は、県警元刑事が自ら公判で裏金作りを暴露してしまいました。

川﨑　北海道警元釧路方面本部長の原田宏二さんが「北海道新聞が警察に屈し

た日」（｢明るい警察を実現する全国ネットワーク｣ホームページ、第１５回　２０．７．１１

（金）　新聞が権力に屈した日、

第１８回　２０．８．２１（木）（続）新聞が警察に屈した日　暴露された裏工作？の記
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録（１  ）で指摘しているように、道警は道新の内部で起きた不祥事を摘発する中で、

それとのバーターで裏金問題に関する道新の報道を抑えようとした疑いが濃厚で

す。しかし、メディアの中ではそうしたことは頻繁にあります。オウム真理教の事件

に絡んでＴＢＳが放送前のテープをオウム真理教側に見せていたことが発覚した際、

故筑紫哲也さんは「ＴＢＳが死んだ日」と言いました。裏金問題の報道とその後の動

きは、道新の歴史の中で最も大きかった出来事ではないでしょうか。

高田　社史を読むと、道新も遠い昔には様々な事件があったようです。権力と報道

機関の関係は、非常に難しい。権力と報道機関のひどい事例は、どの新聞社にも

テレビ局にもあると思います。ただ、裏金報道のその後については、なかなか自己

評価はできません。自分も当の組織にいる以上、問題解決や組織改革に一定の

責任を負っているわけですし。

川﨑　報道機関というのは、隙を見せるとどんどん追い込まれてしまいます。ところ

で、裁判はどうなっていますか。

高田　裁判は『追及・北海道警『裏金』疑惑』（北海道新聞取材班著、講談社）、『警

察幹部を逮捕せよ！泥沼の裏金づくり』（宮崎学・大谷昭宏・北海道新聞取材班著、

旬報社）という２冊の書籍について、そのごく一部の記述について「事実と違う」とし

て佐々木氏が訴えて、始まりました。被告は道新、講談社、旬報社と個人被告の高

田と佐藤です。そして補助参加人の大谷さんと宮崎さんが一審の途中から加わっ

ていますので、３社プラス４人が被告席に座っていることになります。

　一審札幌地裁の判決は昨年４月にあり、被告が敗訴しました。主文は「被告は連

帯して合計 72万円を原告に支払え」とした一方で、「訴訟費用の９割を原告が払

え」という内容でした。

　佐々木氏は、勝訴したのに訴訟費用の９割を払うことを不服として控訴し、また被

告側も全員が控訴しました。控訴審は札幌高裁です。道新の顧問弁護士のほか、

高田と佐藤は個人として、札幌の市川守弘弁護士、東京の清水勉、安田好弘、喜

田村洋一の３弁護士と代理人契約を結んでいます。控訴審の初弁論が昨年 12月

にあって、互いの立証予定を示したところです。一審では予想もしない形で負けて

いるので、控訴審で新たな証拠を出して様々な立証をしようとしています。次回は４

月 16日です。

川﨑　今回、われわれは、佐々木氏が一審の途中で提出した証拠「甲 84号証」を

入手し、目を通しました。これは、提訴前に、佐々木氏と道新幹部らが裏金報道を

めぐって密かに交渉していた内容を、佐々木氏が密かに録音、記録したものです。

全体を通して読むと、信じがたいやり取りが延々と続いています。日本のジャーナ

リズム史上に残る汚点ではないでしょうか。このようなことがなぜ起きるのか。その

道新の内部事情について、あなた方取材班は知っていたのですか。

高田　道新内部では裏金報道が続いていた２００４年に室蘭支社の営業部員が使

い込みをして逮捕され、有罪判決を受けました。２００５年 10月には、東京支社の

広告社員が約５００万円を使い込んでいたことも対外的に発覚しました。こうした問

題は、もちろん知っていました。

　しかし、「甲 84号証」に記された交渉は、まったく知りませんでした。私は便宜的
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にこれを「裏交渉」と呼んでいますが、甲 84号証を読むと、２００５年７月末から翌

06年５月にかけ、編集局の幹部らが佐々木友善氏と 30数回も話し合いを持って

います。そこで話し合われているのは、簡単に言えば、「どうやったら許してくれる

のか」という内容です。ひたすら媚びていく。裁判では、講談社と旬報社から出した

２冊の書籍の記述が争点になっているのですが、その箇所について、当時社内で

は何も問題にされておらず、「高田、この本の記述は間違いか？」とか、一度も聞

かれたことはありません。それなのに、裏交渉の中では、「本の記述はうそだと分

かった」などと、それこそ、佐々木氏に向かって嘘をついている場面もある。そういう

交渉です。

　当時から、「会社は何か変だな、何か裏でやっているのではないか」と感じてはい

ましたが、私をはじめとする取材班はここまで卑屈になって交渉しているとは、全く

思いもしませんでした。甲 84号証が裁判に出された後、私や佐藤は、この交渉が

行われた理由などを会社に何度も尋ねました。当事者だから、当然、相対で聞く権

利はあると思っていたのですが。

川﨑　あなたからすれば、甲 84号証が示す交渉は、会社の裏切りに映るのですか。

高田　誤解を招くと困りますので、説明しておきますが、甲 84号証はあくまで佐々

木氏による記録です。

　私と佐藤、道新は連名で書面を裁判所に提出し、証拠採用すべきではないという

趣旨の反論をしています。当時の編集局長も「提訴させないための交渉だった」と

いう趣旨の反論の文書を出しました。30数回に及ぶ交渉の記録は、録音だけでな

く、佐々木氏のメモに基づくものも含まれています。裁判所に提出した書面でも書

いていますが、録音を文字に起こした中身は、必ずしも録音を正確に反映していま

せん。佐々木氏が都合良く解釈した部分もあります。裁判では、佐々木氏に勝つこ

とが最大の目的ですから、そうした反論は当然必要です。

　ただ、訴訟進行に限定せずに物事を考えた場合、権力とメディアの関係を考える

うえでも、一連の交渉は実に大きな問題を孕んでいます。仮に録音の文字起こしが

細かな部分で正確ではなかったとしても、交渉があったこと自体は事実ですし、大

筋は記録通りでしょう。こんな交渉がなぜ行われたのか、きちんと検証すべきだと、

私は思ってきました。権力監視型報道の根幹にかかわる問題が、そこには横た

わっているからです。

　例えば、一連の交渉では、道新側が佐々木氏に対し、「裁判を起こすなら起こし

てください。その代わり、最初に道新がいくつまで負けを認めるか決めておきましょ

う。４つの事実のうち３つだったら納得しますか、２つだったらどうですか」という趣旨

のやり取りが出てきます。さっきも言いましたが、訴訟で争点となっている書籍の記

述について、提訴前に「本の記述に問題はなかったか」と会社から聞かれたことは、

一度たりともありません。この交渉が行われている期間中、そんなことは一度も聞

かれていない。それなのに、幹部が勝手に「誤りを一部認めましょう」と言い、こうい

う交渉をしてしまう。この部分は当時、週刊新潮に「道新が出来レース裁判を持ち

掛けた」として記事にされました。



　佐々木氏との交渉は事実の検証プロセスではなく、どうしたら佐々木氏が納得す

るか、ひたすらひれ伏していく交渉でした。甲 84号証を読む限り、誰でもそう判断

するでしょう。記録の中には、提訴するなら被告に高田や佐藤を入れるな、道新だ

けを被告にしてくれと頼むシーンも出てきます。「高田たちを個人で被告にすると独

自に動くから、会社が裁判をコントロールできなくなる」といったことを言うのです。

一体何なのか、と思います。

■イタリアンレストランで知った「裏取引の始まり」

川﨑　高田さんが最初にデスクをされたときは、何歳でしたか。

高田　報道本部のデスクになった２００３年３月です。当時は 42歳で、部内では一

番若いデスクだったと思います。部下の佐藤一は 39歳でした。その下には佐藤と

ほぼ同じ年の中原洋之輔サブ・キャップがいましたが、あとの者は皆 20代だったと

思います。

　道警クラブには、佐藤をキャップとして常に７人?８人の態勢でした。本部担当が３

人、残りは札幌市内署担当です。報道本部は、社会部と政治部を合体させた組織

です。私は警察担当デスクをやりたかったわけではないのですが、警察担当は忙

しくて体力も必要なので、若い人がやるものだなと理解していました。

川﨑　会社側と道警の、衝撃的な「取引」を初めて知ったのはいつですか。

高田　裏金報道は２００３年の 11月から始まり、２００５年６月まで行われました。道

新の場合、定期的な人事異動は３月と７月です。私は２００５年３月１日の人事異動

に合わせて道警担当を外れて、同じ報道本部の「遊軍担当デスク」になりました。

そして４ヶ月後の７月１日の人事異動で東京の国際部に移りました。佐藤も同じ７

月に東京に社会部に異動しました。そして私は翌２００６年３月にはロンドンに行くこ

とになります。

　「変だな」と感じたのは、２００５年９月初旬です。その年の９月は小泉郵政選挙が

あり、本社のデスクに応援が必要ということで、私は東京の国際部から２週間ほど

札幌に応援に行きました。その最中の９月４日か５日の夜、編集局幹部数人に札

幌・大通公園沿いのビルの地下あったイタリアンレストランへ夕食に誘われました。

そして食事の途中に、ある幹部から「実は、あなたに考えてもらいたいことがある。

このままでは道警と道新の関係がもたない」と言われました。「『もたない』とはどう

いうことですか」と聞くと、「取材の現場、道内のサツ回りは大変苦労している。何と

か関係を改善しなくてはならない」と応えました。

　大変なのは今に始まったことではなく、裏金報道が始まった時からずっと続いて

いることですので、どういう意味なのかを聞きました。すると、「道警も道新とは仲良

くしたいが、このまま仲良くなったのでは道警内部の組織に示しがつかない。道警

は裏金を認めて億単位の巨額の金を国や道に返してけじめをつけた。道新もけじ

めをつけるためには、『この記事は行き過ぎでした』と示さなければならない。そう

道警が求めている」と言うのです。そして、「道警が覚せい剤の『泳がせ捜査』に失

敗して、北海道内に大量の麻薬が流入した」と書いた２００５年３月の記事について、

道警が「お詫び」を求めてきているので、道新としてそれに応じて関係を正常化した



い、というのです。

　泳がせ捜査の記事が出た直後に道警から抗議がきた際には、当時の幹部に取

材経緯等を説明してありました。そして「問題ない」という判断になっていたのに、な

ぜ今になって謝らなければいけないかを問うたのですが、明確な答えはありません

でした。そして、11月末までに回答しなくてはならないという話を、一生懸命するの

です。その後もいろんなやり取りがあって、散会しました。

　私は北海道庁の不正事件を一年近く取材したとき、来る日も来る日同じような取

材を続け、心底疲れた経験があります。道警担当デスクを外れるときも、何か特別

の意図を感じたわけではありません。夜も昼もないような生活が続いていましたか

ら、正直、ほっとした気持ちもありました。それに読者には申し訳ないですが、私自

身、警察の裏金だけでなく、いろんな分野に関心がありましたから、いつまでも同じ

ことをやることに疲れていました。しかし、イタリアンレストランでの一件から如実に

疑問をもつようになりました。

川﨑　主要メンバーの異動が始まり取材班が解散となったとき、不信に思いません

でしたか。

高田　裏金報道や権力監視は、当時の取材班メンバーの専売特許ではありません。

次の人にちゃんと引き継ぎ、裏金や不正を許さないという気持ちを記者の誰もが持

ち、内部で広げて、記事という形にしていく。そういうことが何より大事だと思ってい

ました。それが、新聞社という組織の有り様じゃないですか。それにさっきも言った

ように、「これで少しゆっくりできる」という思いもありました。

川﨑　道新が海外にもっているポストはそれほど多くないと思いますが、そこに裏

金問題を追及したデスクを回すことは、論功行賞だと思われたのではないでしょう

か。

高田　当時、海外支局は 10 カ所だったと思います。人事は自分で決めることがで

きませんし、その評価も難しい。いろいろな見方はあるでしょう。申し訳ないですが、

今はこれ以上のことは言えません。

■社内の情報が道警に漏れた疑い

川﨑　甲 84号証に話を戻しましょう。これが裁判に出された当時、週刊新潮や宝

島など雑誌がいろいろ書きました。

高田　先ほど言いましたように、私と編集局幹部が夕食を一緒したのは、２００５年

９月初旬です。ところが、甲 84号証によると、それ以前に、佐々木氏と新しく幹部に

なった編集局幹部が２人で会っているのです。記録によると、編集局幹部は、佐々

木氏との最初の面談で、「とても上座に座れません」「２冊の本についての佐々木さ

んの指摘と、泳がせ捜査記事を車の両輪として解決していく」「私たちは社内では

少数派ですが、これから少数派が実権を握ってやっていこうとしているのだから、

交渉は内密にして欲しい。社内に交渉のことが漏れたら、動きは潰される」という趣

旨の話をしています。さらに、「ご迷惑をかけました」と謝っている。「どうやったら許

してくれるのですか」というのが、最初からの立脚点だったとしか、私には思えませ

ん。それに記録によると、この初回の面談で、編集局幹部は「道警の幹部に言われ



て、あなた（佐々木氏）に会いに来た」という趣旨のことを明かしています。佐々木

氏はこの時点でＯＢですが、現職の道警幹部のアドバイスによって、佐々木氏に面

会を求めたのだ、と。その会談後に、イタリア料理店で、私は編集局幹部から「道警

と道新の関係修復には、けじめが必要だ」と言われたわけです。どう考えても、お

かしくないですか。

川﨑　手打ちの条件としては、おそらく「高田を外せ」という人事の取引でしょう。

高田　甲 84号証によると、それに類するやり取りはあります。高田や佐藤を絶対に

許さない、とか。でも、交渉が始まった時点では、私や佐藤はもう東京に転出してい

たわけですから…。

　記録では、裏交渉は７月の終わりに始まって翌年の５月頃まで 30数回続いてい

ます。先ほども言いましたが、会社側からは裁判が起こるまで、２冊の記述の真偽

についての問いかけは一度もありませんでした。これは大事なポイントだと思いま

す。本の記述内容に対する問い掛けすらないまま、道新側は「内部調査の結果、

書籍の記述はねつ造だと分かった」という趣旨のことを言っていたのです。佐々木

氏はそうした部分を根拠にして、裁判で自らの主張の正しさを立証しようとしており、

控訴理由書でもそこを強調しています。それに、裏金報道に限らず、どんな記事に

も該当する話ですが、取材して記事を書いた記者が何も知らないところで、「うちの

若い記者が誤報を書いて失礼しました」「どうやったら許してくれますか」と上司が

勝手にお詫びの交渉を相手側と始めてしまうのは、どう考えてもおかしいでしょう。

川﨑　私の経験では、その類のことはよくあると思います。権力は何をしてくるか分

かりません。

高田　イタリアンレストランに呼ばれた後に、「泳がせ捜査に関して編集局内部で調

査をする」と言われました。先に言いましたように、その記事の組み立て自体はす

でに説明済みでしたから、あらためて何が聞きたいのか不思議に思いました。一方、

ちょうどその頃、道新の内部情報が警察経由で同業他社にボロボロ漏れているこ

とが分かってきました。「高田や佐藤は社内の調査から逃げ回っているという話は

本当か」と、他社の記者仲間から電話がかかってきたこともありました。

　そして後日、「本件原告の佐々木氏が道新にクレームをつけている本の記述、お

よび『泳がせ捜査』の記事に関して、北海道新聞社が事の真実を明らかにするた

めに内部で調査委員会を作ることが決まった」と、４?５段くらいの記事が毎日新聞

に載ったのです。当時（２００５年 11月初旬）、そんな話は全然聞いていませんでし

た。「調査委員会とは何ですか」「そもそも、どうしてこういう記事が他社から出るの

ですか」と聞きましたが、編集局の幹部は「そういう事実はない」「毎日新聞の誤報

だ」と言うのみでした。「では毎日新聞に抗議してください」と言うと、「そこまでする

必要はない。先走って書くようなことはお前らもあるだろう」と言われて終わりました。

　ところが、その後、佐藤が編集局幹部に呼ばれ、続いて私も呼ばれ、当時の取材

班メンバーが次々と呼ばれて、「泳がせ捜査」に関する情報源を聞かれたのです。

「階級は何だ」「せめて所属は言えないのか」と聞かれましたが、誰も言いませんで

した。道新の内部情報が道警に漏れている疑いが濃厚なときに、「実は○○警部



からの情報です」などと言えるはずがありません。甲 84号証によると、道新側が

佐々木氏に対し、「きょうは佐藤を呼んである」とか、「先日のヒアリングで彼らは何

も答えなかった」とか、そういうやり取りがボロボロ出てきます。社内情報は、まさに

湯水のように漏洩していたわけです。

川﨑　そして２００６年１月の「お詫び」記事（駐４）になるのですね。

高田　そうです。「道新は『道警は泳がせ捜査を失敗した』と書きましたが、それが

事実だという最終的な確証が得られずに、読者に誤った印象を与えかねない記事

になってしまったことをお詫びします」「しかし道警の『泳がせ捜査』の失敗を『な

かった』という証明もできませんでした」という趣旨の記事です。社告は１面でした。

誰のために何を書いているのかわからない中途半端な内容だとの批判も受けたよ

うですが、それによって、編集局長以下、私も佐藤も含め８人が懲戒処分を受けま

した。

　処分自体はもう済んだことなので何も言うつもりはありません。しかし、甲 84号証

によると、それに至る過程では、裏側でずっと佐々木氏と交渉や相談が続いていた

わけです。外部の人と相談しながら、もっと言えば外部の人から新聞社内部に手を

突っ込まれた形で、ものごとが進んでいる。新聞協会が定めた新聞倫理綱領は「あ

らゆる勢力からの干渉を排し、利用されないよう自戒しなければならない」としてい

ますが、裏交渉はその真逆のように思えます。

　そして懲戒処分の後も、佐々木氏と道新側の交渉は続いています。むしろ、その

後にヒートアップした感じです。「高田たちを訴えてくれ、訴えたら佐々木さんに協力

する」とか、「民事がだめなら刑事の名誉棄損もある」とか、「新聞協会賞を返上す

べきだ」「自分もそう思う」とか。そんな趣旨のやり取りが頻出します。もうなんと言

いますか、裏交渉の後半は、はちゃめちゃな感じですね。甲 84号証でそれらを初

めて知った時、私はロンドンに駐在していましたが、信じられない気持ちでした。

川﨑　朝日新聞の落合博実さんが、「警察に屈した日」という記事を「月刊文藝春

秋」２００５年 10月号に書いていますね。

高田　落合さんが追いかけていたのは、漆間厳・前内閣官房副長官（元警察庁長

官）の愛知県警本部長時代の裏金問題だったと思います。落合さんは裏帳簿を入

手にしたのに、朝日新聞は活字にしないで「握り潰した」話ですね。

川﨑　そのとき朝日新聞が書いていれば、漆間氏は官房副長官にはなれなかった

し、政治情況や権力とマスコミの関係も変わっていたと思います。

高田　そうかもしれません。ただ、何かの理由があって、権力監視型の報道を行う

ことに怯んでしまう人が幹部にいるということは、マスコミではよくある話かもしれま

せん。落合さんの記事は、そのことを示しています。

川﨑　きょう語ってもらった道警との裁判の内容、とくに甲 84号証に関する話は事

実はまだ活字になっていませんね。

高田　民事訴訟の記録はだれでも閲覧できますし、札幌の司法記者は皆知ってい

ると思いますが、新聞では活字にはなっていないと思います。各社がどういう判断

をしているのか、それは分かりません。大谷さんは、ご自身のウェブサイトと平凡社

の「月刊百科」に書いています。そのほかには、知っている限りでは、雑誌の宝島



や週刊新潮などに関連の記事が出ました。

■意味もなく萎縮している現場の記者

川﨑　裁判の結果は各紙に載ったのですか。

高田　一審判決は昨年の４月 27日にありました。各紙では、「報道の自由」「表現

の自由」という観点から、それぞれ展開を見せました。裏金問題を同じように追及し

ていた高知新聞は、判決のとき記者２人が札幌まで取材に来て、夕刊と翌日の朝

刊に続けて大きく掲載しました。ＮＨＫも好意的に６時半のローカル・ニュースで 10

分間ほど取り上げてくれました。北海道新聞は２段見出しの小さな記事が夕刊に

載って終わりました。

川﨑　一連の裁判が終わったら、出版の形でしっかり記録を残しておいたほうがい

いと思います。

高田　それは私も考えています。

　一審判決の後、私は記者会見をしました。その後、報告集会も開きました。その

合間、コピー機を貸してもらうために札幌の司法記者クラブに行ったとき、記者が群

がってきたら面倒だと思っていたのですが、誰も何も聞きにこないのです。私がクラ

ブに入ると、「モーゼの十戒」の如く海が割れるように、人混みが左右に割れ、コ

ピー機に辿り着くまでの道ができました。コピーしている間も、若い記者やテレビ局

の記者も黙っているのです。裁判の当事者がのこのこ現れたわけですから、ふつう

なら、会見で聞けなかったことを聞こうとするじゃないですか。あるいは、名刺だけ

でも交換しようとか。現場の記者が意味もなく委縮している、まさに今のムードを的

確に表していると感じました。

川﨑　「道新が死んだ日」ではなく、「ジャーナリズムが死んだ日」だと思いますね。

道新の取材記事は、菊池寛賞、新聞協会賞、ＪＣＪ大賞など各賞を総ナメにしまし

たが、社内ではそうした賞についての評価はなかったのですか。

高田　いろんな場面で「よくやった」「がんばった」と言われました。若い記者ほど誇

りに思ってくれているようにも思います。ただ、最初にも言いましたけれど、裏金報

道にしても、その他の報道にしても、自分たちの方法が最高だとは思っていないわ

けです。批判があるのは当然だから、批判や疑問はどんどん言って下さい、と。た

だし、面と向かって直接。それが何より大事です。

　他社も含めて若い記者と話す機会も多いのですが、どこの新聞社も内部での議

論が最近はどんどん少なくなっているようです。日本では職場、つまり組織内での

言論が一番不自由なのです。大企業を見れば、一目瞭然でしょう。報道機関はそ

れでも、組織内言論が比較的自由だったのに、最近はそれがいよいよ少なくなって

きたと思います。

　新聞の役割は権力監視だと言います。それはその通りです。また新しい時代には、

新しい報道も必要です。このネット時代にあって、漫然と同じような報道を繰り返し

ていたら、読者の支持を失うのは自明です。ただし、新しい試みはしばしば、組織

内の古い価値観と衝突する。そのとき、記者１人１人がどうするかです。報道の古

い体質は、日々の仕事においては「前例踏襲」「議論を避ける」「事なかれ主義」「萎



縮」のような形で表れます。その壁を崩す気概を現場も幹部も持つことができるか

どうか、それがポイントだと思うのです。

　実は、裏金報道のときは、裏金追及そのものというよりも、事件報道全体のあり

方を見直すきっかけにしたいと考えていました。捜査当局と一緒になって「悪者」を

つくり、叩く。「逮捕」時の報道に一番の力点が置かれてしまう…。挙げればきりが

ありません。事件報道の構造的欠陥は昔から何度も指摘されているのに、なかな

か変革できない。それが実態です。裏金報道のときは、警察担当記者が真正面か

ら警察組織と対峙する中で、そういう古い体質を変えたいと思っていたわけです。

警察取材に限りません。古くさい構造は、どの取材部門にも残っています。青臭い

理想論かもしれませんが、「変革」を常に考え、実践していかないと、取材力はさら

に劣化し、新聞はますますダメになる。その分水嶺は、すぐそこに迫っている感じで

す。

川﨑　今日は、多岐にわたるお話をいただき、本当にありがとうございました。

［註１］北海道警裏金事問題

　２００３年 11月に北海道警察旭川中央警察署が不正経理を行なっていたことが

発覚、後に各部署、各課、ほとんどの警察署でも同様なことが判明して、関係幹部

が大量に処分された。日本の警察史上初の大規模な不祥事。北海道新聞の警察

担当デスクだった高田昌幸氏は、道警キャップの佐藤一氏ら道警記者クラブ所属

の警察担当記者を取材に当たらせ、記者クラブに陣取ったまま、長期に渡ってキャ

ンペーンを張った。

［註２］北海道警元総務部長の提訴

　２００６年５月 31日、元道警本部総務部長の佐々木友善氏は、北海道新聞社、

旬報社、講談社、北海道新聞記者高田昌幸氏と佐藤一氏の５者を相手取り、出版

によって名誉を毀損されたなどとして、６００万円の慰謝料の支払いと書籍の回収

などを請求する民事訴訟を札幌地裁に起こした。また、旬報社から出版された「警

察幹部を逮捕せよ！」の共著者である大谷昭宏氏と宮崎学氏は、内容に責任があ

るとして被告側の補助参加をしている。裁判の経緯は、「市民の目フォーラム北海

道」のホームページ内の「道警ＶＳ道新訴訟」

（http://www.geocities.jp/shimin_me/hokkaidou.htm）が詳しい。初回から傍聴を続

けている元道警釧路方面本部長・原田宏二氏が記録を綴っている。

［註３］稲葉事件

　２００２年７月、北海道警生活安全特別捜査隊班長であった稲葉圭昭警部が、覚

醒剤取締法違反の容疑で逮捕された。必要な捜査資金を捻出するため、押収した

覚せい剤を自ら暴力団関係者に密売するに至った事件。裏金の発覚前に明らかに

なり、道警を揺るがす大事件となった。北海道新聞が報じた「泳がせ捜査」（拳銃を

摘発するために覚せい剤の密輸をわざと見逃して行った捜査）を稲葉元警部は認

めているが、道警は稲葉事件は稲葉個人の問題だったとして、組織的関与を認め

ず、闇に葬ろうとしている。



［註４］道新の「お詫び」記事

　北海道新聞は、２００５年３月 13日付朝刊で「北海道県警よる『覚せい剤泳がせ

捜査』が失敗し、北海道内に大量の麻薬と覚せい剤が流入した」と報じた。しかし翌

２００６年１月 14日には、「裏づけ取材不足」「『組織的捜査』確証得られず」という

見出しで、「泳がせ捜査失敗」報道に対する「お詫び」の社告記事を掲載した。直後

の１月 31日には、編集局長のほか、北海道県警の裏金問題の記事を書いて日本

ジャーナリスト会議（ＪＣＪ）大賞や新聞協会賞、菊池寛賞などの各賞を総なめした

取材班のデスクとキャップら８人が処分された。

第３３回　道警裏金訴訟控訴審　第２回口頭弁論

　　　　　　　佐々木氏「裏金報道の相当部分ねつ造」　

　　　　　　　高田・佐藤記者「記者の誇りに懸け猛反論」

　道警元総務部長佐々木友善氏が、北海道新聞社等を相手取り、ねつ造記事によ

り名誉を毀損されたなどとして、６００万円の慰謝料の支払いなどを請求した訴訟

（以下、「道警裏金訴訟」という）の控訴審の第２回口頭弁論が、平成２２年４月１６

日午後２時から、札幌高等裁判所第３民事部２号法廷で開かれた。

　この口頭頭弁論は、当初２月９日に予定されていたが延期されたものである。

　なお、関係者の肩書は、今回からは、「控訴人」「被控訴人」の表記は混乱を招く

ため、１審同様「原告」「被告」「補助参加人」と読み替えて表記することにしたので

ご了承願いたい。（以下、敬称略）

今回から裁判官が交代、井上哲男裁判長、中島栄、中川博文の構成になる（裁判

長と右陪席が交代）。原告席は齋藤弁護士のみ、原告佐々木友善は、今回も何故

か傍聴席に着く。　

　被告席は、馬場、野田、見野弁護士（北海道新聞代理人）、山田弁護士（講談社

代理人）、被告旬報社木内氏及び徳住弁護士（旬報社代理人）、被告高田昌幸、

佐藤一、市川、安田、喜田村の各弁護士（被告高田、佐藤及び補助参加人代理

人）、清水弁護士（被告高田、佐藤代理人）が着席した。記者席には５人ほどの記

者。傍聴席には、原告の佐々木友善のほか、道新の幹部ら４人、いつもの道警OB

が７～８人の顔もある。傍聴席は計３０人程度。

　冒頭に裁判官の交代に伴うで裁判所の更新手続きが行われ、原告側が提出した

３月１９日付「第３準備書面」と４月２日付「第４準備書面」を陳述の手続きが行われ

た。

　被告側も準備書面を陳述。さらに被告佐藤、高田両人の陳述書などを提出した。

原告佐々木氏の第４準備書面の要旨

○講談社は「各記載は書籍の主要な部分ではないので、原告の名誉には影響しな



い」という。しかし、これは誤った考え方だ。これらが真実相当性のある記述であれ

ば、表現が穏当を欠いていても名誉を毀損しないという判例はあるが、本件記述は

いずれもねつ造であり、今回の事案に該当しない。また、道新が綿密に取材した結

果を書籍にしたのだから真実と信じるに相当な理由があるというが、そもそも筆者

に内容を確認すれば矛盾に気付くはず。別に迅速に出さなければならなかった本

でもない。講談社は確認を行うべきだった。

○旬報社も講談社と同様に「主要部分ではない。そもそも『総務部長』というだけで

原告と特定できない」という。しかし、道警職員なら知っている。道職員だってそうだ

ろう。また、各種報道などから一般道民も多くは知っているはずだ。この主張は誤り

である。また、分量が少なければ名誉棄損にならないというのは独自の見解に過

ぎない。短い表現でも社会的評価を下げるには十分だ。また、１審判決は出版社に

過度な調査義務を課すものだという。そもそも、外部筆者であってもそれで金儲け

をする以上、内部筆者と同様に調査義務が軽減されることはない。筆者の記述を

鵜呑みして出版しただけで過失は生じる。

○道新・高田・佐藤は「そもそも原告の社会的評価は極めて低下していた。だから各

記載による社会的評価の程度は考慮しなくてもいい」という。しかし、その要因とし

てあげる事情はいずれも道新報道によるものだ。道新は「当該部分以外は争って

おらず、原告も認めている」というが、裏金報道の相当の部分はねつ造だったこと

は明らかだ。複数の道新幹部もそれを認めている（甲８４号証）。また、過去の判例

で「極めて低下している事例」を取り上げたものもあるが、それはテロリストや凶悪

犯罪者などに対するものであり、犯罪者でない原告は該当しない。１審段階で主張

したとおり、各記述はねつ造であり、真実性など立証不可能である。

○宮崎・大谷は控訴段階になって新たに「佐藤は平成１５年１２月１３日昼ごろに情

報源から具体的な情報を得ている」と主張した。これが事実なら、なぜ高田らは叱

責場所を変遷させたのか、その理由が説明できない。そもそも、本部長室の前で叱

責されたのであれば誰でも見聞きでき、その情報は広まる。つまり、情報源が際限

なく広まるのだから情報源の秘匿を理由に叱責場所を答えない理由はない。にも

かかわらず、被告は場所を隠し続けた。なぜか。「叱責」記述がねつ造だからだ。さ

らに、道新は裏金関連で事実無根の記事を載せ、おわび記事を載せて削除したこ

とがある。平成１７年１０月１３日朝刊の「共済組合費流用か道警裏金　鉢呂氏が

質問」記事だ。金額も内容も違っていた。この記事は高田の采配で書かれた。被告

らはこうしたねつ造記事を当時から安易に載せていたのである。キャンペーンの成

果を上げ、部数を伸ばすためだ。

○さて、徳永（元北海道監査委員）の陳述書についてであるが、立証事実はいずれ

も本件の要件とは無関係である。そもそも監査委員は厳格な守秘義務を課されて

いたのだから、監査結果が出る前に監査の状況が報道に漏れていたら問題だ。こ

れを知った芦刈（元北海道警察本部長）が徳永に抗議するのは当然であり、圧力

ではない。むしろ非難されるべきは芦刈ではなく、徳永だ。

（注）徳永（元北海道監査委員）の陳述書



被告高田、佐藤らも控訴趣意書等で「原判決において、被控訴人（佐々木）が裏金

つくりを知っていたか否かについて、全く触れようともしていないのは、事実誤認も

甚だしいものがある。」と主張している。原告が指摘している「徳永（元監査委員）の

陳述書」は、１審原告大谷らが、「道警幹部は裏金つくりを知っていたと思っている

こと」「温厚そうな芦刈本部長が直接代表監査委員に抗議電話をかけてきてマスコ

ミ報道された事実」を立証するために提出した北海道代表監査委員だった徳永光

孝氏の陳述書（丙第３３号証）を指す。その内容は以下のとおりだ。

徳永陳述書の内容

１　私は、平成 14年 4月から同18年 3月まで、北海道監査委員を務めました。そ

の間、同16年 3月から、代表監査委員を務めておりました。

当時、監査委員の主要な仕事は、北海道警察の裏金問題でした。平成 15年 12月

12日に、旭川中央警察署の捜査用報償費の会計書類のコピーを基に、この捜査

用報償費の支出について住民監査請求が起こされました。マスコミではそれ以前

の 11月頃からこの旭川中央警察署の捜査用報償費の支出が、カラではないか、

と疑問視されていたと記憶しています。

２　私が、代表監査委員になった頃は、旭川中央警察署の住民監査請求について

の監査結果が出た後でしたが、引き続き、弟子屈警察署での捜査用報償費及び捜

査費の内部告発と住民監査請求が起こされました。また、その後、知事からの要

求監査、道警の調査に対する確認監査など、在職中はほとんど、道警との関係で

忙殺されていました。

３　ところで、監査の際に、道警がどこまで私たちの監査に協力的であったかどうか

については、監査結果の中に記載しているとおりです。公表しているところではあり

ますが、道警にはなかなか焦点である捜査協力者や捜査官への聞き取り調査に

協力してもらえず、拒否されていました。

４　私が監査に際し、もっとも気になったのは、道警の幹部たちは、長年の不正経

理問題について、どのような認識を持っていたのか、ということです。旭川中央警察

署の問題では、一貫して不正はなかったと述べていたのは監査結果が示すとおり

です。平成 16年 12月 3日の要求監査結果報告書に、その点を書きましたが、捜

査員等は長い間の慣行であったと述べ、署長等の一部は、実体の伴わない支出で

あったことを認め、副署長等の一部は実際の使途については署長の了解を得てい

たと説明していました。これらから、監査結果として、長い間の慣行として、組織的

に捜査用報償費の取扱者(署長等)の補助者である副署長等が、署長等の了解の

もとに手元保管していた現金を会計手続を行わないで、課の運営費などとして使う

とともに、これを繕うため、副署長、会計職員、捜査員等が虚偽の会計書類の作成

に関わっていた、と認めたところです。したがって、当時、私は私見として述べたと

おり、長い間の慣行であり、各幹部もそのみちを歩んできたことからして、当然、こ



の問題を知っていると思いました。

５　私の職務とは関係ないのですが、私が一切公言していないにもかかわらず、芦

刈本部長が私に抗議の電話をしたと報道された件がありました。この本部長から

の抗議の電話があったことについては、マスコミで平成 16年 4月 28日に報道され

ています。当時は私たちの監査が最終段階にはいっていた矢先でした。

私が道庁に出勤してまもなく芦刈本部長から直接、私に対し非常に興奮した様子

で電話がかかってきました。電話の内容はわたしども監査委員のマスコミ対応につ

いて、それが問題だとの強い抗議でした。私は、温厚そうな本部長がどうしたのか、

と思いました。この抗議の電話を受けた私は、北海道新聞とは別のマスコミの方か

ら、それ以前に総務部長が本部長から叱責されたこともあったと聞いていたことも

あったので、芦刈本部長も不正経理問題でたいへん苦慮されておられるのだなと

思った次第です。以上

佐藤陳述書の要旨

　「佐々木氏が芦刈本部長に叱責された」との情報は道警内部からもたらされたも

の。取材源は組織の論理より正義を重んじ、不正行為を私に話してくれた人たちだ。

もし、私が裁判で取材源が特定されるような主張をすれば、佐々木氏は必ず「犯人

捜し」に及んだだろう。現に、佐々木氏は私の証人尋問後、ただちに道警幹部に聞

き取り調査を行い、その成果を陳述書として出している。一審裁判所は私の証言は

信用できないと判断したことは残念だが、少なくとも取材源は守れた。なので、控訴

審でさらに説明を補充して、裁判所の納得をいただきたいと考え、陳述をすること

にした。叱責の背景にあるのは２００３年（平成１５年）１２月１２日夕刊「捜査費疑惑

『調査と答弁しないで』道警幹部が道に要請」記事だ。この時期は道警は裏金の存

在を認めておらず、その中での議会対策を伝えたもの。当然、外部に知られてはな

らないものだった。その記事が出た後、ある幹部から私の携帯に「佐藤、ユーゼン

が夕刊の件で本部長から怒られたらしいぞ」と情報が寄せられた。高田に報告した

ところ「面白い。もっと聞いてみたら」と言った。記事化を狙うというよりは、別の場で

書く際のエピソード的に使えるから、今のうちに聞いておけという感じだ。数日の間

にあった情報源は「怒られたよ。オレ見たもん」といい、具体的な状況も語ってくれ

た。その時の総務課の雰囲気は「人望のない人だからざまーみろという感じだっ

た」とも話した。さらにいろいろな警察官から道警裏金に関する取材を続ける中で、

相手にさりげなく「ユーゼン怒られたってきいたけど」と聞くと「よく知ってるね」との

答えが返ってきた。中には自分で知人に聞いてくれ、裏取りをしてくれた人もいる。

われわれ取材班が長きにわたり道警の裏金を追及できたのは、信頼できる多くの

取材協力者がいたからこそだ。そして、今回の叱責について答えてくれたのもこうし

た協力者だった。

高田陳述書の要旨

　佐々木氏は、（佐々木氏と道新幹部との裏交渉の隠し録音を書き起こした）甲８４



号証を大きな根拠として「ねつ造記事だ」と主張しているが、甲８４号証に示された

道新側の発言も事実に反することや憶測が多く含まれる。札幌高裁がよもや、これ

に基づいて誤った判断をするとは思えないが、念のため私の体験した事実を記す。

また、佐々木氏の第４準備書面も同氏の思いこみによる記述があり、反論する。

佐々木氏はＨ（当時報道本部長）の「素直に謝った方がいい」発言をとらまえて「道

新はねつ造を認めた」というが、この発言は佐々木氏の申し出への処理が長引い

たことに対応した発言で、佐々木氏の曲解だ。控訴理由書で佐々木氏は「Ｔ（報道

本部デスク）は高田の後任で、取材班の取材活動や記事内容を熟知している」とい

うが、私の後任はＫデスクであり、Ｋとは業務を引き継いだがＴとは何ら引き継ぎを

していない。また、Ｔは私や佐藤に対し、一連の裏金報道や「泳がせ捜査失敗」記

事について質問したこともない。そんなＴが「熟知している」ことはあり得ない。Ｔ発

言を論拠にした佐々木氏の主張は理由がない。佐々木氏は、Ｔの「佐々木さんにつ

いての記事だって真実相当性はないと思う」発言を論拠とした主張もしているが、こ

の発言はＴの思いこみにすぎない。Ｔは一連の記事について何ら調査をしていない

からだ。また、佐々木氏はＫ記者について「取材班の取材内容や記事作成過程を

目の当たりにしており、その証言（隠し録音であり、証言でも何でもないが）の信憑

性は高い」というが、Ｋが佐藤の下で取材をしたのは４カ月ほどで、一番濃い取材

がなされた２００３－０４年（平成１５－１６年）は北見報道部におり、そのころの取材

状況を把握できる環境にいなかった。また、Ｋは本件摘示事実や「泳がせ失敗」に

ついて私や佐藤に質問したことは一度もない。さらに、佐々木氏が取り上げたＫの

発言の数々はいずれも自分が体験したこととは異なるものだ。例えば社内の「調査

委員会」が調査した云々のくだりも、自分が受けた聞き取り調査の中では佐々木氏

に関する記事の質問は何らなかった。Ｋの発言は目の前の佐々木氏に迎合しただ

けの言葉で、事実に反する。さらに佐々木氏は「内部告発文書」を再三にわたって

自分の主張の根拠とするが、この文書は差出人、作成者が不明の「怪文書」に過

ぎず、その内容も事実と全く異なる部分が多い。こうした文書を証拠として出す訴

訟態度は異常だ。ところで、佐々木氏は第４準備書面で、「２００５年（平成１７年）１

０月１３日の『共済組合費流用か　道警裏金鉢呂氏が質問』記事は金額も内容も

違っており、削除された。この記事は高田の采配で書かれた」というが、この時、私

は東京国際部編集委員であり、佐藤も報道本部を離れていた。この記事へのかか

わりは一切ない。また、この出来事をもって「高田体制の中で作成された記事だか

ら、本件もねつ造」というのは飛躍がありすぎて理解不能だ。

原告佐々木氏の第４準備書面に必要な限度で反論（被告高田・佐藤準備書面要

旨）

　佐々木氏は同書面で佐藤の陳述として「佐々木氏は佐藤に対して偽名領収書の

存在についての理解を求める一方、裏金問題について追及の手をゆるめてくださ

いとの意味も込めた、などという支離滅裂な回答に及んだ」と主張しているが、「追

及云々」の後半部分は述べていない。佐々木氏のねつ造である。一審証人尋問で

佐藤が「追及の手を云々」と言及したのは、（元道警釧路方面本部長の）原田宏二



氏や（元弟子屈警察署次長の）斎藤邦雄氏が裏金づくりを告発した後の３月に

佐々木氏が議会で「適正な予算執行に万全を期してきた」と答弁したことに対する

印象である。また、佐々木氏は控訴審に入ってから、反訴原告の大谷らが「叱責」

情報の入手経過を詳しく主張するようになったことを驚いており、佐藤が述べてい

ないことだから不可解だという。しかし、佐藤にとって取材源を守ることは記者生命

にかかわることであり、特に慎重な対応が求められた。１審で中途半端な主張に

なっているのは、その悩みを抱えたからだ。だいたい、佐々木氏は佐藤が取材源に

ついて「総務部と警務部が中心です」と証言するやいなや、いきなり聞き取り調査

に及んでいる。しかも、一般道民には答えないことを、彼らは答えた。すでにOBに

なっているにもかかわらずだ。やめても「上」の指示は絶対。これが警察組織の特

殊性だ。これをかんがみ、佐藤はギリギリの説明をしたが、原審は「真実性、相当

性無し」との判断をした。これを受け、佐藤は「断じて虚偽報道ではない」という記者

の誇りにかけ、さらに立証範囲を再検討して、それが大谷らの準備書面に反映さ

れたのである。佐々木氏は佐藤が「叱責された場所を『本部長室の中』から『本部

長室の前』へ変遷させた」というが、今まで「本部長室の中」と説明したことは一度も

ない。「道警本部内」と言っていただけだ。そもそも、佐々木が取材経過を執拗に聞

くのは、組織の裏切り者をあぶり出すためであり、佐藤は一記者としてそのような

行為に加担するわけにはいかない。佐藤の今回の説明はあくまで、報道が真実で

あることを裁判所に理解してもらうために、説明を補充したのだ。

＜その後のやりとり＞

井上裁判長 J　主張立証はこれで終わった格好ですか？

馬場弁護士（道新代理人）　原告第４準備書面への反論を行いたい

斎藤弁護士（原告佐々木代理人）　反論はやっていただいて結構。こちらも被告の

準備書面などに反論したい

清水弁護士（高田・佐藤代理人）　現在、言論の自由についての意見書を専門家に

依頼しており、社会学的観点からこの裁判への鑑定意見をもらうつもりでいる。

市川弁護士（補助参加人代理人）　原告第４準備書面への反論もあるし、まもなく

まとまる意見書を踏まえて主張したい事実もある。

井上裁判長　分かりました。今後の進行について合議します。

　＜暫時休廷＞

井上裁判長　では、もう１回続行します。次回は７月１日午後２時から。

書面は２週間前の６月１８日までにお出しください。次回でおおよそ、主張は出尽く

しますかね？ 



第３４回　道警裏金訴訟控訴審　第３回口頭弁論（結審）

　　　　　　　道警の裏金疑惑とは　結審に当たって再確認

　道警元総務部長佐々木友善氏が、北海道新聞社等を相手取り、ねつ造記事によ

り名誉を毀損されたなどとして、600万円の慰謝料の支払いなどを請求した訴訟

（以下、「道警裏金訴訟」という）の控訴審の第 3回口頭弁論（井上哲男裁判長、中

島栄、中川博文裁判官）が、平成 22年 7月 1日午後 2時から、札幌高等裁判所第

3民事部 2号法廷で開かれた。

　なお、関係者の肩書は、前回に引き続き「控訴人」「被控訴人」の表記は混乱を招

くため一審と同様「原告」「被告」「補助参加人」と読み替えて表記することにしたの

でご了承願いたい（以下、敬称略。（　　）内は、筆者注釈）。

　原告席には齊藤弁護士のみ、原告佐々木友善はいつものとおり傍聴席の最前

列に着いた。

　被告席には、馬場、野田、見野弁護士（北海道新聞代理人）、山田弁護士（講談

社代理人）、徳住弁護士（旬報社代理人）、市川、安田、喜多村各弁護士（被告高

田、佐藤および補助参加人代理人）、清水弁護士（被告高田、佐藤代理人）被告高

田、佐藤、補助参加人大谷昭宏等が着席した。

　傍聴席には、原告の佐々木友善のほか、道新幹部、いつもの道警OB、報道各

社の記者等で、計約 50人程度。

○　冒頭、被告側が

①　田島泰彦・上智大教授の意見書（道新など提出＝本件各書籍の出版が正当な

言論活動で、本件各記述が不法行為にあたらないことを主張）

②　元札幌東署員・石黒繁治の陳述書（補助参加人提出＝佐々木友善がいたころ

の札幌東署で裏金づくりが行われていた事実を陳述）を提出し、石黒の証人尋問

を申請した。

さらに、補助参加人が準備書面で

「石黒は、原告が札幌東署に副署長として勤務していた平成元年４月から平成２年

１０月末まで同署に勤めており、この間に裏金づくりが行われていた。石黒はこの

間も『裏金づくりが慣行として署内で行われていた』としており、書類を決裁していた

のは佐々木友善だ。『私は裏金を知らなかった』という証言は極めて不自然である」

と主張した。

○　一方、原告側は準備書面で

①　被告側は情報を取った日時を修正してきたが、この日は土曜日で道警庁舎の

食堂は休み。警察官も当直のみの勤務で、道新記者クラブ員が庁舎内にいること

は、緊急の事件でもない限りは、まずありえない。こんな日に情報源と接触するの

は不自然だ。こうした安易な主張の変遷は、記載内容が虚偽であることの証である。

②　叱責場所について、被告側は「本部長室の中なんて一度も言ったことがない」と



いうが、こちらはこれまで「中」であることを前提に釈明を求め、議論を重ねてきた。

なぜ今さら「中とは言ってない」などというのか。

③　田島意見書は、特異な考えや証拠上到底認定できない前提に依拠した独自の

見解が大半を占めており、採用できない。

④　警察組織は、上司の指揮命令系統が絶対であるとの考えで動いているという

のは、佐藤の一方的な決め付けであり、現実にも、社会の一般常識にも著しく反し

ている。

⑤「道警の組織を挙げて"犯人探し"をさせるはずです」と指摘するが、既に道警を

退職してから数年を経ている者が、そのようなことができる訳がない。

⑥　（原告高田の後任の）Ｔデスクは道警報償費に関する道新の記事について知ら

ないとの主張するが、Ｔが道新の記事の信憑性に関する問題について知らなかっ

た筈がない。高田が引き継がなかったとしても、やがてはその全容を知ったはずだ。

だからＴの「真実性はないと思う」証言は信用できる。

⑦　被告側が怪文書と称する内部告発は、道新内部の人間しか知り得ない情報も

あり、「（取材班の記者）Ａが泣いた」との記述は原審で佐藤はこれを認める供述を

している（佐藤の供述は正しくは「そんな事実はあり得ない」である。）。極めて信用

性の高い文書だ。

などと反論した。

　また、石黒の証人申請、陳述書について「立証趣旨は本件各記載事実の真実性、

真実相当性と関連性がない。却下されたし」と書面で反論した。

○ 裁判所は、石黒の証人採用について合議、「証人尋問は必要なし」と判断、陳述

書の証拠採用をした。

　被告側からは再反論の書面の提出などはなく、そのまま結審した。

　判決は、10月 26日午後１時１０分からと期日指定があった。

道警の裏金疑惑とは何だったのか（石黒陳述書から）

　今回の第３回口頭弁論で道警裏金訴訟控訴審は結審した。原告の佐々木友善

は、最後まで、裏金の存在は知らなかったと主張している。

　これに対して、1審で道警ＯＢの原田宏二が、昭和６２年当時、道警本部総務課

長として勤務したころ、部下の総務調査官が原告の佐々木友善だったとし、当時、

総務課にも裏金が存在し、その一部が原告の佐々木友善にもわたっていたとする

陳述書を提出している。

　控訴審でも、北海道監査委員を務め、道警裏金疑惑発覚当時、代表監査委員を

務めた徳永光孝が、監査結果として、長い間の慣行として、道警で裏金づくりが行

われていたとしたうえで、長い間の慣行であり、各幹部もそのみちを歩んできたこと

からして、当然、この問題を知っていると思うとする陳述書を提出している。

　今回は、現場の捜査員だった石黒繁治が「偽領収書づくりについて」と題する陳

述書を提出した。石黒は、本件訴訟に関する部分だけではなく、警察の現場で行



われていた具体的な裏金づくりの実態と、裏金疑惑が発覚した後の道警の内部調

査の実態を明らかにしている。知られざる現場の警察官の裏金に関する声である。

　道警裏金訴訟控訴審の結審に当たり、もう一度、７年前に発覚した道警の裏金

疑惑とは何だったのかを再確認する意味で、その全文を以下に示す。

１　私は、北海道警察（以下　道警という。）の警察官として 42年間勤め、平成 22

年 3月 31日付で定年退職しました。

これから、私が道警在職中に偽領収書づくりを指示されたことについて記載します。

２　初めて偽領収書づくりを指示されたのは、昭和 52年か 53年ころで中央警察署

勤務の時です。当直明けで交番から署へあがった時、制服を着たままでドアを開け

て室内に入ったと同時に上司から「おっ、丁度良いとこに来た。お前も１枚書け。」と

言われて、小票のようなものを渡されました。それには、領収書、住所、氏名、金額

等と印刷され、空欄には知らない氏名等が鉛筆書きされていて、その鉛筆書きのう

えを私がボールペンでなぞることを指示されたのです。この上司の指示されたこと、

近くの机上で書いたことを記憶しています。

これが偽領収書の書き始めで確か、刑事第１課の強行係のところでなかったかと

思います。その後も、同署で何回かあったかも知れませんが、状況は思い出されま

せん。

３　その後の記憶としては、東警察署刑事第１課勤務が７年間でしたが、７年間書

かされていました。

職種が盗犯の捜査員でしたので、聞込みなどで外へ出ることがあり刑事部屋に常

時いる訳ではありませんでしたが、何ケ月か置きですが、私がデスクで捜査書類を

作成している時に捜査庶務の係長、部長から「１枚、書いて。」と言われて偽領収書

を渡され、鉛筆書きの上からボールペンで書きました。

指示された時、在室する捜査員がひとり２枚ずつ書く事が多かったですが、時には

３枚ずつ書いた時もありました。

　複数枚書くときは字体を変え、３枚目の時は、左で書くときもありました。

　庶務係の者から依頼されるだけでなく、時には会計課員が１課の部屋に来て、直

接、手渡されて書いたこともありました。その係員から直接聞いたことはありません

が、係員は十数枚、数十枚を持っており、部屋にいる係長以下の捜査員に頼んで

いました。時には、課長が「俺も、一枚言〈か。」と言って書いていたこともありました。

　偽領収書は、鉛筆書きの上をボールペンでなぞるやり方で、後には鉛筆書きが

通常書く位置の上に書いてあって、それを私達が鉛筆書きで下の正規に書く位置

に記載するというものに変わり、また、鉛筆書きされた偽領収書とは別に、空欄に

なった偽領収書を渡されて記載する方法に変わりました。



私が書いた偽領収書の鉛筆書き氏名に、私が知っている名前はありませんでした。

４　私は、昭和 43年に拝命し、警察学校を出た翌 44年に札幌市内警察署へ配置

になりましたが、上司、先輩から「警察では、時間外手当て等の金についての疑問

を持ったり、話をしてはいけない。」と聞かされ、また、上司、先輩らが、その様なこ

とを話していたのを横で聞いていました。当時、１９歳、２０歳の未熟な私は、「そう

なんだ。」「そういうもんなんだ。」と疑問を持たずに警察人生を送っており、結婚後

も公務員の子供であった家内と頂いた給料内で生活することしか考えておらず、偽

領収書について疑問も持たず、質問したこともありませんでしたし、質問する者をみ

たり、聞いたりしたこともありません。組織のしきたり、慣例であり、指示されるまま

に矛盾も感じずに記載していました。無知と言われれば無知、世間知らずと言われ

れば世間知らずでした。

５　東警察署での勤務は、昭和 57年から平成 5年まで、この間の早い時期だった

と思いますが、会計課に置かれたコピー機でコピー取りしていた時、会計課員が「Ｘ

署長が 500万要求して持って行った。」と話しました。

　記憶では、この話した会計課員は窓側に座っていたので、課長か係長だったと思

います。署長自ら金額を定めて要求するのは珍しいとのことで、少し怒り口調で話

していました。私は、以前から所属長が異動、退職時に、餞別と称して警察署の余

剰金を持っていくことを上司先輩達から聞いていたので、この時も「そんなものかな。

でも多いな。」くらいにしか思っていませんでした。

　また、会計課では、表紙は新しいのに、横から見ると使い古した紙の様に膨れあ

がったところと真新しいところがある縞模様になった電話帳が、課長の机の横の

フックに掛けられていたことがありました。たまたま、その電話帳を借りた時、膨れ

あがったところのページだけ、殆どの氏名にアンダーラインが引かれていたのを見

ました。明らかに不自然なラインでした。

　また使い古した印鑑十数本が輪ゴムで止められているのを会計課員が持ってる

ことがあったり、ロッカーから出し入れしていたのを何度か見たことがあります。会

計課では、当時、署員の印鑑は印鑑ケースに入れていたので、この印鑑は偽領収

書に使用しているものだと思いました。

　これらについて見たり聞いたりしても、私は、これが警察の常識としか受け止めて

いませんでした。私が警察学校を卒業して、札幌市内署を振り出しに機動隊、一線

署と異動しましたが、上司、先輩らが、陰で正規な時間外勤務手当、旅費等が支給

されていないことを話していても、積極的に見てはいけないし上司に聞いてはいけ

ないことと思っていました。

　そして振り出しの時から同じ印影の印鑑を３本作ることを指示されました。1本は

自分が使用、残りは、1本が警務、1本が会計へ預けるというものです。預けた印

鑑はどの様に使用されていたか判りません。私が中央署の刑事だった昭和５５年

に、本部の捜査員が、「時間外が少ないので庶務に聞いたところ、出張なんか全然



していないのに月の半分は出張した出張したことになっているので、時間外がつけ

られないんだと言われた。」と言ってたことがありました。この空出張の書類に預け

た印鑑を勝手に使用されていたものと思います。裏金づくりが発覚するまで、異動

の都度、異動先警察署会計課に印鑑を預けてました。

　また、平成 5年か 6年ころ美唄署勤務時、道場窓枠の木製敷居と敷居下の壁が

腐って穴が開いていました。会計課員に修理を申し向けたところ「本部に確認する

と、既にサッシ窓になっていると回答があり、予算請求できない。また道場の風呂

の石炭釜も灯油釜になっているので変えることができない。」と言って、美唄警察署

建て替えの平成８年までそのままでした。

　裏金づくりは、協力費のみならず金にからむところ全てで北海道磐察では常態化

していたと思います。

６　平成 15年旭川東警察署（旭川中央警察署の誤り？）の裏金問題がテレビで放

映され､その放映された書類の中にＳ部長の氏名が書かれたものがあり、それが

同人の篭跡なので、私が本人に確認しました。Ｓ部長は「指示されたから書いた。」

と言って、Ｓ部長が記載したことを認めました。

Ｓ部長は、発覚した時に直ぐに話したとおり、勤務 1年で自宅がある旭川へ転勤し、

次の試験で合格して昇任しました。その後、放映前の勤務地域へ異動し、２年程勤

務して再度旭川に異動し、現在に至っています。飴を与えたのです。

　裏金発覚後、私の日額旅費などについても問い合わせがあり、受給していない手

当が支給されていることになっていることが判りました。偽領収書のものだけでなく、

私たちの手当にまで手を付けていたのです。以前に聞いていたうわさ話が現実

だったのです。

　話は遡りますが、私は美唄警察署に平成 5年 4月から平成 12年 3月まで７年間

駐在所勤務をしました。その間、留置人を岩見沢まで何度か護送しましたが、当初

一銭も手当が出ませんでした。ある時護送から戻ると「これから護送一回につき百

円支緒する。」といって支給され、それから何年か後には「これからの護送は、－回

につき五百円支給する。」と金額が上がりました。

　だが、裏金発覚で、日額旅費は 1,290円であることが判りました｡当時の支給がお

かしかったのです。　そして、その後の調査で、その他の日額旅費についてもおか

しいことが判りました。

　また、裏金のことで道の調査があり、前任地が十勝地方の警察署で勤務したＳ警

部補とＴＳ部長と一緒に行くことになり、遠軽警察署から北見本部まで同乗しまし

た｡両名共前任地では捜査係で、車内会話を聞いていると、

「今回開かれる金の件は、あの事件のことなんだよね。俺、貰ってないんだよね。」

「うん。俺も貰ってない。」

「でも、迷惑かけるから、俺、のむつもりなんだよ。」

「俺も、そうするつもり。」

「・・係長には世話になったし、いい人だから、迷惑かけたくない。」



「そうだ。俺も、世話になった。」

と隠蔽する内容でした。帰りの車内では、口裏合わせどおりに話したことを、二人で

話していました。

　私は、裏金調査が正確だったとは思っていません。二人の様な事なかれ主義の

警察官が沢山いたと思います。

　私が勤務した留置管理課時の日額旅費について、道警のＳ警視は、「先輩。先輩。

記憶違いでないですか。」「記憶違いでいいですか。」「先輩、記憶違いでいいです

ね。」と、以前顔を合わせても挨拶もしなかったのが、調査委員に指名されると猫な

で声で、私に回答を押しつけてきました。当時の会話を聞かせてやりたい。とても

正規の調査とは言えません。

７　私の記憶では、中央署勤務時の昭和５２．３年頃を初めとして、東警察署の刑

事第１課で勤務した 7年間、私は偽領収書づくりを指示され、何ら考えずに裏金づ

くりに協力していました。させられたと言った方が良いかもしれません。領収書は、

上部に領収書と書かれ、金額、住所、氏名等と印刷されたもので、中央署、東署と

様式は同じもので、放映された領収書とも同じです。私が記載した領収書の氏名等

は気に掛けてもいなかったので覚えていません。当然、知らない氏名ばかりです。

　当時、１課員で偽領収書のとおりに一般人に協力費など払った捜査員はいませ

ん。当時は協力費を払う習慣はありませんでした。当然、領収書というものを書い

て貰う習慣もありません。私が中央署時は巡査、東署時は巡査部長です。警察の

組織上、組織の末端の者が、課長、次長の面前で、上司の指示なしに勝手に偽の

領収書づくりはできません。

　国・道の会計監査の直前になると、普段刑事部屋に来ない会計課長、係長はも

ちろん、副署長までもが右往左往して刑事部屋の課長、係長のところへ来て、書類

の訂正、作成を指示していました。書類を面前で見た訳でありませんが、私のデス

クから見て、捜査書類と違う格子の線入りで数字が羅列された一見して会計書類と

思われるものでした。会計監査等は署長を筆頭に管理者が対応するのに、その管

理者が知らない訳がありません。私は、東警察署の刑事第１課に課員であった間

は、毎年、偽領収書づくりをさせられました。このことを管理者が知らないと言うなら

ば、勝手に部下がやったことであって、責任は部下にあるということでしょうか。署

長、副署長の管理者が知らない訳がありません。　そのうえ地方でトップまで上り

詰めた最高責任者の言う言葉なのか疑問を持ちます。尸位素餐、そのものです。

８　平成 15年の裏金発覚後、冷静にこれらの行為を考えると恥ずかしいことであり、

法的に考えると違法行為です。道警の調査は、執行者・受給者とされる者が適当

に答えて、調査員も適当に調査。私は、誠実に調査したものとは思っていません。

当方のことですが、家内被害の交通事故に伴う平成 4年に発覚した警察官作成の

実況見分調書の虚偽公文書作成、同行使事実をみても明らかです。平成 11年続

発した警察をめぐる不祥事発覚から国民の信頼が大きく失墜し、平成 12年に国家



公安委員の求めで開催した有識者の警察刷新会議の「警察刷新に関する緊急提

言」を受けて警察改革要綱を掲げた。改革の推進事項として「透明性の確保」「自

浄機能の強化」「国民のための警察の確立」等を重要課題として位置づけ、現在も

響察改革の持続的断行を唱えている。そして、所属長は、警察の存在理由は使命

感に裏付けされた社会正義実現のためで、情勢変化を機敏に洞察しなさいと訓示

し、部下には私心を捨てた執行力を求めていながら、いざ管理者自らが決断、実行

することになると、体さばき、隠蔽、先送り、不実行、無責任では背信行為であって

卑怯極まりない。責任の取らない幹部、上司、管理者がいる限り警察力の強化は

ないと思います。その他、色々な対応などをみても、組織の隠蔽体質は旧態依然と

し、それでは、この裏金についても何ら変わらないと思う。単独事案は別として、上

層部が関係した不詳事案は、隠蔽と必ず無謬性を主張する。人の行いで絶対に間

違いがないとはいえない。間違いがない様に行っているのはどこの組織も同じであ

るが、人間が作った組織に絶対間違いがないとは言えない。無謬ということはない

と思います。

　平成 15年の裏金は常態化した警察組織の中で発覚した事実です。反省のない

ところに改革はないという。そのことでいえばこれを継続しているのか、継続してい

くということなのだろうか。

以上のとおり、昭和の時代から組織的に偽領収書づくりをして、裏金を作っていた

ことに間違いありません。 

第３５回　２２．１０．２８（木）　道警裏金訴訟控訴審　判決

　　　　　　　　　　　　 控訴はいずれも棄却　高田被告らは上告 

http://www.geocities.jp/shimin_me/hokkaidou1.htm#35





